
１ 第201回国会概観

１ 会期及び活動等の概要

（召集・会期）

第201回国会（常会）は、１月20日に

召集され、同日、参議院議場において開

会式が行われた。会期は、６月17日まで

の150日間であった。

（院の構成）

参議院では、召集日当日の本会議で議

席の指定が行われた後、７特別委員会（災

害対策、沖縄・北方、倫理選挙、拉致問

題、ＯＤＡ、地方消費者、震災復興）の

設置が行われた。

衆議院では、召集日当日の本会議で、

９特別委員会（災害対策、倫理選挙、沖

縄北方、拉致問題、消費者問題、科学技

術、震災復興、原子力、地方創生）の設

置が行われた。

（政府４演説）

１月20日、衆参両院の本会議で、安倍

内閣総理大臣の施政方針演説、茂木外務

大臣の外交演説、麻生財務大臣の財政演

説及び西村国務大臣の経済演説のいわゆ

る政府４演説が行われ、これに対する質

疑（代表質問）が、衆議院で同22日及び

23日、参議院で同23日及び24日にそれぞ

れ行われた。

（令和元年度補正予算）

「安心と成長の未来を拓く総合経済対

策」（令和元年12月５日閣議決定）の実

行に必要な経費の追加等を行うととも

に、税収見積りの減額、公債金の増額等

を行うため、１月20日、令和元年度補正

予算が衆議院に提出された。

同補正予算は、衆議院では、１月28日

に予算委員会及び本会議でそれぞれ可決

され、参議院に送付された。

参議院では、１月29日から予算委員会

において質疑が行われ、同30日に同補正

予算を可決すべきものと決定した。

同日の本会議においても、同補正予算

は可決され、成立した（衆参での審査の

概要は、後述２（１）参照）。

（令和二年度総予算）

令和二年度総予算は、１月20日、衆議

院に提出された。

同総予算は、衆議院では、２月28日に

予算委員会及び本会議でそれぞれ可決さ

れ、参議院に送付された。

参議院では、３月２日から予算委員会

において質疑が行われ、同27日に同総予

算を可決すべきものと決定した。

同日の本会議においても、同総予算は

可決され、成立した（衆参での審査の概

要は、後述２（２）参照）。

（新型コロナウイルス感染症の流行）

令和元年12月以降、中国湖北省武漢市

を中心に発生した新型コロナウイルス感

染症は、短期間で全世界に広がり、我が

国を含め、感染者・死者は多数に上る一

方、同感染症のまん延を防ぐための経済

活動の縮小や停止により、約90年前の世

界大恐慌以来の世界的経済危機を迎えつ

つあり（ＩＭＦ予測）、我が国において

も、戦後最大の危機に直面（４月７日、

安倍内閣総理大臣記者会見発言）してい

る。

国会においても対策を迫られることと



なり、両院それぞれの議院運営委員会に

おいて対応が協議され、様々な措置が採

られた。

参議院では、密閉空間・密集場所・密

接場面のいわゆる「３密」を回避すべく、

本会議や各委員会において、議員同士の

間隔を広げて着席し、また、場内ではマ

スクの着用に努める旨の申合せを行うな

ど、前例のない対応を行った。議場にお

いては押しボタン式投票装置が設置され

ていない席まで活用したため、平時は押

しボタン式投票による採決を行うところ

で起立採決を採用した。衆議院は参議院

のように議場の議席数に余裕がないこと

もあり、採決時等を除き各会派において

出席議員を調整する措置を採り、出席し

ていない議員は審議中継映像を視聴し

た。

また、両院において、議員や秘書等が

感染した場合に議員名や事務所等を公表

することとした。さらに、国会内には来

場者の体温を計測するサーモグラフィー

を設置する一方、参観等については実施

を中止するなど、対応は多岐にわたった。

３月13日に新型インフルエンザ等対策

特別措置法の一部を改正する法律案（閣

法第46号）が可決、成立し（衆参での審

査の概要は、後述３（１）参照）、これ

に基づき政府は４月７日、初めて、７都

府県を対象とした「緊急事態宣言」を発

出した。閣法第46号の附帯決議において、

宣言の発出等に当たっては国会への事前

報告を求めていることを踏まえ、同日、

宣言発出前に両院の議院運営委員会で、

それぞれ安倍内閣総理大臣から報告を聴

取し、質疑を行った。その後も両院の議

院運営委員会で、緊急事態宣言に関し、

同16日（区域変更）、５月４日（期間延

長）、同14日（区域変更）、同21日（区域

変更）及び同25日（解除宣言）に、それ

ぞれ西村国務大臣から報告を聴取し、質

疑を行った。議院運営委員会で内閣総理

大臣に対する質疑を行ったのは、昭和50

年10月17日以来、約45年ぶりのことであ

った。

（令和二年度第１次補正予算）

「新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策」（令和２年４月20日閣議決定）の

実行に必要な経費の追加等を行うととも

に、公債金の増額を行うため、４月27日、

令和二年度第１次補正予算が衆議院に提

出された。

同補正予算は、衆議院では、休日では

あったが４月29日に予算委員会及び本会

議でそれぞれ可決され、参議院に送付さ

れた。

参議院では、同じく４月29日から予算

委員会において質疑が行われ、同30日に

同補正予算を可決すべきものと決定し

た。

同日の本会議においても、同補正予算

は可決され、成立した（衆参での審査の

概要は、後述２（３）参照）。

（令和二年度第２次補正予算）

新型コロナウイルス感染症対策に必要

な経費の追加等を行うとともに、公債金

の増額を行うため、６月８日、令和二年

度第２次補正予算が衆議院に提出され

た。

同補正予算は、衆議院では、６月10日

に予算委員会及び本会議でそれぞれ可決

され、参議院に送付された。



参議院では、６月11日から予算委員会

において質疑が行われ、同12日に同補正

予算を可決すべきものと決定した。

同日の本会議においても、同補正予算

は可決され、成立した（衆参での審査の

概要は、後述２（４）参照）。

（国家公務員法等改正案をめぐる動き）

国家公務員の定年を段階的に65歳に引

き上げること等を内容とする「国家公務

員法等の一部を改正する法律案」（閣法

第52号）については、４月16日に衆議院

で審議入りしたが、同法律案には検察庁

法の一部改正も含まれており、そのうち、

検事長等幹部職員の定年を最大３年延長

できるとする特例規定に対し、ＳＮＳを

中心に世論の反発が強まった。同法律案

は衆議院内閣委員会で質疑が進められて

いたが、５月15日、同法律案を所管する

武田国務大臣に対し不信任決議案が提出

されたため、審査は中断した。同18日、

安倍内閣総理大臣は記者団に対し、国民

の理解なくして前に進めることはできな

い旨述べ、その後、衆議院において同法

律案の審査は進められず、会期末におい

て審査未了となった。

世論の反発の背景には、内閣が１月31

日、東京高等検察庁検事長について、定

年を半年延長する閣議決定を行ったこ

と、この際、従来の政府解釈を変更し、

国家公務員法を根拠にしたことや、これ

に係る森法務大臣の国会答弁が混乱し、

衆議院において同大臣の不信任決議案提

出に至ったこと等もあると考えられる。

なお、前記検事長については、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊

急事態宣言下の５月、複数回にわたり新

聞記者等と賭けマージャンを行っていた

事実が明らかになり、辞職に至った。

（会期延長をめぐる動き）

会期最終日の６月17日、衆議院におい

て、立憲民主党、国民民主党、日本共産

党、社会保障を立て直す国民会議及び社

会民主党の野党各党から衆議院議長に対

し、新型コロナウイルス感染症に対し万

全の対策を講じるため、12月28日まで

194日間の会期延長を求める申入れを

行った。本申入れに関し、同日の衆議院

議院運営委員会において会期延長の件が

諮られ賛成少数により否決、衆議院本会

議においては会期延長に関し議長が発言

するなど、２国会続けて野党から会期延

長を求めたことを含め、会期延長をめぐ

り異例の展開となったが、当初会期のと

おり、６月17日に閉会した。

２ 予算・決算

（１）令和元年度補正予算

令和元年度補正予算３案は、１月20日、

衆議院に提出された。

衆議院では、予算委員会において、１

月24日に趣旨説明を聴取し、同27日から

質疑を行った。同28日に質疑を終局した

後、討論を行い、採決の結果、補正予算

３案を可決すべきものと決定した。

１月28日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、補正予算３案は可決さ

れ、参議院に送付された。

参議院では、予算委員会において、１



月29日に趣旨説明を聴取し、同日及び翌

30日に総括質疑を行い、同30日に締めく

くり質疑を行った。同日に質疑を終局し

た後、討論を行い、採決の結果、補正予

算３案を可決すべきものと決定した。

１月30日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、補正予算３案は可決さ

れ、成立した。

（２）令和二年度総予算

令和二年度総予算３案は、１月20日、

衆議院に提出され、同24日に衆議院予算

委員会、同29日に参議院予算委員会にお

いて、それぞれ趣旨説明を聴取した。

その後、衆議院では、２月３日から質

疑を行った。同28日に質疑を終局した後、

立国社及び共産が２派共同で提出した編

成替動議の趣旨弁明を聴取し、総予算３

案及び動議に対する討論を行い、採決の

結果、動議を否決し、総予算３案を原案

どおり可決すべきものと決定した。

２月28日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、総予算３案は可決され、

参議院に送付された。

参議院では、３月２日及び３日に基本

的質疑（安倍内閣総理大臣以下全大臣出

席）を行い、その後、一般質疑（安倍内

閣総理大臣、財務大臣及び関係大臣出席）

を同４日に、一般質疑（財務大臣及び関

係大臣出席）を同５日、６日、11日、17

日、25日及び26日に行った。

このほか、集中審議（安倍内閣総理大

臣、財務大臣及び関係大臣出席）を、３

月９日（内政・外交の諸課題）、16日（現

下の諸課題（新型コロナウイルス対応

等））及び23日（安倍内閣の基本姿勢）

に行った。

また、３月10日に公聴会を行ったほか、

同18日及び19日には各委員会における委

嘱審査を行った。

３月27日には、締めくくり質疑（安倍

内閣総理大臣以下全大臣出席）を行った。

質疑を終局した後、討論を行い、採決の

結果、総予算３案を原案どおり可決すべ

きものと決定した。

３月27日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、総予算３案は可決され、

成立した。

（３）令和二年度第１次補正予算

令和二年度第１次補正予算３案は、４

月27日、衆議院に提出された。

衆議院では、予算委員会において、４

月27日に趣旨説明を聴取し、同28日から

質疑を行った。同29日に質疑を終局した

後、立国社及び共産が２派共同で提出し

た編成替動議の趣旨弁明を聴取し、補正

予算３案及び動議に対する討論を行い、

採決の結果、動議を否決し、補正予算３

案を原案どおり可決すべきものと決定し

た。

４月29日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、補正予算３案は可決さ

れ、参議院に送付された。

参議院では、予算委員会において、４

月29日に趣旨説明を聴取し、同日及び翌

30日に総括質疑を行った。同日に質疑を

終局した後、討論を行い、採決の結果、

補正予算３案を可決すべきものと決定し

た。

４月30日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、補正予算３案は可決さ

れ、成立した。

（４）令和二年度第２次補正予算



令和二年度第２次補正予算３案は、６

月８日、衆議院に提出された。

衆議院では、予算委員会において、６

月８日に趣旨説明を聴取し、同９日から

質疑を行った。同10日に質疑を終局した

後、立国社及び共産が２派共同で提出し

た編成替動議の趣旨弁明を聴取し、補正

予算３案及び動議に対する討論を行い、

採決の結果、動議を否決し、補正予算３

案を原案どおり可決すべきものと決定し

た。

６月10日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、補正予算３案は可決さ

れ、参議院に送付された。

参議院では、予算委員会において、６

月11日に趣旨説明を聴取し、同日及び翌

12日に総括質疑を行った。同日に質疑を

終局した後、討論を行い、採決の結果、

補正予算３案を可決すべきものと決定し

た。

６月12日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、補正予算３案は可決さ

れ、成立した。

（５）平成三十年度決算

平成三十年度決算外２件は、第200回

国会の令和元年11月19日に提出された

後、参議院では、第200回国会の令和元

年12月２日に本会議で概要の報告及び質

疑を行い、同日の決算委員会で概要説明

を聴取した。その後、今国会の本年４月

１日には、安倍内閣総理大臣以下全大臣

出席の下、全般質疑を行った。

以降、決算委員会では、４月６日から

５月18日まで４回にわたり省庁別審査

を、同25日に准総括質疑を行い、６月15

日には、締めくくり総括質疑を行った。

同日に質疑を終局した後、討論を行い、

採決の結果、平成三十年度決算は是認す

ることとし、５項目について内閣に警告

すべきものと決定した。次いで平成三十

年度決算審査を踏まえた措置要求決議を

行った。また、平成三十年度国有財産関

係２件は、いずれも是認すべきものと決

定した。

６月17日の本会議において、討論を行

い、採決の結果、平成三十年度決算は委

員長報告のとおり是認することとし、内

閣に対し警告することに決した。また、

平成三十年度国有財産関係２件はいずれ

も委員長報告のとおり是認することに決

した。

なお、４月６日の決算委員会では、平

成二十九年度決算に関する本院の議決等

について政府の講じた措置の説明を聴取

した。

平成三十年度予備費２件は、６月15日

の決算委員会で概要説明を聴取した後、

平成三十年度決算外２件と一括して質疑

を行い、同日質疑を終局した後、討論を

行い、採決の結果、いずれも承諾を与え

るべきものと議決した。

６月17日の本会議において、平成三十

年度予備費２件はいずれも承諾すること

に決した。

３ 法律案・条約・決議等

（審議の概況） 内閣提出法律案は、今国会提出59件、



継続１件のうち、56件が成立した（成立

率93.3％）。

参議院議員提出法律案は、今国会提出

30件であったが、成立した法律案はなか

った。

衆議院議員提出法律案は、今国会提出

27件、継続51件のうち、８件が成立した

（成立率10.3％）。

条約は、今国会提出16件の全てが承認

された。

議決案件は、今国会提出１件が可決さ

れた。

承認案件は、今国会提出１件が承認さ

れた。

決議案は、今国会提出１件であったが、

可決された決議案はなかった。

（１）新型インフル対策特措法改正案

新型コロナウイルス感染症の発生及び

そのまん延により国民の生命及び健康に

重大な影響を与えることが懸念される状

況に鑑み、この法律の施行の日から起算

して２年を超えない範囲内において政令

で定める日までの間、新型コロナウイル

ス感染症を新型インフルエンザ等対策特

別措置法に規定する新型インフルエンザ

等とみなし、同法に基づく措置を実施す

るため、「新型インフルエンザ等対策特

別措置法の一部を改正する法律案」（閣

法第46号）が、３月10日、衆議院に提出

された。

衆議院では、同法律案が付託された内

閣委員会で、３月11日に趣旨説明を聴取

し、質疑を行った。同日に質疑を終局し

た後、討論を行い、採決の結果、同法律

案を可決すべきものと決定した。

３月12日の本会議において、同法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、同法律案が付託された内

閣委員会で、３月13日に趣旨説明を聴取

し、質疑を行った。同日に質疑を終局し

た後、討論を行い、採決の結果、同法律

案を可決すべきものと決定した。

３月13日の本会議において、同法律案

は討論の後、可決され、成立した。

（２）令和２年度歳入関連法案

「所得税法等の一部を改正する法律案」

（閣法第３号）は１月31日に、「地方税

法等の一部を改正する法律案」（閣法第

６号）及び「地方交付税法等の一部を改

正する法律案」（閣法第７号）は２月４

日に、それぞれ衆議院に提出された。

衆議院では、閣法第３号について、２

月６日の本会議で趣旨説明を聴取し、質

疑を行った。その後、同法律案が付託さ

れた財務金融委員会で、同14日に趣旨説

明を聴取し、同21日から質疑を行った。

同28日に質疑を終局した後、討論を行い、

採決の結果、同法律案を可決すべきもの

と決定した。

また、閣法第６号及び同第７号につい

ては、２月13日の本会議で趣旨説明を聴

取し、質疑を行った。その後、両法律案

が付託された総務委員会で、同18日に趣

旨説明を聴取し、同20日から質疑を行っ

た。同28日に質疑を終局した後、討論を

行い、採決の結果、両法律案をいずれも

可決すべきものと決定した。

２月28日の本会議において、閣法第６

号及び同第７号は討論の後、いずれも可

決され、次いで、閣法第３号が討論の後、

可決され、上記３法律案は参議院に送付

された。



参議院では、閣法第３号について、３

月６日の本会議で趣旨説明を聴取し、質

疑を行った。その後、同法律案が付託さ

れた財政金融委員会で、同10日に趣旨説

明を聴取し、同18日から質疑を行った。

同24日に質疑を終局し、同27日に討論を

行い、採決の結果、同法律案を可決すべ

きものと決定した。

また、閣法第６号及び同第７号につい

ては、３月11日の本会議で趣旨説明を聴

取し、質疑を行った。その後、両法律案

が付託された総務委員会で、同17日に趣

旨説明を聴取し、同18日から質疑を行っ

た。同19日に質疑を終局し、同27日に討

論を行い、採決の結果、両法律案をいず

れも可決すべきものと決定した。

３月27日の本会議において、閣法第６

号及び同第７号は討論の後、いずれも可

決され、また、閣法第３号が討論の後、

可決され、上記３法律案は成立した。

（３）憲法八条議決案件

天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇

室経済法施行法第２条に規定するものの

ほか、令和２年４月30日までの間におい

て、社会福祉事業の資に充てるため、１

億円以内を賜与することができるように

する「日本国憲法第八条の規定による議

決案」（閣議第１号）が、３月13日、衆

議院に提出された。

衆議院では、付託された内閣委員会で

３月25日に趣旨説明を聴取し、直ちに採

決の結果、可決すべきものと決定した。

３月26日の本会議において、同議決案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、付託された内閣委員会で

３月31日に趣旨説明を聴取し、直ちに採

決の結果、可決すべきものと決定した。

３月31日の本会議において、同議決案

は可決された。

（４）歳費法改正案

国会議員の歳費の月額について、令和

２年５月１日から同３年４月30日までの

間、２割削減する措置を講じるため、４

月27日、衆議院議院運営委員会において、

「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関

する法律の一部を改正する法律案」を委

員会提出法律案（衆第８号）とすること

と決定した。

４月27日の本会議において、同法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、同法律案が付託された議

院運営委員会で、「国会議員の歳費、旅

費及び手当等に関する法律の一部を改正

する法律案」（参第６号）と一括議題と

され、４月27日に両案の趣旨説明を聴取

し、質疑を行った。同日に衆第８号につ

いて質疑を終局した後、討論を行い、採

決の結果、衆第８号を可決すべきものと

決定した。

４月27日の本会議において、衆第８号

は可決され、成立した。

（５）国家戦略特区法改正案

最先端技術の活用と規制緩和により、

未来社会の先行実現を目指す「スーパー

シティ」構想の実現に向けた制度を整備

するとともに、自動車の自動運転等の高

度で革新的な実証実験のための道路運送

車両法等の特例措置の追加等の措置を講

じる「国家戦略特別区域法の一部を改正

する法律案」（閣法第５号）が、２月４

日、衆議院に提出された。

衆議院では、４月２日の本会議で趣旨



説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された地方創生に関する

特別委員会で、同日に趣旨説明を聴取し、

同７日に質疑を行った。同日に質疑を終

局し、同15日に討論を行い、採決の結果、

同法律案を可決すべきものと決定した。

４月16日の本会議において、同法律案

は討論の後、可決され、参議院に送付さ

れた。

参議院では、５月13日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された地方創生及び消費

者問題に関する特別委員会で、同日に趣

旨説明を聴取し、同15日から質疑を行っ

た。同22日に質疑を終局した後、討論を

行い、採決の結果、同法律案を可決すべ

きものと決定した。

５月27日の本会議において、同法律案

は討論の後、可決され、成立した。

（６）地域公共交通活性化法等改正案

持続可能な運送サービスの提供の確保

に資する取組を一層推進するため所要の

措置を講じる「持続可能な運送サービス

の提供の確保に資する取組を推進するた

めの地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律等の一部を改正する法律案」（閣

法第20号）が、２月７日、衆議院に提出

された。

衆議院では、３月24日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された国土交通委員会

で、４月10日に趣旨説明を聴取し、同14

日に質疑を行った。同日に質疑を終局し

た後、共産が提出した修正案の趣旨説明

を聴取し、採決の結果、修正案を否決し、

原案どおり可決すべきものと決定した。

４月16日の本会議において、同法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、５月20日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された国土交通委員会

で、同21日に趣旨説明を聴取し、同26日

に質疑を行った。同日に質疑を終局した

後、共産が提出した修正案の趣旨説明を

聴取し、原案及び修正案について討論を

行い、採決の結果、修正案を否決し、原

案どおり可決すべきものと決定した。

５月27日の本会議において、同法律案

は可決され、成立した。

（７）特定高度システム供給導入法案、

デジタルプラットフォーマー法案

特定高度情報通信技術活用システムの

開発供給及び導入を促進するために必要

な支援措置を講じる「特定高度情報通信

技術活用システムの開発供給及び導入の

促進に関する法律案」（閣法第22号）、デ

ジタルプラットフォーム提供者の自主性

及び自律性に配慮しつつ、デジタルプラッ

トフォームにおける取引の透明性、公正

性を向上させるために必要な措置を講じ

る「特定デジタルプラットフォームの透

明性及び公正性の向上に関する法律案」

（閣法第23号）が、２月18日、衆議院に

提出された。

衆議院では、４月３日の本会議で両法

律案について趣旨説明を順次聴取し、質

疑を行った。その後、両法律案が付託さ

れた経済産業委員会で、同日に趣旨説明

を順次聴取し、同10日から質疑を行った。

同17日に質疑を終局した後、まず閣法第

22号について討論を行い、採決の結果、

可決すべきものと決定した。次に閣法第



23号について、共産が提出した修正案の

趣旨説明を聴取し、採決の結果、修正案

を否決し、原案どおり可決すべきものと

決定した。

４月23日の本会議において、両法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、両法律案が付託された経

済産業委員会で、５月14日に趣旨説明を

順次聴取し、同19日から質疑を行った。

同26日に質疑を終局した後、閣法第23号

について共産が提出した修正案の趣旨説

明を聴取し、両法律案及び修正案につい

て討論を行い、採決の結果、まず閣法第

22号について可決すべきものと決定し、

次に閣法第23号について修正案を否決

し、原案どおり可決すべきものと決定し

た。

５月27日の本会議において、両法律案

は可決され、成立した。

（８）国民年金法等改正案

社会経済構造の変化に対応し、年金制

度の機能強化を図るため、短時間労働者

に対する厚生年金保険の適用拡大、被用

者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停

止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給

を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠

出年金の加入可能要件の見直し、児童扶

養手当と障害年金の併給調整の見直し等

の措置を講じる「年金制度の機能強化の

ための国民年金法等の一部を改正する法

律案」（閣法第34号）が、３月３日、衆

議院に提出された。

衆議院では、４月14日の本会議で、「年

金積立金管理運用独立行政法人法等の一

部を改正する法律案」（衆第７号）とと

もに趣旨説明を順次聴取し、質疑を行っ

た。その後、両法律案が付託された厚生

労働委員会で、同日に趣旨説明を順次聴

取し、同17日から質疑を行った。同日に

閣法第34号に対する立国社提出の修正案

について趣旨説明を聴取し、同24日から

両法律案及び修正案に対し質疑を行っ

た。５月８日に衆第７号及び閣法第34号

に対する立国社提出の修正案の撤回を許

可し、閣法第34号について質疑を終局し

た後、自民、立国社、公明及び維新の４

派共同提出の修正案について趣旨説明を

聴取し、原案及び修正案について討論を

行い、採決の結果、修正案について可決

し、閣法第34号を修正議決すべきものと

決定した。

５月12日の本会議において、同法律案

は修正議決され、参議院に送付された。

参議院では、５月15日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された厚生労働委員会

で、同19日に趣旨説明及び衆議院におけ

る修正部分の説明を聴取し、同日から質

疑を行った。同28日に質疑を終局した後、

討論を行い、採決の結果、同法律案を可

決すべきものと決定した。

５月29日の本会議において、同法律案

は可決され、成立した。

（９）復興庁設置法等改正案

東日本大震災からの復興の状況を踏ま

え、東日本大震災からの復興を重点的か

つ効果的に推進するため、復興庁の廃止

期限の延長、復興推進計画等に基づく特

例措置の対象となる地域の重点化、福島

県による福島復興再生計画の作成及び国

の認定、復興に係る必要な財源に関する

所要の措置等を講じる「復興庁設置法等



の一部を改正する法律案」（閣法第33号）

が、３月３日、衆議院に提出された。

衆議院では、５月14日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された東日本大震災復興

特別委員会で、同日に趣旨説明を聴取し、

同19日から質疑を行った。同21日に質疑

を終局した後、討論を行い、採決の結果、

同法律案を可決すべきものと決定した。

５月22日の本会議において、同法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、５月27日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された東日本大震災復興

特別委員会で、同日に趣旨説明を聴取し、

同29日から質疑を行った。６月３日に質

疑を終局した後、討論を行い、採決の結

果、同法律案を可決すべきものと決定し

た。

６月５日の本会議において、同法律案

は可決され、成立した。

（10）社会福祉法等改正案

地域共生社会の実現を図るため、地域

生活課題の解決に資する支援を包括的に

行う市町村の事業に対する交付金の創

設、地域の特性に応じた介護サービス提

供体制の整備等の推進、医療・介護のデー

タ基盤の整備の推進、社会福祉連携推進

法人制度の創設、介護人材確保及び業務

効率化の取組の強化等の措置を講じる

「地域共生社会の実現のための社会福祉

法等の一部を改正する法律案」（閣法第

43号）が、３月６日、衆議院に提出され

た。

衆議院では、５月12日の本会議で、同

法律案、「介護・障害福祉従事者の人材

確保に関する特別措置法案」（衆第11号）、

「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律及び児童福祉法

の一部を改正する法律案」（衆第12号）

及び「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律の一部を改

正する法律案」（衆第13号）の趣旨説明

を順次聴取し、質疑を行った。その後、

各法律案が付託された厚生労働委員会

で、同13日に趣旨説明を順次聴取し、同

15日から質疑を行った。同22日に閣法第

43号について質疑を終局した後、討論を

行い、採決の結果、同法律案を可決すべ

きものと決定した。

５月26日の本会議において、同法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、５月29日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された厚生労働委員会

で、６月２日に趣旨説明を聴取し、同日

から質疑を行った。同４日に質疑を終局

した後、討論を行い、採決の結果、同法

律案を可決すべきものと決定した。

６月５日の本会議において、同法律案

は討論の後、可決され、成立した。

（11）自動車運転処罰法改正案

自動車運転による死傷事犯の実情等に

鑑み、事案の実態に即した対処をするた

め、危険運転致死傷罪の対象となる行為

の追加を行う「自動車の運転により人を

死傷させる行為等の処罰に関する法律の

一部を改正する法律案」（閣法第42号）

が、３月６日、衆議院に提出された。

衆議院では、同法律案が付託された法

務委員会で、５月22日に趣旨説明を聴取

し、同27日に質疑を行った。同日に質疑



を終局し、採決の結果、同法律案を可決

すべきものと決定した。

５月28日の本会議において、同法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、同法律案が付託された法

務委員会で、６月２日に趣旨説明を聴取

し、同日から質疑を行った。同４日に質

疑を終局し、採決の結果、同法律案を可

決すべきものと決定した。

６月５日の本会議において、同法律案

は可決され、成立した。

（12）著作権法改正案

著作物等の公正な利用を図るとともに

著作権等の適切な保護に資するため、い

わゆるインターネット上の海賊版による

被害の拡大を防止するための措置等を講

じる「著作権法及びプログラムの著作物

に係る登録の特例に関する法律の一部を

改正する法律案」（閣法第49号）が、３

月10日、衆議院に提出された。

衆議院では、同法律案が付託された文

部科学委員会で、５月15日に趣旨説明を

聴取し、同20日から質疑を行った。同22

日に質疑を終局した後、立国社が提出し

た修正案の趣旨説明を聴取し、採決の結

果、修正案を否決し、原案どおり可決す

べきものと決定した。

５月26日の本会議において、同法律案

は可決され、参議院に送付された。

参議院では、同法律案が付託された文

教科学委員会で、５月28日に趣旨説明を

聴取し、６月２日から質疑を行った。同

４日に質疑を終局し、採決の結果、同法

律案を可決すべきものと決定した。

６月５日の本会議において、同法律案

は可決され、成立した。

（13）公益通報者保護法改正案

公益通報者及び通報対象事実の範囲の

拡大並びに公益通報者の保護の強化を行

うとともに、事業者に対して必要な体制

の整備等を義務付ける等の措置を講じる

「公益通報者保護法の一部を改正する法

律案」（閣法第41号）が、３月６日、衆

議院に提出された。

衆議院では、５月15日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された消費者問題に関す

る特別委員会で、同日に趣旨説明を聴取

し、同19日から質疑を行った。同21日に

質疑を終局した後、自民、立国社、公明、

共産及び維新の５派共同提出の修正案に

ついて趣旨説明を聴取し、原案及び修正

案について討論を行い、採決の結果、修

正案について可決し、同法律案を修正議

決すべきものと決定した。

５月22日の本会議において、同法律案

は修正議決され、参議院に送付された。

参議院では、６月３日の本会議で趣旨

説明を聴取し、質疑を行った。その後、

同法律案が付託された地方創生及び消費

者問題に関する特別委員会で、同日に趣

旨説明及び衆議院における修正部分の説

明を聴取し、同日から質疑を行った。同

５日に質疑を終局し、採決の結果、同法

律案を可決すべきものと決定した。

６月８日の本会議において、同法律案

は可決され、成立した。

４ 調査会



国際経済・外交に関する調査会、国民

生活・経済に関する調査会及び資源エネ

ルギーに関する調査会は、いずれも６月

10日に１年目における調査を取りまとめ

た調査報告書（中間報告）を議長に提出

し、同12日の本会議で各調査会長が報告

を行った。

５ その他

（１）国会同意人事案件

今国会に提出された17機関41名の国会

同意人事案件は、両議院の同意を得た。

（２）情報監視審査会

審査会は５回開催された。２月13日、

同19日及び６月５日は、特定秘密の指定

及びその解除並びに適性評価の実施の状

況について、政府からの説明聴取及び質

疑を行った。５月29日には特定秘密の提

示を求めることを決定し、６月５日に警

察庁から提示された特定秘密について政

府から説明を聴取し、質疑を行った。６

月16日には、特定秘密の指定及びその解

除並びに適性評価の実施の状況に関する

報告に関する件について、衛藤国務大臣

に対し質疑を行い、特定秘密の指定及び

その解除並びに特定行政文書ファイル等

の管理について独立公文書管理監等がと

った措置の概要に関する報告に関する件

について、政府に対し質疑を行った。

（３）行政監視

参議院改革協議会が平成30年６月１日

に取りまとめた報告書において、参議院

は「これまで取り組んできた決算審査の

充実とともに、行政の適正な執行を監視、

監督することを活動の柱の一つとし、行

政監視機能の強化に議院全体として取り

組む」こととされ、本会議を起点とした

新たな行政監視の年間サイクルの構築と

行政監視委員会の活動の一層の充実に向

けた取組について記された。また、同報

告書を踏まえた参議院規則の改正によ

り、同委員会は少なくとも毎年１回、行

政監視の実施の状況等を議院に報告する

ものとされた。

これを受け、行政監視委員会は、６月

１日に、行政監視の実施の状況等に関す

る報告書を議長に提出し、同３日の本会

議で委員長が報告を行った。

また、新たな年間サイクルの起点とし

て、６月５日の本会議で、高市総務大臣

から令和元年度政策評価等の実施状況及

びこれらの結果の政策への反映状況に関

する報告を聴取し、質疑を行った。

（４）新型コロナウイルス感染症対策本

部の設置等及び2020年東京オリンピッ

ク・東京パラリンピックの延期に関す

る報告

４月３日の本会議で、安倍内閣総理大

臣から新型コロナウイルス感染症対策本

部（新型インフルエンザ等対策特別措置

法第15条に定める政府対策本部）の設置

等及び2020年東京オリンピック競技大

会・東京パラリンピック競技大会の延期

に関する報告を聴取し、質疑を行った。



２ 参議院役員等一覧

役員名 召集日( 2. 1.20) 会期中選任

議 長 山東 昭子（ 無 ）

副 議 長 小川 敏夫（ 無 ）

内 閣 水落 敏栄（自民）

総 務 若松 謙維（公明）

法 務 竹谷 とし子（公明）

外 交 防 衛 北村 経夫（自民）

財 政 金 融 中西 祐介（自民）

文 教 科 学 吉川 ゆうみ（自民）

厚 生 労 働 そのだ 修光（自民）

農 林 水 産 江島 潔（自民）

経 済 産 業 礒 哲史（ ※ ）

国 土 交 通 田名部 匡代（ ※ ）

環 境 牧山 ひろえ（ ※ ）

基 本 政 策 山 勇一（ ※ ）

予 算 金子 原二郎（自民）

決 算 中川 雅治（自民）

行 政 監 視 川田 龍平（ ※ ）

議 院 運 営 松村 祥史（自民）

懲 罰 室井 邦彦（維新）

災 害 対 策 杉 久武（公明）＊

沖縄･北方 小西 洋之（ ※ ）＊

倫 理 選 挙 山谷 えり子（自民）＊

拉 致 問 題 丸川 珠代（自民）＊

Ｏ Ｄ Ａ 山本 順三（自民）＊

地方消費者 佐藤 信秋（自民）＊

震 災 復 興 青木 愛（ ※ ）＊

国 際 経 済 鶴保 庸介（自民）

国 民 生 活 白 眞勲（ ※ ）

資 源 宮沢 洋一（自民）

憲法審査会会長 林 芳正（自民）

情報監視審査会会長 中曽根 弘文（自民）

政治倫理審査会会長 有村 治子（自民）

事務総長 岡村 隆司

※立憲・国民．新緑風会・社民
＊召集日選任

特

別

委

員

長

常

任

委

員

長

調

査

会

長



３ 会派別所属議員数一覧

(会期終了日 現在)

① 4. 7.25 任期満了 ② 7. 7.28 任期満了
会 派 議員数

比 例 選挙区 合 計 比 例 選挙区 合 計

自由民主党・国民の声 113 20 38 58 18 37 55
(18) (5) (5) (10) (3) (5) (8)

立憲・国民．新緑風会・社民 60 12 20 32 12 16 28
(18) (3) (7) (10) (3) (5) (8)

公 明 党 28 7 7 14 7 7 14
(5) (3) (3) (1) (1) (2)

日 本 維 新 の 会 16 3 3 6 5 5 10
(3) (1) (1) (2) (1) (1)

日 本 共 産 党 13 5 1 6 4 3 7
(5) (2) (2) (1) (2) (3)

沖 縄 の 風 2 0 1 1 0 1 1

れ い わ 新 選 組 2 0 0 0 2 0 2
(1) (1) (1)

碧 水 会 2 0 0 0 0 2 2
(2) (2) (2)

み ん な の 党 2 1 0 1 1 0 1

各 派 に 属 し な い 議 員 7 0 3 3 1 3 4
(4) (1) (1) (1) (2) (3)

合 計 245 48 73 121 50 74 124
(56) (11) (17) (28) (10) (18) (28)

欠 員 0 0 0 0 0 0 0

定 数 245 48 73 121 50 74 124

（ ）内は女性議員数



４ 会派別所属議員一覧

（召集日 現在）

無印の議員は令和４年７月25日任期満了、 印の議員は令和７年７月28日任期満了

また、( )内は、各議員の選出選挙区別

【 自由民主党・国民の声 】
（１１３名）

足立 敏之（比 例） 阿達 雅志（比 例） 青木 一彦（鳥取・島根）

青山 繁晴（比 例） 赤池 誠章（比 例） 朝日 健太郎（東 京）

有村 治子（比 例） 石井 準一（千 葉） 石井 浩郎（秋 田）

石井 正弘（岡 山） 石田 昌宏（比 例） 磯﨑 仁彦（香 川）

猪口 邦子（千 葉） 今井 絵理子（比 例） 岩井 茂樹（静 岡）

岩本 剛人（北海道） 宇都 隆史（比 例） 上野 通子（栃 木）

江島 潔（山 口） 衛藤 晟一（比 例） 小川 克巳（比 例）

小野田 紀美（岡 山） 尾 秀久（鹿児島） 大家 敏志（福 岡）

大野 正（岐 阜） 太田 房江（大 阪） 岡田 直樹（石 川）

岡田 広（茨 城） 加田 裕之（兵 庫） 片山 さつき（比 例）

金子 原二郎（長 崎） 河井 あんり（広 島） 北村 経夫（比 例）

こやり 隆史（滋 賀） 古賀 友一郎（長 崎） 上月 良祐（茨 城）

佐藤 啓（奈 良） 佐藤 信秋（比 例） 佐藤 正久（比 例）

酒井 庸行（愛 知） 清水 真人（群 馬） 自見 はなこ（比 例）

島村 大（神奈川） 進藤 金日子（比 例） 末松 信介（兵 庫）

世耕 弘成（和歌山） 関口 昌一（埼 玉） そのだ 修光（比 例）

階 恵美子（比 例） 高野 光二郎（徳島･高知） 高橋 克法（栃 木）

高橋 はるみ（北海道） 滝沢 求（青 森） 滝波 宏文（福 井）

武見 敬三（東 京） 柘植 芳文（比 例） 鶴保 庸介（和歌山）

堂故 茂（富 山） 徳茂 雅之（比 例） 豊田 俊郎（千 葉）

中川 雅治（東 京） 中曽根 弘文（群 馬） 中西 健治（神奈川）

中西 哲（比 例） 中西 祐介（徳島･高知） 長峯 誠（宮 崎）

二之湯 智（京 都） 西田 昌司（京 都） 野上 浩太郎（富 山）

野村 哲郎（鹿児島） 羽生田 俊（比 例） 長谷川 岳（北海道）

馬場 成志（熊 本） 橋本 聖子（比 例） 林 芳正（山 口）

福岡 資麿（佐 賀） 藤井 基之（比 例） 藤川 政人（愛 知）

藤木 眞也（比 例） 藤末 健三（比 例） 古川 俊治（埼 玉）

堀井 巌（奈 良） 本田 顕子（比 例） 舞立 昇治（鳥取・島根）

牧野 たかお（静 岡） 松川 るい（大 阪） 松下 新平（宮 崎）

松村 祥史（熊 本） 松山 政司（福 岡） 丸川 珠代（東 京）

三浦 靖（比 例） 三木 亨（比 例） 三原じゅん子（神奈川）

三宅 伸吾（香 川） 水落 敏栄（比 例） 宮崎 雅夫（比 例）

宮沢 洋一（広 島） 宮島 喜文（比 例） 宮本 周司（比 例）

元榮 太一郎（千 葉） 森 まさこ（福 島） 森屋 宏（山 梨）

山崎 正昭（福 井） 山下 雄平（佐 賀） 山田 修路（石 川）

山田 太郎（比 例） 山田 俊男（比 例） 山田 宏（比 例）

山谷 えり子（比 例） 山本 順三（愛 媛） 吉川 ゆうみ（三 重）

和田 政宗（比 例） 渡辺 猛之（岐 阜）



【 立憲・国民．新緑風会・社民 】
（６１名）

足立 信也（大 分） 青木 愛（比 例） 有田 芳生（比 例）

伊藤 孝恵（愛 知） 石垣 のりこ（宮 城） 石川 大我（比 例）

石橋 通宏（比 例） 礒 哲史（比 例） 打越 さく良（新 潟）

江崎 孝（比 例） 小沢 雅仁（比 例） 小沼 巧（茨 城）

大塚 耕平（愛 知） 勝部 賢志（北海道） 川合 孝典（比 例）

川田 龍平（比 例） 木戸口 英司（岩 手） 岸 真紀子（比 例）

熊谷 裕人（埼 玉） 郡司 彰（茨 城） 小西 洋之（千 葉）

小林 正夫（比 例） 古賀 之士（福 岡） 藤 嘉隆（愛 知）

櫻井 充（宮 城） 塩村 あやか（東 京） 芝 博一（三 重）

榛葉 賀津也（静 岡） 須藤 元気（比 例） 杉尾 秀哉（長 野）

田島 麻衣子（愛 知） 田名部 匡代（青 森） 田村 まみ（比 例）

徳永 エリ（北海道） 那谷屋 正義（比 例） 長浜 博行（千 葉）

難波 奨二（比 例） 野田 国義（福 岡） 羽田 雄一郎（長 野）

芳賀 道也（山 形） 白 眞勲（比 例） 鉢呂 吉雄（北海道）

浜口 誠（比 例） 浜野 喜史（比 例） 福島 みずほ（比 例）

福山 哲郎（京 都） 舟山 康江（山 形） 山 勇一（神奈川）

牧山 ひろえ（神奈川） 増子 輝彦（福 島） 水岡 俊一（比 例）

宮沢 由佳（山 梨） 森 ゆうこ（新 潟） 森本 真治（広 島）

森屋 隆（比 例） 矢田 わか子（比 例） 柳田 稔（広 島）

横沢 高徳（岩 手） 吉川 沙織（比 例） 吉田 忠智（比 例）

蓮 舫（東 京）

【 公 明 党 】
（２８名）

秋野 公造（比 例） 伊藤 孝江（兵 庫） 石川 博崇（大 阪）

河野 義博（比 例） 熊野 正士（比 例） 佐々木さやか（神奈川）

里見 隆治（愛 知） 塩田 博昭（比 例） 下野 六太（福 岡）

杉 久武（大 阪） 高瀬 弘美（福 岡） 高橋 光男（兵 庫）

竹内 真二（比 例） 竹谷 とし子（東 京） 谷合 正明（比 例）

新妻 秀規（比 例） 西田 実仁（埼 玉） 浜田 昌良（比 例）

平木 大作（比 例） 三浦 信祐（神奈川） 宮崎 勝（比 例）

矢倉 克夫（埼 玉） 安江 伸夫（愛 知） 山口 那津男（東 京）

山本 香苗（比 例） 山本 博司（比 例） 横山 信一（比 例）

若松 謙維（比 例）

【 日 本 維 新 の 会 】
（１６名）

浅田 均（大 阪） 東 徹（大 阪） 石井 章（比 例）

石井 苗子（比 例） 梅村 聡（比 例） 梅村 みずほ（大 阪）

音喜多 駿（東 京） 片山 大介（兵 庫） 片山 虎之助（比 例）

清水 貴之（兵 庫） 柴田 巧（比 例） 鈴木 宗男（比 例）

高木 かおり（大 阪） 松沢 成文（神奈川） 室井 邦彦（比 例）

柳ヶ瀬 裕文（比 例）



【 日 本 共 産 党 】
（１３名）

井上 哲士（比 例） 伊藤 岳（埼 玉） 市田 忠義（比 例）

岩渕 友（比 例） 紙 智子（比 例） 吉良 よし子（東 京）

倉林 明子（京 都） 小池 晃（比 例） 田村 智子（比 例）

大門 実紀史（比 例） 武田 良介（比 例） 山下 芳生（比 例）

山添 拓（東 京）

【 沖 縄 の 風 】
（２名）

伊波 洋一（沖 縄） 良 鉄美（沖 縄）

【 れ い わ 新 選 組 】
（２名）

木村 英子（比 例） 舩後 靖彦（比 例）

【 碧 水 会 】
（２名）

嘉田 由紀子（滋 賀） ながえ 孝子（愛 媛）

【 み ん な の 党 】
（２名）

浜田 聡（比 例） 渡辺 喜美（比 例）

【 各派に属しない議員 】
（６名）

安達 澄（大 分） 上田 清司（埼 玉） 小川 敏夫（東 京）

山東 昭子（比 例） 寺田 静（秋 田） 平山 佐知子（静 岡）



５ 議員の異動

第200回国会閉会後及び今国会（ 2. 1.20召集）中における議員の異動

○所属会派異動・会派所属

－ 2. 5.20 立憲・国民．新緑風会・社民を退会－

櫻井 充君

－ 2. 5.21 自由民主党・国民の声に入会－

櫻井 充君

－ 2. 6.17 自由民主党・国民の声を退会－

河井 あんり君



１ 議案審議概況

閣法は、新規提出59件（本院先議４件

を含む）のうち、国民年金法等改正案等

55件が成立し、残る４件については、衆

議院において３件が継続審査、１件が審

査未了となった。また、本院で継続審査

となっていた１件が成立した。

参法は、新規提出30件が、いずれも本

院において審査未了となった。

衆法は、新規提出27件のうち、歳費法

改正案等８件が成立し、残る19件につい

ては、衆議院において16件が継続審査、

２件が審査未了、１件が撤回となった。

また、衆議院で継続審査となっていた51

件は、衆議院において49件が継続審査、

２件が撤回となった。

予算は、12件提出され、いずれも成立

した。

条約は、新規提出16件が、いずれも承

認された。

議決案件は、新規提出１件が成立した。

承認案件は、新規提出１件が承認され

た。

予備費は、衆議院で継続審査となって

いた２件が、いずれも承諾された。また、

新規提出３件が、いずれも衆議院におい

て継続審査となった。

決算は、平成三十年度決算外２件（第

200回国会提出）が是認され、平成二十

九年度ＮＨＫ決算（第197回国会提出）

及び平成三十年度ＮＨＫ決算（第200回

国会提出）は、いずれも審査に入るに至

らなかった。

決議案は、世界保健機関（ＷＨＯ）の

台湾への対応に関する決議案１件が提出

され、審査未了となった。



継続 否決 未了 継続 否決 未了

新　規 ５９ ５５ ０ ０ ０ ３ ０ １

参　継 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０

参　法 新　規 ３０ ０ ０ ０ ３０ ０ ０ ０

新　規 ２７ ８ ０ ０ ０ １６ ０ ２ 撤回１

衆　継 ５１ ０ ０ ０ ０ ４９ ０ ０ 撤回２

１２ １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

条　約 新　規 １６ １６ ０ ０ ０ ０ ０ ０

議　決 新　規 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０

承　認 新　規 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０

新　規 ３ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ０

衆　継 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

決算その他 継　続 ５ ３ ０ ０ ２

１ ０ ０ ０ １決　　　議

２ 議案件数表

備　考成立提出
参 議 院 衆 議 院

閣　法

衆　法

予　　　算

予備費等



３ 議案件名一覧

件名の前の数字は提出番号、件名の後の（修）は衆議院修正を示す。

◎内閣提出法律案（60件）（継続１件を含む）

●両院を通過したもの（56件）（継続１件を含む）

１ 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

２ 平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案

３ 所得税法等の一部を改正する法律案

４ 防衛省設置法の一部を改正する法律案

５ 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

６ 地方税法等の一部を改正する法律案

７ 地方交付税法等の一部を改正する法律案

８ 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案

９ 関税定率法等の一部を改正する法律案

10 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関

する法律の一部を改正する法律案

11 労働基準法の一部を改正する法律案

12 雇用保険法等の一部を改正する法律案

13 土地基本法等の一部を改正する法律案

14 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案

15 道路法等の一部を改正する法律案

16 電波法の一部を改正する法律案

17 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

18 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部

を改正する法律案

19 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案

20 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案

21 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

22 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案

23 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案

24 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

25 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

26 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律

案

27 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案（修）

28 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案

29 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の

上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

30 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律案

31 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維



持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案

32 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律案

33 復興庁設置法等の一部を改正する法律案

34 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案（修）

35 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案

36 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案

38 道路交通法の一部を改正する法律案

39 割賦販売法の一部を改正する法律案

40 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律

等の一部を改正する法律案

41 公益通報者保護法の一部を改正する法律案（修）

42 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

43 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案

44 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案

45 森林組合法の一部を改正する法律案

46 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案

47 科学技術基本法等の一部を改正する法律案

48 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

49 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案

50 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等

の一部を改正する法律案

51 大気汚染防止法の一部を改正する法律案

54 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法

律案

55 地方税法等の一部を改正する法律案

57 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案

58 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

59 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法

律案

（第200回国会提出）

12 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（３件）

37 種苗法の一部を改正する法律案

53 地方公務員法の一部を改正する法律案

56 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一

部を改正する法律案

●衆議院において審査未了のもの（１件）

52 国家公務員法等の一部を改正する法律案

◎本院議員提出法律案（30件）

●本院において審査未了のもの（１件）

６ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

●本院において委員会等に付託されなかったもの（29件）



１ 公職選挙法の一部を改正する法律案

２ 政治資金規正法の一部を改正する法律案

３ 租税特別措置法の一部を改正する法律案

４ 政治資金規正法の一部を改正する法律案

５ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

７ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

８ 国家公務員の人件費の総額の削減の推進に関する法律案

９ 大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律案

10 地方自治法の一部を改正する法律案

11 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案

12 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

13 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案

14 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

15 公職選挙法の一部を改正する法律案

16 政策金融改革の着実な達成を図るための株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政

策投資銀行法を廃止する等の法律案

17 独立行政法人都市再生機構の完全民営化の推進に関する法律案

18 農地法の一部を改正する法律案

19 地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備に関する法律案

20 地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備に関する法律案

21 児童福祉法の一部を改正する法律案

22 国家公務員法の一部を改正する法律案

23 地方自治法の一部を改正する法律案

24 地方教育行政改革の推進に関する法律案

25 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

26 日本たばこ産業株式会社の完全民営化等に関する法律案

27 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

28 公文書院の設置等による公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案

29 新型コロナウイルス感染症等の経済活動への影響に対する対策として消費税の税率を当分

の間引き下げるために講ずべき措置に関する法律案

30 新型コロナウイルス感染症関連支援に係る手続の迅速化に関する法律案

◎衆議院議員提出法律案（78件）（継続51件を含む）

●両院を通過したもの（８件）

２ 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

５ 養豚農業振興法の一部を改正する法律案

６ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律の一部を改正する法律案

８ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

10 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案

16 公職選挙法の一部を改正する法律案

23 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案

24 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律案

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（65件）（継続49件を含む）



１ 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止

する法律案

３ 新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案

４ 独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案

９ 中小企業者等の事業用不動産に係る賃料相当額の支払猶予及びその負担軽減に関する法律

案

11 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案

12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改

正する法律案

13 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案

14 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法

案

15 児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案

18 業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案

19 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案

20 新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等持続化給付金に係る差押禁止等に関する法律

案

21 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等に関する法律案

25 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた国民等に対する援助のための日本司法支援セ

ンターの業務の特例に関する法律案

26 労働者協同組合法案

27 電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案

（第195回国会提出）

４ 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

５ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案

８ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

（第196回国会提出）

２ 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

４ 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案

５ 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑

化に関する法律案

６ 対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の

特例に関する法律案

７ 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案

13 主要農作物種子法案

18 国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係

に関する法律の一部を改正する法律案

19 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案

21 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

22 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案

23 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律

案

30 国家公務員法等の一部を改正する法律案

31 国家公務員の労働関係に関する法律案



32 公務員庁設置法案

33 農業者戸別所得補償法案

35 性暴力被害者の支援に関する法律案

37 民法の一部を改正する法律案

39 保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案

42 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

43 航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策の推進に関する法律案

（第197回国会提出）

２ 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案

３ 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案

４ 政治資金規正法の一部を改正する法律案

11 公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案

12 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案

（第198回国会提出）

６ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた

法律の表記の取扱い等に関する法律案

９ 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

15 民法の一部を改正する法律案

19 公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案

20 青少年自然体験活動等の推進に関する法律案

21 分散型エネルギー利用の促進に関する法律案

22 熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進する等のた

めのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案

23 国等によるその設置する施設の省エネルギー・再生可能エネルギー源利用改修の実施等に

関する法律案

24 エネルギー協同組合法案

25 国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の

提供の促進に関する法律案

26 手話言語法案

27 視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案

28 多文化共生社会基本法案

29 自動車に係る国民負担の軽減及び道路交通の安全のために講ずべき措置に関する法律案

30 認知症基本法案

31 行政監視院法案

32 国会法の一部を改正する法律案

34 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

35 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

36 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案

（第200回国会提出）

10 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案

●衆議院において審査未了のもの（２件）

17 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関

する特別措置法案

22 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案



●撤回されたもの（３件）（継続２件を含む）

７ 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案

（第196回国会提出）

38 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案

（第200回国会提出）

５ 独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案

◎予算（12件）

●両院を通過したもの（12件）

１ 令和元年度一般会計補正予算（第１号）

２ 令和元年度特別会計補正予算（特第１号）

３ 令和元年度政府関係機関補正予算（機第１号）

４ 令和二年度一般会計予算

５ 令和二年度特別会計予算

６ 令和二年度政府関係機関予算

７ 令和二年度一般会計補正予算（第１号）

８ 令和二年度特別会計補正予算（特第１号）

９ 令和二年度政府関係機関補正予算（機第１号）

10 令和二年度一般会計補正予算（第２号）

11 令和二年度特別会計補正予算（特第２号）

12 令和二年度政府関係機関補正予算（機第２号）

◎条約（16件）

●両院を通過したもの（16件）

１ 投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ首長国連邦との間の協定の締結について承認

を求めるの件

２ 投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット王国との間の協定の締結に

ついて承認を求めるの件

３ 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正す

る第一議定書の締結について承認を求めるの件

４ 投資の促進及び保護に関する日本国とモロッコ王国との間の協定の締結について承認を求

めるの件

５ 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の

協定の締結について承認を求めるの件

６ 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

７ 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

８ 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

９ 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件

10 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件



11 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件

12 社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求めるの

件

13 社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の締結について承認を求める

の件

14 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件

15 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅤⅢの締結について承認を求めるの件

16 国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣

疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件

◎議決を求めるの件（１件）

●両院を通過したもの（１件）

１ 日本国憲法第八条の規定による議決案

◎承認を求めるの件（１件）

●両院を通過したもの（１件）

１ 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

◎予備費等承諾を求めるの件（５件）（継続２件を含む）

●両院を通過したもの（継続２件）

（第198回国会提出）

○平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その１）

○平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その２）

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（３件）

○令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その１）

○令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その２）

○令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

◎決算その他（５件）

●是認すると議決したもの（３件）

（第200回国会提出）

○平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十年度国

税収納金整理資金受払計算書、平成三十年度政府関係機関決算書

○平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書

●委員会に付託されなかったもの（２件）

（第197回国会提出）

○日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキ

ャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書

（第200回国会提出）

○日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャ

ッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書



◎決議案（１件）

●未了のもの（１件）

１ 世界保健機関（ＷＨＯ）の台湾への対応に関する決議案



４ 議案の要旨・附帯決議

内閣提出法律案

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第１号)

（衆議院 2.1.28可決 参議院 1.30総務委員会付託 1.30本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、地方財政の状況等に鑑み、令和元年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例とし

て6,495億8,082万円を加算するとともに、当該加算額に相当する額について、令和３年度から令

和12年度までの各年度における地方交付税の総額から649億5,808万2,000円をそれぞれ減額する。

二、令和元年度に発生した災害等に対応するため、同年度分の地方交付税の総額を950億円増額し、

その全額を特別交付税とする特例を講じる。

三、令和元年度における東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要に対応する

ため、同年度分の震災復興特別交付税について504億1,960万8,000円を加算する。

四、この法律は、公布の日から施行する。

平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(閣法第２号)

（衆議院 2.1.28可決 参議院 1.30財政金融委員会付託 1.30本会議可決）

【要旨】

本法律案は、令和元年度一般会計補正予算（第１号）等を編成するに当たり、国債の追加発行を

抑制するとの観点から、平成30年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例措

置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、剰余金処理の特例

歳入歳出の決算上の剰余金のうち２分の１を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充

てなければならないと定めている財政法第６条第１項の規定は、平成30年度の剰余金については

適用しない。

二、施行期日

この法律は、公布の日から施行する。

所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第３号)

（衆議院 2.2.28可決 参議院 3.6財政金融委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応等の観点から、国税に関し、

所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、持続的な経済成長の実現

１ 企業の事業革新につながるオープンイノベーションを促進するため、事業会社から一定のベ

ンチャー企業に対する出資について、その25％相当額の所得控除ができる措置を創設する。

２ 投資及び賃金引上げを促すための税制について、大企業に対する研究開発税制等の租税特別

措置の適用を停止する措置の設備投資要件を、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の３割

超（現行１割超）とする等の見直しを行う。

３ 連結納税制度について、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を

行う仕組み（グループ通算制度）に移行する。

二、経済社会の構造変化への対応

１ 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除について、婚姻歴の有無や性別



にかかわらず、生計を一にする子（総所得金額等が48万円以下）を有する単身者に、同一のひ

とり親控除（控除額35万円）を適用する等の見直しを行う。

２ ＮＩＳＡ制度について、一般ＮＩＳＡを、一階部分で積立投資を行っている場合には二階部

分で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に改めた上で、５年延長する等の見直しを

行う。

三、その他

１ 法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を１月延長

する特例を創設する。

２ 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置

を講ずる。

四、施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和２年４月１日から施行する。

なお、本法律施行に伴う令和２年度の租税減収見込額は、約250億円である。

【附帯決議】（2.3.27財政金融委員会議決）

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 金融所得課税については、勤労所得に対する課税とのバランスや所得再分配に配慮する観点か

ら、諸外国の例も踏まえつつ、引き続き、その在り方を総合的に検討すること。

二 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、

適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するな

ど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。

三 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調

査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大に加え、軽減税率制度の実施をはじめと

する税制改正、社会保障・税一体改革への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な

課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、

職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環

境の整備に特段の努力を払うこと。

特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為、富裕層への対応を強化し、更には納税者全体

への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務

執行体制の強化に努めること。

四 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、確定申告等の税務事務における適切な対応、

国税職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、税収など経済への影響を注

視しつつ、納期限の延長等を含め、更なる納税の緩和について、必要に応じ迅速かつ適切な措置

を講ずること。

右決議する。

防衛省設置法の一部を改正する法律案(閣法第４号)

（衆議院 2.4.10可決 参議院 4.13外交防衛委員会付託 4.17本会議可決）

【要旨】

本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更を行うものであり、そ

の主な内容は次のとおりである。

一、自衛官の定数を改める。

二、本法律は、令和３年３月31日までの間において政令で定める日から施行する。

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第５号)

（衆議院 2.4.16可決 参議院 5.13地方創生及び消費者問題に関する特別委員会付託 5.27本会議

可決）



【要旨】

本法律案は、第４次産業革命における最先端技術の活用と規制緩和により、未来社会の先行実現

を目指す「スーパーシティ」構想の実現に向けた制度を整備するとともに、自動車の自動運転、無

人航空機などの高度で革新的な実証実験をより迅速、円滑に実現するための道路運送車両法等の特

例措置の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、「スーパーシティ」構想の実現に向けた制度の整備

１ 複数の先端的サービス間でデータを収集・整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法

定化し、事業の実施主体が、国、地方公共団体等に対し、その保有するデータの提供を求める

ことができることとする。

２ スーパーシティを構成する複数の先端的サービス事業が、同時かつ一体的に実現できるよう、

複数分野の規制改革を一体的・包括的に進める特別の手続を整備する。

３ 各府省による協力を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者を援助する規定、デー

タ連携基盤整備事業の実施主体に都市間の相互連携強化のための基準の遵守を求める規定、こ

の法律の施行後３年以内を目途として施策を見直す検討規定を設ける。

二、革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例に関する措置の追加

自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高

度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、

内閣総理大臣の認定を受けたときは、道路運送車両法、道路交通法、航空法及び電波法の一括許

可等の特例措置を受けることができることとする。

三、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る欠格事由等に関する規定の整備

いわゆる特区民泊事業について、暴力団排除規定等の欠格事由を整備するとともに、都道府県

知事による認定事業者に対する立入検査及び業務改善命令等、それらに違反した者等に対する罰

則について規定する。

四、施行期日

この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

【附帯決議】（2.5.22地方創生及び消費者問題に関する特別委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 国家戦略特別区域制度の運用に当たっては、いやしくも特定の者や、その関連企業に不当な利

益を与え、国民の疑惑や不信を招くことのないよう、その公平性・透明性を十分確保すること。

二 国家戦略特別区域における規制改革事項を決定する場合には、指定及び決定に至る全ての過程

の透明性・公正性の確保、議事内容の速やかな公表等を求めた平成29年の国家戦略特別区域法及

び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の趣旨を徹底すること。

三 地方公共団体の長等を構成員とする国家戦略特別区域会議（以下「区域会議」という。）に特

定の事業者を構成員として追加する際には、その過程や議論の内容等に関する情報公開の徹底に

より、公平性、公正性及び透明性を確保すること。

四 スーパーシティ事業を実施する際の標準的な接続仕様（ＡＰＩ）の設計に際しては、その過程

や事業者の選定及び議論の内容等について、情報公開の徹底により透明性を確保すること。

五 スーパーシティとする区域の指定基準を、国家戦略特別区域基本方針に定めるに当たっては、

当該区域において住民満足度を高め、暮らしの課題を解決する観点から、推進する利点のみなら

ず、プライバシー侵害への懸念等に対しても十分な説明と配慮がなされ、住民自治や民主主義に

基づく決定や運用が担保される「住民目線の構想」が策定されるようにすること。

六 住民合意を要件として行う規制の特例措置の求めについては、国家戦略特別区域諮問会議が内

閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告できることも踏まえ、内閣総理大臣はスーパーシティ

に係る基本方針を定めるに当たっては地方自治の尊重を徹底すること。

七 スーパーシティ事業における新たな規制の特例措置を求めるに当たって必要となる住民合意に

ついては、住民の意向を十分に反映させるとの観点から、内閣府は、区域会議において、具体的



かつ明確な手続を定めるよう努めること。その際、内閣府令で定めるところにより添付すること

とされている「住民合意を証する書面」が何を指すものなのか、議会による否決は可能なのかも

含め、地方公共団体に対し明確に示すこと。また合意後も、住民が継続的に関与する仕組みを検

討すること。

八 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を行う実施主体に適用する安全管理基準は、個人情

報の流出防止に万全を期したものを策定するとともに、その実施主体に対して、当該基準の遵守

を徹底させること。またスーパーシティ事業を行う事業者に対し、本人の同意なしに顔認証シス

テムによる個人情報の収集が行われることのないよう、個人情報保護関係法令の遵守を徹底し、

サイバーセキュリティや、個人情報の流出防止を徹底するよう指導すること。

九 国や地方公共団体が、住民個人への合意や通知なく、個人情報を事業者に提供することのない

よう、区域会議はプライバシー権や人権、国民の知る権利について考慮すること。その際、区域

会議の構成員に事業者が含まれることに鑑み、政府は必要な監視を行うこと。

十 スーパーシティ事業に関し、万が一、個人情報が流出した場合に備えて、事後対応、補償措置

等に関する運用を明確にすること。

十一 スーパーシティ事業に係る個人情報は本人同意の下で取り扱うとしているが、未成年者等、

意思表示の難しい者からの「同意」「不同意」取付けの方法については、十分な説明をすること。

十二 スーパーシティ内での公共交通機関の縮小や廃止、現金のみの買物ができなくなるなど、新

たな格差の発生や社会の寛容性が失われぬよう、デジタルデバイドについても特段の配慮を行う

こと。

十三 スーパーシティ内で収益が上がらないことを理由に企業が突然、事業撤退することによる住

民への影響やリスクを十分に想定し、対応策を講ずること。

十四 ライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘されている事業の実証については、規制

法令に違反するものが認定されることのないよう厳に対応すること。

十五 国家戦略特別区域革新的技術実証事業（地域限定型の規制のサンドボックス制度）に係る技

術実証評価委員会委員の選定に当たっては、評価及び監視の中立性を確保するため、実証事業者

と利害関係を有する者を選定しないようにすること。

右決議する。

地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第６号)

（衆議院 2.2.28可決 参議院 3.11総務委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、固定資産税

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡して

いる場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及

び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行う。

二、個人住民税

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直しを行う。

三、法人事業税

電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行う。

四、その他

１ 税負担軽減措置等の整理合理化等を行う。

２ この法律は、一部を除き、令和２年４月１日から施行する。

地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第７号)

（衆議院 2.2.28可決 参議院 3.11総務委員会付託 3.27本会議可決）



【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

１ 令和２年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第６条第２項の

額に、法定加算額等を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子

支払額等を控除した額16兆5,882億円とする。

２ 地域社会の維持・再生に必要となる取組に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措

置として、「地域社会再生事業費」を設けるほか、令和２年度分の普通交付税の算定に用いる

単位費用を改正する。

３ 令和２年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税については、新たに3,423億円を確

保することとし、総額3,742億円とする。

二、地方財政法の一部改正

１ 令和２年度から令和６年度までの間に限り、地方公共団体における河川等におけるしゅんせ

つ等に要する経費に充てるため、地方財政法第５条の規定にかかわらず、地方債を起こすこと

ができることとする。

２ 公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を５年

間延長する。

三、施行期日

この法律は、令和２年４月１日から施行する。

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第８号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.23総務委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう市町村の合併の特例に関する

法律の期限を10年間延長しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、法律の有効期限を令和12年３月31日まで延長する。

二、この法律は、公布の日から施行する。

【附帯決議】（2.3.27総務委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一、市町村の合併については、市町村及び住民が主体的な判断で行うものであり、国による合併へ

の強制、誘導がないようにすること。また、主体的な判断により合併を選択した市町村に対して

は、合併後の諸施策が円滑に進められるよう、必要な支援措置を講ずること。

二、平成の合併の効果や課題等について、合併を選択しなかった市町村や、合併に伴う課題を指摘

している合併市町村を含め、幅広く関係団体等の意見を聴取した上で、引き続き、しっかりと評

価・検証を行い、公表すること。

三、平成の合併の効果等の評価・検証により明らかになった課題等については、市町村と協力して

その解決を図るとともに、住民自治の拡充のために必要な措置を講ずること。

四、今後の市町村間の広域連携の在り方については、地方の意見を聴く場を設ける等により、市町

村の主体性や意見を十分に尊重しつつ、慎重かつ丁寧な検討を行うこと。

右決議する。

関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第９号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.23財政金融委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行

うものであり、その主な内容は次のとおりである。



一、個別品目の関税率等の見直し

自動車安全部品用イグナイター等５品目の基本税率を無税とする。

二、納税環境の整備

１ 無申告加算税の賦課決定がその除斥期間の終了間際にされた修正申告等に伴って行われる場

合において、その除斥期間を延長できることとする。また、税関が特恵受益国等の権限ある当

局等に対して情報提供の要請をする場合において、その要請のときから３年の間、更正等をで

きることとする。

２ 延滞税及び還付加算金の特例基準割合について引下げ等を行う。

三、とん税及び特別とん税の特例措置の創設

国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税につ

いて、当分の間、開港ごとに１年分を一時に納付する場合の税率を軽減する。

四、暫定税率等の適用期限の延長等

１ 令和２年３月31日に適用期限が到来する暫定税率（416品目）及び特別緊急関税制度につい

て、これらの適用期限を１年延長するとともに、加糖調製品（６品目）の暫定税率を引き下げ

る。

２ 令和２年３月31日に適用期限が到来する牛肉及び豚肉に係る関税の緊急措置について、措置

しない。

３ 令和２年３月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度

について、これらの適用期限を３年延長する。

４ 令和２年３月31日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置（特定免税店制度）

について、適用期限を２年延長する。

五、施行期日

この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和２年４月１日から施行する。

【附帯決議】（2.3.27財政金融委員会議決）

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国民経済的な視点から国

内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、調和のとれた対外経済

関係の強化及び国民生活の安定・向上に寄与するよう努めること。

二 輸入消費税の脱税を目的とした金の密輸入や急増する覚醒剤等の不正薬物の密輸入を阻止する

観点から、税関においては、警察庁等の関係省庁との連携及び情報共有を強化しつつ、一層厳格

な水際取締りを行うこと。

三 最近におけるグローバル化の進展や日米貿易協定の発効等に伴い、税関業務が増大し、複雑化

する中で、適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、また、東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催に向けて、覚醒剤等不正薬物・銃器を始めとした社会悪物品等の国内持込みの阻止

など水際におけるテロ・治安維持対策の遂行により、国民の安全・安心を確保するため、取締検

査機器等の整備に努めるとともに、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、

処遇改善、機構の充実及び夏季休暇等の積極的な取得に向けた体制づくりを始め職場環境の整備

等に特段の努力を払うこと。

四 豚熱の水際での対応、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止への対応等のため、税関における

業務処理体制の整備、安全管理の徹底、職員への感染症対策に万全を期すこと。

五 牛肉及び豚肉に係る関税の緊急措置の適用期限を延長しない点につき、我が国と経済連携協定

等を締結しない国については、畜産業を始めとする産業保護の観点から、輸入の動向に今後留意

すること。

六 とん税及び特別とん税特例措置の創設については、国際基幹航路に就航する外国貿易船の国際

戦略港湾への入港数を維持・拡大するという目的を踏まえつつ、税率引下げに伴う政策効果を不

断に検証し、今後の適切な措置を検討すること。

右決議する。



国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に

関する法律の一部を改正する法律案(閣法第10号)

（衆議院 2.3.26可決 参議院 3.26財政金融委員会付託 3.31本会議可決）

【要旨】

本法律案は、国際金融公社及び国際開発協会が途上国支援を強化するため増資を実施するに当た

り、我が国が両機関に追加出資を行い得るよう、所要の措置を講ずるものであり、その内容は次の

とおりである。

一、国際金融公社に対する出資総額が増額されることとなることに伴い、政府は、同公社に対し、

従来の出資の額のほか、５億6,118万8,000合衆国ドルの範囲内において出資することができる。

二、国際開発協会に対する出資総額が増額されることとなることに伴い、政府は、同協会に対し、

従来の出資の額のほか、4,005億2,215万円の範囲内において出資することができる。

三、この法律は、公布の日から施行する。

【附帯決議】（2.3.31財政金融委員会議決）

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 国際金融公社及び国際開発協会を含む国際機関への資金拠出を行うに当たっては、欧米や新興

国等の国際情勢の変化及び我が国の厳しい財政状況を踏まえ、加盟国の資金拠出の動向等に関す

る情報収集に努め、国会に適時適切に提供すること。

二 国際機関の活動並びに我が国の貢献について国民の理解を得るために、日本語表記を含めた広

報活動や情報公開のより一層の充実に努めること。

三 国際機関の融資等を通じた援助需要に機動的に対応し、効果的かつ戦略的な資金拠出となるよ

う、主要出資国としてふさわしいリーダーシップを発揮することにより、国際社会における日本

の評価を高めるよう努めるとともに、資金使途や事業の成果について十分な検証を行い、必要な

見直しを行うこと。

四 国際機関への出資割合に見合った日本の国際貢献機会を確保する観点から、世界銀行グループ

を含む国際機関において日本人職員の登用機会を広げる活動をより進め、有能な人材が円滑に採

用されるよう、主要出資国にふさわしい枢要なポスト獲得に更に尽力すること。

右決議する。

労働基準法の一部を改正する法律案(閣法第11号)

（衆議院 2.3.17可決 参議院 3.18厚生労働委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止

されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、

当分の間の経過措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類

の保存期間について、５年間に延長する。

二 付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から５年に延長する。

三 賃金（退職手当を除く。以下同じ。）の請求権の消滅時効期間を５年間に延長するとともに、

消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化する。

四 一から三までによる改正後の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を

行うことができる期間及び賃金の請求権の消滅時効期間は、当分の間、３年間とする。

五 この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日（令和２年４月１日）から施行する。

六 この法律の施行前に労働基準法第114条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び

賃金の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例

による。



七 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後の規定につい

て、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。

【附帯決議】（2.3.24厚生労働委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、賃金とは、使用者が労働者に対して労働に対する報酬として支払う正当な対価であり、常に法

令と契約に基づいて適正に支払われるべきものであって、賃金請求権は労働者の権利を保護する

ための重要な債権であることに鑑み、施行後５年を経過した場合においては、賃金請求権の消滅

時効期間等を原則の５年とすること等について速やかに検討を行い、その結果を踏まえて適切な

措置を講ずること。

二、その環境整備のため、賃金台帳等の記録の保存期間については、施行後５年の経過を待たずに

その延長が可能となるよう、中小企業等における賃金関連記録の電子データ化を積極的に支援し、

記録の保存等にかかる負担の軽減を図ること。

三、労働基準監督署においては、賃金の未払を発生させないよう、事業所に対する指導・監督を徹

底・強化するとともに、賃金未払事案に対しては是正指導を厳正に行うこと。

四、災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分であるのか、

施行後５年を経過した際に、労働者災害補償保険法における消滅時効期間と併せ、速やかに専門

的見地からの検討に着手すること。

五、労働者が消滅時効により請求権を失うことがないよう、労働者個々の事情に応じた相談・支援

の一層の充実・強化を図ること。

六、改正後の規定に基づく消滅時効期間が本法の施行日以後に支払期日が到来する全ての賃金請求

権に適用されることを含めた改正の内容について、周知・指導を徹底すること。

七、働き方改革関連法における改正項目が順次施行されていることを踏まえ、長時間労働の是正、

年次有給休暇の取得促進等の施策を着実に推進するとともに、中小企業等における労務管理の適

正化など、現場に混乱が生じないよう適切な支援を実施すること。

八、近時、労働法令が適用されない雇用類似の形態が増加している中で、労働者性を有する者に対

しては、労働基準法を始めとする労働者保護法令が適正に適用されるよう労働者性の判断基準の

周知徹底を図るとともに、その適用をなお一層厳密に行い、厳正な指導・監督を行うこと。

右決議する。

雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第12号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.23厚生労働委員会付託 3.31本会議可決）

【要旨】

本法律案は、多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通

じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な

内容は次のとおりである。

一 65歳以上70歳未満の定年の定めをしている事業主等は、その雇用する高年齢者等について、当

該定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入又は当該定年の定めの廃止の措置を講ずることに

より、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事

業主等が、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た創業支援等措置を講ずることにより、そ

の雇用する高年齢者等について、定年後等から70歳までの間の就業を確保する場合は、この限り

でない。

二 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の額は、原則として各支給対象月に支払わ

れた賃金の額に100分の10を乗じて得た額とする。

三 事業主が同一人でない２以上の事業に使用される複数事業労働者の２以上の事業の業務を要因

とする負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を創設し、複数事業労働者を使用する事業ご



とに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、政府が算定する額を給付基

礎日額とする。

四 １週間の所定労働時間が、一の事業主の適用事業において20時間未満かつ二の事業主の適用事

業において合計20時間以上である65歳以上の者は、雇用保険の高年齢被保険者となることができ

る。

五 常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途

採用により雇い入れられた者の割合を定期的に公表しなければならない。

六 育児休業給付金について、失業等給付とは別の章として育児休業給付の章を雇用保険法に新設

し、雇用保険の一般保険料徴収額に育児休業給付率（1,000分の４の率を雇用保険率で除して得

た率）を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとする。雇用勘定に育児休業

給付資金を置く。

七 令和２年度及び令和３年度の各年度における雇用保険率については、1,000分の13.5等とする。

八 令和２年度及び令和３年度の各年度における失業等給付、育児休業給付等の支給に要する費用

に係る国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の100分の10に相当する

額とする。

九 この法律は、一から五までを除き、令和２年４月１日から施行する。

【附帯決議】（2.3.31厚生労働委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、65歳までの高年齢者雇用確保措置が全ての企業において確実に実施されるよう、全国の常時雇

用する労働者が30人以下の企業における高年齢者雇用確保措置の実施状況の把握・集計・分析を

早期に実施し、全事業主に対する制度趣旨及び内容の周知の徹底を行うとともに、違反事業主に

対する厳正なる指導等の強化を通じて、早期に65歳までの希望者全員の雇用確保が図られるよう

更なる努力を行うこと。

二、従来の高年齢者雇用確保措置においては、継続雇用制度を導入する企業が大半であり、かつ、

その多くで60歳直前の賃金と比べ、賃金水準が大きく低下する傾向にあること等を踏まえ、高年

齢者雇用安定法の目的である職業の安定と福祉の増進に加え、労働者の年金支給開始年齢までの

生活安定及び高齢期の働きがいの確保に向け、不合理な待遇差を是正すべく均等・均衡待遇原則

の徹底等、必要な対策を講ずること。

三、事業主が複数の高年齢者就業確保措置を講ずる場合において、個々の労働者の意思を十分に尊

重することを指針等で明確にし、その周知徹底を図ること。

四、事業主が高年齢者就業確保措置を講ずる場合において、70歳までの就労・就業を予定している

労働者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教

育・訓練等を事前に実施することが望ましいことを指針等で明確にし、その周知徹底を図ること。

また、70歳までの継続雇用制度の導入に関し、他の事業主によるものが選択された場合において、

可能な限り個々の労働者の希望や経験・能力に応じた職務の内容及び労働条件とすべきことが望

ましいことを指針等に明記し、その周知徹底を図ること。

五、創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護等が確保されないこと等から、

雇用による措置の場合とは異なり、改正後の高年齢者雇用安定法第10条の２第１項ただし書にお

ける措置であること、過半数労働組合又は過半数代表者の同意が必要とされていること、当該同

意が十分な説明のもとに雇用関係がない働き方の場合には労働関係法令による労働者保護等が確

保されない措置であることも含め納得してなされるべきであることを踏まえ、以下の事項を指針

等で明確にすることを検討し、その周知徹底を図ること。

１ 事業主は、当該措置の制度内容、特に雇用関係がない働き方の場合には労働関係法令による

労働者保護が及ばないこと及び当該措置を選択する理由を書面等により過半数労働組合又は過

半数代表者に十分に説明すること。また、当該措置を適用する労働者に対しても丁寧に説明し

納得を得る努力をすることが重要であること。

２ 事業主が当該措置を講ずる場合に、就業する者の報酬の額は、業務の内容や当該業務の遂行



に必要な知識・経験・能力、業務量等を十分に考慮したものとすべきであること。

３ 事業主が当該措置を講ずる場合に、契約の有効期間や解除要件、発注の頻度、報酬の算定方

法及び業務遂行上の費用負担、業務に関連した被災時の取扱い等を労使合意において書面によ

り定めるとともに、対象労働者にも示すこと。

４ 事業主が当該措置のみを講ずる場合は、過半数労働組合又は過半数代表者の同意が必要であ

ること。また、当該過半数代表者の選出に当たっては、同措置を講ずるか否かを協議するため

の過半数代表者の選出であることを明らかにした上で、民主的な手続により選出されなければ

ならないこと。さらに、継続雇用制度の導入に加えて当該措置を講ずる場合であっても、過半

数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。

５ 当該措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約

法に規定する安全配慮義務を始めとする労働法制上の保護の内容も勘案しつつ、委託業務の内

容・性格等に応じた適切な配慮を当該措置を講ずる事業主が行うことが望ましいこと。

６ 高年齢者雇用安定法の改正の趣旨が70歳までの雇用・就業機会の確保であることを踏まえ、

当該措置を講ずる事業主は、70歳まで継続的に労働者を支援することが求められること。

７ 労使合意により当該措置の対象となる労働者の基準を定めるに当たっては、選考の基準等が

恣意的なものでない等適切なものとなるようにすること。

六、創業支援等措置の導入を検討するに当たり、適切な労使合意を目指す観点から、関係労使双方

が、判例・裁判例を基に労働者性の基準等について必要な知識を身につけることができるよう、

研修や資料提供等の具体的な方策を検討し、実施すること。

七、高年齢者就業確保措置の掲げる措置に、現在シルバー人材センターが行っている高年齢者の就

業機会の提供は含まれないことを周知すること。

八、創業支援等措置の社会貢献事業に関し、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを

目的とする事業」に該当しないものを指針等において示すことを検討すること。

九、高年齢者雇用安定法に創業支援等措置を導入するに当たって、業務委託契約や請負契約、有償

の社会貢献活動等に基づいて就業する者に特化した公式な統計が存在しないことに鑑み、就業す

る者の負担する経費や報酬の額、就業時間や就業日数、事故の発生状況等について必要な実態把

握を行い、公表することを検討すること。

十、高年齢労働者の労働災害を防止するため「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ

ン」の周知徹底を図るとともに、創業支援等措置による就業についても、同ガイドラインを参考

とするよう周知・広報すること。また、創業支援等措置により就業する者が被災したことを把握

した場合は、当該措置を講ずる事業主が厚生労働大臣に報告することを検討することとし、同種

の災害の再発を防止するための対策の検討に当該報告を活用すること。さらに、都道府県労働局

等において、高年齢者雇用安定法や指針等に照らして問題のあるおそれのある契約上のトラブル

や委託業務に起因する事故等による相談を受け付け、必要に応じて適切な助言・指導を行う体制

を整備・強化することを検討すること。

十一、高年齢期においては、労働者の体力や健康状態その他の本人を取り巻く状況がより多様とな

り、労働災害等の発生場面、頻度、負傷の程度等も異なってくる蓋然性が高いことから、事業主

が高年齢労働者の働き方にふさわしいより柔軟な労働条件を整備できるよう適切に支援するこ

と。

十二、65歳以降も働くことを希望する全ての労働者が個々の意欲及び能力に応じて働くことができ

る環境整備を図るため、その意欲や納得性に配慮した、能力及び成果を重視する評価・報酬体系

の構築に対する助成、ハローワークの生涯現役支援窓口や産業雇用安定センターによるマッチン

グ機能の強化等を始め、施策の充実に努めること。

十三、シルバー人材センター事業のいわゆる「臨・短・軽」要件の緩和が行われ、派遣・職業紹介

に限り、週40時間までの就業が可能となったことに鑑み、平成28年高年齢者雇用安定法改正後の

同事業における高年齢者の就業状況、労働災害に当たる事故の発生状況等について調査を行い、

必要に応じて適正就業ガイドラインの見直しを含めて検討すること。



十四、雇用政策に対する政府の責任を示すものである雇用保険の国庫負担については、改正後の雇

用保険法附則第15条の規定に基づき、早期に安定財源を確保し、本則に戻すこと。また、今回、

前回改正時の本委員会附帯決議のとおりでなく時限的な国庫負担率の引下げ措置が継続されるこ

とは遺憾であり、今回の措置については、令和３年度までの２年度間に厳に限った措置とするこ

と。

十五、失業等給付と異なる給付体系に位置付けられる育児休業給付について、給付額が増加傾向に

ある状況を踏まえ、中長期的な観点から国庫負担割合も含めた制度の在り方を検討すること。ま

た、介護休業給付金に関する暫定措置の恒久化についても検討を進めること。

十六、求職者支援制度について、雇用の安定化の必要性が高い者に対し十分な支援が行き届くよう

制度運営の充実に努めるとともに、雇用政策に対する政府の責任を示す観点から、国庫負担割合

の在り方を検討すること。

十七、企業による65歳までの雇用継続を下支えしている高年齢雇用継続給付について、今回の給付

率の引下げに当たって、働き方改革関連法の「同一労働同一賃金」に基づく高年齢者の不合理な

待遇差の解消に取り組む企業に対して十分な支援を行うこと。その上で、今後の給付の在り方に

ついては、65歳までの高年齢労働者の雇用の進展状況を十分に踏まえ、中長期的な観点から検討

すること。

十八、複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者に対する雇用保険の適用について、施行後５年

を目途に、懸念される逆選択やモラルハザードといった事象も含め、適用による行動変化や財政

への影響等を十分に検証し、必要に応じて、マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用の在

り方を検討すること。

十九、新型コロナウイルス感染症により我が国経済は大きな影響を受けており、今後雇用への影響

の拡大が懸念されることから、雇用調整助成金を始めとする雇用保険二事業等を活用し、雇用の

維持に万全を期すこと。

二十、雇用保険の対象とならない個人事業主・フリーランス等が、新型コロナウイルス感染症の拡

大により多大な影響を受けている実態に鑑み、制度の在り方も含めその支援の強化に努めること。

二十一、労災保険の複数事業者に係る改正事項を確実に実施するとともに、特別加入制度について、

働き方が多様化し、雇用類似の働き方も拡大していることから、労働者に準じて保護することが

ふさわしいとみなされる者の加入促進を図るため、制度の周知・広報を積極的に行うこと。また、

社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったもの

となるよう必要な見直しを行うこと。その際、今回の創業支援等措置により就業する者のうち、

常態として労働者を使用しないで作業を行う者を特別加入制度の対象とすることについて検討す

ること。

二十二、大企業における中途採用比率の公表に当たっては、企業の実態や入社後のキャリアパス等

の情報も中途採用を目指す労働者にとって有益であることから、様々な情報を総合的に公表しや

すくするための支援を検討すること。また、中小企業においても大企業に義務付ける項目と併せ

てその他有益な情報の公表が自主的に進むよう支援を行うとともに、政府機関においても中途採

用に関する情報の公表の在り方等について検討すること。

二十三、本法による特定社会保険労務士の業務追加に当たり、一部の社会保険労務士が「不適切な

情報発信」を行うことにより、社会保険労務士の事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を損

なわせることのないよう、平成28年３月30日付基発0330第10号・年管発0330第５号「社会保険労

務士の不適切な情報発信の防止について」の更なる徹底を図ること。

右決議する。

土地基本法等の一部を改正する法律案(閣法第13号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.23国土交通委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】



本法律案は、所有者不明土地の増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の管理の重要性が増

大していることに鑑み、土地政策の基本理念等を見直し、適正な土地の利用及び管理を確保する施

策の総合的かつ効率的な推進を図るとともに、その前提となる地籍調査を円滑化、迅速化する等の

措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 土地基本法の一部改正

１ 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止す

る観点から、適正に利用し、又は管理されることとする。

２ 土地の所有者は、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を遂行するに当たっては、その

所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権

の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないこととする。

３ 政府は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策の総合的な推進を図るため、

土地に関する基本的な方針を定めなければならないこととする。

二 国土調査促進特別措置法の一部改正

国土交通大臣は、令和２年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならないこととする。

三 国土調査法の一部改正

地籍調査を行う地方公共団体等は、地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、

街区境界調査を先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができることと

する。

四 不動産登記法の一部改正

地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得

たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界について、筆界特定の申請をすることが

できることとする。

五 施行期日等

１ この法律は、一部の規定を除き、令和２年４月１日から施行することとする。

２ その他所要の規定の整備を行うこととする。

【附帯決議】（2.3.27国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 新たな土地についての基本理念や、土地所有者等の責務等について周知徹底を図るとともに、

あわせて、土地の所有者が、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化及び

当該土地の境界の明確化等の責務を果たすことを支援するための措置を講ずること。

二 土地基本法の基本理念にのっとり、基本的施策の実現等が図られるよう、適正な土地の利用及

び管理を確保するための施策については、財産権を不当に侵害することのないよう十分に配慮し

つつ、土地の有効利用の誘導、防災・減災、地域への外部不経済の発生防止及び解消等に向け、

土地基本方針の策定を通じた関係省庁の緊密な連携の下、総合的に進めること。

三 放置されていくことが懸念される土地の管理について、地域における土地に関する現状把握及

び周辺環境への悪影響を抑制するための対策など地域住民の取組を推進するため、ガイドライン

の作成等の具体策について検討を行うこと。

四 新たに策定する土地基本方針に基づく施策の推進に当たっては、地籍調査の円滑化・迅速化を

図るため新たに導入される手続等に関する国からの助言、有識者の派遣、知識・経験を有する民

間事業者の積極的な活用等、地方公共団体への支援や連携協力に努めること。

五 土地基本法の改正を踏まえて講じられる国や地方公共団体による諸施策を通じて、土地の利活

用が図られるよう、土地の管理不全化の防止、所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けた取組

を関係府省が一体となって行うこと。その際、相続登記の申請の義務化や土地の所有権放棄を認

める制度等の創設に向けての検討を一層推進すること。

六 空き地・空き家への対策を推進するため、空き地等に関する条例や空家等対策の推進に関する



特別措置法等に基づいた地方公共団体等の取組を引き続き支援するとともに、管理不全の土地の

解消等に関連した実効性のある制度の確立に向けた検討を行うこと。

七 所有者不明土地の利用・管理を推進し、所有者の探索方法の合理化に資する土地情報基盤を整

備するため、不動産登記簿、森林簿、農地基本台帳、固定資産課税台帳、住民票、戸籍等の関連

情報の利活用の在り方について引き続き検討すること。その際、個人情報保護には十分な配慮を

行うこと。

八 土地は、国民のための限られた資源であることに鑑み、国際化の進展を踏まえ、国内外を問わ

ず土地所有者の所在地を的確に把握できるような仕組みの在り方について検討すること。

九 我が国における高齢化や人口減少を踏まえ、早期に地籍調査を完了するため、調査手法の見直

しを行うとともに、社会資本整備、防災対策等、より緊急性の高い地域での調査が着実に実施さ

れるよう、優先実施地域の絞り込みを図りつつ、当該地域での実施を促進するための仕組みづく

りについて検討を行うこと。

十 災害からの復旧・復興等に資する地籍調査の迅速化を図るため、その必要性及び重要性につい

て、国民及び地方公共団体に周知すること。また、地籍調査の未着手・休止市町村の解消に向け、

民間委託制度の活用促進等、体制が十分でない市町村へのきめ細やかな支援を行うとともに、早

期に地籍調査を完了するため、新たに策定する国土調査事業十箇年計画に基づく事業の着実な推

進のため必要となる予算の確保に努めること。

十一 地方公共団体による筆界特定の申請については、権利関係の明確化や円滑な地籍調査の実施

等に資することから、地方公共団体による申請に応えられるよう、申請代理人や筆界調査委員な

どの専門的知識・経験を有する者の確保も含め、十分な体制及び必要な予算の確保に努めること。

右決議する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第

14号)

（衆議院 2.4.7可決 参議院 5.1国土交通委員会付託 5.13本会議可決）

【要旨】

本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、重点整備地区におけ

る移動等円滑化に係る事業の類型として教育啓発特定事業を追加する等、国民の理解の増進及び協

力の確保を図るための制度を整備するとともに、公共交通事業者等に対して役務の提供の方法に関

する基準の遵守を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりで

ある。

一 法律の目的に、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を追

加することとする。

二 主務大臣が定める移動等円滑化の促進に関する基本方針及び市町村が作成する移動等円滑化促

進方針に国民の理解の増進及び協力の確保に関する基本的な事項等を追加するとともに、市町村

が作成する移動等円滑化基本構想に教育啓発特定事業が位置付けられた場合には、関係する市町

村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画を

作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施することとする。また、移動等円滑化の促

進に関する基本方針、移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想に係る規定における主務

大臣に文部科学大臣を追加することとする。

三 施設設置管理者は、その管理等する施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用する

ために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない

こととする。

四 道路管理者は、旅客特定車両停留施設（バス等の旅客の乗降等のための道路施設）の新設又は

改築を行うときは、道路移動等円滑化基準に適合させなければならないこととする。

五 一定規模以上の建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる「特



別特定建築物」の範囲を拡大することとする。

六 公共交通事業者等又は道路管理者は、新設旅客施設等又は新設旅客特定車両停留施設を使用し

た役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要な基準を遵守しなければならないこととす

る。

七 その他所要の規定の整備を行うこととする。

八 この法律は、令和３年４月１日から施行することとする。ただし、一及び二の改正規定等は、

公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

【附帯決議】（2.5.12国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 本法の基本理念に則り、社会的障壁の除去のために合理的配慮について理解が深まり的確に提

供されるため、必要な環境整備を推進すること。

二 障害者が公共交通機関の利用において、様々な制約が存在する状況に鑑み、障害者権利条約の

理念を踏まえて移動の権利について検討を進めること。

三 車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の適正な利用の推進に当たっては、国民

の具体的な行動につながるよう、関係事業者等と連携して積極的かつ集中的な広報活動及び啓発

活動を実施すること。

四 インクルーシブ教育の推進及び災害時の避難所として利用する必要性から、設置主体の別、規

模を問わず、高校、大学も含めた全ての学校施設のバリアフリー整備を推進すること。

五 公立の小中学校が災害時の避難所になっているケースが多いことに鑑み、既設であっても、数

値目標を示し、そのような施設のバリアフリー化を積極的に進めること。また、既設の公立小中

学校のバリアフリー化に対する財政支援を充実すること。

六 移動円滑化基準適用除外認定車両を見直し、鉄道のない地方空港の空港アクセスバス路線に重

点的にバリアフリー車両の導入が促進されるように必要な措置を検討すること。

七 生活利便施設である物販、飲食店の数は2,000平米未満の小規模店舗が大半を占めることに鑑

み、2,000平米未満の小規模店舗及び特別特定建築物内における店舗内部の障壁となっている入

口の段差解消、扉幅の確保、可動席の設置等のバリアフリー整備を進めるため、ガイドラインを

定めること。あわせて、条例によるバリアフリー基準適合義務の対象規模の引下げ及び建築物特

定施設の見直しを要請すること。

八 地方の旅客施設のバリアフリー化を進めるため、基本方針に１日の平均的な利用者数が3,000

人未満の駅も含めた整備目標を定めるよう検討すること。

九 無人駅の増加が当該駅を利用する障害者の社会的障壁とならないよう個々の障害に対応した合

理的配慮を推進するために、介助を希望する障害者に対しては介助要員の常設配置を進める取組

や乗降時に即応できる支援体制の整備を検討し、介助を要しない障害者に対しては単独乗降可能

な駅ホームの整備等、事業者が取り組むべき事項をガイドラインに定めた上で、当該事業者が遵

守するように必要な措置を講ずること。

十 介助が必要な障害者の公共交通機関の利用に際しては、必要な介助が安心して受けられるよう、

事業者、行政、ボランティア団体等の連携の下、社会全体で障害のある利用者の安全を確保し、

支えていくための取組を推進すること。

十一 障害者の公共交通機関の利用が拡大してきている中、国は車椅子使用者や視覚障害者を始め

とする移動制約者と事業者双方との対話を重ねた上で、障害特性に応じた介助の要否の事例の整

理などを行い、介助の在り方に対する考え方の明確化を図ること。

十二 駅ホームからの視覚障害者の転落事故が全国で多数発生していることに鑑み、事業者に加え

て国・地方公共団体による積極的な支援など官民協力の下、ホームドアの設置、必要な介助要員

の配置、バリアフリー設備の表示や駅の構造等情報提供の充実を進めるよう、必要な措置を講ず

ること。

十三 障害者が居住可能な共同住宅を増やすため、そのバリアフリー整備の実態調査、建築設計標



準の見直し等必要な措置を講ずること。

十四 観光施設等における移動等円滑化に関する措置に係る情報提供の促進に当たっては、情報提

供を行う事業者等と連携し、正確な情報が分かりやすく効果的に発信されるよう努めること。ま

た、宿泊施設については、一般客室におけるユニバーサルデザイン化を推進するとともに、バリ

アフリー客室の設置率を国際的な水準に引き上げるため、必要な措置を講ずること。

十五 ユニバーサルデザインタクシーが活用されるため、運転者の負担軽減とともに、研修支援に

必要な措置を講ずること。

十六 東京オリンピック・パラリンピック競技大会のメインスタジアムである新国立競技場の整備

に当たり行った当事者からの意見反映の仕組みをレガシーとして残す観点からも、建築物やユニ

バーサルデザイン等の設計に際しては、当事者からの意見を反映させるため、建築士の資格取得

における教育内容や設計業務に当たる者に対する研修等においてインクルーシブデザインによる

設計が行われるよう制度の構築を検討すること。

十七 移動等円滑化評価会議及び同地域分科会において、地域の特性に応じた施設、先進的な施設

の整備等を通じ、多様な障害当事者が参画を継続的に実施する等必要な措置を講ずること。

十八 障害者権利条約に則り、歴史的建造物のバリアフリー化を進めるため、歴史的建造物を再現

する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討が行

われるよう、必要な措置を講ずること。

右決議する。

道路法等の一部を改正する法律案(閣法第15号)

（衆議院 2.5.12可決 参議院 5.13国土交通委員会付託 5.20本会議可決）

【要旨】

本法律案は、安全かつ円滑な道路交通の確保及び道路の効果的な利用の推進を図ることを目的と

しており、その主な内容は次のとおりである。

一 道路法の一部改正

１ 国土交通大臣の登録を受けた限度超過車両を、同大臣による通行可能経路の有無の判定結果

の回答の内容に従って通行させる者は、当該登録車両ごとに、その通行経路及び積載する貨物

の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間等を記録し、これらを保存しなければな

らないこととする。

２ 道路の附属物に、特定車両停留施設及び、自動運行補助施設で道路上又は路面下に道路管理

者が設けるものをそれぞれ追加することとする。

３ 道路管理者は、その管理する道路のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、歩行者

の利便増進に資するものとして政令で定めるものの適正かつ計画的な設置の誘導が特に必要と

認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができるこ

ととする。

４ 国土交通大臣は、災害が発生した場合に、都道府県又は市町村からの要請に基づき、都道府

県又は市町村に代わって、指定区間外の国道の道路の啓開並びに都道府県道・市町村道の道路

の啓開及び災害復旧工事を自ら行うことができることとする。

二 道路整備特別措置法の一部改正

一の１及び２に関して、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方道路公社によ

る、高速道路等の管理者の権限の代行に係る規定を整備することとする。

三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正

歩行者利便増進道路の区域に建設される電線共同溝の占用予定者を電線敷設工事資金貸付金の

対象とするとともに、道路管理者から道路の占用の許可を受けて自動運行補助施設を設置する場

合に、当該施設を設置しようとする者が要する費用に係る無利子貸付制度を創設することとする。

四 施行期日



この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行することとする。

【附帯決議】（2.5.19国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 人手不足で厳しい対応が求められている物流業界の生産性向上のため、新たな特殊車両の通行

制度を創設するに当たっては、事業者が利用しやすく障害にも強いシステムを構築するとともに、

可能な限り速やかな施行に努めること。また、新たな制度が施行されるまでの間、現行の通行許

可制度における審査の迅速化を引き続き進めること。

二 新たな特殊車両の通行制度の利用はＥＴＣ2.0の搭載を要件とすることから、ＥＴＣ2.0の普及

に向けた支援など必要な措置を講ずること。また、ＥＴＣ2.0を通じて把握した通行情報や重量

計の計測記録等を活用し、過積載等の違反防止のための措置を適確に講ずるとともに、効果的な

道路の維持管理や渋滞対策を推進すること。さらに、車載型重量計の国内での実用化及び普及促

進に向けて、事業者に対する助成措置など必要な支援について検討を進めること。

三 物流の効率化、生産性向上、安全性確保等に資するため、特定車両停留施設として、ダブル連

結トラックの荷台付け替え等のための中継地点や隊列走行トラックの隊列形成・分離スペースの

ほか、事業者の幅広いニーズに柔軟に対応した物流拠点の整備を推進すること。また、整備に当

たっては、周辺の交通への影響を十分に考慮するとともに、施設利用者の利便性が確保されるよ

う必要な措置を講ずること。

四 交通結節拠点となる特定車両停留施設について、道の駅と同様に災害時には防災拠点として機

能するよう必要な措置を講ずるとともに、バスロケーションシステムによる情報提供、バリアフ

リー化、ＭａａＳなど新たなモビリティ・サービスへの対応等、利用者に対し利便性の高いサー

ビスを提供するものとして整備を進めること。

五 障害者に対する理解が不足している状況の中、心のバリアフリーの重要性が高まっていること

に鑑み、特定車両停留施設において自動車駐車場等運営権を設定する場合であっても、民間事業

者である自動車駐車場等運営権者が障害者への理解を深め、合理的配慮を推進する体制が整備さ

れるよう必要な措置を講ずること。

六 歩行者中心の道路空間となる歩行者利便増進道路では、民間の創意工夫を引き出せるよう柔軟

な運用を行うとともに、まちづくりを担う地方公共団体、地域の民間事業者等との連携を図りつ

つ、地方創生にも資する賑わいのある道路空間の構築に向けた必要な措置を講ずること。

七 自動運行補助施設について、自動運転技術に係る国際基準との調和が図られたものとなるよう

基準の整備等必要な措置を講ずるとともに、今後の自動運転技術の急速な進化に対応できるよう、

自動運転車両専用の走行空間の確保を始めとした自動運転社会における道路空間の在り方につい

て引き続き検討を進めること。

八 人口減少・少子高齢化の進展に伴い、地方で公共交通事業の縮小やサービス水準の低下が懸念

されていることに鑑み、道の駅を活用した中山間地域における移動支援サービスについては、高

齢者など利用者の確実な地域の移動手段となるよう必要な措置を講ずること。

九 災害に強い道路を構築するため、地方公共団体における道路の維持・修繕を担う技術者の確保

及び育成への支援に努めること。また、災害に対する即応力を高めるため、地方公共団体や復旧

作業を行う建設業者との連携を一層推進するとともに、国の体制の充実を図ること。

右決議する。

電波法の一部を改正する法律案(閣法第16号)

（衆議院 2.4.10可決 参議院 4.13総務委員会付託 4.17本会議可決）

【要旨】

本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基



地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する

勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に

係る期限の延長の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、電波有効利用促進センターの業務の追加

電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無

線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加する。

二、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加

特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地

上基幹放送をする特定基地局を追加する。

三、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備

電波法に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造又は改造された無線設備が、他の無線

局に対して妨害を与えた場合に加え、妨害を与えるおそれがあると認められるときも、総務大臣

が、その無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して勧告を行うことができる等の規定

を整備する。

四、衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長

衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成32年３月末ま

でとされている期限を令和４年３月末まで延長する。

五、施行期日

この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加及び衛星基幹放送の

受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長は公布の日から、電波有効利

用促進センターの業務の追加は令和３年４月１日から施行する。

【附帯決議】（2.4.16総務委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一、周波数共用の実用化に当たっては、既存の無線局免許人が過度な負担・不利益を被ることがな

いよう十分配慮し、無線局情報の適正な管理や混信の防止等に万全を期すこと。

二、周波数の経済的価値を踏まえた割当制度の運用に当たっては、評価額の高騰による設備投資の

遅延など、電波の有効利用を阻害することのないよう、各審査項目を総合的に評価すること。

三、特定基地局の開設指針の策定及び同指針に基づく審査に当たっては、公平性・透明性を確保す

ること。

また、特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の

趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、電波利用料と同様に、その

実施状況について公表するなどの透明化を図ること。

四、技術基準不適合機器の流通を抑止するため、オンラインショッピングサイト等における流通の

実態を引き続き注視し、必要に応じ適切に対応すること。また、当該機器の流通の抑止を実効性

のあるものとするため、総務省職員の増員など必要な技能を有する人員の確保に努めること。

五、衛星基幹放送の受信環境整備支援事業については、令和４年３月末までに確実に完了するよう、

必要な措置を講ずること。

六、公共用無線の高度化については、当該高度化を促すための財政措置等に万全を期すとともに、

新たに電波利用料を徴収する公共用無線局の範囲を政令で定めるに当たっては、各無線局の特性

や財政措置等の状況を適切に反映すること。また、公共用周波数の割当て・用途の開示を進める

こと。

七、地上波放送の電波の有効利用の在り方については、国民・視聴者などの意見を十分に踏まえて

検討すること。

右決議する。



裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣法第17号)

（衆議院 2.4.7可決 参議院 4.13法務委員会付託 4.17本会議可決）

【要旨】

本法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する

等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の

裁判所の職員の員数を減少しようとするものであり、その内容は次のとおりである。

一、裁判官のうち、判事の員数を30人増加し、2,155人に、判事補の員数を30人減少し、897人に、

それぞれ改める。

二、裁判官以外の裁判所の職員の員数を17人減少し、21,818人に改める。

三、この法律は、令和２年４月１日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

【附帯決議】（2.4.16法務委員会議決）

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把握し、必要な

対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化

している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組んだ上で、目標達成に必

要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込

まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にす

ること。

三 最高裁判所においては、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在

り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。

四 現在の法曹養成制度の下での法曹志望者の減少が法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につ

き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加

等に向けた取組をより一層進めること。

五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出

身の検事の割合の縮小に関する政府方針を踏まえ、必要な取組を進めること。

六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、

家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事

事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。

右決議する。

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一

部を改正する法律案(閣法第18号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.23外交防衛委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、在セブ日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当

の基準額を定める。

二、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称及び位置の国名を改める。

三、在カザフスタン日本国大使館の位置の地名を改める。

四、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。

五、この法律は、令和２年４月１日から施行する。ただし、在セブ日本国総領事館に関する部分は、

政令で定める日から施行する。

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案(閣法第19

号)



（衆議院 2.3.26可決 参議院 4.1文教科学委員会付託 4.10本会議可決）

【要旨】

本法律案は、文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図る上で文化についての理解を深める機

会の拡大及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪の促進が重要となっていることに鑑み、文化

観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進しようとするものであり、その主な内容は

次のとおりである。

一、定義

１ 文化資源の観覧等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光を、文化観光

という。

２ 文化資源の保存及び活用を行う施設（以下「文化資源保存活用施設」という。）のうち、文

化資源の解説及び紹介をするとともに、施設の所在する地域に係る文化観光の推進に関する事

業を行う者（以下「文化観光推進事業者」という。）と連携することにより、地域における文

化観光の推進の拠点となるものを、文化観光拠点施設という。

二、主務大臣（文部科学大臣及び国土交通大臣）による基本方針の策定

主務大臣は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関し、その意義や

目標、事業、計画の認定、関連施策との連携に関する基本的事項等を定めた基本方針を策定する。

三、地域における文化観光を推進するための措置

１ 文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光推進事業者と共同して、拠点計画を作成し、主

務大臣の認定を申請することができる。

２ 市町村又は都道府県が組織する協議会において地域計画を作成したときは、市町村又は都道

府県、文化観光拠点施設の設置者及び文化観光推進事業者は、共同で主務大臣の認定を申請す

ることができる。

３ 認定を受けた拠点計画及び地域計画に基づく事業に対し、共通乗車船券等についての特例を

定めるとともに、認定を受けた地域計画に基づく事業に対し、文化財の登録の提案についての

特例を定める。

４ 国・地方公共団体・国立博物館等による助言、日本政府観光局による海外宣伝、国等所有の

文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力等に関する規定を設ける。

四、施行期日

この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

【附帯決議】（2.4.7文教科学委員会議決）

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、本法に基づく博物館等に対する財政的支援が、文化観光を推進する少数の拠点への集中的な支

援であることを踏まえ、我が国全体の博物館等を広く下支えする財政的支援にも努め、文化芸術

の保存、継承や発信、社会教育等といった博物館の基本的機能の維持向上を図ること。

二、国、地方公共団体及び本法に定めのある独立行政法人は、本法における計画の認定を受けた者

に対する助言その他の援助等にとどまらず、我が国の博物館等の振興のため、広く一般の博物館

等からの助言等の求めに対し、可能な限り応じるよう努めること。特に博物館等の社会教育施設

が国民の知る権利、思想・表現の自由に資する施設であることに鑑み、格段の配慮をすること。

三、文化観光拠点施設の機能強化を図る上で、文化財の価値等を分かりやすく説明できる学芸員等

の育成・配置が重要であることを踏まえ、我が国の文化活動の基盤を担う人材の育成・確保等に

向けた更なる研修制度の充実、社会的地位の向上及び雇用の安定等の処遇改善に努めること。

四、本法における共通乗車船券や道路運送法の特例等の認定拠点計画及び地域計画に対する特例措

置及び支援については、既存の法律及び予算によって対応が可能と考えられるものもあることに

鑑み、国は、本法に係る予算の執行等に当たり、政策の重複による税金の無駄遣いとならないよ

う十分留意すること。

五、本法は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化観光の推進という目標



を掲げているものの、同大会が延期されたことに鑑み、本法の成立に期待をかける地方公共団体

や文化観光拠点施設等の関係者の要望を勘案しつつ、十分な配慮と責任を持った判断に基づき、

本法の施行に向けた万全の準備に取り組むこと。

六、本法に基づき文化観光推進施策を進めるに当たっては、主務大臣である文部科学大臣と国土交

通大臣による緊密な連携が不可欠である。さらに、地域の要望に適切に応えるためには、本法に

関連する各種事業に係る企画立案業務に関して、環境省、警察庁、経済産業省など、幅広い省庁

との調整等を遺漏なく行うことが必要であることから、効果的・効率的な事務遂行と必要な体制

整備のため、政府において特段の配慮を行うこと。

右決議する。

持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第20号)

（衆議院 2.4.16可決 参議院 5.20国土交通委員会付託 5.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を一層推進するため所要の措置

を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正

１ 地方公共団体は、基本方針に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資す

る地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画を作成するよう努めなければならない

こととする。

２ １の計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交

通利便増進事業を実施することとし、国の認定を受けた場合、関係法律の特例が適用されるこ

ととする。

３ 新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おう

とするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができることとする。

二 道路運送法の一部改正

１ 営業区域外旅客運送の禁止の例外として、災害の場合その他緊急を要するとき及び地域の旅

客運送需要に応じた運送サービスの提供が困難な場合として地域の協議が調った場合であっ

て、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めると

きを定めることとする。

２ 自家用有償旅客運送の運送対象に観光旅客その他の当該地域を来訪する者を追加することと

する。

三 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正

１ 国土交通大臣は、総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当する

ものについては、現行の要件に加え、関係地方公共団体が実施する地域公共交通に関する施策

と調和したものであると認めるときは、その認定をするものとする。

２ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、流通業務総合効率化事業を推進するため、

認定総合効率化事業の実施に必要な資金の貸付け等の業務を行うこととする。

四 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行することとする。

【附帯決議】（2.5.26国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 交通事業者、物流事業者等が必要な輸送機能を維持できるよう、新型コロナウイルス感染症に

よる急激な経営悪化に対する財政、税制、金融等の各種支援策を一層充実するとともに、その従



業員に対して実施される雇用維持対策及び感染症予防対策等への更なる支援強化に努めること。

二 国及び地方公共団体は、持続可能な地域公共交通の確保及び維持のために安定的な財源の確保

を図ること。また、バス、タクシーやデマンド交通の確保及び維持等、公共交通の利用環境の改

善に関する取組に対しては、これまで以上に多様かつ柔軟な対応を図りつつ、財政的な支援を図

ること。

三 地域公共交通の確保及び維持のために、自動車運転者等輸送の担い手である公共交通に従事す

る者の確保、育成及び定着に配慮するとともに、自動車運転者等の賃金及び労働時間等の労働条

件の改善について幅広く検討すること。

四 地域公共交通計画を適切に作成し同計画に基づく事業計画等を円滑に推進するために、外部有

識者からの助言なども含めた計画作成に要する費用を始めとする財政的支援を一層充実するとと

もに、ガイドラインの作成、知見やノウハウの提供、人材の確保や育成といった、ソフト面での

支援や助言も十分に行うこと。また、地域公共交通計画の作成に当たり、地方公共団体における

組織体制の充実のための支援を強化すること。

五 福祉輸送、スクールバス等の地域の輸送資源の総動員に当たっては、これらの担い手である関

係者とともに高齢者、障害者等の移動弱者の声を代表する者が協議会に参画できるよう、基本方

針やガイドラインで、明らかにすること。また、既存の公共交通サービスを改善する取組を推進

し、バリアフリーの視点に立った利便性及び快適性の向上に向けた必要な環境整備を図ること。

六 ＭａａＳを全国へ円滑に普及させる観点から、その導入によって実現される社会像を国民に分

かりやすく示していくとともに、ＩＣＴ等の最新技術の積極的な活用による交通ビッグデータの

整備など、将来の交通社会の変革に資する環境整備を図ること。

七 自家用有償旅客運送が事実上の営利事業として地域公共交通の担い手となっているタクシー事

業者の経営を圧迫することにならないよう対策を講ずること。また、地域公共交通会議等におけ

る関係者の協議を経て、安全の確保、利用者の保護等に万全を期すこと。あわせて、いわゆる「ラ

イドシェア」は引き続き導入を認めないこと。

八 高齢化の進行や人口の減少に伴って交通空白が急速に拡大する過疎地域での移動手段の確保の

ため、より身近な地域コミュニティにおける道路運送法の許可や登録を要しない共助による運送

の在り方について、ライドシェアを除外した上で検討を深めること。

九 営業区域外旅客運送を行うタクシー事業については、住民の利便性の向上に資する観点から、

地域公共交通会議等において十分な協議を経て、一定のルールの下で、事業者において混乱なく、

また、運用の効率化ができるよう、ガイドラインの制定や通知の発出等必要な措置を講ずること。

十 地域公共交通利便増進事業において、乗合バスの新規参入等に係る通知を受けて地方公共団体

から地域の意見が提出された場合は、その意見を十分に尊重し判断を行うこと。あわせて、運行

計画におけるいわゆるクリームスキミング規制について時間帯による運行本数のみならず面的な

ネットワークの維持に繋がるよう地域の判断を前提とした今回の制度改正の効果を検証し、必要

に応じてその見直しを検討すること。また、同事業における事業者間の利害調整が円滑に進むよ

う環境整備に努めること。

十一 地域公共交通計画において事業の効率化に関する指標を定めた上で、毎年度、実施状況の評

価等を行い、それを翌年度以降の事業予算等に反映されるという適正なＰＤＣＡサイクルが地方

公共団体において継続的に実施されるよう、支援や助言を十分に行うこと。

十二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による民間事業者への資金の貸付制度の運用

に当たっては、公的資金を原資とするものであることを踏まえ、真に地域公共交通の活性化を図

る目的に合致した事業に限定するとともに、選定基準の明確化を図ること。また、貸付対象とな

る事業者について、客観的かつ中立的な立場から審査及び評価を行うとともに、第三者委員会を

活用して選定過程の透明化と説明責任の向上を図るよう機構を指導すること。

右決議する。



都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第21号)

（衆議院 2.5.19可決 参議院 5.27国土交通委員会付託 6.3本会議可決）

【要旨】

本法律案は、都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図ることを目的としており、その主

な内容は次のとおりである。

一 市町村は、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、滞在の快適性等の向上のために必要な

公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域を都市再生整備計画に記載する

ことができることとするとともに、公園施設設置管理協定に基づき、公園管理者は、同区域にお

ける滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるものの設置等について許可の

申請があった場合においては、許可を与えなければならないこととする。

二 都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に一定規模以上の路外駐車

場の設置等をしようとする者は、やむを得ない場合を除き、当該出入口制限対象駐車場の自動車

の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならないものとすることとする。

三 エリア価値の向上に資する民間都市開発プロジェクトについて、国土交通大臣の認定を申請す

ることができる期限を令和８年度末まで延長することとする。

四 立地適正化計画の居住誘導区域内において、病院、店舗等の都市の居住者の日常生活に必要な

施設について用途制限の緩和等を行うこととする。

五 立地適正化計画の記載事項として、市町村による居住誘導区域内の防災対策及び安全確保策を

定めた防災指針に関する事項を追加することとする。

六 市町村は、立地適正化計画において防災指針に即して、居住誘導区域外で災害の発生のおそれ

のある区域から居住誘導区域内で災害の防止等を図るための措置が講じられた区域への住宅等の

移転等に係る促進事業を行おうとするときは、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成するこ

とができることとする。

七 開発許可の基準として、自己業務用の建築物に係る開発行為については、災害危険区域等の土

地の区域を含まないものとするとともに、都道府県が条例で市街化調整区域において開発許可を

行い得る区域等を定める際に基準とすべき政令は、災害の防止等の事情を考慮して定めることと

する。

八 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行することとする。

【附帯決議】（2.6.2国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 災害危険区域等における開発許可の見直しについては、関係政令等の内容を関係事業者や地方

公共団体に対し早期に示した上でその周知徹底を図ること。また、本法の趣旨に鑑み、市街化区

域の浸水ハザードエリア等における開発許可についても、その周辺地域を含め溢水等の災害リス

クが増大しないよう適切な措置がなされているか等について十分に確認して基準への適合性が判

断されるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。

二 地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、国において事務経費を含めた財政支援を行うことなど

により、防災集団移転促進事業が事前防災対策として積極的に活用されるよう地方公共団体の取

組を後押しすること。また、多数の災害弱者が利用する病院、社会福祉施設等の災害危険区域等

からの移転が図られるよう一層の取組を行うこと。

三 立地適正化計画について、災害危険区域等が居住誘導区域から可能な限り除外されるよう助言

等を行うとともに、除外が困難な区域については、防災指針に基づき適切な対策が講じられるよ

う必要な支援を行うこと。また、防災指針に基づく取組を進める際には、市町村と国や都道府県

の河川管理者等とが連携し、必要な治水対策等とまちづくりが一体となったものとなるよう、関

係者による総合的な取組を推進すること。



四 現存する緑地や農地の適切な保全は、市街地の拡散や管理放棄地化の抑止につながり、居住誘

導区域外の区域における環境保全に資することに鑑み、その保全に資する諸制度の活用を引き続

き積極的に推進すること。また、都市農業の利便増進と良好な居住環境の確保に向けて、現行の

生産緑地制度や田園住居地域制度等も含め、地域特性に応じた制度の活用が図られるよう、地方

公共団体に対し適切な助言等を行うこと。

五 居住環境向上用途誘導地区を定め、病院、店舗等の日常生活に必要な施設の立地の促進を図る

際には、既存の用途地域の趣旨を踏まえ、建築規制の緩和が住環境や景観に著しい影響を及ぼす

ことのないよう留意するとともに、地域住民等の意向に十分配慮した運用がなされるよう、地方

公共団体に対し適切な助言等を行うこと。

六 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに向けて議論が行われる市町村都市再生協議会

については、豊かな生活を支え魅力あるまちづくりに資する都市再生整備計画を策定する観点か

ら、幅広い住民の多様なニーズを反映させられるよう、障害者団体、子育て支援団体、高齢者団

体など、構成員の多様化を促すこと。また、障害者、子育て世代、高齢者などが利用しやすい空

間を作るため、バリアフリーの観点を踏まえた整備がなされるよう、地方公共団体に対し適切な

助言等を行うこと。

七 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進するに当たっては、開発によって、従来

から居住している低所得者などが生活上の不利益を被ることのないよう、支援措置を講ずるなど

十分に配慮すること。

八 本法に基づいて都市開発を行うに当たっては、市町村において人材や専門的ノウハウが不足し

ている状況等に鑑み、民間事業者等の選定に当たり、土地所有者、住民や利害関係人等の意見を

十分に反映した事業の実施ができる者を適切に判断できるよう、必要な技術的支援を行うこと。

右決議する。

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案(閣法第22

号)

（衆議院 2.4.23可決 参議院 5.13経済産業委員会付託 5.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給

等がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることが我が国における産業基盤を整備する

上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針

の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画の認定制度の創設等の措置を

講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入は、サイバーセキュリティを確保しつ

つ適切に行われることを基本とし、我が国における同システムの開発供給に関係する産業の国際

競争力の強化並びに同システムの活用による新たな事業の創出及び事業の革新の促進に資するこ

とを旨とし、国及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的かつ積極的に行うものとする。

二 指針の策定

主務大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する指針を定

めるものとする。

三 開発供給計画及び導入計画の認定

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給又は導入を行おうとする事業者は、その実施し

ようとする開発供給又は導入に関する計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けるこ

とができる。主務大臣は、認定の申請があった計画が指針に照らし適切なものであり、当該計画

に係る開発供給又は導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであると認めるときは、

その旨の認定をするものとする。



四 認定計画に係る支援措置

認定された計画に係る開発供給及び導入について、株式会社日本政策金融公庫法の特例、中小

企業投資育成株式会社法の特例、中小企業信用保険法の特例及び課税の特例の措置を講ずる。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

【附帯決議】（2.5.26経済産業委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給計画及び導入計画の認定に当たっては、サイ

バーセキュリティの確保を前提としつつ、事業者にとって公正公平で予見可能性が高い認定基準

を明確に定めるとともに、サイバーセキュリティ及び５Ｇ等に関する専門人材の確保に努め、関

係省庁間の緊密な連携の下、適切な認定の実施に向けた体制の整備に万全を期すこと。

二 通信事業者による５Ｇ基地局の整備については、効率的に全国への早期整備が行われるよう、

インフラシェアリングや既存４Ｇ基地局の利用促進に向けた環境整備を図ること。

三 ５Ｇが我が国産業における新事業創出及び事業革新につながるよう、５Ｇの利活用に係る実証

研究を一層支援するとともに、個人事業主まで含めた中小企業等における５Ｇの幅広い利活用の

推進に向けて、その活用事例・成功事例の周知に努めること。

また、ローカル５Ｇの導入促進に向けては、中小企業等の導入事業者の負担が重くなることに

鑑み、本法施行後の状況を注視しつつ、更なる支援策について検討すること。

四 ドローンについては、配達困難地域での配送、インフラの点検、農業での活用等様々な分野で

地域課題の解決や地域経済の活性化に資することに鑑み、その活用を促進するため、導入事業者

に対する更なる支援策について検討すること。

五 我が国産業を取り巻く市場の変化や技術革新の急速な進展、サプライチェーンの再構築の必要

性や経済安全保障の重要性の高まり等に対応しつつ、我が国の産業政策について不断の見直しを

行うとともに、ポスト５Ｇや６Ｇを見据えた新たな産業の創造に向け、需要喚起に資する技術開

発や国際標準化への取組等、施策の戦略的かつ機動的な推進や効果的な支援の実施に努めること。

右決議する。

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案(閣法第23号)

（衆議院 2.4.23可決 参議院 5.13経済産業委員会付託 5.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利

用者等の利益の保護を図ることが課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォーム提

供者の指定、特定デジタルプラットフォーム提供者による提供条件等の開示、特定デジタルプラッ

トフォームの透明性及び公正性についての評価その他の措置を講じようとするものであり、その主

な内容は次のとおりである。

一、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定

経済産業大臣は、デジタルプラットフォームのうち、政令で定める事業の区分ごとに、商品等

の売上額の総額、利用者数等が政令で定める規模以上であるものを提供する者を特定デジタルプ

ラットフォーム提供者として指定する。なお、デジタルプラットフォームは、デジタル技術を用

いて商品等提供利用者と一般利用者をつなぐ場（商品等提供利用者・一般利用者の増加が互いの

便益を増進させ、双方の数が更に増加する関係等を利用したものに限る）を、インターネット等

を通じて提供する役務と捉える。

二、特定デジタルプラットフォーム提供者の情報開示、講ずべき措置等

特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者に対する提供条件等の開示のほか、経済産業

大臣が定める指針を踏まえ、商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図る



ために必要な措置（手続・体制の整備等）を講じなければならず、これに対し、経済産業大臣は、

勧告・公表等を行うことができる。また、特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎年度、事

業概要、苦情処理等、情報開示の状況、手続・体制整備等に関する事項を記載した報告書を経済

産業大臣に提出しなければならず、経済産業大臣はその報告書の提出を受けたときは、特定デジ

タルプラットフォームの透明性及び公正性について評価を行い、その結果を報告書の概要ととも

に公表しなければならない。

三、公正取引委員会への措置請求

経済産業大臣は、独占禁止法違反の事実があると認めるときは、公正取引委員会に同法に基づ

く措置を求めることができる。

四、施行期日

この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

【附帯決議】（2.5.26経済産業委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 特定デジタルプラットフォーム提供者の指定については、市場の変化等に対応して、デジタル

プラットフォームの取引慣行等に関する調査を適時に実施し、必要な見直しの検討を速やかに行

うこと。その際、デジタルプラットフォームのイノベーションが阻害されないこと、利用者の保

護を十分図ること、国内外のデジタルプラットフォーム提供者に同一の規律を及ぼすことに特に

留意すること。

二 特定デジタルプラットフォーム提供者が経済産業大臣に提出する報告書の評価に当たっては、

利用者又はその組織する団体、学識経験者等から幅広く意見を聴くことで、利用者の保護を図る

とともに、特定デジタルプラットフォーム提供者とも十分なコミュニケーションを図り、当該特

定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の迅速かつ実効的な確保に資するよう、適切な

実施に努めること。

三 特定デジタルプラットフォームに係る苦情処理及び紛争解決については、中小企業者等の利用

者にとって過度な負担とならない、簡便かつ迅速な体制・手続の整備が図られるよう努めるとと

もに、当事者間の苦情処理や紛争解決の適切性、妥当性が客観的に評価されるシステムの構築を

検討すること。また、特定デジタルプラットフォーム提供者の行為が「独占禁止法」に違反して

いると認めるときは、速やかに公正取引委員会に対して、適当な措置をとることを求めること。

四 本法の実効性を高め、とりわけ中小企業者等の利用者の意見等について迅速に対応するため、

諸外国における取組等を踏まえながら、外部の知見を得るために専門人材等を積極的に活用し、

利用者、特定デジタルプラットフォーム提供者等の関係者間の相互理解の促進に向け、課題等を

適時共有できる体制整備に努めること。また、デジタルプラットフォームに係る規律の在り方に

ついて、欧米などの諸外国の動向等を踏まえつつ国際的な連携の取組を進めること。

右決議する。

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(閣法第24号)

（衆議院 2.4.23可決 参議院 5.11財政金融委員会付託 5.15本会議可決）

【要旨】

本法律案は、地域活性化又は我が国の企業の競争力の強化等に資する資金供給を引き続き促進す

るため、株式会社日本政策投資銀行（以下「会社」という。）による特定投資業務について、その

資金供給の対象となる事業者等の決定の期限等を延長するものであり、その内容は次のとおりであ

る。

一、特定投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容の決定の期限を令和

３年３月31日から令和８年３月31日まで延長する。

二、特定投資業務の適確な実施のために政府が会社に出資することができる期限を令和３年３月31



日から令和８年３月31日まで延長する。

三、特定投資業務を完了するよう努めなければならない期限を令和８年３月31日から令和13年３月

31日まで延長する。

四、附則

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資

の状況、会社による特定投資業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の

持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による

特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

３ 政府は、２の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見

を聴かなければならない。

【附帯決議】（2.5.14財政金融委員会議決）

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 株式会社日本政策投資銀行の完全民営化方針を踏まえ、同行による業務については、民間金融

機関等との協調に配意し、いたずらに民業圧迫批判を招かないよう留意しつつ、その適確な実施

に万全を期すこと。

二 特定投資業務の実施に当たっては、地域の企業の発展等を通じた地域活性化に積極的に貢献し、

民間による成長資金供給を促すよう、適切な運用を行うとともに、同業務の政策効果を定量的に

把握し、的確に評価・検証すること。あわせて、同業務は民間による自立的な成長資金の供給が

充足するまでの過渡的な対応であることを十分に認識し、同業務の期限の延長を漫然と繰り返す

ことのないよう、適切な措置を講ずること。

三 国民への説明責任を果たす観点から、特定投資業務の個別案件における投資状況を含め、同業

務に係る情報の公開をより一層推進すること。また、株式会社日本政策投資銀行において、同業

務の個別案件について進捗状況を継続的に把握し、財務の健全性が確保されるようにすること。

四 株式会社日本政策投資銀行の株式については、同行の業務運営・資産状況等を踏まえ、公共性

の確保や同行の目的遂行のために必要な株主構成の中立性・安定性の確保等に留意し、同行の長

期的企業価値が毀損されることのないよう適切な措置を講じつつ、その処分時期及び処分方法等

の検討を行うこと。

五 株式会社日本政策投資銀行から地域金融機関に対する先進的な金融ノウハウの提供や同行と地

域金融機関との協働等により、地域経済の自立的発展の実現に資する人材の育成や確保が図られ

るよう、適切な措置を講ずること。

六 新型コロナウイルス感染症による被害への対応のため、株式会社日本政策投資銀行の危機対応

融資等の活用や、中堅・大企業の資金繰りへの支援を通じ、中小事業者を取り巻く厳しい環境の

改善に万全を期すこと。

右決議する。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(閣法第25号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.23農林水産委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による病原体の拡散防止に係る措

置を講ずるとともに、都道府県知事による飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充、患畜等

以外の家畜の殺処分制度の対象となる家畜伝染病の追加、輸出入検疫に係る家畜防疫官の権限の強

化、アフリカ豚熱に関する特例の本則への位置付け等の所要の措置を講じようとするものであり、

その主な内容は次のとおりである。

一、家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務の明確化



家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務を規定することとする。

二、飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充

１ 家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに、飼養衛生管理者を選任しなければならないこととす

る。

２ 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準に基づく都道府県知事による指導等についての指針を策

定し、都道府県知事は、当該指針に即して、具体的な指導等の実施に関する計画を策定するこ

ととする。

三、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置付け

１ 都道府県知事は、衛生管理区域周辺以外の場所において悪性伝染性疾病にかかっている家畜

以外の動物が発見された場合にも、消毒のほか、通行の制限又は遮断をすることができること

とする。

２ 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延防止のため、家畜の所有者に対し、指導及び助言を経

ないで、病原体の拡散の防止の方法等について改善すべきことを勧告し、及び命令できること

とする。

四、予防的殺処分の対象疾病の拡大

患畜又は疑似患畜以外の家畜の殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、口蹄疫
てい

又はアフリカ豚熱にかかっている家畜以外の動物が発見された場合にも、当該殺処分を実施でき

ることとする。

五、家畜防疫官の権限の強化

家畜防疫官は、入国者及び出国者の携帯品中の指定検疫物等の有無について質問し、検査を行

い、輸出入検疫の結果、法に違反している事実があると認めるときは、当該物品を廃棄できるこ

ととする。

六、施行期日

この法律は、一部を除き公布の日から起算して３月を超えない範囲内において、政令で定める

日から施行することとする。

【附帯決議】（2.3.27農林水産委員会議決）

平成30年９月以降、国内における豚熱の発生を受け、農林水産省は、都道府県や関係省庁と連携

し、防疫の基本となる飼養衛生管理の徹底、予防的ワクチンの接種、野生イノシシの捕獲強化や経

口ワクチン散布等を行い、豚熱の封じ込めに向けて対策を講じてきたところである。

一方、ワクチンや有効な治療方法がないアフリカ豚熱はアジア地域で急速に拡大し、我が国への

侵入の脅威が一層高まっている。国会においては、家畜の悪性伝染性疾病のまん延は我が国畜産業

に深刻な打撃を与えるという認識の下に、本法律案の提出に先立ち、当分の間の措置を定めたアフ

リカ豚熱を予防的殺処分の対象とするための法整備を行ったところである。

豚熱を早期に終息させ、アフリカ豚熱等の悪性伝染性疾病の国内への侵入を防止することは、我

が国の畜産の振興を図る上で最優先かつ最重要の課題であり、引き続き、政府、都道府県、関係者

一体となって家畜防疫に取り組む必要がある。

また、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚流行性下痢、ヨーネ病等の伝染性疾病の脅威が引

き続き存在しており、適切に対応していくことが求められている。

よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一 都道府県が飼養衛生管理に係る指導等に積極的に取り組むために、都道府県の飼養衛生管理指

導等計画の策定について十分な指導及び助言を行い、家畜の伝染性疾病の発生予防を図ること。

また、都道府県による飼養衛生管理に係る指導等の取組状況を正確に把握し、的確な指導を行う

こと。特に、養豚農場における飼養衛生管理の水準が向上するよう措置すること。

二 家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止のための措置に係る国、地方公共団体、家畜の所

有者、関連事業者及び自衛防疫団体の相互の連携を強化し、実効性のある防疫措置を実施するた

めに、協議会を積極的に開催し、その活用を図るとともに、獣医師である家畜防疫員の十分な確

保など体制を強化すること。また、人に危害を及ぼすおそれのある人獣共通感染症等の未知の家



畜伝染性新疾病の発生に備え、実効性のある防疫措置の実施、予防法や治療法の開発等ができる

よう、体制の整備を図ること。

三 家畜伝染病の発生時における適切かつ迅速な初動対応を実施するために、家畜の健康観察によ

り特定症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう、都道府県と連携しつ

つ、家畜の所有者その他畜産業従事者への周知を徹底すること。

四 海外からの畜産物の違法持込みに対する罰則強化、当該違反畜産物の廃棄等の家畜防疫官の権

限強化については、厳格に運用し摘発を強化するとともに、外国政府、船舶・航空会社及び旅行

会社等を通じてその周知を徹底すること。また、家畜防疫官の増員、検疫探知犬の増頭等により

水際検疫に係る体制の充実・強化を図ること。さらに、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の

家畜の伝染性疾病が海外でまん延している現状に鑑み、その国際的な拡散を防止するため、近隣

諸国と協力し、疾病情報等の共有を進めるとともに、防疫対策の向上を推進すること。

五 野生動物に悪性伝染性疾病の発生が確認された場合においては、飼養衛生管理基準の遵守に係

る勧告・命令を含むまん延防止措置が的確に行われるよう速やかに都道府県知事に指示するこ

と。また、野生鳥獣の捕獲活動に従事する者の高齢化・減少が進む中、野生イノシシによる養豚

農場への豚熱等の侵入リスクの軽減及び浸潤状況調査のため、関係者が緊密に連携して、戦略的

にその捕獲を強化するとともに、陰性が確認された個体の適切な利用に向けた取組を推進するこ

と。

六 飼養衛生管理基準の見直しによるエコフィードに係る加熱処理条件の引上げについては、農場

における遵守はもとより、食品リサイクル事業者が円滑に対応できるよう、施設の更新に係る低

利融資等の支援を行うこと。

右決議する。

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法

律案(閣法第26号)

（衆議院 2.5.26可決 参議院 5.27経済産業委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、電気事業法の一部改正

１ 一般送配電事業者に、災害時連携計画の策定、災害復旧時の地方公共団体の長等への情報提

供、送配電設備の計画的な更新を義務付ける。

２ 広域系統整備計画の策定業務を広域的運営推進機関の業務に追加する。

３ 送配電網の強靱化等の実現のため、経済産業大臣が事業者の投資計画等を踏まえて収入上限

を定期的に承認し、その枠内でコスト効率化を促す託送料金制度を創設する。

４ 特定エリア内で分散小型の電源等を含む配電網を運用しつつ、緊急時には独立したネット

ワークとして運用可能となるよう、配電事業を法律上位置付ける。

二、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正

１ 題名を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める。

２ 現行の固定価格買取制度に加え、新たに、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付す

る制度（供給促進交付金）を創設する。

３ 再生可能エネルギーの導入拡大に必要な地域間連系線等の系統増強費用の一部を、賦課金方

式により全国で支える制度を創設する。

４ 事業用太陽光発電事業者に、設備の解体等のための費用に関する外部積立てを原則義務付け

る。

三、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正

１ 緊急時に、電気事業法の規定に基づく経済産業大臣からの要請により、発電用燃料の調達を

行う業務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）の業務に



追加する。

２ 天然ガスの調達先の多様化や金属鉱物の安定的な供給を確保するため、機構に天然ガスの海

外の積替・貯蔵基地や金属鉱物の海外における採掘・製錬事業に対する出資等の業務を追加す

る。

四、施行期日

この法律は、一部の規定を除き、令和４年４月１日から施行する。

【附帯決議】（2.6.4経済産業委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 事故等により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、一般送配電事業者が速やかに支障を除去

するために講ずべき対策について、予め検証を行うとともに、関係省庁間又は関係省庁と地方公

共団体の間の調整等、国の役割を明確にしつつ必要な支援を行うこと。

二 一般送配電事業者が共同して作成する災害時連携計画については、公衆安全並びに作業現場に

おける労働安全衛生の確保を大前提とした上で、真に災害復旧の迅速化・円滑化に資するものと

なるよう現場の実態や関係者の意見等を踏まえながら検討を進めること。その際、今後の災害復

旧の経験から得られる改善点等について、速やかに情報共有が行われ、災害対応力の全国一律の

向上が図られるよう指導すること。

また、同計画で定める電気工作物の仕様の共通化の検討に当たっては、作業の安全確保を大前

提とし、現場の混乱や作業効率の低下等に繋がることのないよう配慮すること。

三 災害時等における地方公共団体等への一般送配電事業者等の電力データの提供に当たっては、

災害復旧の現場の混乱や作業効率の低下等に繋がることのないよう、予めデータ提供の様式や手

順等を定めるとともに、地方公共団体の要望集約等、国の役割を明確にしつつ必要な支援を行う

こと。

四 平時における電力データの提供に当たっては、節電やエネルギー需給の効率化のための需給管

理等を推進する観点も含めて、その活用を進めるとともに、個人情報の万全な保護及び事業者間

の公正競争の確保に配慮しつつ、新たな事業展開に繋がるよう取り組むこと。

五 電力広域的運営推進機関による広域系統整備計画の策定等については、電力システム改革が進

展する中で、レジリエンスの強化や再生可能エネルギーの大量導入を促しつつ国民負担を抑制す

る観点から、一般送配電事業者による送配電網設備の整備が効果的に行われるよう、検討を行う

こと。

六 送配電網の強靱化とコスト効率化を両立するための新たな託送料金制度の詳細な検討に際して

は、電力の安定供給の継続的な確保とこれを支える人材の確保・育成等に支障が生じないよう、

現場の実態や地域特性など関係者の意見等を踏まえながら検討すること。

七 地域においてエネルギーの地産地消や災害に強い電気供給体制の確立等に資する分散型電力シ

ステムの円滑な導入が図られるよう、社会的コストの増大を招かないことを基本とした上で、地

域の意向を十分踏まえつつ、配電事業者及びアグリゲーターによる事業参入の円滑化に向けた環

境整備を図ること。

その際、アグリゲーターに対しては、災害発生時のリスク対応など電力の安定供給確保やサイ

バーセキュリティ確保に万全を期すよう、適切な指導監督に努めること。また、配電事業の許可

を行う際には、事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進に資

するよう適切に審査するとともに、事業の休廃止により電気の使用者の利益が損なわれることの

ないよう必要な措置を講ずること。

八 ＦＩＰ制度の導入に当たっては、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立、

主力電源化に向けた電力市場への統合という制度改正の趣旨が堅持されるよう、対象となる電源、

規模、プレミアムに係る参照価格の見直し期間等について定めるとともに、制度導入後も不断の

検証を行い必要な措置を講ずること。

九 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組が国民の理解と協力の下により健全かつ効果的

に進められるよう、未稼働案件対策、設備廃棄対策、地域の理解を得られにくい開発案件対策、



長期安定発電を可能とするような産業育成について、関係省庁の密接な連携により進めること。

十 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正に伴い発生する、

電気事業者が現に締結する特定契約の変更その他の事務処理及びそれらに要する費用について、

当該電気事業者の負担が軽減されるよう配慮すること。

右決議する。

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案(閣法第27号)

（衆議院 2.5.28修正議決 参議院 6.1総務委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、国等の責務及び総務大臣によ

る基本方針の策定について定めるとともに、電話リレーサービス提供機関の指定に関する制度及び

電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金に

関する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を定めることとす

る。

二、総務大臣は、電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できる者を、その申請に

より、電話リレーサービス提供機関として指定することができることとし、業務規律及び監督規

律に関する規定を整備する。

三、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電話リレーサービス

提供機関に対し交付することとし、当該交付金に係る負担金について、電話提供事業者に納付を

義務付ける。

四、この法律は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

なお、本法律案については、衆議院において、総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、

聴覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないものと

する修正が行われた。

【附帯決議】（2.6.4総務委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一、電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他の関係者の

意見を踏まえ、指導監督を行うこと。

二、電話リレーサービスのオペレーターについては、専門的な技術や知識を要することを踏まえ、

手話通訳士、手話言語通訳者又はこれらと同等の資格や技能を有する者を基本とすること。また、

オペレーターの養成カリキュラムの策定に当たっては、手話通訳者及び要約筆記者養成にかかる

現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえて行うこと。

三、オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った適正なもの

となるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。

四、電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等については、

地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行うとともに、電話リレー

サービスによる本人確認など聴覚障害者等が電話をより一層円滑に利用できるよう、通話の相手

方の理解促進と利用環境の整備に努めること。

五、電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実に対応でき

るよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。

六、電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証し、その結果に基

づいて必要な措置を講ずること。

七、本法の施行の状況について検討を加えるときは、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえ

ること。



右決議する。

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法

第28号)

（衆議院 2.4.16可決 参議院 5.11総務委員会付託 5.15本会議可決）

【要旨】

本法律案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電

気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式

会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置

を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであ

り、その主な内容は次のとおりである。

一、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、総務大臣の認可を受けた場合には、

他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務を提供することができることとする。

二、適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通

信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないこととする。

三、外国法人等は、電気通信事業を営もうとする場合には、国内における代表者又は国内における

代理人を定めなければならないこととする。

四、総務大臣は、電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の

氏名等を公表することができることとする。

五、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象

範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する

他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとする。

六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

【附帯決議】（2.5.14総務委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一、電話サービスが国民生活に必要不可欠なものであることに鑑み、ＮＴＴ東西が他の電気通信事

業者の設備を用いて電話サービスを提供する場合にも、利用者にとって安定的なサービスの利用

が確保されるよう、指導監督を行うこと。また、災害等への対応を含め、安心・安全な利用が確

保されるよう消費者保護の観点から必要な措置を講じること。

二、改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第２条第５項に定める総務大臣の認可条件を総

務省令で定めるに当たっては、固定・移動通信市場の公正競争環境を阻害しないよう、指定電気

通信設備制度の趣旨等を踏まえ、具体的に規定すること。

三、ブロードバンドサービスや携帯電話サービスが国民生活に必要不可欠なものとなっていること

に鑑み、ユニバーサルサービスの在り方について、その対象の見直しも視野に入れて検討するこ

と。

四、外国法人等が提供するプラットフォームサービス等の国内における利用が急速に拡大している

ことを踏まえ、当該サービス等の利用者の保護が十分に図られるよう万全を期すとともに、国内

事業者に競争上の不利益が生じないように十分配慮すること。

五、プラットフォーム事業者に対する規制については、国際的な動向を勘案した上で、個人情報の

保護を含め、利用者の権利の保護が十分に図られるよう、必要に応じて見直しを行うこと。

右決議する。

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域

の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第

29号)



（衆議院 2.6.2可決 参議院 6.11国土交通委員会付託 6.17本会議可決）

【要旨】

本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保

をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための措置を講じようとす

るものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 航空法の一部改正

１ 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、空港等及び航空保安施設の機能の確保に関す

る基準に従って当該施設を管理しなければならないこととする。

２ 無人航空機は、国土交通大臣による無人航空機登録原簿への登録を受けたものでなければ、

航空の用に供してはならないこととする。

二 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正

１ 国土交通大臣は、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止するため、対象空港及び当該

対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむ

ね300メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定することとする。

２ 当該対象空港に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することと

する。

３ 対象空港の施設管理者は、２に違反して飛行する小型無人機等の有無及びその所在を把握す

るために必要な巡視等の措置をとるとともに、２に違反して小型無人機等の飛行が行われてい

ると認められる場合には、当該対象空港における滑走路の閉鎖等の措置をとることとする。

４ 対象空港の施設管理者は、２に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場

合には、対象空港等の上空からの退去等を命じ、当該小型無人機等の飛行の妨害等の措置をと

ることができることとする。

三 附則

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行することとする。

【附帯決議】（2.6.16国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 無人航空機の登録に当たっては、購入者に対する登録手続の周知について、販売店に対し協力

を求めるとともに、訪日外国人等に対する多言語による情報発信を含め、飛行禁止区域等につい

て分かりやすく丁寧な周知に努めること。

二 無人航空機の登録制度の運用に当たっては、今後の機体の性能向上や遠隔で機体の識別を可能

にする技術開発の進捗を踏まえ、登録制度の対象となる機体の範囲や表示のルール等について、

安全が確保されるよう、機動的に見直しを図ること。

三 手作り又は改造を加えた無人航空機について、安全上の確認体制を整備するとともに、登録内

容の変更、更新、抹消等の手続が確実に行われるよう、関係者間で連携し、登録制度の着実な定

着を図ること。

四 無人航空機の登録制度システムの構築及び無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請に係る

システムの運用に当たっては、安全性、信頼性を確保した上で、機体情報等の入力を簡略化する

など、所有者の申請手続に係る負担の軽減に努めること。

五 小型無人機の空港周辺における違法な飛行に対して対象空港管理者等が行う飛行の妨害等の措

置については、その職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるよう適切な助言等を行う

こと。

六 小型無人機の利活用が急速に進展している一方、事故等が頻発していることに鑑み、事故の実

態等を踏まえ、小型無人機の運航供用者に係る賠償資力の確保の在り方について、調査・検討を

行うとともに、関係団体と連携し、小型無人機の運航供用者の保険加入を促進させること。

七 空港の設置者が空港機能管理規程を定めるに当たっては、自然災害、無人航空機の侵入その他



の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合等において、機能確保基準に沿った適切

な対応が空港の設置者において確実になされるよう、その内容を精査するなど、必要な措置を講

ずること。

右決議する。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関

する法律の一部を改正する法律案(閣法第30号)(先議)

（参議院 2.4.1国土交通委員会付託 4.10本会議可決 衆議院 6.16可決）

【要旨】

本法律案は、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著なマンションの増加が見込まれること

から、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するため、マンションの管理の適正化

の一層の推進及び建替え等の一層の円滑化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおり

である。

一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正

１ 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を定めなければな

らないこととするとともに、都道府県等は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内にお

けるマンション管理適正化推進計画を作成することができることとする。

２ 都道府県等は、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な

助言及び指導をすることができることとする。

３ マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長は、管理組合の管理者等の申請に

より、マンションの管理計画が一定の基準に適合すると認められるときは、これを認定するこ

とができることとする。

二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正

１ 特定行政庁は、除却する必要があるとの認定の申請があった場合において、地震又は火災に

対する安全性が不足するマンション、外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマンショ

ン、バリアフリー化が不十分なマンション等に該当するときは、その旨の認定をするものとす

る。

２ １のマンションのうち、地震又は火災に対する安全性が不足するマンション及び外壁の剥落

等により危害を生ずるおそれのあるマンションをマンション敷地売却決議の対象とすることと

する。

３ ２のマンションを含む団地において、敷地共有者等の５分の４以上の多数により、敷地等を

分割する旨の決議をすることができることとする。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行することとする。

【附帯決議】（2.4.7国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 本法に基づく管理計画認定制度や団地における敷地分割制度等の活用が図られるよう、十分な

準備期間を置き、地方公共団体やマンション管理組合等の関係者に対する制度の周知を徹底する

こと。

二 管理組合に対する修繕工事の発注方法や修繕工事の実態、外部専門家の活用方法等についての

情報発信を行うとともに、団地における敷地分割及びマンションの敷地売却の手続並びに長期修

繕計画の作成や適正な修繕積立金の積立て等に資するガイドラインの作成、充実に向けた検討を

行うこと。

三 地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の作成の促進を図るとともに、地域のマン

ションの実情に即し、実効性のある内容となるよう必要な支援や助言を行うこと。また、管理が



適正に行われていないマンションに対する地方公共団体の積極的な関与が促進されるよう、マン

ションの管理状態を把握するための指針の作成や地方公共団体による管理組合への専門家の派遣

の取組等に対する支援を行うこと。

四 管理計画認定制度の創設を踏まえ、マンションの修繕その他の管理方法や資金計画等の認定に

ついて、制度を運用する地方公共団体が公正で円滑な認定を行うことができるよう、明確で判断

しやすい基準やガイドラインを示すなどの支援を行うこと。

五 都道府県知事等が管理計画認定制度に係る事務を指定認定事務支援法人に対し委託する場合に

おいて、適正な認定が確保されるよう指導・監督すること。

六 適切な管理を行うマンションが適正に評価されるよう、マンションの管理状態に関する情報の

見える化の促進とともに、管理組合の運営を担う外部専門家の育成等に対する支援や管理会社の

質の向上に向けた環境整備を行うこと。

七 欧米のように、日本においても長く住み続けられるマンションにしていくことが国民の暮らし

を安定・充実させるとの観点から、長期間使用できる丈夫なマンションを建設するとともに、マ

ンションのリフォーム・リノベーションを推進するなど、建設後も長期にわたり使用できるよう、

マンションの長寿命化のための環境整備を行うこと。

八 これまでのマンションの建替え及び敷地売却事業の実績及び政策の効果を検証し、建替え等に

係る区分所有者の費用負担の軽減及びインセンティブの更なる充実に向けた検討など、引き続き

マンション再生の促進策を検討すること。

右決議する。

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の

維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律

案(閣法第31号)

（衆議院 2.4.16可決 参議院 5.11内閣委員会付託 5.20本会議可決）

【要旨】

本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的な

サービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域

住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（以下「私的独占禁止法」という。）の特例を定めようとする

ものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、合併等の認可等

１ 私的独占禁止法の規定は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者、地域銀行又はこれらの親会

社が、主務大臣の認可を受けて行う合併等には、適用しない。

２ 主務大臣は、合併等の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならな

い。

二、共同経営に関する協定の締結の認可等

１ 地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等との間で、

基盤的サービスの提供のために、地域において公共交通網を形成する路線等のうち、共同し、

又は分担して運送サービスを提供する路線等を定める行為等を行うことを内容とする共同経営

に関する協定の締結を行おうとするときは、当該協定の締結について国土交通大臣の認可を受

けることができる。

２ 私的独占禁止法の規定は、１の認可を受けた共同経営に関する協定の締結には、適用しない。

３ 国土交通大臣は、共同経営に関する協定の締結の認可をしようとするときは、公正取引委員

会に協議しなければならない。

三、施行期日等

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。



２ この法律は、この法律の施行の日から10年以内に廃止するものとする。

【附帯決議】（2.5.19内閣委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 合併等の認可、共同経営に関する協定の締結の認可に当たっては、認可基準への適合性の判断

などを迅速に行うことでその効果の早期発現につなげるとともに、公正取引委員会との協議、連

携を十分に行い、当該合併等、共同経営により一般消費者や基盤的サービスに係る利用者に対し

て不当に不利益をもたらすことがないよう留意すること。

二 認可後の特定地域基盤企業等に対するモニタリングが適切に行えるよう必要な体制を整備する

こと。また、認可基準に適合しなくなったと認めるときは速やかに必要な措置を講ずるとともに、

公正取引委員会からの適合命令の請求が行われた場合にはその請求に適切に対応すること。

三 主務大臣と公正取引委員会との協議の状況や基盤的サービス利用者に対する不当な不利益の防

止方策の検討過程等をできるだけ明らかにする等、透明性の高い運用を行うこと。

四 本法が法施行後10年以内に廃止するものとされていることへの対応に当たっては、特定地域基

盤企業による基盤的サービスの提供の状況等について慎重な検討を行った上で、必要な措置を講

ずること。また、当該検討の内容については、国会における審議等に資するよう適切に公開する

こと。

五 公正取引委員会の企業結合審査については、本法の対象とならない分野を含め、一般消費者の

利益が確保されることを前提として、地域の実情等も踏まえつつ、できるだけ速やかに透明性の

高い審査を実施すること。

六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により創設される地域公共交通利便増進事

業が利用者の立場に立った既存サービスの改善に資するものであることに鑑み、同事業と連携し

つつ、複数事業者間における運賃、路線、運行時刻等に関する共同した取組が促進されるよう、

地域の交通事業者及び地方公共団体に対し、財政及びノウハウなどハード・ソフト両面から、こ

れまで以上の支援に努めること。

七 地域銀行の収益性や健全性を確保し金融仲介機能を十分に発揮することにより、地域企業や地

域経済の発展と、新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続に困難を来す事業者への支援

に貢献できるよう、本法の特例措置のほか、担保・保証に過度に依存しない地域密着型金融や将

来の成長可能性を重視した融資等に向けた取組を一層推進するなど、地域銀行における持続可能

なビジネスモデルの構築に向けた取組を進めること。

八 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域基盤企業に与える影響を注視し、基盤的サービス

の提供の維持が図られるよう、当該企業に対し必要な支援等を行うこと。

右決議する。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律案(閣法第32号)

（衆議院 2.5.22可決 参議院 5.26地方創生及び消費者問題に関する特別委員会付託 6.3本会議可

決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲に関する事項

住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、軌道法を改

正し、軌道（路面電車、都市モノレール等）に関して都道府県知事が行う運輸開始の認可等の事

務・権限のうち、一の指定都市の区域内のみにある路線に係るものについては、指定都市への移

譲を行うこととする。

二、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等に関する事項

地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、都市計



画法を改正し、町村が都市計画を決定するに際し必要な都道府県知事の同意を要する協議につい

ては、同意を廃止して同意を要しない協議とするなど、地方公共団体に対する義務付け・枠付け

の見直し等を行うこととし、関係法律の改正を行う。

三、施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して３月を経過した日から施行する。

復興庁設置法等の一部を改正する法律案(閣法第33号)

（衆議院 2.5.22可決 参議院 5.27東日本大震災復興特別委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を重点的かつ効

果的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、復興庁の廃止期限を令和13年３月31日まで延長するとともに、復興局の位置等を政令で定める。

二、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体について、東日本大震災からの復興に向けた取組を

重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体とす

る。

三、認定復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を、復興産業集積区域のうち、復興の状況を

勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域として政令で定めるものに該当

する区域とする。

四、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止する。

五、福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、福島復興再生計画を作成し、内閣総理大臣の

認定を申請することができるものとし、内閣総理大臣は、関係行政機関の長の同意を得てその認

定をする。

六、福島県知事は、農用地の賃借権の設定等を受ける者、福島農林水産業振興施設の用に供するた

めの農地等の転用に係る事項等を内容とする農用地利用集積等促進計画を定めることができるも

のとし、当該計画の定めるところにより賃借権の設定等が行われる場合等における農地法の特例

を定める。

七、帰還環境整備事業計画の目的を住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境の整備に、名称

を帰還・移住等環境整備事業計画に改め、当該計画の記載事項に原子力災害の被災者以外の者に

よる移住及び定住の促進を図るための環境を整備する事業等を追加する。

八、福島県知事は、特定事業活動（福島において特定風評被害に対処するための事業活動）の振興

を図るために実施しようとする措置の内容等を記載した特定事業活動振興計画を作成することが

できるものとし、当該計画に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人について課

税の特例等を定める。

九、復興債の発行期間を令和７年度までの５年間延長する。

十、令和９年度までに生じた日本郵政株式会社の株式処分等の収入を復興債の償還費用の財源に充

てる。

十一、当分の間、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の財源を確保するため必要が

ある場合には、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れ

ることができる。

十二、この法律は、一部の規定を除き、令和３年４月１日から施行する。

【附帯決議】（2.6.3東日本大震災復興特別委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一 復興庁の設置期間を10年間延長するに当たり、これまでに実施された復興施策の総括を行い、

今後の課題等を踏まえ、復興・創生期間後の各分野における取組、復興を支える仕組み及び組織

について、被災地のニーズに基づき構築することにより、１日も早い復興を目指して取り組むこ

と。



二 復興・創生期間後の復興事業の進捗状況を踏まえ、５年目に当たる令和７年度に組織の在り方

を検討することとなるが、被災地の実情により中長期的な対応が求められる事業については、５

年を超えて事業支援を継続すること。

三 復興・創生期間後においても切れ目なく、安心感を持って復興に専念できるよう、十分な財源

を確保すること。復興事業の財源については、復興特別所得税の上振れ分を見込むこととしてい

るが、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動の停滞、景気の後退に伴う税収の減収も

懸念されることから、復興事業が滞ることのないよう必要な財源を確保すること。

四 新型コロナウイルス感染症の拡大による被災地への影響の現状把握に努めるとともに、地元の

要望を踏まえた経済支援策を実施し、復興事業が遅れることのないよう努めること。また、外出

や移動の自粛により観光業等への影響が甚大であることから、収束後を見据えた支援策を検討す

ること。

五 復興庁が復興の司令塔として被災地のニーズにワンストップで対応できるよう、体制強化に努

めること。これまで蓄積した復興に係るノウハウを関係行政機関と共有するとともに、復興の記

録の収集・整理・保存等の取組を通じ、今後起こり得る大規模災害に活用していくこと。さらに、

オンライン等の活用を含めた防災教育の拡充にも努めること。

六 岩手、宮城の復興局の位置を政令で定めるに当たっては、被災地方公共団体の意見を十分に踏

まえて決定するとともに、被災地の復興が着実に進展するよう十分に配慮すること。

七 心のケア等の被災者支援等については、時間の経過とともに生活環境の変化や経済問題等、今

後の生活への不安に伴う相談が増え、専門的な対応がさらに求められていることから、実情の把

握に努め、中長期にわたる継続した対策を講ずること。また、被災者のコミュニティ形成や居場

所づくりを支援するＮＰＯ法人等に対する支援を講ずること。児童生徒への心のケアは長期にわ

たることを踏まえ、特別な教員加配、スクールカウンセラー等の配置等の支援策を今後も継続す

ること。

八 人口減少に歯止めがかかっていない被災地に対し、移住・定住促進策の一層の展開を図ること。

九 土地区画整理事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を促進するため、その解消に

向けた必要な措置を講ずること。また、移転跡地の利活用促進に向けた必要な措置を講ずること。

十 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域に

ついては、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分に配慮するこ

と。

十一 帰還困難区域の特定復興再生拠点区域について、計画期間内での避難指示解除を確実に実現

すべく、国の責任の下で除染、廃棄物の処理等を実施し、それぞれの地域の実情に応じた整備に

取り組むこと。また、特定復興再生拠点区域外における避難指示解除のための具体的な方針を示

し、将来的に全ての帰還困難区域における避難指示を解除できるよう取り組むこと。

十二 帰還・移住等環境整備交付金については、福島県及び対象市町村がその地域の特性に即して

自主的かつ主体的に事業を実施できるよう十分な予算を確保するとともに、新しい住民の定着に

つながる魅力的なまちづくり等に資するよう、柔軟な執行に努めること。また、帰還政策に加え、

移住政策が推進されるとしても、自主避難者、県外避難者を含めた避難者の人権を最大限尊重し、

最後の１人に至るまで必要な支援を継続すること。

十三 避難指示解除区域等の農業については、地元の担い手に加えて、意欲を持った外部からの参

入を進めるとともに農地の利用集積や６次産業化施設の整備を促進し、営農再開の加速化を図る

こと。また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作成に当たっては、所有者不明農地

を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に活用できるよう、福島県や対象市町村と

連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと。

十四 福島イノベーション・コースト構想の推進の中核的な機関である公益財団法人福島イノベー

ション・コースト構想推進機構の法定化に伴い、産業集積や人材育成等の取組を更に進めるため、

国職員派遣による人的支援や財政的支援、関係省庁による一層の連携強化など、機構が十分に活

動できるよう総合的に支援すること。また、同構想を進めるに当たっては、地元の企業の参画と



地元の若者の人材育成等に資するよう配慮すること。併せて原子力被災12市町村の事業・生業の

再建については、公益社団法人福島相双復興推進機構を通じて、福島県や市町村等と連携しなが

ら、きめ細やかな支援を引き続き行うこと。

十五 あらゆるチャレンジが可能な地域として、福島の浜通り地域等に国内外の研究機関や大学、

企業等を呼び込むため、国際教育研究拠点を推進するとともに、福島ロボットテストフィールド

等の拠点を核として、地域全体が研究・実証フィールドとして活用されるよう、研究開発や実証

の促進等に資する規制緩和等を検討すること。

十六 根強く残る福島の農林水産物等の風評被害払拭のため、生産から流通、消費に至るまでの総

合的な施策を継続的に講ずるとともに、諸外国・地域における輸入規制の撤廃・緩和に向けた働

きかけや海外における風評対策を強化すること。

十七 福島イノベーション・コースト構想の推進に資する事業を実施する事業者や風評被害に対処

するための事業活動を実施する事業者に対する税制措置については、より多くの事業者が課税の

特例を受けられるよう配慮すること。

十八 福島の森林・林業の再生に向けた「ふくしま森林再生事業」等については、復興・創生期間

後も支援を継続し、事業を実施するための予算を十分に確保するとともに、現行の対象地域での

推進を図ること。

十九 福島県知事が作成する福島復興再生計画の認定に当たっては、福島県及び市町村が地域の実

情を踏まえて、自主的かつ主体的に事業を実施することを旨として認定されるものとすること。

また、福島復興再生計画に掲げる取組を確実に実施できるよう十分な予算を確保すること。

二十 福島復興再生基本方針を変更するに当たっては、地元の意見を丁寧に聴き、これに寄り添っ

た対応をとること。

二十一 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けて、使用済燃料及び燃料デブリの取出し作業

に際して、周辺環境に影響を与えることのないよう東京電力に対する指導・監督を徹底するとと

もに、今後の廃炉作業を担う人材の育成・確保、雇用の適正化、作業環境の改善等について東京

電力と国が一体となって取り組むこと。また、使用済燃料及び燃料デブリを含む放射性廃棄物に

ついて、国の責任の下で、適切に処分が行われるよう議論を進めること。

二十二 令和２年度の中間貯蔵施設事業の方針に沿って除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を計画

的に進めるとともに、中間貯蔵開始後30年以内の福島県外での最終処分の完了が確実になされる

よう、国が責任を持って取り組むこと。

二十三 東京電力福島第一原子力発電所で増え続ける、いわゆるＡＬＰＳ処理水の処分方法につい

ては、更なる議論を尽くし地元をはじめとする国民の理解を得た上で慎重かつ丁寧に決定するこ

と。

二十四 日本郵政株式会社の株式の売却収入は、貴重な復興財源であることから、株式の売却に当

たっては、売却収入が少しでも多く得られるよう株式市況を見極めて売却時期を慎重に判断する

こと。

二十五 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定へ繰入れを行う場合

は、その使途を真に福島の復興・再生に資する事業に限定し、透明性を確保するとともに、将来

的にエネルギー需給勘定へ確実に繰戻しを行うこと。

二十六 国際リニアコライダー計画は東北が世界的候補地になっていることから、その推進は福島

イノベーション・コースト構想と並んで東北をフィールドとした科学イノベーションの創出によ

る「新しい東北」に資するものであり、国内誘致に向け関係機関と検討を進めること。

右決議する。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第34号)

（衆議院 2.5.12修正議決 参議院 5.15厚生労働委員会付託 5.29本会議可決）

【要旨】



本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、所要の措置を講じ

ようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、一定の要件に該当する短時間労働者を厚生年金保険及び健康保険の適用対象とすべき特定適用

事業所の範囲について、令和４年10月１日以降は使用される特定労働者の総数が常時100人を超

える適用事業所とするものとし、令和６年10月１日以降は当該総数が常時50人を超える適用事業

所とするものとする。

二、弁護士、公認会計士等の法律又は会計に係る業務を行う事業の事業所又は事務所であって、常

時５人以上の従業員を使用するものについて、厚生年金保険及び健康保険の適用事業所とするも

のとする。

三、受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額について、毎年９月１日を基準日とし、基

準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定する

ものとする。

四、65歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止について、65歳以上の被保険者に支給

する老齢厚生年金の支給停止の仕組みと同じものとする。

五、老齢基礎年金及び老齢厚生年金等の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とする。

六、確定拠出年金法における企業型年金の加入要件について、65歳未満等の要件を削る。また、同

法における個人型年金の加入要件について、60歳未満の要件を削るとともに、国民年金の任意加

入被保険者は、個人型年金加入者となることができるものとする。

七、確定拠出年金法における老齢給付金の受給開始時期の上限年齢を70歳から75歳とする。

八、児童扶養手当は、受給資格者が障害基礎年金等を受給できるときは、政令で定めるところによ

り、当該障害基礎年金等の給付（子を有する者に係る加算に係る部分に限る。）の額に相当する

額を支給しない。

九、この法律は、一部を除き、令和４年４月１日から施行する。

なお、衆議院において、八の政令等を定めるに当たっては、監護等児童が２人以上である受給資

格者に支給される児童扶養手当の額が監護等児童が１人である受給資格者に支給される同手当の額

を下回らないようにするものとする規定のほか、本法施行後の検討は、国民年金の調整期間の見通

しが厚生年金保険の調整期間の見通しより長期化していること等を踏まえて行うものとする等の検

討条項を追加する修正が行われた。

【附帯決議】（2.5.28厚生労働委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、被用者保険の適用については、被用者には被用者保険を適用するとの考え方に立ち、個人事業

所に係る適用業種の見直しも含めた更なる適用拡大に向け、検討を促進すること。特に、短時間

労働者に対する被用者保険の適用に係る企業規模要件については、あくまで経過措置として規定

されたものであり、本来撤廃すべきものであることから、被用者保険の適用拡大により保険料負

担が増加する中小企業に対する支援の拡充等を進めつつ、できる限り早期の撤廃に向け、速やか

に検討を開始すること。あわせて、労働時間要件及び賃金要件に係る適用拡大についても検討に

着手し、早期に必要な措置を講ずること。

二、被用者保険適用の可能性があるにもかかわらず、適用されずに取り残されている労働者につい

て適用の徹底を図るとともに、労働政策と連携を図りつつ、脱法的な被用者保険の適用逃れを防

止するための対策を講ずること。あわせて、厚生年金保険の適用・徴収対策に係る日本年金機構

の組織体制の強化を進めること。

三、複数の雇用関係に基づき複数の事業所で勤務する者が、いずれの事業所においても単独では適

用要件を満たさないが労働時間等を合算して適用要件を満たす場合について、更なる企業規模要

件の見直しとあわせ、実務上の実行可能性も踏まえつつ、雇用保険の取扱い等も考慮し、該当す

る労働者にふさわしい保障の在り方について検討を行うこと。

四、次期財政検証に向けて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う急速な景気後退や暮らし方、

働き方の変化等による社会経済への長期的な影響等について、早期に検討を開始し、その結果を



踏まえた財政検証を実施すること。加えて、次期財政検証では、全要素生産性上昇率や実質賃金

上昇率の長期の前提について足下の状況を踏まえ、現実的かつ多様な経済前提の下でその結果を

示すとともに、モデル年金世帯以外の多様な世帯の所得代替率を試算するなど、より実態に即し

た検証を行うこと。

五、前回の財政検証後に行われたピアレビューで指摘された確率的将来見通しと分布推計について、

引き続きその実現について指摘されている様々な課題を含めて検討を行い、その検討結果を公表

すること。

六、基礎年金制度の創設時において、基礎年金が国民の老後生活の基礎的部分を保障するものとし

て設定された経緯も踏まえ、将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ

等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を

45年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進め

ること。

七、年金の繰下げ受給については、年金額が増額される一方で、加給年金や振替加算が支給されな

い場合があることや、社会保険料、所得税、住民税等の負担が増加することについても、国民に

分かりやすい形で周知徹底するとともに、国民が年金額と社会保険料等の負担の変化を簡易にイ

メージできるような方策を検討すること。

八、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）等が管理・運用する年金積立金については、専

ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことから、市場の動向等

を踏まえた適切なリスク管理を行うこと。また、国民が理解しやすい情報開示に努めるとともに、

会計検査院から開示を求められていたストレステスト等の中長期のリスク情報については、ＧＰ

ＩＦの業務概況書に記載するなど少なくとも年１回は公表すること。なお、ＧＰＩＦの経営委員

会の委員構成など年金積立金の管理運用に関して、諸外国の実態にも倣い、被保険者の代表の意

向が適切に反映されること等を念頭に置いた制度運営や見直しの検討を行うこと。

九、自営業者等の高齢期の経済基盤の充実を図るため、国民年金基金や個人型確定拠出年金（ｉＤ

ｅＣｏ）への加入の促進を図ること。また、個人型確定拠出年金の加入者手数料等に係る透明性

を確保するため、国民年金基金連合会等に対し、手数料の算定根拠に関する情報公開を定期的に

行うよう促すこと。

十、昭和61年の制度創設以降、共働き世帯が著しく増加しているといった時代の変化を踏まえ、国

民年金第三号被保険者制度の在り方について検討を進めること。

十一、年金生活者支援給付金の在り方については、低所得である高齢者等の生活状況、低所得者対

策の実施状況、老齢基礎年金の額等を勘案し、総合的に検討すること。

十二、今後、社会保障の支え手である現役世代の負担増が見込まれる中、特に子育て世代の負担軽

減を図るため、被用者保険には産前産後・育児休業期間の保険料の免除制度が設けられているこ

とを踏まえ、財政負担の在り方にも留意しつつ、国民年金における本法附則第２条第４項の検討

と併せて国民健康保険の保険料における配慮の必要性や在り方等についても検討すること。

右決議する。

家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第35号)

（衆議院 2.4.2可決 参議院 4.6農林水産委員会付託 4.17本会議可決）

【要旨】

本法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人

工授精用精液又は家畜受精卵（以下「家畜人工授精用精液等」という。）の保存等に関する規制を

強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器

への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりで

ある。

一、家畜人工授精用精液等の安全性及び品質の適切な管理のための措置の強化



１ 家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液等を保存してはならないこととする。

２ 家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準

に適合しない家畜人工授精用精液等を譲渡等してはならないこととする。

二、特に適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等の規制の整備

１ 農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確

保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等として指定することが

できることとする。

２ 獣医師又は家畜人工授精師は、特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器

に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表

示をしなければならないこととする。

３ 家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失を

したときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載し

なければならないとし、10年間保存しなければならないこととする。

三、行政庁の監督権限の強化等

農林水産大臣又は都道府県知事は、一の２に違反して家畜人工授精用精液等を譲渡した者に対

し、その譲渡した家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄等を命ずることができることとする。

四、施行期日

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

ることとする。

【附帯決議】（2.4.14農林水産委員会議決）

和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、その安定的な生産のために

必要となる家畜人工授精用精液・受精卵は長年にわたる改良の成果である付加価値の向上により知

的財産としての価値を有し、我が国畜産業における競争力の源泉の一つとされている。これが不正

に流通することのないよう、その管理保護を強化することは、我が国畜産の振興を図る上で極めて

重要な課題である。

よって、政府は、両法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一 国内における不正流通のリスクを低減するため、各地域での実情に応じた家畜人工授精用精

液・受精卵の流通管理の仕組みを構築することが肝要である。そのため、国が適切な流通管理の

ための方針を示すなど主導的にその構築を推進すること。

二 家畜人工授精用精液・受精卵の不正な海外持ち出し等の防止を徹底するため、畜産関係者はも

とより、動物検疫所、税関、空海港管理組織、運輸業者、液体窒素の供給事業者等の協力・連携

体制を構築・強化すること。

三 家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理において重要な役割を果たしている家畜人工授精師が

不断に技術や知識を磨くための機会の確保に努めること。

四 家畜人工授精用精液・受精卵の流通規制の強化等に当たっては、現場が混乱することのないよ

う、その周知徹底を図り、確実な実施を担保するとともに、現場の負担を極力軽減するよう十分

配慮すること。

五 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に係る新たな制度については、家畜遺伝資源の知的財産と

しての価値を強力に保護するため、その趣旨及び内容を幅広く関係者に周知し、不正競争の未然

防止に努めること。

六 和牛の遺伝的多様性を確保するためにも、国や県の施策によって、個人や民間における多様な

種雄牛の造成が妨げられることがないようにすること。

七 外国産ＷＡＧＹＵが国外で流通している実態を踏まえ、国内外の市場における我が国の和牛ブ

ランドの確立・浸透の取組を一層強化すること。

八 国内外における我が国畜産物の需要増に対応するため、中小規模の家族経営も含めた生産基盤

の強化による増産への取組を支援すること。

九 新型コロナウイルス感染症の影響により、和牛の需要が減少し、在庫が大幅に増加している状



況を踏まえ、生産基盤を維持するとともに、生産・流通・消費が円滑に進むための措置を講ずる

こと。

十 我が国畜産振興に影響を及ぼすアフリカ豚熱の侵入脅威に対処するため、輸入禁止畜産物を所

持した者の入国を阻止するための制度について早急に検討すること。

右決議する。

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(閣法第36号)

（衆議院 2.4.2可決 参議院 4.6農林水産委員会付託 4.17本会議可決）

【要旨】

本法律案は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不

正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであり、その主な

内容は次のとおりである。

一、「不正競争」の定義

この法律において、「不正競争」とは、人を欺く等の行為により家畜遺伝資源を取得する行為

（以下「不正取得行為」という。）、不正取得行為等により取得した家畜遺伝資源を使用する等の

行為、不正取得行為等が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資

源を取得する等の行為、不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える

目的で、契約により明示された制限を超えて家畜遺伝資源を使用する等の行為をいうこととする。

二、差止請求、損害賠償

１ 差止請求権

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産

事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停

止又は予防を請求することができることとする。

２ 損害賠償

不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する

責めに任ずることとする。

三、罰則

不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺く

等の行為により、家畜遺伝資源を取得した場合等には、当該違反行為をした者は、10年以下の懲

役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。

四、施行期日

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

ることとする。

【附帯決議】（2.4.14農林水産委員会議決）

家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第35号)と同一内容の附帯決議が行われている。

種苗法の一部を改正する法律案(閣法第37号)

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、植物の新品種の育成者権の適切な保護及び活用を図るため、輸出先国又は栽培地域

を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設、育成者権の効

力が及ぶ範囲の例外を定める自家増殖に係る規定の廃止、品種登録簿に記載された登録品種の特性

の位置付けの見直し、品種登録審査実施方法の充実・見直し等の措置を講じようとするものである。

道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第38号)(先議)

（参議院 2.3.30内閣委員会付託 4.3本会議可決 衆議院 6.2可決）



【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備

１ 75歳以上の者のうち一定の基準に該当するものは、運転免許証の更新を受けようとする場合

には、運転技能検査を受けていなければならないこととするとともに、その結果が一定の水準

に達しない者に対し、公安委員会は運転免許証の更新をしないことができることとする。

２ 運転免許を受けた者は、公安委員会に対し、運転免許に、その者が運転することができる自

動車等の種類を限定するなど一定の条件を付すことを申請することができることとする。

二、運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備

一定の教習を修了した者は、19歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通

算して１年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受け

ることができることとする。特例により取得した免許を現に受けている者であって、若年運転者

期間に自動車等の運転に関し道路交通法の規定等に違反する行為をし、一定の基準に該当するこ

ととなったものに対し、若年運転者講習の受講を義務付けるとともに、公安委員会は、講習の通

知を受けた者が講習を受けないと認めるとき等は、その者が特例により受けている免許を取り消

さなければならないこととする。

三、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備

他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反行為を

し、よって著しい交通の危険を生じさせた者に対する罰則を創設し、運転免許の取消しの対象に

追加する。

四、その他の規定の整備

乗合自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪止め装置の取付け

の措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をする。

五、施行期日

この法律は、三及び四を除き、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。三については公布の日から起算して20日を経過した日、四については公布

の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

【附帯決議】（2.4.2内閣委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 高齢運転者対策として導入される運転技能検査については、その目的が重大事故の防止である

ことに鑑み、可能な限り明確な判定基準を定め合否を客観的に判断できるようにすること。

二 高齢運転者に対して公安委員会が行うこととされている運転技能検査、認知機能検査及び高齢

者講習等に関する業務を自動車教習所等に行わせる場合においては、適切な委託料の設定、警察

による支援等により、自動車教習所等の負担が過度なものとならないよう留意すること。

三 高齢運転者が運転免許を返納した後においても日常生活に支障が生ずることのないよう、国及

び地方公共団体が協力し、地域公共交通網の整備・維持に向けた施策を推進すること。

四 第二種免許の受験資格の見直しに当たっては安全確保を最優先とする必要があることから、旅

客自動車運送事業者等が免許を取得した者に対して講ずる指導、監督等においては、関係省庁の

連携の下で、事業者への安全指導を強化するとともに、安全対策に万全を期すこと。

五 地域公共交通や物流の担い手である自動車運転業務における人材確保のため、旅客自動車運送

事業等の経営実態等も踏まえ、長時間労働の是正に向けた労働環境整備を推進すること。

六 妨害運転（いわゆる「あおり運転」）を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等につ

いて周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に

向けた広報に努めること。

右決議する。



割賦販売法の一部を改正する法律案(閣法第39号)(先議)

（参議院 2.5.1経済産業委員会付託 5.13本会議可決 衆議院 6.16可決）

【要旨】

本法律案は、情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審査が可能と

なっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせんに係る取引が増加し

ている状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度及び少額の包括信用購入

あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせて、決済方法の多様化を踏まえてクレジッ

トカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象を拡大する等の措置を講じようとするものであ

り、その主な内容は次のとおりである。

一 新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度の創設

包括信用購入あっせん業者は、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分

析することにより適確に利用者支払可能見込額を算定することができる場合には、経済産業大臣

による認定を受けられることとし、認定事業者は、当該認定に係る方法による利用者支払可能見

込額の算定をもって包括支払可能見込額調査に代えることができるものとする。

二 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設

クレジットカード等の極度額が政令で定める金額以下の額の包括信用購入あっせんを行う事業

者について、新たな登録制度を創設し、これに係る純資産の資本金に対する割合等に係る規定を

措置するとともに、登録事業者は、当該登録に係る利用者支払可能見込額の算定方法により包括

信用購入あっせんを業として営むことができるものとする。

三 クレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象の拡大

大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者（決済代行業者、コード決済事

業者、ＥＣモール事業者等）についても、クレジットカード番号等の適切管理を義務化する。

四 その他

包括信用購入あっせん業者から利用者に対する書面交付の義務の見直しや包括信用購入あっせ

ん業者に対する業務停止命令の導入等の措置を講ずる。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

【附帯決議】（2.5.12経済産業委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 蓄積されたデータ等を活用した新たな手法により与信審査を行う包括信用購入あっせん業者の

認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その

審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後のチェックを適確に行える規制体制

を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報がその利用目的

との関係で適正に取り扱われているか等についても、適切に指導監督を行うこと。

二 利用者への過剰与信防止・多重債務防止の観点からは、指定信用情報機関への情報集約が重要

な機能を果たしていることに鑑み、その運用・システムに係る利便性の改善やコスト低減への取

組等を更に進めること。

三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決

済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした

消費者教育や、消費生活相談員の拡充を始めとした消費者相談体制の充実に努めること。また、

書面交付の電子化に伴い、事業者に対し、利用者に分かりやすく効果的なプッシュ型の情報提供

が行われるよう促すとともに、利用者に対しても、契約内容、利用情報、催告通知を確認するこ

との重要性について啓発活動を推進すること。

四 近年、割賦販売法や資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスに関し、国民生

活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による



自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ、個別方式のクレジットに係る

２か月内払いの取引について加盟店とのトラブル防止のための対策を講じること。

また、クレジットカード決済を利用した２か月内払いの取引に係る消費者トラブルの増加に対

し、事業者による自主的取組の実態把握を確実に行い、カード発行会社から加盟店契約会社等へ

の苦情伝達の連携や苦情に対する対処の在り方など必要な対策を講じること。

五 海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等

取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者の速やかな是正に向けた

取組を進めること。

六 決済関連法制の横断化に向けては、ＡＩ・ビッグデータやブロックチェーンといった近時の技

術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の

高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、その具体的な検討を更に進めること。その際、

消費者保護の観点からは、規制のすき間が生じることのないよう、その制度設計に特に留意する

こと。

右決議する。

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法

律等の一部を改正する法律案(閣法第40号)

（衆議院 2.5.28可決 参議院 6.1財政金融委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、金融サービス仲介業の創

設、第一種資金移動業等の種別を設ける等の資金移動業に関する規制の整備等の措置を講ずるもの

であり、その主な内容は次のとおりである。

一、金融商品の販売等に関する法律の一部改正

１ 金融商品の販売等に関する法律の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改める。

２ 金融サービス仲介業を、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸

付媒介業務のいずれかを業として行うこととし、それぞれの業務について、顧客に対し高度に

専門的な説明を必要とする金融サービスの取扱いを含めないこととする。

３ 金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならないことと

する。

二、金融商品取引法の一部改正

金融商品取引業者等による店頭デリバティブ取引情報の報告について、取引情報蓄積機関に当

該情報を提供する形に一本化する。

三、資金決済に関する法律の一部改正

１ 金銭債権を有する受取人からの委託により、債務者から弁済として資金を受け入れ、受取人

に当該資金を移動させる行為等であって、受取人が個人であること等の一定の要件を満たすも

のは、為替取引に該当するものとする。

２ 資金移動業に、第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別を設ける。

３ 資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、業務実施計画を定め、認可を受

けなければならないこととする。

四、施行期日

この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、二及び三については、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。

【附帯決議】（2.6.4財政金融委員会議決）

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 本法律の施行に当たっては、情報通信技術の発展や多種多様な利用者ニーズなど金融を取り巻



く環境が今後も変化していくことを踏まえ、法制度の在り方について引き続き検討を加え、適時

適切な見直しを行うこと。その際、利用者の保護を十分に図るとともに、我が国の金融機能の安

定と市場の公正が確保されるよう留意すること。

二 金融サービス仲介業の取扱い可能な金融商品・サービスについては、金融商品へのアクセス向

上などの利便性と顧客が負うリスクのバランスを十分に考慮して定めること。その際、当初は日

常生活に定着しているなど高度な説明を要せず、顧客に分かりやすい金融商品・サービスに限定

し、国民の金融リテラシー及び技術進展など環境の変化に応じて検討を加え、必要な措置を講ず

ること。

三 金融サービス仲介業者の賠償資力となる保証金の額を定めるに当たっては、イノベーションの

促進による利用者の利便の向上を考慮しつつも、顧客等の保護の観点に十分に配慮すること。

四 金融サービス仲介業者における手数料等については、適切な競争が働くよう積極的な開示を促

すとともに、利用者が仲介業者の中立性を適切に判断できるよう、金融機関との委託関係・資本

関係の有無などの情報開示に努め、利用者が不利益を被ることがないようにすること。

五 金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客に対する説明については、対面及びオンライン

のいずれによる仲介においても、顧客が十分に金融商品・サービスを理解することが可能となる

よう、利用者保護の観点から適切に指導・監督すること。

六 金融サービス仲介業務においては、対面及びオンラインのいずれによる場合にも、適合性原則

の遵守及び顧客本位の業務運営の徹底により、顧客の意向が十分に満たされ、顧客が想定外の損

失を被ることがないよう適切な指導・監督を行うこと。

七 顧客情報の取扱いについては、金融サービス仲介業務を通じて取得する顧客情報が広範にわた

ることも踏まえ、仲介業者の情報管理体制に対する適切な指導・監督を行うこと。また、顧客情

報の第三者への提供の際に必要とされる本人の同意については、顧客がその内容を十分に理解し、

顧客の真意が適切に反映されるよう指導・監督を行うこと。

八 金融サービス仲介業が取り扱う業務に対しては、顧客保護等に関する現行の業法規制を準用し、

既存の金融業及び金融仲介業との間における同等の扱いを確立すること。

九 金融サービス仲介業に対する適切な規制体系を構築する観点から、法令に基づく規制と柔軟か

つ機動的な対応を行い得る自主規制との連携を十分に図るよう努めること。その際、今後設立さ

れる自主規制機関への加入に向けた取組についても十分配慮すること。

十 金融サービス仲介業の利用により発生した紛争の迅速・簡便・柔軟な解決に向け、現行制度と

比べて利用者保護に不足が生じることがないよう、自主規制機関や指定紛争解決機関による解決

制度の今後の周知徹底及び事例の公表に努めること。

十一 オンラインによる金融サービスの提供と実店舗における対面によるサービスの提供との間の

競争や両者の特性の違いをいかしたサービスの提供が適切に行われるよう配慮し、既存の業態の

店舗網や雇用が過度に失われることがないように留意すること。

十二 収納代行については、今後も継続してその実態把握に努め、利用者保護の観点から制度整備

の在り方について、引き続き検討を行うこと。また、為替取引として規制される対象範囲の明確

化を図り、事業者の予見可能性を高めるよう配意するとともに、為替取引に該当するときには、

資金移動業の登録が必要となることを周知すること。

十三 前払式支払手段発行者に対する利用者の保護等に関する措置を定めるに当たっては、サービ

スの提供実態や利用状況を把握して、利用者保護が十分に図られるようにするとともに、自主規

制ルールの策定状況を十分に踏まえつつ、適切な指導・監督を行うこと。

十四 第一種資金移動業については、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローン

ダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢の確立に向けた実効的な指導・監督体制の整備を

行うこと。

また、第三種資金移動業については、利用者のニーズと利用者保護を考慮した送金上限額を設

定するとともに、利用者資金を自己の財産と分別した預貯金等で管理する資金移動業者に対して

は、業者の破綻時の利用者保護を踏まえた必要な対策・措置を講ずること。



十五 送金サービスの利用者資金の保全に係るタイムラグが指摘されていることに鑑み、その保全

方法については、事業の運用状況を踏まえて利用者保護及び金融システムの安定性確保の観点か

ら更なる検討を進めるとともに、可能な限り送金コストの低減を図るため、取扱送金額及びビジ

ネスモデルに応じた最適な方法を引き続き検討すること。その際、手続の電子化・効率化など、

事業者の負担軽減にも十分配慮すること。

十六 本法律の施行に関し措置した政令等や本法律施行後の状況等については、国会に対して十分

説明すること。

十七 金融サービスの高度化・多様化を踏まえ、金融機関等におけるセキュリティ向上を図るため

のシステム等について、その開発・導入が促進されるよう必要な措置を講ずること。

十八 少額与信を伴うキャッシュレス決済の普及により多重債務問題が生じないよう、その実態把

握に努めるとともに、過剰与信の制度的な防止の観点から、貸金業法等の関係法制の厳正な運用

を図り、適切な指導・監督を行うこと。

十九 実効性のある金融検査・監督の実施に向けて、地域において金融サービス仲介業者等の検査

及び監督を主に担当する財務局も含め、優秀な人材の確保と職員の専門性の向上を図るとともに、

必要な定員の確保及び機構の体制整備に努めること。

右決議する。

公益通報者保護法の一部を改正する法律案(閣法第41号)

（衆議院 2.5.22修正議決 参議院 6.3地方創生及び消費者問題に関する特別委員会付託 6.8本会

議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大

１ 公益通報者の範囲に、労働者であった者、派遣労働者であった者及び役員を追加する。

２ 通報対象事実の範囲に、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別

表に掲げるものに規定する過料の理由とされている事実を追加する。

二、公益通報者の保護の強化

１ 権限を有する行政機関等に対する通報の保護要件について、公益通報者の氏名等を記載した

書面を提出する場合を追加する。また、被害の拡大の防止等に必要と認められる者に対する通

報の保護要件について、個人の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険がある

場合等を追加する。

２ 事業者は、公益通報をした公益通報者に対して、損害賠償を請求することができない。

三、事業者がとるべき措置等

１ 事業者は、公益通報対応業務に従事する者を定めなければならないほか、公益通報に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。

２ 常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、１は努力義務とする。

３ １の公益通報対応業務の従事者又は従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報

対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

４ 権限を有する行政機関は、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他

の必要な措置をとらなければならない。

５ 内閣総理大臣は、１に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、助言、指導、勧告

等をすることができるほか、勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表する

ことができる。

６ ３の規定に違反して３に規定する事項を漏らした者は、30万円以下の罰金に処する。

四、この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。



なお、本法律案は、衆議院において、附則の検討規定に、検討対象として、公益通報をしたこと

を理由とする公益通報者に対する不利益な取扱いの「裁判手続における請求の取扱い」を明記する

修正が行われた。

【附帯決議】（2.6.5地方創生及び消費者問題に関する特別委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 本法の改正趣旨や各条項の解釈等について、現行の公益通報者保護法及び公益通報窓口ととも

に、労働者、退職者、役員、事業者、地方公共団体、関係行政機関等に十分周知徹底すること。

周知に当たっては、公益通報者として保護される要件を分かりやすく解説するとともに、公益通

報者保護法の認知度が低いことを踏まえて、認知度が上がらなかった要因を分析し、それを解消

する工夫を図ること。

二 内部通報制度に対する労働者等の信頼性を高め、かつ、内部通報制度の導入に向けた事業者の

インセンティブの向上を図るため、第三者認証制度の創設も含め、内部通報制度認証の更なる普

及促進を図ること。

三 役員による事業者外部に対する公益通報の保護要件として求められる調査是正措置について、

役員による公益通報を過剰に抑制するようなことがないよう、事業者内部における通報対象事実

の是正可能性の有無・程度や、公益通報をした役員に対する不利益取扱いの蓋然性に留意した調

査是正措置の在り方に関する考え方を明らかにすること。

四 本法に基づき内閣総理大臣が定める指針において内部通報体制整備義務の内容を定めるに当

たっては、法令遵守の促進の観点に加え、通報者への不利益取扱いの防止や通報者の氏名等の秘

密の保持など通報者保護の観点を明確化するほか、内部通報に関する具体的な記録の作成・保管

等を通じて、各事業者における内部通報制度の利用状況や通報者保護の状況を事後的に検証でき

る仕組みとするよう検討すること。

五 中小事業者を含め実効的な内部通報体制の整備が促進されるよう、事業者の業種、規模等に応

じて導入可能な内部通報体制の好事例の周知、業界団体等による共通窓口の設置支援など効果的

な普及・促進に努めること。

六 消費者庁は、内部通報体制整備義務の履行を徹底するため、消費者庁内部の人材育成・人員増

強を行うとともに、将来的に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を十分に担うことので

きる体制を整えるため、外部の専門家の知見の活用も含め、組織的基盤の強化を図ること。

七 消費者庁は、内部通報体制整備義務の履行に関する行政措置を行うに当たり、その円滑・確実

な実施に向けて関係行政機関の協力を得つつ運用すること。

八 公益通報対応業務従事者が守秘義務を確実に守りつつ不安を感じることなく公益通報対応業務

に臨めるよう、具体的な業務における留意事項等を定めたガイドラインを整備するとともに、必

要な研修・教育を十分に行うこと。

九 公益通報対応業務従事者等の守秘義務が解除される「正当な理由」については、通報者が安心

して通報できるよう詳細な解釈を明らかにするほか、事業者がとるべき措置に関して考え方を明

らかにすること。また、通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置等を講ずる過程における

過失又は周辺状況からの推測等により通報者の氏名等が不要に漏らされることのないよう、調査

及びその是正に必要な措置等の手法に関する好事例の収集・周知等を行い、適切な公益通報対応

体制の整備の促進に努めること。

十 行政機関における公益通報対応体制の整備義務の履行が徹底されるよう、小規模な地方公共団

体における公益通報対応体制の在り方について検討を行い、必要な支援策を講ずること。

十一 通報をしようとする者が事前に相談する場が必要であることから、民間における通報・相談

の受付窓口の更なる充実に関し、日本弁護士連合会等に協力を要請するとともに、国及び地方の

行政機関における通報・相談の受付窓口の整備・充実に努めること。

十二 消費者庁に開設する一元的相談窓口において、通報者からの相談対応の一層の充実を図ると

ともに、通報者への十分な支援を行うこと。また、行政機関が不適切な通報対応を行った事例が

生じてきたことに鑑み、通報者から行政機関における通報対応に関する意見・苦情を受けた際は、



適切な対応を求めること。

十三 本法附則第５条に基づく検討に当たっては、行政処分等を含む不利益取扱いに対する行政措

置・刑事罰の導入、立証責任の緩和、退職者の期間制限の在り方、通報対象事実の範囲、取引先

等事業者による通報、証拠資料の収集・持ち出し行為に対する不利益取扱い等について、諸外国

における公益通報者保護に関する法制度の内容及び運用実態を踏まえつつ検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずること。

右決議する。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

(閣法第42号)

（衆議院 2.5.28可決 参議院 6.1法務委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、

危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおり

である。

一、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加

１ 車の通行を妨害する目的で、走行中の車（重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行

中のものに限る。）の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を

運転する行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者

は１年以上の有期懲役に処する。

２ 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自

動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することに

より、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為を行い、よって、人を死傷させた場合も、

１と同様とする。

二、施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第43号)

（衆議院 2.5.26可決 参議院 5.29厚生労働委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案は、地域共生社会の実現を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主

な内容は次のとおりである。

一、市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、社会福祉法に基づ

く事業並びに介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援法及び生活困窮者自立支援法

に基づく事業を一体のものとして実施する重層的支援体制整備事業を行うことができる。国及び

都道府県は、市町村に対し、当該事業の実施に要する費用に充てるための交付金を交付する。

二、国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること等の認知症

に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

三、市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、介護給付等に要する費用の額に関する地域別の

状況等の事項等に関する介護保険等関連情報等を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるも

のとする。

四、市町村介護保険事業計画においては、介護従事者の確保等及び業務の効率化等に資する都道府

県と連携した取組に関する事項、有料老人ホーム等の入居定員総数等について定めるよう努める

ものとする。当該計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し等を勘案して作成

されなければならない。

五、医療保険等関連情報収集者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、保健医療等情報に係る



医療保険被保険者番号等を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の

提供を求めることができる。

六、社会保険診療報酬支払基金は、当分の間、医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要

する物品を調達し、及び提供する業務等を行う。

七、平成29年度から令和８年度までの間に介護福祉士の養成施設を卒業した者については、当該卒

業した日の属する年度の翌年度の４月１日から５年間、介護福祉士となる資格を有するものとす

る。

八、地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援等の業務を行おうとする一般社団

法人は、所轄庁による社会福祉連携推進認定を受けることができる。

九、この法律は、一部を除き、令和３年４月１日から施行する。

【附帯決議】（2.6.4厚生労働委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、重層的支援体制整備事業について、同事業が介護、障害、子ども及び生活困窮の相談支援等に

加え、伴走支援、多機関協働、アウトリーチ支援等の新たな機能を担うことを踏まえ、同事業が

より多くの市町村において円滑に実施されるよう、裁量的経費を含めて必要な予算を安定的に確

保するとともに、既存の各種事業の継続的な相談支援の実施に十分留意し、その実施体制や専門

性の確保・向上に向けた施策を含め、市町村への一層の支援を行うこと。また、同事業を実施す

るに当たっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めること。

二、認知症に対する概念の変化、政令で定める状態について広く周知し、「共生」と「予防」の概

念を分かりやすく国民に説明すること。

三、医療・介護のデータ基盤整備に関し、本法の施策によって解決・改善される問題・課題及びも

たらされる具体的なメリットについて、費用対効果を含め、国民に分かりやすく提示するととも

に、進捗管理を徹底すること。

四、介護・障害福祉サービスに従事する者、とりわけ国家試験に合格した介護福祉士の需要の充足

状況及び賃金・処遇等の改善の状況を適切に把握するとともに、賃金・処遇、ハラスメント対策

を含む雇用管理及び勤務環境の改善等の方策について検討し、処遇改善加算等が賃金・処遇等の

改善に有効につながる施策を講ずる等、介護・障害福祉サービスに従事する者の確保・育成に向

けて必要な措置を講ずること。

五、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置については、本来速やかに終

了させるべきものであることに鑑み、その終了に向けて、直ちに検討を開始し、必要な施策を確

実に実施すること。また、各養成施設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実

態・実績を調査・把握の上公表するとともに、可能な範囲で過去に遡って公表し、必要な対策を

講ずること。また、介護福祉士資格の取得を目指す日本人学生及び留学生に対する支援を充実す

ること。

六、社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの推進に資

する存在として事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく示すこと。また、

社会福祉法人の合併及び事業譲渡の推進策について検討すること。

右決議する。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(閣法第44号)

（衆議院 2.5.26可決 参議院 6.4国土交通委員会付託 6.12本会議可決）

【要旨】

本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増

大していることに鑑み、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることを目的として

おり、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受け、賃貸住宅の維



持保全業務並びに同業務と併せて行う家賃、敷金及び共益費等の管理に関する業務を行う事業を

いうこととする。

二 この法律において「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃

貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいうこととし、「特定

転貸事業者」とは、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者

をいうこととする。

三 賃貸住宅管理業を行おうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないこととする。

四 賃貸住宅管理業者は、営業所等ごとに、１人以上の一定の要件を備える者を選任し、業務に関

する一定の事項についての管理、監督に関する事務を行わせなければならないこととする。

五 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結までに、賃貸人に対し、管理受託契約の内容及びそ

の履行に関する一定の事項について、書面を交付して説明するとともに、当該契約締結後、遅滞

なく、賃貸人に対し、一定の事項を記載した書面を交付しなければならないこととする。

六 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等の金銭を、自己の固有財産等と分別し

て管理するとともに、管理業務の実施状況等について、定期的に委託者に報告しなければならな

いこととする。

七 特定転貸事業者又は勧誘者は、特定転貸事業者が賃貸人に支払う家賃に関する事項等について

著しく事実に相違する表示等をしてはならず、特定賃貸借契約の締結の勧誘等に際し、当該契約

に関する事項の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実を告げて

はならないこととする。

八 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結までに、賃貸人に対し、特定賃貸借契約の内容及び

その履行に関する一定の事項について、書面を交付して説明するとともに、当該契約締結後、遅

滞なく、賃貸人に対し、契約内容に関する一定の事項を記載した書面を交付しなければならない

こととする。

九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行することとする。

【附帯決議】（2.6.9国土交通委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべき

である。

一 賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設に当たっては、当該業務の適正な運営確保と不良業者の

排除を実現するため、関係省庁が連携して実効性あるガイドラインを作成し、賃貸住宅管理業を

営もうとする者に対し、賃貸住宅管理業に係る登録制度の周知徹底を図るとともに、賃貸住宅の

所有者及び入居者に対し、登録制度に関する認知度の向上を図ること。

二 サブリースをめぐるトラブルの防止や適正な契約締結を推進するため、関係省庁が連携して賃

貸住宅の所有者等に対し、特定転貸事業者又は勧誘者による不当な勧誘等があった場合の相談先

等、必要な情報の提供を積極的に行うとともに、地方公共団体や関係機関等と連携し、相談体制

の充実のための必要な取組を進め、本法の実効性が担保されるよう、適時適切に監督を行うこと。

三 特定賃貸借契約に係る被害者救済の観点から、特定転貸事業者等に対する誇大広告等及び不当

な勧誘等の禁止に当たっては、禁止される広告や、「故意に事実を告げず」又は「不実のことを

告げる」行為の類型をガイドライン等において明示すること。あわせて、不当な勧誘等をめぐる

訴訟における被害者の立証責任の軽減を図ること。

四 管理受託契約及び特定賃貸借契約前に説明すべき重要事項については、契約内容の認識の不一

致によるトラブルを防止する観点から、宅地建物取引業法の重要事項説明や災害リスクを踏まえ、

賃貸住宅の所有者の保護が適切に図られる内容とすること。

五 サブリースをめぐり社会的な問題に発展している事例があることを踏まえ、賃貸住宅の所有者

等と特定転貸事業者や勧誘者との間の契約内容の認識の不一致などのトラブルを未然に防止する

観点から、関係省庁、関係事業者等に対して法律の趣旨の周知徹底を図ること。

六 賃貸住宅管理業及び特定転貸事業の適正な運営を確保するため、賃貸住宅管理業者及び特定転



貸事業者に対して、アンケート調査や関係事業者からの聞き取りを通じた実態把握、報告徴収及

び立入検査等を行うことにより、問題事例の早期発見に努め、適時適切に指導・監督を行うこと。

七 登録制度の対象外となる管理戸数が一定規模未満の賃貸住宅管理業者に対しても、業界団体、

地方公共団体と連携し本法制定の趣旨が十分に理解されるよう、周知徹底を図ること。

右決議する。

森林組合法の一部を改正する法律案(閣法第45号)(先議)

（参議院 2.5.11農林水産委員会付託 5.15本会議可決 衆議院 5.28可決）

【要旨】

本法律案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、森林組合の経営基盤の強

化を図るため、組合間の合併以外の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大、事業の執行体制

の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、組合間の多様な連携手法の導入

１ 事業譲渡（森林組合及び森林組合連合会（以下「組合等」という。）が事業の全部又は一部

の譲渡をすることをいう。）をするには総会の決議又は特別決議を経なければならないことと

する。

２ 吸収分割（組合等が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割して他の組合等に承

継させることをいう。）ができることとし、その手続等について定めることとする。

３ 新設分割（２以上の組合等が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立

する森林組合連合会に承継させることをいう。）ができることとし、その手続等について定め

ることとする。

二、正組合員資格の拡大

森林所有者である個人の推定相続人であって、当該個人が所有している森林についてその委託

を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者については、定款で定めるところ

により、正組合員となる資格を有するものとする。

三、事業の執行体制の強化

１ 組合員又は所属員の生産する林産物その他の物資の販売事業を行う組合等にあっては、理事

のうち１人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の

経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないこととする。

２ 組合等は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない

こととする。

３ 組合等がその事業を行うに当たっては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林

業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととする。

四、施行期日

この法律は、令和３年４月１日から施行することとする。

【附帯決議】（2.5.14農林水産委員会議決）

戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中で、森林経営管理法が制定され、また、国有

林野の管理経営に関する法律が改正されたこと等に伴い、森林の経営管理の集積・集約、木材の販

売等の強化、さらにこれらを通じた山元への一層の利益還元の推進が求められている。森林組合に

は、公益的機能の維持増進とともに地域の林業経営の重要な担い手として役割を果たしていくこと

がますます期待されている。

よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一 森林組合に対しては、本法により創設される新たな連携手法の利用促進に向けた制度の周知に

努めるとともに、連携手法を選択しない場合も含め、個々の状況に応じて、経営基盤の強化に向

けた自主的な取組を引き続き支援すること。

二 正組合員資格の拡大に当たっては、後継者等が正組合員として森林組合の運営に参加すること



が促進されるよう、制度の周知を図ること。また、理事に女性や若年者が登用されることが促進

されるよう、必要な施策を行うこと。

三 森林組合が行う林産物の販売等の強化に当たっては、本法により創設される新たな連携手法等

による販売その他の事業活動の拡大を通じ、地域林業の活性化、更には地域経済への貢献が図ら

れるよう指導すること。

四 森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ事業を実施する森林組合が、「意欲と能力のあ

る林業経営者」として、森林経営管理制度や樹木採取権制度の円滑な実施に貢献できるよう、人

材の育成、施業技術の向上等の必要な支援を行うこと。

五 森林経営管理制度の円滑な実施に向けては、森林組合を始めとする林業事業体における新規就

業者の確保及び定着が喫緊の課題となっていることに鑑み、林業就業者の所得の向上、労働安全

対策を始めとする就業条件改善に向けた対策の更なる強化を図ること。

六 台風等の自然災害による森林被害が頻発している現状に鑑み、災害発生を予防し、災害復旧を

迅速化する観点から、倒木の防止や除去等を含め、間伐を始めとする適切な森林整備を推進する

こと。また、市町村が主体となった森林整備の着実な推進に向け、林地台帳の整備、境界の明確

化、森林所有者の明確化等を一層推進すること。

右決議する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第46号)

（衆議院 2.3.12可決 参議院 3.12内閣委員会付託 3.13本会議可決）

【要旨】

本法律案は、新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重大

な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、この法律の施行の日から起算して２年を超えない範

囲内において政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特

別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施しようとするもので

ある。

なお、この法律は、公布の日の翌日から施行する。

【附帯決議】（2.3.13内閣委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）に定める新型インフルエン

ザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）に係る各種の措置は国民生活に重大な影響

を与える可能性のあることに鑑み、定められた要件への該当性については、ウイルスの病原性、

感染力等の科学的知見に基づき、感染者の状況、感染地域を考慮し、慎重に判断すること。その

際、医学・公衆衛生等の専門家の意見を十分踏まえること。

二 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態が発生したと認める判断をするに当たって

は、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴取する

こと。

三 緊急事態宣言をするに当たっては、特に緊急の必要がありやむを得ない場合を除き、国会へそ

の旨及び必要な事項について事前に報告すること。緊急事態宣言を延長する、区域を変更する、

又は解除する場合も同様とすること。

四 特措法に定める政府行動計画に基づき、必要な措置を迅速かつ組織的に幅広く実施すること。

その際、都道府県・市町村等がそれぞれの行動計画等に基づき迅速・的確に施策を実行できるよ

う、政府が持つ情報や学識経験者の意見を提供し、最大限の支援を行うこと。

五 特定都道府県知事及び特定市町村長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフ

ルエンザ等緊急事態措置を実施したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を政府対策本部長に

報告すること。政府対策本部長は、報告を受けた事項を取りまとめるとともに、緊急事態宣言の

実施状況について、適時に国会に報告すること。



六 課題の共有・解決に向け、与野党に対して必要な情報共有を適時、適切に行うとともに、与野

党の意見を尊重して施策の実施に当たること。

七 新型インフルエンザ等が周期的に発生することに鑑み、政府対策本部、都道府県対策本部及び

市町村対策本部等においては、新型コロナウイルスの感染拡大をめぐる事態が行政文書の管理に

関するガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に指定されたことを踏まえ、特に、緊急事態宣

言の決定に至り得る場合においては、会議録等の経過記録と科学的根拠となるデータ保存に万全

を期し、国民への説明責任を果たすとともに、海外関係諸機関との情報共有を行い、次代への教

訓として活用できるようにすること。

八 各種対策を実施する場合においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすること。

また、関係機関に対しても、その旨徹底すること。

九 放送事業者への指定公共機関の指定は限定するとともに、感染症に関する報道・論評の自律を

保障し、言論その他表現の自由が確保されるよう特段の配慮を行うこと。

十 必要と認められる者については、早期にＰＣＲ検査を実施するとともに、健康観察を行うため

の体制を確立すること。

十一 今回の事態により、大幅なマイナス成長になる可能性が極めて高いことを前提に、消費と雇

用に重点を置いた万全の金融・財政政策を講ずること。その際、サプライチェーンの寸断等や風

評被害を含む顧客の大幅減少により大きな経済的影響を受けている中小・小規模企業、個人事業

主・フリーランスのうち、新型コロナウイルス拡大に伴う減収が一定程度を超える事業者に対し

て、事業継続が可能となるよう特に配慮すること。

十二 小学校等の臨時休業により、仕事を休まざるを得なくなった保護者等への支援策や、放課後

児童クラブ等の子供の居場所の確保に万全を期すること。

十三 特措法第45条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数

制限等のより人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が

過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏

まえること。

十四 特措法第45条における施設利用等の制限要請等を行うに当たっては、その実効性の一層の確

保を図るため、当該要請等によって経済的不利益を受ける者への配慮を十分に検討すること。

十五 企業及び個人（奨学金を含む。）に対する貸付条件等について、国から金融機関等に対して

柔軟な対応を要請すること。

十六 生活や経済に支障が生ずる国民や企業が相談できる窓口を開設し、ワンストップで各種支援

制度の申請手続が行えるよう早急に検討すること。その際、緊急的かつ深刻な経済情勢に鑑み、

申請手続における提出書類や各種条件を極力簡素化するとともに、審査は迅速かつ合理的に行う

ようにすること。

十七 過去の経験に照らせば、新型コロナウイルス感染症の影響が、健康問題にとどまらず、経済・

生活問題、さらには自殺リスクの高まりにも発展しかねない状況となっていることを踏まえ、政

府は１人の命も犠牲にしないという強い決意の下に、全国の自治体と連携し、自殺対策（生きる

ことの包括的支援）を万全に講ずること。

十八 国民、企業などが、不必要な混乱を避け、冷静で的確な行動がとれるよう、科学的見地から

も正確で必要十分な情報発信を適時、適切に行うこと。特に、医療従事者、高齢者、障害者、学

校関係者、訪日・在留外国人、海外等への情報発信及び相談・支援体制の構築には最大限留意す

ること。また、ウイルスの肺以外の臓器や血液への影響、排泄物を通じた感染、動物への感染な

どについて、医学的に検証し、その結果についてもきめ細かく情報提供するよう努めること。

十九 農水産品の流通及び輸出入に支障が生じないよう努めるとともに、国産の輸出農水産品につ

いて科学的知見を踏まえて対応し、風評被害防止に努めること。

二十 中小企業金融の返済期限、雇用保険の給付期間の延長などについて、東日本大震災に伴って

実施された期限延長措置にならい、その実施を検討すること。

二十一 感染症対策を一元的に担い、一定の権限を持つ危機管理組織の在り方（日本版ＣＤＣ等の



設置）を検討すること。

二十二 今回の新型コロナウイルス感染症への政府がとった対応について、第三者的立場から、客

観的、科学的に検証し、その結果を明らかにすること。

二十三 特措法の適用の対象となる感染症の範囲（当該感染症に係る法令の規定の解釈により含ま

れるものの範囲を含む。）について、速やかに検討すること。

二十四 感染国から在留邦人、邦人旅行者を早期に出国させるため、出国手段等の確保に万全を尽

くすこと。また、船舶での感染症対策について、国際的な協議を速やかに行うこと。

二十五 新型インフルエンザ等対策等については引き続き国際的な連携を図るとともに、特に発展

途上国での医療体制や公衆衛生の向上に積極的に貢献すること。

右決議する。

科学技術基本法等の一部を改正する法律案(閣法第47号)

（衆議院 2.6.2可決 参議院 6.8内閣委員会付託 6.17本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、科学技術基本法の一部改正

１ 法律の題名を「科学技術・イノベーション基本法」とする。

２ 法律の振興対象に「人文科学のみに係る科学技術」及び「イノベーションの創出」を加える。

３ 「科学技術の振興に関する方針」を「科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針」

とし、同方針に、科学技術・イノベーション創出の振興は、研究者等及び研究開発の成果を活

用した新たな事業の創出を行う人材の創造性が十分に発揮されることを旨として行われなけれ

ばならない旨等を加える。

二、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正等

１ 法律の対象に「人文科学のみに係る科学技術」を加える。

２ 成果を活用する事業者等に対する出資等の業務を行うことができる研究開発法人として国立

研究開発法人防災科学技術研究所等の５つの法人を追加するとともに、研究開発法人の出資先

事業者が民間事業者等と共同研究等を実施できることを明記する。

３ 中小企業技術革新制度について、イノベーションの創出を促進する観点から、根拠規定を中

小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に移管するとと

もに、国等が研究開発課題を設定して中小企業者等に交付する指定補助金等を指定する等の見

直しを行う。

三、内閣府設置法の一部改正等

１ 内閣府の特別の機関として、科学技術・イノベーション推進事務局を設置する。

２ 健康・医療戦略推進本部に関する事務を内閣官房から内閣府に移管するとともに、内閣府の

特別の機関として、健康・医療戦略推進事務局を設置する。

四、施行期日

この法律は、令和３年４月１日から施行する。

【附帯決議】（2.6.16内閣委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 科学技術・イノベーション基本法の目的に「科学技術の水準の向上」に加え、「イノベーショ

ン創出の促進」が追加されることにより、今後の科学技術政策がイノベーション創出に偏重する

ことのないよう、科学技術基本法の本来の目的である科学技術の振興とイノベーション創出のバ

ランスに十分留意すること。

二 第２期科学技術基本計画の計画期間以降、政府研究開発投資目標が達成されていない現状に鑑

み、本法により「人文科学のみに係る科学技術」が科学技術・イノベーション基本法の対象に追

加され、振興対象とする研究の幅が広がることも踏まえ、科学技術関係予算の拡充に努めること。



三 本法において、新たに研究開発法人及び大学等並びに民間事業者についても責務規定を設けた

ことを踏まえ、これらの者がイノベーション創出や人材育成・人材活用などに積極的に努めるこ

とができるよう、適切な措置を講ずること。

四 本法により、科学技術・イノベーション基本計画の策定事項に人材等の確保・養成・資質の向

上、適切な処遇の確保に関する施策等が追加されることに鑑み、我が国における科学技術の水準

の長期的な向上を図るため、研究者等の雇用の安定を確保するとともに、ポストドクターを含む

若手研究者に自立と活躍の機会を与える環境を整備するよう努めること。

五 研究・技術開発の現場におけるダイバーシティーが成果につながるという知見に基づき、女性

研究者や外国人研究者が活躍できる環境を整備するよう努めること。

六 中小企業技術革新制度（日本版ＳＢＩＲ制度）について、中小企業者等によるイノベーション

創出の促進が実効的になされるよう、制度を適切にマネジメントすることのできる人材の育成・

配置を行うほか、制度全体の実績等の評価を専門家の知見を活用しつつ段階的かつ定期的に行う

とともに、それを踏まえ必要な運用見直しを適宜適切に行うこと。

七 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、研究開発法人及び大学等並びに民間事業者にお

ける研究開発の遅れや、産学官連携の共同研究等の縮小など、研究・技術開発の現場への影響を

速やかに調査・分析し、適切な措置を講ずること。

右決議する。

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第48号)

（衆議院 2.5.28可決 参議院 6.1内閣委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、個人情報の保護に関する法律の一部改正

１ 個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、個人の権利利益を害するおそれが大きい個人デー

タの漏えい等の事態が生じたときは、個人情報保護委員会に報告し、本人に通知しなければな

らない。

２ 個人情報取扱事業者は、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を

得ようとする場合には、あらかじめ、当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなけ

ればならない。

３ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより

当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等の一定の場合には、当該保有個

人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。

４ 個人情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別する

ことができないように加工したものを仮名加工情報と定義する。仮名加工情報取扱事業者（個

人情報取扱事業者である者に限る。以下同じ。）は、一定の場合を除き、特定された利用目的

の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報（個人情報であるものに限る。以下同じ。）を取

り扱ってはならない。

５ 仮名加工情報取扱事業者は、一定の場合を除き、仮名加工情報である個人データを第三者に

提供してはならない。

６ 仮名加工情報については、個人情報取扱事業者の義務に関する規定の一部は、適用しない。

７ この法律は、個人情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連し

て、国内にある者を本人とする個人情報等を、外国において取り扱う場合についても適用する。

８ 個人情報保護委員会による命令に違反した行為者に対する法定刑を１年以下の懲役又は100

万円以下の罰金に引き上げるとともに、両罰規定による法人等に対する罰金の上限額を１億円

に引き上げる。

二、一の１の規定の整備等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に



関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について所要

の改正を行う。

三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

【附帯決議】（2.6.4内閣委員会議決）

高度情報通信社会の進展に伴い集積される個人情報の利活用に際し、個人の権利利益の保護を図

りながら個人情報の利活用を行うことが、より良い社会環境の発展のために一層重要な課題になっ

ていることを踏まえ、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきで

ある。

一 個人情報に関する定義等を政令等で定めるに当たっては、国民に分かりやすいものとなるよう、

消費者や事業者等多様な主体から広く丁寧に意見を聴取し、保護対象を可能な限り明確化する等

の措置を講ずること。

二 匿名加工情報及び仮名加工情報の規定の趣旨が個人の権利利益の保護を図りながら個人情報の

利活用を行うものであることに鑑み、個人情報取扱事業者が匿名加工情報及び仮名加工情報を作

成する際に必要となる基準を個人情報保護委員会規則で定めるに当たっては、個人の権利利益の

保護と個人情報の利活用との均衡について十分に配慮すること。

三 個人情報の不適正な利用の禁止に関しては、個人の権利利益を保護しつつ個人情報の適切な利

活用を促すため、ガイドライン等において、「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ

れがある方法」の具体的な事例を挙げるなど、可能な限り明確化を図ること。

四 個人情報の漏えい等の報告及び本人への通知の義務化の対象を個人情報保護委員会規則で定め

るに当たっては、国民及び個人情報取扱事業者に分かりやすいものとなるよう、消費者や事業者

等多様な主体から広く丁寧に意見を聴取し、義務化の対象となる要件を可能な限り明確化するこ

と。また、漏えい等事案の発生が認知されずに必要な措置が不十分になるような事態及び本人が

被害・影響を受けるような事態が生じないようにするために必要な措置を講ずるとともに、その

運用状況や実態を踏まえ、更なる措置についても検討すること。

五 保有個人データの開示方法、第三者提供記録の本人開示、利用停止・消去権等の個人の権利の

拡充に伴い、その目的と実効性を確保するため、消費者及び事業者等に分かりやすく、その趣旨

や利用停止等の請求が可能となる「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある」場合及

び事業者が請求に応じないことが例外的に許容される場合の事例等をガイドライン等で具体的に

示すなど、必要な措置を講ずること。

六 個人関連情報の第三者提供の制限等については、その実効性を確保するために解釈基準を明確

にするなど適切な運用が図られるようにするとともに、その運用状況を把握して適正な個人情報

の保護と利活用について更なる検討を行うこと。

七 本法の域外適用の強化に当たっては、外国事業者に対して関係規定を確実に適用できるよう、

外国執行当局との一層の協力体制の構築・維持に努めること。

八 違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、課徴金制度の導入については、我が国

他法令における立法事例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討を行うこと。

九 民間、行政機関等における個人情報保護に係る規定や地方公共団体の個人情報保護制度に係る

国と地方の役割分担等について議論を進め、法律による一元化を含めた規律の在り方について早

急に検討すること。

十 情報通信技術の急速な進展に伴い個人情報の利活用が高度化していることにより、データの利

活用による個人の権利利益に対する影響が多様化していることから、個人の権利利益の保護を図

りながら個人情報の利活用を行うよう、個人情報保護委員会は、民間の実態を常に広く把握し、

制度面を含めた検討を随時行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

十一 個人の権利利益の保護とデータの利活用とのバランスを考慮に入れつつ、情報通信技術の進

展等を踏まえ、３年後を目途とする見直しまでに不断の情報収集と制度の改善策の検討を行うこ

と。また、見直しに当たっては、ＥＵにおけるＧＤＰＲ（一般データ保護規則）など諸外国の事



例を参考にすること。

十二 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための接触確認アプリ等のツールを導入する際

には、諸外国における活用の実態と課題を踏まえ、個人に関する情報の収集範囲や利用プロセス

の透明性を確保するとともに、利用目的を明確にし、収集する情報は必要最小限のものとするこ

と。

右決議する。

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律

案(閣法第49号)

（衆議院 2.5.26可決 参議院 5.27文教科学委員会付託 6.5本会議可決）

【要旨】

本法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、インター

ネット上の著作権侵害等による被害の拡大を防止するための措置等を講じようとするものであり、

その主な内容は次のとおりである。

一、侵害著作物等に係るリンク等の提供により侵害著作物等の利用を容易にする行為であって、公

衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等（以下「リーチサイ

ト等」という。）において行う行為等を、著作権等を侵害する行為とみなす。

二、一の行為を行った者及びリーチサイト等を運営する者等について罰則を科す。

三、私的使用目的で行う録音及び録画以外の複製のうち、著作権（翻訳以外の方法により創作され

た二次的著作物の利用に係る権利を除く。）を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方

式の複製（軽微なものを除く。）（以下「特定侵害複製」という。）を、特定侵害複製であること

を知りながら行うものに、複製権が及ぶこととする。ただし、著作権者の利益を不当に害しない

と認められる特別な事情がある場合を除く。

四、三の複製権が及ぶ複製のうち、有償著作物の複製（以下「有償著作物特定侵害複製」という。）

を、有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行う行為を継続的に又は反復して行った者

について罰則を科す。

五、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用に関する権利制限規定について、著作権

者等の許諾なく利用できる範囲を拡大する。

六、行政手続に係る権利制限規定の整備、著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入、著作権

等侵害訴訟における証拠収集手続の強化、アクセスコントロール等に関する保護の強化及びプロ

グラムの著作物に係る登録制度の整備を行う。

七、この法律は、一部の規定を除き、令和３年１月１日から施行する。

【附帯決議】（2.6.4文教科学委員会議決）

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、海賊版サイトの形態は多種多様であり、本法の措置では対応ができないストリーミング形式を

採用している海賊版サイト等も存在することを踏まえ、本法による規制にとどまらず、今後とも

あらゆる手段を通じて海賊版対策の徹底に向けた取組を政府一丸となって行うこと。

二、侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サーバーを利用

する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在することも踏まえ、迅速かつ

円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業者等との更なる連携強化を促進し、

実効性のある違法アップロード対策の実現に努めること。

三、政府は、海賊版対策を講じるための専門的知見、人的資源、資金等が不十分な中小企業等を支

援するため、海賊版対策の構築に係る専門的知見の提供や経費の補助等の様々な支援策を講じる

よう努めること。

四、本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報収集等の萎

縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっていることを踏まえ、本法附



則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当たっては、分かりやすいガイドライ

ン等を作成するとともに、インターネット上や学校現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万

全を期すこと。

五、政府は、関係者による議論の状況等を踏まえつつ、演奏権等の要件としての公衆に直接見せる

又は聞かせる目的の範囲について、必要に応じて社会通念や妥当性の観点から検討するとともに、

その結果に基づいて必要な見直しを行うよう努めること。

六、デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、従来は受信者であった国民が同時に発信者にもな

る時代が到来し、著作物の利用・流通形態の多様化が今後さらに進行することが想定されること

に鑑み、政府は、権利の保護と著作物の円滑な利用の促進とのバランスに十分留意しつつ、時代

に即した著作権法制となるよう、その在り方について不断の検証を行うこと。

右決議する。

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

等の一部を改正する法律案(閣法第50号)

（衆議院 2.6.2可決 参議院 6.8経済産業委員会付託 6.12本会議可決）

【要旨】

本法律案は、中小企業による事業承継の円滑化を図るため、信用保証協会による保証について経

営者の個人保証を求めない保証の創設、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画における事業承
けん

継支援並びに代表者交代に伴う事業承継に関する支援体制の整備等の措置を講じようとするもので

あり、その主な内容は次のとおりである。

一 経営者の個人保証を求めない保証の創設

事業承継に併せて保証債務を借り換える中小企業者又は他の事業者からその不可欠な資産を取

得して事業承継を行う中小企業者であって、経済産業大臣の認定を受けた者について、経営者の

個人保証を求めない保証を創設する。

また、経営力向上計画又は地域経済牽引事業計画に従って行われる事業承継等に必要な資金に

係る債務の保証を受けた中小企業者について、経営者の個人保証を求めない保証を創設する。

二 中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例

地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業者が、事業拡大により中小企業者要件を満たさ

なくなった場合においても、当該計画期間中は、引き続き中小企業者であるものとみなして、中

小企業信用保険法の特例等の支援措置を継続する。

三 中小企業者等の外国関係法人等（海外子会社等）に対する支援措置の拡充

経営力向上計画の認定又は地域経済牽引事業計画の承認等を受けた中小企業者等について、そ

の外国関係法人等に対して株式会社日本政策金融公庫が直接融資等を行うことができる特例を設

ける。

四 代表者交代に伴う事業承継に関する支援体制の整備等

産業競争力強化法に規定される認定支援機関の行う業務として、親族内承継支援業務及び経営

者個人の保証債務整理支援業務を追加する。

五 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

【附帯決議】（2.6.12経済産業委員会議決）

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 事業承継の際の障壁となっている経営者保証の解除については、本法により新たに措置される

信用保証制度の効果や活用状況を適時検証し、必要に応じ更なる対応策について検討を行うこと。

また、経営者保証に依存しない融資を一層促進するため、「経営者保証に関するガイドライン」

及び同ガイドラインの特則の周知を図るとともに、中小企業と金融機関の橋渡し役となる経営者



保証コーディネーター等が効果的に機能し、適切な運用が促進されるよう努めること。

二 事業承継の円滑化が我が国経済の持続的な成長や地域における雇用の維持に極めて重要である

ことに鑑み、第三者承継への更なる支援や中小Ｍ＆Ａ市場の活性化等の施策を適切に講ずること。

三 中小企業の海外展開支援については、海外生産拠点の分散化や国内生産拠点の再構築等の必要

性も踏まえつつ、中小企業のニーズに対応して、資金調達面のみならず、情報提供やマッチング

支援等、総合的な支援の一層の充実強化を図ること。

四 各種計画制度については、事業者にとって使い勝手の良いものとなるよう引き続き適切な見直

しを行うとともに、それら制度が今後の中小企業の発展につながるよう更なる環境整備に努める

こと。なお、計画の申請手続については、書類の簡素化等により、事業者の負担軽減を図るとと

もに、事業者間のデジタル・デバイド（情報格差）にも十分配慮しつつ、計画の電子申請を推進

すること。

五 新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業・小規模事業者の廃業や倒産を回避するた

め、予算・税制・金融面での必要な支援策の検討を含め、万全の対策を講ずること。

右決議する。

大気汚染防止法の一部を改正する法律案(閣法第51号)

（衆議院 2.5.19可決 参議院 5.20環境委員会付託 5.29本会議可決）

【要旨】

本法律案は、平成26年に施行された改正大気汚染防止法附則に定める施行状況の検討により判明

した課題等に対応するため、建築物の解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するための措置を講

じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、現行において規制対象外である石綿含有成形板を含む、全ての石綿含有建材を規制の対象とす

るための規定の整備を行う。

二、不適切な解体等工事前の建築物の調査を防止するため、当該調査の方法を定めるとともに、元

請業者に対し、石綿含有建材の有無にかかわらず当該調査結果を都道府県知事に報告し、また、

当該調査に関する記録を作成・保存することを義務付ける。

三、吹付け石綿等が使用されている建築物の解体等工事において、隔離等の飛散防止措置を講じず

に除去した者等に対する直接罰を導入する。

四、不適切な除去等作業を防止するため、元請業者に対し、作業結果の発注者への報告や作業に関

する記録の作成・保存を義務付ける。

五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

【附帯決議】（2.5.28環境委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一、石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必

要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必

要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公共団体等の事例を参考にして調

査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。

二、規制対象となる解体等工事が大幅に増加することが見込まれることにかんがみ、関係省庁や都

道府県等が連携し、建築物石綿含有建材調査者講習等により専門性を有する十分な人材を確保す

るよう努めること。

三、石綿に係る調査等の信頼性を担保するため、事前調査及び作業後の確認の施行の状況を踏まえ、

第三者による事前調査及び作業後の確認の実施も含め、必要に応じて対策を検討すること。

四、石綿に係る特定粉じん排出等作業において、被覆等の石綿の除去以外の方法による作業につい

ても石綿の飛散の可能性がある場合には、除去の場合と同様に、隔離や集じん・排気装置の使用

等必要な作業方法を法令上明確に定めるよう検討すること。



五、石綿の除去等に関する作業の安全性と信頼性を向上させるため、特定粉じん排出等作業にあた

る事業者に対し、本法の周知及び施行に係る技術的情報の提供に努めること。

六、解体等工事の規制に関し、環境保全等の観点から、環境省、厚生労働省及び国土交通省等の関

係省庁間の連携を強化し、より実効性のある石綿飛散防止対策を行うこと。

七、国民の生活の安全・安心を確保するため、解体等工事における石綿の飛散の防止を図るととも

に、石綿の除去を着実に推進することについて、関係省庁間及び地方公共団体との連携などの必

要な措置を検討すること。

八、石綿含有建材のデータベースの周知などにより、建築物等の所有者や解体等を行う事業者が石

綿含有建材の使用状況を容易に把握できるようにするとともに、把握した情報を活用し、災害時

の建築物の倒壊等による石綿飛散の防止に向けて万全を期すること。

九、新たに石綿含有成形板等のレベル３建材が法規制の対象となり、また、都道府県の報告徴収及

び立入検査の対象が下請業者に拡大されるなど、石綿の飛散防止のための都道府県の役割が大幅

に拡大され、都道府県が規制権限及び調査権限を適時適切に、必要な場合は届出のあった現場以

外の解体等工事の現場についても行使する責務を全うすることが周辺住民の生命及び身体の安全

を確保することに不可欠であることから、国がマニュアルを整備することなどにより、都道府県

の職員の専門知識や対応能力の向上に努めること。

十、解体等工事において、石綿飛散の被害者となり得る周辺住民との間に情報共有や意見交換が行

われることが安全な工事の実施のために重要となることから、解体等工事におけるリスクコミュ

ニケーションが進むよう必要な措置の検討を行うこと。

十一、作業基準違反等の事例の調査分析が、今後の規制の在り方の検討のために重要であることか

ら、作業基準違反等の事例の把握に努めること。

十二、石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事の増加により、石綿飛散の危険性が一層高ま

ることから、石綿による健康被害救済制度の施行状況を把握するとともに、石綿関係の疾患等に

係る最新の知見等を収集し、適切な救済の実施に向けた必要な見直しを行うこと。

十三、本法附則第５条による施行後５年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の規定の

施行状況を踏まえ、必要があると認める場合には、適宜適切に所要の措置を講ずること。

右決議する。

国家公務員法等の一部を改正する法律案(閣法第52号)

（衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成30年８月10日付けの意見の申出に鑑み、国家公

務員の定年を段階的に年齢65年に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転

任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、年齢60年を超える職員に係る給与及び退職

手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするものである。

地方公務員法の一部を改正する法律案(閣法第53号)

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられるととも

に、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられ

ること等を踏まえ、地方公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再

任用短時間勤務の制度を設ける等の措置を講じようとするものである。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する

法律案(閣法第54号)



（衆議院 2.4.29可決 参議院 4.29財政金融委員会付託 4.30本会議可決）

【要旨】

本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状

況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずるものであり、その主な内容は

次のとおりである。

一、納税の猶予制度の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年２月以降の収入に相当の減少があり、納付す

ることが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで１年間納税を猶予する特例を設け

る。

二、欠損金の繰戻しによる還付の特例

資本金１億円超10億円以下の法人の令和２年２月から令和４年１月までの間に終了する各事業

年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を可能とする特例

を設ける。

三、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例

政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に

対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合、当該金額（上限20万円）を寄附金控除

の対象とする。

四、住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和２年12月までに居住の

用に供することができなかった場合等についても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の

用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化する。

五、その他

消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例を設けるとともに、特別貸付けに係る契約

書の印紙税を非課税とする等、所要の措置を講ずる。

六、施行期日

この法律は、公布の日から施行する。

なお、本法律施行に伴う租税減収見込額は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のた

めの措置による影響の全容等が不明であることから、現時点では見込まれていない。

【附帯決議】（2.4.30財政金融委員会議決）

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 納税の猶予制度の特例措置については、その立法趣旨を踏まえ、事業者の事業の状況等を十分

に配慮した公平かつ適正な運用を行うとともに、関係機関の協力を得つつ、納税等の事務負担の

軽減に向けた環境整備に万全の対策を講ずること。

二 新型コロナウイルス感染症の収束状況等を踏まえ、納税の猶予制度の特例措置については、そ

の延長の要否に関して必要な検討を行うとともに、同特例措置の適用状況を把握した上で、国会

への報告を行うこと。

三 今後の新型コロナウイルス感染症の収束状況等を勘案し、更なる税制措置等の必要性を検討す

ること。

四 納税の猶予制度の特例措置に対応する国税職員の体制強化及び新型コロナウイルス感染症への

国税職員の感染防止措置について、万全の対策を講ずること。

右決議する。

地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第55号)

（衆議院 2.4.29可決 参議院 4.29総務委員会付託 4.30本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。



一、固定資産税及び都市計画税

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度分に限り、償却資産及び事業用家屋

に係る固定資産税及び都市計画税の負担を２分の１又は０とする。

二、徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者について、無担保

かつ延滞金なしで１年間、徴収を猶予する特例を設ける。

三、車体課税

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置について、適用期限を

令和３年３月31日まで延長する。

四、その他

１ 固定資産税の減収を補塡する措置等を講ずる。

２ この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の

一部を改正する法律案(閣法第56号)

（衆議院 継続審査）

【要旨】

本法律案は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催を令和３年に延期

することに伴い、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置期限を

延長し、及び同年における国民の祝日に関する法律の特例を定めるとともに、法人住民税、法人事

業税、所得税及び法人税の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講じようとするものである。

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第57号)

（衆議院 2.6.10可決 参議院 6.12内閣委員会付託 6.12本会議可決）

【要旨】

本法律案は、最近の地域経済をめぐる状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた

地域経済の活性化を引き続き図るため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の期限を延長しよ

うとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、再生支援決定等の期限の延長

再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限（平成33年３月

31日）を令和８年３月31日に延長する。

二、業務の完了期限の延長

一の決定に係る業務及び特定専門家派遣決定に係る業務について、完了するよう努めなければ

ならない期限（平成38年３月31日）を令和13年３月31日に延長する。

三、その他

その他所要の規定を整理する。

四、施行期日等

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の株式会社地域経済活

性化支援機構法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第58号)

（衆議院 2.6.10可決 参議院 6.12財政金融委員会付託 6.12本会議可決）

【要旨】

本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対処して金融



機関等の経営基盤の充実を図るため、金融機関等の資本の増強に関する特別の措置を講じ、金融機

関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するものであり、その主な

内容は次のとおりである。

一、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例

信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したこ

とその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務

を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった金融機関等が国の資本

参加の申込みをする場合には、以下の特例を設ける。

１ 経営強化計画の記載事項の特例

収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべき経

営の改善の目標、従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項につ

いては、経営強化計画への記載を不要とする。

２ 国の資本参加の要件の特例

経営強化計画の実施により収益性及び業務の効率の向上等が見込まれること等については、

資本参加の要件から除外するなど、国の資本参加の要件の特例を設ける。

３ 国の資本参加の選択肢の多様化

銀行等に対する資本参加に係る資本の種類については、優先株式に限らないこととするとと

もに、劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借も可能とする。

二、国の資本参加の申込みをする期限の延長

金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を令和８年３月31日まで４年間延長する。

三、施行期日

この法律は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

【附帯決議】（2.6.12財政金融委員会議決）

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 本法に基づく特例措置の運用に当たっては、経営強化計画に盛り込む地域経済の再生に資する

方策の実効性を確保することなどを通じて、新型コロナウイルス感染症等の影響を受ける中小企

業者・小規模事業者に対する金融の更なる円滑化に資するものとなるよう、十分に配意すること。

二 本法に基づく特例措置が、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた金融機関等に国が資本

参加を行うことにより、中小企業者・小規模事業者を支え、地域経済の活性化を図るために設け

られたことを踏まえ、その趣旨を的確に周知することにより、資本参加を必要とする金融機関等

が本特例措置を効果的に活用できるよう配慮すること。

三 本法に基づく特例措置によって資本参加を受けた金融機関等における財務的負担を軽減する観

点から、本特例措置における国の資本参加に係る金融機関等のコストをできる限り低減するよう

に配慮すること。

四 資本参加を受けた金融機関等に対するモニタリングの充実などを通じて、中小企業金融の円滑

化や地域経済の活性化に向けた政策効果の発現を検証するとともに、新型コロナウイルス感染症

の収束状況や経済情勢等を踏まえ、申請期限の到来前であっても必要に応じて本特例措置の見直

しについて検討すること。

五 本法に基づく特例措置を含め、国の資本参加制度については、その政策効果等の不断の検証を

行うとともに、リスク管理も含めた適時適切な実施に努めること。

六 新型コロナウイルス感染症等の影響により我が国の経済金融情勢及び雇用情勢が厳しさを増す

中で、これまでに実施されている各種の金融上の措置については、引き続き迅速かつ弾力的な対

応が行われるよう特段の配慮を行うとともに、雇用の維持と事業の継続、経済活動の回復等に向

けた資金需要に適切に応える対策を講ずること。

右決議する。



新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する

法律案(閣法第59号)

（衆議院 2.6.10可決 参議院 6.12厚生労働委員会付託 6.12本会議可決）

【要旨】

本法律案は、新型コロナウイルス感染症等が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、

雇用保険法の特例等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、雇用保険の受給資格者のうち一定の者については、公共職業安定所長が、新型コロナウイルス

感染症についての新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況等の事情を勘案し、所定の基

準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合にお

いては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給すること

ができる。

二、政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロ

ナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させている期間について賃金の支払を受けること

ができなかった雇用保険の被保険者に対して、雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症

対応休業支援金を支給する事業を実施することができ、賃金の支払を受けることができなかった

被保険者でない労働者（厚生労働省令で定める者を除く。）に対して、予算の範囲内において、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができる。

三、国庫は、経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場

合には、予算で定めるところにより、令和２年度及び令和３年度における求職者給付等に要する

費用の一部を負担することができる。

四、国庫は、令和２年度及び令和３年度における新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び新

型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用調整助成金等を支給する事業に要する費

用の一部を負担するものとし、国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰

り入れるものとする。

五、令和２年度及び令和３年度において、雇用勘定の積立金は、育児休業給付費又は雇用安定事業

費（雇用調整助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業に要する費用

に限る。）を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰

り入れることができる。

六、この法律は、公布の日から施行する。

【附帯決議】（2.6.12厚生労働委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、本法に基づく「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」（以下「休業支援金」という。）及

び休業支援金に準じた特別の給付金が創設された場合でも、事業主はその責に帰すべき事由によ

る休業の場合においては労働基準法第26条に基づく休業手当を支払う義務を免れるものではな

く、雇用調整助成金を活用して積極的に労働者の雇用維持を図ることが基本であることについて、

引き続き周知徹底及び必要な指導を行うこと。

二、休業支援金の申請に必要な書類及び関連情報について、労働者又は都道府県労働局長からの求

めがあった場合には事業主は速やかに協力・対応すべきであり、その旨、通達等により、事業主

及び労働者双方への周知徹底を図ること。

三、休業支援金については、何より迅速な支給が求められることから、本法の施行後、速やかに申

請受付が開始されるよう最大限の努力を払うとともに、申請に必要な書類や手続のできる限りの

簡素化を図り、速やかな支給に向けた十分な体制を整備すること。また、給付額の決定に用いら

れる休業前賃金の算定においては、新型コロナウイルス感染症等の影響で減収となった期間が基

準とならないよう柔軟な制度設計を行うこと。

四、雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講ぜられる前に休業手当を支払って雇用調整助成金の支

給を受けた事業主が当該措置に応じて休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額



分の追加の支給が可能であることを周知するとともに、労使間で協定を再締結すること等により

休業手当が追加支給された場合には、再申請による助成金の追加支給をできるだけ速やかに実施

すること。また、雇用調整助成金の支給の迅速化については、申請書類の更なる簡素化や申請受

付・審査体制の一層の強化を図るとともに、オンライン申請については運用停止が繰り返されて

いる問題を踏まえ、再発防止を徹底した上で可能な限り早期の運用再開を図ること。

五、休業支援金の支給対象とならない労働者の中にも、休業手当が適切に支払われていない労働者、

特に短時間労働者や派遣労働者などの非正規雇用労働者が多数存在する実態を十分に認識し、引

き続き事業主には積極的な雇用の維持や休業手当の支払を求めるとともに、その他の生活・生計

支援策も最大限に活用して当該労働者の生活を支えること。

六、派遣労働者、特に登録型や日雇型の派遣労働者については、三角関係の雇用契約の中でとりわ

け弱い立場に置かれている者が多数存在することから、派遣先・派遣元事業主に対して現在有効

な派遣契約・雇用契約の維持・継続に努めること及び休業の際に休業手当を支払うことを強く要

請するとともに、既に派遣契約・雇用契約が終了している派遣労働者については、早急に次の派

遣先が確保されるよう最大限の努力を行うことや、派遣元の従業員として雇用契約を締結し、休

業手当の支払や休業支援金の支給対象となるよう努めることなど、政府として積極的な要請・指

導を行うこと。

七、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例について、全国の公共職業安定所において

統一的な取扱いがなされるよう、適用基準の明確化を図ること。

八、今後の失業者数の増減や求人数の増減の動向などを注意深くモニターしつつ、失業者の安定的

な求職活動を支える措置を積極的に講じていくこと。また、求職者給付や職業訓練受講給付金を

受給できない失業者に対する生活支援策の拡充・強化を検討し、必要な措置を講ずること。

九、今後、企業の倒産・廃業・休業の動向や失業者数・休業者数の動向などを注意深くモニターし、

国民の生活、暮らし、雇用の維持・確保を最大の使命と位置付け、引き続きの雇用・生計維持の

ための政策を前例にとらわれずに講じていくこと。とりわけ生活保護制度が最後のセーフティ

ネットとして確実に機能し、保護されるべき国民が迅速かつ適切に保護されるよう、地方自治体

に対する要請や財政措置を徹底すること。

十、国は、地方自治体等が、労働基準法が適用される職員に対し、新型コロナウイルス感染症等の

影響により休業させた場合は、同法第26条に基づき休業手当を支払うよう、必要な措置を講ずる

こと。

右決議する。

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第200

回国会閣法第12号)

（衆議院 第200回国会元.12.3可決 参議院 第200回国会12.9法務委員会付託 2.4.10本会議可決

衆議院 5.22可決）

【要旨】

本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の

一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続につ

いての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あ

わせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可

能とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、国際仲裁事件及び国際調停事件についての手続の代理の規定の整備

１ 外国法事務弁護士等が手続等を代理することができる「国際仲裁事件」の定義規定を見直し、

当事者全部が国内に本店等がある場合でも、当事者や準拠法等について外国との一定の関連性

がある場合には「国際仲裁事件」とする。

２ 「国際調停事件」の定義規定を新設し、外国法事務弁護士等によるその手続の代理を可能と



する。

二、職務経験要件の緩和

外国法事務弁護士となるための承認要件の１つである職務経験要件について、資格取得国等に

おける職務経験として必要とされる３年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の

上限を１年から２年に拡大する。

三、弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設

弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事

務弁護士共同法人制度を創設し、弁護士である社員は法律事務一般につき、外国法事務弁護士で

ある社員は外国法に関する法律事務等に限り、業務執行することができるとするなど、所要の規

定の整備を行う。

四、施行期日

一及び二については、公布の日から起算して３月を経過した日から、三については、公布の日

から起算して２年６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

【附帯決議】（2.4.7法務委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 企業の国際取引の増加等に伴い需要が拡大している外国法サービスや、本法の施行により我が

国でも活性化が期待される国際仲裁及び国際調停の担い手となり得る日本の弁護士その他の法務

人材の養成に向けて、人材育成その他の必要な取組を行うこと。

二 日本法令の外国語訳を迅速に提供するなど、我が国における国際仲裁及び国際調停、ひいては

国際ビジネスの活性化に向けた環境整備に取り組むこと。

三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度について、本制度を利用した外国法事務弁護士による

権限外の業務に対する不当関与等の懸念が示されていることを踏まえ、本制度の運用状況を注視

し、必要に応じて更なる措置を講ずること。

四 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度における外国法事務弁護士が執行できる業務の範囲及

び権限外の業務に対する不当関与の禁止の規定等について、企業を含む関係者に対し、十分な周

知・説明を行うこと。

右決議する。



本院議員提出法律案

公職選挙法の一部を改正する法律案(参第１号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、選挙の浄化に資するため、政党の選挙区支部による選挙区内にある者に対する寄附

を禁止しようとするものである。

政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第２号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治団体について、その目的に関連す

る支出又は政治活動に関連する支出以外の支出をしてはならないこととすること等を内容とするも

のである。

租税特別措置法の一部を改正する法律案(参第３号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、公職にある者の政治活動に対する国民の信頼の確保を図るため、衆議院議員、参議

院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者

が支出する政治活動に関する寄附に係る支出金について、寄附金控除の特例又は所得税額の特別控

除の規定を適用しないこととするものである。

政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第４号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、法人その他の団体の政治活動に関する

寄附を全面的に禁止するとともに、政治資金団体の制度を廃止しようとするものである。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第５号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、議長、副議長及び議員は、文書通信交通滞在費の使途をその属する議院の議長に報告し、議長

は、その報告に係る文書通信交通滞在費の使途を公開しなければならないこと。

二、文書通信交通滞在費について、月の途中で任期が開始した場合又は月の途中で任期満限、解散、

死亡等の事由が生じた場合には、日割計算によって支給すること。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第６号)

（参議院 2.4.24議院運営委員会付託 審査未了）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、議長、副議長及び議員の受ける歳費については、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

律（以下「歳費法」という。）第１条及び国会法第35条の規定にかかわらず、当分の間、歳費月

額から、歳費月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずること。



二、議長、副議長及び議員の受ける期末手当については、歳費法第11条の２第２項及び第11条の４

の規定にかかわらず、一の適用がある間、議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、

当該額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずること。

三、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）

から施行すること。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第７号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、当分の間、議長、副議長及び議員が国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

の規定に基づいて支給を受けた歳費及び期末手当の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、

当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第199条の２（公職の候補者等の寄附の禁止）

の規定は、適用しないこととするものである。

国家公務員の人件費の総額の削減の推進に関する法律案(参第８号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、我が国の厳しい財政状況に対処するためには一層の歳出の削減が不可欠であること

等に鑑み、国家公務員の人件費の総額の削減を図るための施策を総合的に推進するため、当該施策

について、国の責務を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、総人件費

削減推進本部を設置しようとするものである。

大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律案(参第９号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、大規模な災害からの復興のための施策を実施するために必要な国の財源については、

国の資産、剰余金及び積立金を最大限活用するものとし、これによってもなお不足する場合におい

ては、当該不足する財源の確保は、まず可能な限り国会議員の歳費及び手当、一般職の国家公務員

の給与その他公務員の人件費の削減及びこれに係る措置で国が行うものによるものとし、安易に税

制上の措置によらないものとすることについて定めようとするものである。

地方自治法の一部を改正する法律案(参第10号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、政務活動費に係る不適正な支出に関する事例が生じていることに鑑み、提出された

政務活動費に係る収入及び支出の報告書のインターネットの利用その他の適切な方法による公表並

びに提出された当該報告書に関する協議の場の設置により、政務活動費に係る支出の適正を確保し

ようとするものである。

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案(参

第11号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、立法事務費について、政治資金規正法第６条第１項の規定による届出のあった政治

団体で議院におけるその所属議員が１人の場合には、交付しないこととしようとするものである。



国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第12号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、各議院の役員等に支給される議会雑費を廃止しようとするものである。

裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(参第13号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を

廃止しようとするものである。

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(参第14号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、議員秘書が、一般職公務員の例に準じて、通勤手当を受けることとしようとするも

のである。

公職選挙法の一部を改正する法律案(参第15号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、国会議員自らによる身を切る改革の一環として参議院議員の定数を218人とすると

ともに、参議院議員の選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の

民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の比例代表選挙及び選挙区選挙の制度に代

えて全国の区域を分けて11の選挙区とする選挙制度を導入しようとするものである。

政策金融改革の着実な達成を図るための株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本

政策投資銀行法を廃止する等の法律案(参第16号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、政策金融改革が平成18年６月27日において行政改革推進本部が決定した設計どおり

に進行していない現状に鑑み、必要な政策金融改革の着実な達成を図るため、株式会社商工組合中

央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法を廃止するとともに、政府が保有する株式会社商工組合

中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の株式の処分等について定めるものである。

独立行政法人都市再生機構の完全民営化の推進に関する法律案(参第17号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、独立行政法人都市再生機構の業務を全て民間に委ねることが可能となっており、こ

れを全て民間に委ねることがより自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、同機構を完

全民営化することを定めるとともに、同機構の完全民営化の推進に関し、基本理念を定め、及び国

の責務を明らかにし、並びに同機構の完全民営化に関し必要な措置を定めることにより、同機構の

完全民営化を着実に推進しようとするものである。

農地法の一部を改正する法律案(参第18号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）



【要旨】

本法律案は、農地所有適格法人以外の法人による農地所有等を可能とするため、農地又は採草放

牧地の権利移動について、農地所有適格法人以外の法人が所有権、賃借権等を取得しようとする場

合に許可をすることができないこととしている規定等を削るとともに、これに伴う目的規定の改正

等を行おうとするものである。

地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備に関する法律案(参第19号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備を図るため、その基本理念、

介護サービス等に係る施設等に係る基準を地方公共団体の判断に基づいて定めることができるよう

にするための法制上の措置等について定めようとするものである。

地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備に関する法律案(参第20号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備を図るため、その基本理念、保

育サービスに係る施設等に係る基準を地方公共団体の判断に基づいて定めることができるようにす

るための法制上の措置等について定めようとするものである。

児童福祉法の一部を改正する法律案(参第21号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、保育に係る人材確保のため、登録保育従事者の制度を設けようとするものである。

国家公務員法の一部を改正する法律案(参第22号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、国の行政機関の職員の人事管理をより厳格なものとする必要があること等に鑑み、

人事評価を相対評価により行おうとするものである。

地方自治法の一部を改正する法律案(参第23号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、地方行政の運営における普通地方公共団体の長の主導性の向上に資するため、普通

地方公共団体が、条例で、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長等について、当該

普通地方公共団体の長が議会の同意を得て特別職の職員としてこれを選任することができるように

するものである。

地方教育行政改革の推進に関する法律案(参第24号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、地方公共団体において地域の実情に応じた教育行政が行われるようにすることが喫

緊の課題となっていることに鑑み、地方教育行政改革を集中的に推進するため、地方教育行政改革

について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めようとするもので

ある。



国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(参第25号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業における宿泊日数の下限に係る制限を削

除しようとするものである。

日本たばこ産業株式会社の完全民営化等に関する法律案(参第26号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、政府が日本たばこ産業株式会社とその株主としての利害関係を有しており、政府に

おいて、国民の健康の保持の観点からの製造たばこに係る規制の強化及びたばこ税の税率の更なる

引上げに関し検討が十分に進んでいるとはいえない状況にあるとともに、我が国のたばこ関連事業

の現状に照らし政府が同社の株式を保有する必要性及び同社を特殊法人として存続させる必要性が

低下していることに鑑み、同社の完全民営化に関し講ずべき措置について定め、あわせて、同社の

完全民営化を契機とした製造たばこに係る規制の強化及びたばこ税の税率の引上げに関する政府に

おける検討等について定めるものである。

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(参第27号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、公文書等の管理の適正化を図るため、電磁的記録による公文書等の管理、国会議員

等からの要求に係る文書の作成、行政文書の専門的知識に基づく適正な管理のための体制整備等に

ついて定めるとともに、保存期間及び廃棄の概念を廃止しようとするものである。

公文書院の設置等による公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(参第28号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、公文書等の管理をめぐる近年の状況に鑑み、公文書院の設置等による公文書等の管

理の適正化を推進するため、独立性及び専門性をもって公文書等の適正な管理を図るために必要な

事務をつかさどる公文書院の設置に関する基本的な事項並びに公文書院の設置に伴い講ぜられるべ

き施策について定めようとするものである。

新型コロナウイルス感染症等の経済活動への影響に対する対策として消費税の税率を当

分の間引き下げるために講ずべき措置に関する法律案(参第29号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により経済活動が著し

く停滞していることに鑑み、新型コロナウイルス感染症に係る事態の収束後における経済状況等を

好転させるための対策として、消費税の税率を当分の間引き下げるために講ずべき措置について定

めるものである。

新型コロナウイルス感染症関連支援に係る手続の迅速化に関する法律案(参第30号)

（参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本法律案は、新型コロナウイルス感染症関連支援に係る手続をめぐる現状に鑑み、新型コロナウ



イルス感染症関連支援を必要とする者がこれを迅速に受けることができるようにするため、新型コ

ロナウイルス感染症関連支援に係る手続の迅速化に関し必要な事項を定めようとするものである。



衆議院議員提出法律案

（衆議院議員提出法律案は、参議院に提出されたもののみ掲載）

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(衆第２号)

（衆議院 2.1.28可決 参議院 1.30農林水産委員会付託 1.30本会議可決）

【要旨】

本法律案は、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を変更するとともに、当分の間の措置として、

アフリカ豚熱に係る予防的殺処分を行うことができることとする等の措置を講じようとするもので

あり、その主な内容は次のとおりである。

一、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更

「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変

更することとする。

二、アフリカ豚熱に関する特例

１ アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分

農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合に

おいて、第３章の規定並びに２のイ及びロにより講じられる措置のみによってはそのまん延の

防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、やむを得ないと認め

るときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜を殺す必要がある地域及びその家畜を指定することが

できることとする。

２ 家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止

イ 家畜等の移動の制限、家畜の放牧等の制限、消毒、通行の制限及び遮断その他の家畜伝染

病のまん延の防止のための措置について、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱

の病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても講ずることができることとする。

ロ 飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令について、当分の間、家畜におけるアフリカ

豚熱のまん延（家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含

む。）を防止するため必要がある場合においても行うことができるようにすることとする。

ハ イの通行の制限若しくは遮断又はロの命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処するこ

ととする。

三、施行期日

この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、二の２のハは、公布の日から起算し

て20日を経過した日から施行することとする。

養豚農業振興法の一部を改正する法律案(衆第５号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.23農林水産委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、豚の伝染性疾病の発生

の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講じようとするもので

あり、その主な内容は次のとおりである。

一、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和

１ 法律の目的及び基本方針に定める事項に、「豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾

病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加することとする。

２ 国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の

経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の

実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の

養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。

３ 国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農



家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養衛生管理の向上のた

めに必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養衛生管理の向上の促進に必要な施

策を集中的に講ずるよう努めることとする。

二、国内由来飼料の安全性の確保への配慮

国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮し

つつ、これを講ずるよう努めることとする。

三、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護

安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策とし

て、「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加することとする。

四、施行期日

この法律は、公布の日から施行することとする。

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関

する法律の一部を改正する法律案(衆第６号)

（衆議院 2.3.19可決 参議院 3.26災害対策特別委員会付託 3.27本会議可決）

【要旨】

本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置

に関する法律の実施の状況に鑑み、その有効期限を５年延長し、令和７年３月31日までとする等の

措置を講じようとするものである。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第８号)
（衆議院 2.4.27可決 参議院 4.27議院運営委員会付託 4.27本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第35条の規定にかかわらず、令和３年４月30日

までの間は、歳費月額に100分の80を乗じて得た額とすること。

二、この法律は、令和２年５月１日から施行すること。

令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案(衆第10号)
（衆議院 2.4.29可決 参議院 4.29総務委員会付託 4.30本会議可決）

【要旨】

本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、権利の差押え等の禁止

令和二年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り

渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

二、金銭の差押えの禁止

令和二年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

三、定義

この法律において「令和二年度特別定額給付金等」とは、市町村又は特別区から支給される給

付金で次に掲げるものをいう。

１ 新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２第１項に

規定する新型コロナウイルス感染症をいう。２において同じ。）及びそのまん延防止のための

措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から支給される令和２年度の一般会計補正予算（第１

号）における特別定額給付金給付事業費補助金を財源とする給付金

２ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経

済的な影響の緩和の観点から支給される令和２年度の一般会計補正予算（第１号）における子



育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源とする給付金

四、施行期日等

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度特

別定額給付金等についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第16号)
（衆議院 2.6.2可決 参議院 6.4政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会付託 6.8本会議

可決）

【要旨】

本法律案は、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を拡大すると

ともに、町村の議会の議員の選挙においても供託金制度を導入すること等の改正を行おうとするも

のであり、その主な内容は次のとおりである。

一、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、

選挙運動用ポスターの作成の３点を、条例による選挙公営の対象とする。

二、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙

においてビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数は1,600枚とする。

三、町村議会議員選挙について、供託金制度を導入することとし、その額は15万円とする。

四、この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案(衆第23号)
（衆議院 2.6.10可決 参議院 6.10農林水産委員会付託 6.12本会議可決）

【要旨】

本法律案は、防災重点農業用ため池の決壊による水害等から国民の生命及び財産を保護するため、

防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及びこれに

基づく事業等に係る国の財政上の措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次の

とおりである。

一、防災工事等推進計画等

１ 基本指針

農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る

ため、防災工事等基本指針（以下「基本指針」という。）を定めなければならないこととする。

２ 防災重点農業用ため池の指定

都道府県知事は、基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて、政令で定め

る要件に該当する農業用ため池を、防災重点農業用ため池として指定することができることと

する。

３ 防災工事等推進計画

都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農

業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計画を定

めるものとする。

二、防災工事等推進計画に基づく防災工事等に対する支援

１ 都道府県の援助

都道府県は、防災工事等推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等

の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。

２ 財政上の措置

国は、防災工事等推進計画に基づく事業及び１の援助の実施に要する費用について、必要な

財政上の措置を講ずるものとする。



三、施行期日等

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

ることとし、令和13年３月31日限り、その効力を失うこととする。

【附帯決議】（2.6.11農林水産委員会議決）

農業用ため池は、農業用水の確保はもとより、生物の多様性の確保をはじめとする自然環境の保

全、良好な景観の確保、文化の伝承等に寄与している。このため、防災重点農業用ため池の防災工

事等を推進する際には、こうした多面的な機能への十分な配慮が必要である。

よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一 法第３条第１項に規定する防災工事等基本指針に、防災工事等を行うに当たって、生物の多様

性の確保をはじめとする自然環境の保全、良好な景観の確保、文化の伝承等に配慮しなければな

らない旨を明記すること。

二 防災工事等基本指針を定めるに当たっては、関係行政機関の長との協議にとどまらず、十分な

時間的余裕をもって、幅広く、地方自治体、農業・農村関係者、農業用ため池について知見を有

する者等から意見を聴取すること。

三 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」（平成31年法律第17号）附則第５条（５年後見

直し）については、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」（平成26年法律第78号）

の趣旨及び本附帯決議を踏まえて行うものとすること。

右決議する。

令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律案(衆第24号)
（衆議院 2.6.10可決 参議院 6.12厚生労働委員会付託 6.12本会議可決）

【要旨】

本法律案は、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給の趣旨に鑑み、その支給を受ける

こととなった者が自ら令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等を使用することができるようにす

るため、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等について、差押えの禁止等を行おうとするもの

であり、その内容は次のとおりである。

一、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける

権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

二、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることがで

きない。

三、この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等」とは、次に掲げる給付金をい

う。

１ 都道府県、市（特別区を含む。）又は福祉事務所を設置する町村から支給される給付金で、

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、低所得であるひと

り親世帯への支援の観点から支給される令和２年度の一般会計補正予算（第２号）における母

子家庭等対策費補助金を財源とするもの

２ 都道府県から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための

措置の影響に鑑み、医療機関、介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に勤務する職

員等に対し慰労金として支給される令和２年度の一般会計補正予算（第２号）における新型コ

ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とするもの

四、この法律は、公布の日から施行する。

五、この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度ひと

り親世帯臨時特別給付金等についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げ

ない。
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予 算

令和元年度一般会計補正予算（第１号）

令和元年度特別会計補正予算（特第１号）

令和元年度政府関係機関補正予算（機第１号）

（ 2.1.28可決 1.28予算委員会付託 1.30本会議可決）衆議院 参議院

【概要】

日本経済は、雇用・所得環境の改善等により、内需を中心に緩やかな回復を続ける一方、相次ぐ

自然災害からの復旧・復興の加速や、米中間の通商問題を巡る動向など海外発の経済の下方リスク

に十分留意が必要な状況にある。こうした状況を踏まえ、経済の下振れリスクを確実に乗り越え、

デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなものとするため、政府は、令和元年12月５日に事業規模

26.0兆円（財政支出13.2兆円）の「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」を閣議決定した。

経済対策に基づき、「15か月予算」の考え方の下で編成された令和元年度補正予算は、令和元年

、 、12月13日に閣議決定され 一般会計歳出において経済対策の実施に必要な経費の追加等を行う一方

同歳入において、税収の減額及び公債金の増額等を行った。

歳出については、災害からの復旧・復興と安全・安心の確保２兆3,086億円、経済の下振れリス

クを乗り越えようとする者への重点支援9,173億円、未来への投資と東京オリンピック・パラリン

ピック後も見据えた経済活力の維持・向上１兆771億円、地方法人税の税収減に伴う地方交付税原

、 （ ）資の減額の補塡132億円等を追加する一方 既定経費１兆2,908億円 うち国債費の減額１兆20億円

が減額された。歳入では、租税及印紙収入を２兆3,150億円減額する一方、税外収入1,881億円、公

債金４兆4,214億円（４条公債２兆1,917億円、特例公債２兆2,297億円 、前年度剰余金受入9,001）

億円が増額された。

なお、租税及印紙収入の減額に伴い、歳出の地方交付税交付金が7,349億円減額されることとな

るが、本補正において補塡がなされた。

以上の結果、歳入歳出の差引追加額は３兆1,946億円となり、これを加えた令和元年度一般会計

算の総額は歳入歳出ともに104兆6,517億円となった。

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

（出所）財務省資料

 
（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

（出所）財務省資料 

  

（単位：億円）

１．災害からの復旧・復興と安全・安心の確保 23,086 １．租税及印紙収入 ▲ 23,150

２．経済の下振れリスクを乗り越えようとする者 9,173

　　への重点支援 ２．税外収入 1,881

３．未来への投資と東京オリンピック・パラリン 10,771

　　ピック後も見据えた経済活力の維持・向上 ３．公債金 44,214

４．その他の経費 1,692 　　　 公債金 21,917

小計 44,722 　　　 特例公債金 22,297

５．地方交付税交付金 7,481

　　　 前年度剰余金受入見合 985 ４．前年度剰余金受入 9,001

　　　 税収減に伴う一般会計の地方交付 6,364

　　　 税交付金の減額の補塡

　　　 地方法人税の税収減に伴う地方交 132

　　　 付税原資の減額の補塡

追加額計 52,203

６．既定経費の減額 ▲ 12,908

７．地方交付税交付金の減額 ▲ 7,349

修正減少計 ▲ 20,258

　　合　　計　（Ａ） 31,946 　　合　　計 31,946

1,014,571 1,014,571

1,046,517 1,046,517

令和元年度補正予算のフレーム（一般会計）

歳出の補正 歳入の補正

　　　当初予算額　（Ｂ）

　　　補正後予算額（Ａ）＋（Ｂ）



令和二年度一般会計予算

令和二年度特別会計予算

令和二年度政府関係機関予算

（衆議院 2.2.28可決 参議院 2.28予算委員会付託 3.27本会議可決）

【概要】

令和元年の日本経済は、海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇用・所得環境の改善等

により、内需を中心に緩やかに回復しているとみられ、今後についても、緩やかな回復が続くこと

が期待される。その一方で、令和元年10月に実施された消費税率引上げ後の経済動向が注視される

ほか、台風等の被害からの復旧・復興の取組を加速し、あわせて米中貿易摩擦など海外発の下方リ

スクによる悪影響に備える必要があることから、政府は、「15か月予算」の考え方で、「安心と成長

の未来を拓く総合経済対策」（令和元年12月５日閣議決定）に基づき、令和元年度補正予算及び令

和二年度予算における臨時・特別の措置等を適切に組み合わせることで機動的かつ万全の対策を講

じることとした。

令和二年度予算は、Society5.0時代に向けた投資やイノベーションの促進、生産性の向上に向け

た取組など、重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講ずるとともに、我が国財政の厳しい状

況を踏まえ、引き続き、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進すること等の方針の下

に編成され、令和元年12月20日に閣議決定された。

令和二年度一般会計予算の規模は102兆6,580億円（対前年度当初予算比1.2％増）で当初予算と

して初めて100兆円を超えた前年度を上回るとともに、８年連続で過去最大を更新した。

歳出予算は、政策的経費である一般歳出が63兆4,972億円（同2.5％増）、地方交付税交付金等が

15兆8,093億円（同1.1％減）、国債費が23兆3,515億円（同0.7％減）となった。また、前年度に引

き続き、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図る観点から、概算要求基準の枠組みとは別枠

で措置された「臨時・特別の措置」は、前年度当初予算に比べ2,492億円減少の１兆7,788億円が計

上された。具体的には、キャッシュレス・ポイント還元事業（2,703億円）、マイナンバーカードを

活用した消費活性化策（2,478億円）、すまい給付金（1,145億円）、「防災・減災、国土強靱化のた

めの３か年緊急対策」の着実な実行（１兆1,432億円）などとなっている。

一般歳出の内訳を見ると、社会保障関係費は35兆8,608億円（同5.1％増）となった。消費税増収

分を活用し社会保障を充実する一方、「新経済・財政再生計画」における社会保障関係費の実質的

な伸びを「高齢化による増加分におさめる」という方針を達成した。消費税率引上げに伴う社会保

障の充実策としては、幼児教育・保育の無償化（3,410億円）、高等教育の無償化（修学支援新制度）

（4,882億円）、年金生活者支援給付金の支給（4,908億円）などが計上された。

公共事業関係費は６兆8,571億円（同0.8％減）となった。治水対策を中心とした防災・減災対策

等の強化、老朽化対策の強化、中長期的な成長基盤となるインフラ整備などに重点的に取り組むと

され、例えば、防災・減災等強化推進費の創設（310億円）、生産性向上に資する道路ネットワーク

の整備（3,319億円）などが措置された。なお、「臨時・特別の措置」として計上された「防災・減

災、国土強靱化のための３か年緊急対策」関連予算１兆1,432億円には、非公共事業関係費も含ん

でいるが、「臨時・特別の措置」（１兆7,788億円）のうち、公共事業関係費は7,902億円に達した。

文教及び科学振興費は５兆5,055億円（同1.5％減）と３年ぶりの減少となった。教育の経済的負

担軽減の観点から、私立高等学校授業料の実質無償化に4,248億円が計上されたほか、教育・研究

の質を高める観点から、令和元年度に導入された「共通の成果指標に基づく相対評価」を強化・拡

充した国立大学法人運営費交付金に１兆807億円などが計上された。科学技術振興費については１

兆3,639億円（同0.3％増）が計上され、科学研究費助成事業（2,374億円）、スーパーコンピュータ

「富岳」の開発（60億円）などが計上された。

防衛関係費は５兆3,133億円（同1.1％増）となり、８年連続の増加となった。このうち、中期防

対象経費は５兆688億円（同1.2％増）となったほか、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域

における能力の強化など、多次元統合防衛力の構築を推進することとされた。新規後年度負担（総



額）は２兆5,633億円（同0.6％減）、ＦＭＳ（有償援助）は4,713億円が計上された。

地方交付税交付金等は15兆8,093億円（同1.1％減）と前年度から減額となった。地方交付税交付

金が、令和元年10月からの消費税率引上げによる増収見込み等により増額となった一方、地方特例

交付金は、前年度に計上されていた子ども・子育て支援臨時交付金が計上されないこと等により、

前年度から減額となった。

国債費は、23兆3,515億円（同0.7％減）となり、２年ぶりの減額となった。債務償還費が14兆

9,316億円（同1.9％増）となった一方、利払費は、現下の低金利環境を受けて８兆3,904億円（同

4.8％減）となった。

歳入予算については、租税及印紙収入は63兆5,130億円（同1.6％増）となり、過去最高となった。

消費税率引上げによる消費税の増収見込みなどが関係している。

公債金は32兆5,562億円（同0.3％減）で10年連続の減額となった。内訳は、４条公債が７兆1,100

億円（同2.3％増）、特例公債が25兆4,462億円（同1.0％減）である。公債依存度は31.7％となり、

前年度当初予算に比べ0.5ポイント低下した。

歳出の基礎的財政収支対象経費（一般歳出と地方交付税交付金等の合計）は前年度当初予算に比

べ１兆3,576億円増加（同1.7％増）した。これにより、一般会計ベースの基礎的財政収支は前年度

当初予算から約500億円悪化し、マイナス９兆2,047億円となった。

また、ＳＮＡベースの令和２年度における国及び地方の基礎的財政収支はマイナス15.3兆円（対

ＧＤＰ比マイナス2.7％）、同年度末の国及び地方の長期債務残高は1,125兆円（対ＧＤＰ比197％）

と見込まれている。



 （出所）財務省「予算の説明」等より作成

令和二年度一般会計予算の内訳

歳 出

単位：億円

（ ）は前年度当初予算に

対する増減率：％

< >は歳出・歳入総額に

占める割合：％

一般歳出

634,972

(2.5)<61.9>

租税及

印紙収入

635,130

(1.6)

<61.9>

官業益金及官業収入 504 (5.5)

政府資産整理収入 2,352 (30.2)

雑収入 57,757 (▲1.3) （うち特別会計受入金 27,441 (23.1)）

前年度剰余金受入 5,274 (141.4)

所得税

195,290

(▲2.0)

<19.0>

法人税

120,650

(▲6.2)

<11.8>

相続税 23,410 

(4.9)<2.3>

消費税

217,190

(12.0)<21.2>

酒税 12,650 (▲0.5)<1.2>

たばこ税 9,140 (2.8)<0.9>

揮発油税 22,040 (▲4.3)<2.1>

その他税収 24,330 (▲5.2)<2.4>

印紙収入 10,430 (▲0.6)<1.0>

その他収入

65,888

(4.6)<6.4>

４条公債

71,100

(2.3)<6.9>

特例公債

254,462

(▲1.0)

<24.8>

公債金収入

325,562

(▲0.3)

<31.7>
歳入総額

1,026,580(1.2)

歳 入

食料安定供給関係費 9,840 (0.2)        中小企業対策費 1,753 (▲2.1) 

エネルギー対策費 9,495 (▲2.7)        その他の事項経費 66,645 (▲1.0）

恩給関係費 1,750 (▲16.6)      予備費 5,000 (0.0)

経済協力費 5,123 (2.0)

基礎的財政収支

対象経費

793,065

(1.7)<77.3>

文教及び科学振興費

55,055 (▲1.5)<5.4>

地方交付税

交付金等

158,093

(▲1.1)

<15.4>

公共事業関係費

68,571 (▲0.8)<6.7>

債務償還費

149,316

(1.9)<14.5>

防衛関係費

53,133 (1.1)<5.2>

国債費

233,515

(▲0.7)

<22.7>

その他

99,605

(▲1.2)<9.7>

利払費等

84,200

(▲4.9)

<8.2> 社会保障関係費

358,608

(5.1)

<34.9>歳出総額

1,026,580(1.2)



令和二年度一般会計補正予算（第１号）

令和二年度特別会計補正予算（特第１号）

令和二年度政府関係機関補正予算（機第１号）

（衆議院 2.4.29可決 参議院 4.29予算委員会付託 4.30本会議可決）

【概要】

新型コロナウイルス感染症は、内外経済に甚大な影響をもたらしており、先行きについても、感

染症拡大の収束が見通せるまでは、極めて厳しい状況が続くことが見込まれる。

こうした認識から、政府は、令和２年４月７日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」及

び緊急経済対策の実行等のために編成された令和二年度第１次補正予算を閣議決定した。しかし、

その後の総理の指示により、生活に困っている家庭に対する１世帯30万円の給付に代わり、全国全

ての国民を対象に一律１人当たり10万円の給付を行うこととなったため、４月20日に、緊急経済対

策の変更が閣議決定された。変更後の緊急経済対策は、事業規模117.1兆円（財政支出48.4兆円）

となり、同日、令和二年度第１次補正予算の変更も閣議決定された。

令和二年度第１次補正予算は、一般会計歳出において緊急経済対策を実施するために必要な経費

の追加等を行う一方、同歳入において、公債金の増額を行った。

歳出については、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費として、感染拡大防止策と医

療提供体制の整備及び治療薬の開発１兆8,097億円、雇用の維持と事業の継続19兆4,905億円、次の

段階としての官民を挙げた経済活動の回復１兆8,482億円、強靱な経済構造の構築9,172億円、新型

コロナウイルス感染症対策予備費１兆5,000億円を追加するほか、国債整理基金特別会計へ1,259億

円を繰り入れた。歳入では、公債金25兆6,914億円（４条公債２兆3,290億円、特例公債23兆3,624

億円）が増額された。

以上の結果、歳入歳出の差引追加額は25兆6,914億円となり、これを加えた令和二年度一般会計

予算の総額は歳入歳出ともに128兆3,493億円となった。

（出所）財務省資料

令和二年度一般会計補正予算（第２号）

令和二年度特別会計補正予算（特第２号）

令和二年度政府関係機関補正予算（機第２号）

（衆議院 2.6.10可決 参議院 6.10予算委員会付託 6.12本会議可決）

（単位：億円）

１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対 １．公債金 256,914

    策関係経費 　　　 公債金 23,290

　　　感染拡大防止策と医療提供体制の整備 　　　 特例公債金 233,624

      及び治療薬の開発

　　　雇用の維持と事業の継続 194,905

　　　次の段階としての官民を挙げた経済活

　　　動の回復

　　　強靱な経済構造の構築 9,172

　　　新型コロナウイルス感染症対策予備費 15,000

２．国債整理基金特別会計へ繰入 1,259

　　合　　計　（Ａ） 256,914 　　合　　計 256,914

1,026,580 1,026,580

1,283,493 1,283,493

令和二年度第１次補正予算のフレーム（一般会計）

歳出の補正 歳入の補正

　　　当初予算額  （Ｂ）

　　　補正後予算額（Ａ）＋（Ｂ）

255,655

18,097

18,482



【概要】

新型コロナウイルス感染症は、引き続き内外経済に甚大な影響をもたらしており、感染拡大の防

止の取組を進めつつ、完全な日常を取り戻すまでには時間を要することが想定される。こうした中、

雇用と事業と生活を守り抜くとともに、次なる流行のおそれに万全の備えを固める必要があるとの

考え方に基づき、政府は、４月に成立した令和二年度第１次補正予算を強化するため、事業規模約

117兆円（財政支出約73兆円）の令和二年度第２次補正予算を編成した。

令和二年度第２次補正予算は、５月27日に閣議決定され、一般会計歳出において新型コロナウイ

ルス感染症対策に必要な経費の追加等を行う一方、同歳入において、公債金の増額を行った。

歳出については、新型コロナウイルス感染症対策関係経費として、雇用調整助成金の拡充等4,519

億円、資金繰り対応の強化11兆6,390億円、家賃支援給付金の創設２兆242億円、医療提供体制等の

強化２兆9,892億円、その他の支援４兆7,127億円、新型コロナウイルス感染症対策予備費10兆円を

追加するほか、国債整理基金特別会計へ963億円を繰り入れた一方、既定経費の議員歳費20億円が

減額された。歳入では、公債金31兆9,114億円（４条公債９兆2,990億円、特例公債22兆6,124億円）

が増額された。

以上の結果、歳入歳出の差引追加額は31兆9,114億円となり、これを加えた令和二年度一般会計

予算の総額は歳入歳出ともに160兆2,607億円となった。

（出所）財務省資料

（単位：億円）

１．新型コロナウイルス感染症対策関係経費 318,171 １．公債金 319,114

　　　雇用調整助成金の拡充等 4,519 　　　 公債金 92,990

　　　資金繰り対応の強化 116,390 　　　 特例公債金 226,124

　　　家賃支援給付金の創設 20,242

　　　医療提供体制等の強化 29,892

　　　その他の支援 47,127

　　　新型コロナウイルス感染症対策予備費 100,000

２．国債整理基金特別会計へ繰入 963

追加額計 319,134

３．既定経費の減額 ▲ 20

　　合　　計　（Ａ） 319,114 　　合　　計 319,114

1,283,493 1,283,493

1,602,607 1,602,607

　　　第１次補正後予算額（Ｂ）

　　　第２次補正後予算額（Ａ）＋（Ｂ）

令和二年度第２次補正予算のフレーム（一般会計）

歳出の補正 歳入の補正



条 約

投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ首長国連邦との間の協定の締結について承

認を求めるの件(閣条第１号)

（衆議院 2.4.14承認 参議院 5.1外交防衛委員会付託 5.13本会議承認）

【要旨】

この協定は、我が国とアラブ首長国連邦との間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組

みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、2018年（平成30

年）４月にアブダビで署名されたものである。この協定は、前文、本文28箇条及び末文から成り、

主な内容は次のとおりである。

一、一方の締約国は、自国の区域において、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却そ

の他の処分に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇

を与える。

二、一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対して公正かつ衡

平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与える。また、当該投資財

産に関して義務を負うこととなった場合には、当該義務を遵守する。

三、いずれの一方の締約国も、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資財産の運営、

経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分に関し、輸出についての要求等の特定措置の履行

要求を課し、又は強制することができない。

四、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること等の要件を満たさない限り、収

用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相

当するものでなければならない。

五、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合に

は、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、

国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。

六、この協定は、この協定の効力発生のために必要とされる国内法上の手続が完了した旨を通告す

る外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずる。

投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット王国との間の協定の締結

について承認を求めるの件(閣条第２号)

（衆議院 2.4.14承認 参議院 5.1外交防衛委員会付託 5.13本会議承認）

【要旨】

この協定は、我が国とヨルダンとの間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備

を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、2018年（平成30年）11月

に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文27箇条及び末文から成り、主な内容は次

のとおりである。

一、一方の締約国は、自国の区域において、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却そ

の他の処分に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇

を与える。

二、一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対して公正かつ衡

平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与える。

三、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること等の要件を満たさない限り、収

用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相

当するものでなければならない。

四、一方の締約国の投資家と他方の締約国との間の投資紛争が協議によって解決されない場合には、

当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、国際



連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。

五、両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を相互に通告する。こ

の協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生ずる。

包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正

する第一議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第３号)

（衆議院 2.4.14承認 参議院 5.1外交防衛委員会付託 5.13本会議承認）

【要旨】

2008年（平成20年）12月に我が国について効力を生じた包括的な経済上の連携に関する日本国及

び東南アジア諸国連合構成国の間の協定（以下「ＡＪＣＥＰ協定」という。）について、我が国及

び東南アジア諸国連合（以下「ＡＳＥＡＮ」という。）構成国は、2010年（平成22年）10月以降、

サービスの貿易及び投資に関する規定について交渉を行ってきた。その結果、ＡＪＣＥＰ協定を改

正する第一議定書（以下「改正議定書」という。）の案文について最終的合意をみるに至った。こ

れを受け、日本側は2019年（平成31年）２月27日に東京において、ＡＳＥＡＮ構成国側は同年４月

24日までにシェムリアップ及びハノイにおいて、それぞれこの改正議定書の署名を行った。

この改正議定書は、前文、本文８箇条及び末文並びに改正議定書の不可分の一部を成す付録から

成っており、主な内容は次のとおりである。

一、ＡＪＣＥＰ協定第６章（サービスの貿易）の規定を改め、市場アクセスに関し、他の締約国の

サービス及びサービス提供者に対し、附属書６（付録２）の自国の特定の約束に係る表において

合意し、特定した条件等に基づく待遇よりも不利でない待遇及び内国民待遇を与えること等を規

定する。また、金融サービス及び電気通信サービスに関して第６章を補足する規定をそれぞれ設

ける。

二、ＡＪＣＥＰ協定第６章の次に第６章の２（自然人の移動）を加え、附属書９（付録５）を含む

同章の規定に従って、他の締約国の自然人に対し、入国及び一時的な滞在を許可すること等を規

定する。

三、ＡＪＣＥＰ協定第７章（投資）の規定を改め、自国の領域における投資財産の設立等に関し、

他の締約国の投資家及びその対象投資財産に対して内国民待遇を与えること、対象投資財産に対

し、国際慣習法に従い、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与えること等を規定す

る。また、締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争が協議によって解決されない場合に、

当該投資家が国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁等に請求を

付託することができること等を規定する。

四、この改正議定書は、日本国政府及び少なくとも一のＡＳＥＡＮ構成国の政府が効力発生に必要

な国内手続が完了した旨の書面による通告を行った日の属する月の後２番目の月の初日に、それ

らの通告のうち最後のものが行われた日までに自らの政府がそのような通告を行った署名国の間

で、効力を生ずる。

投資の促進及び保護に関する日本国とモロッコ王国との間の協定の締結について承認を

求めるの件(閣条第４号)

（衆議院 2.4.14承認 参議院 5.1外交防衛委員会付託 5.13本会議承認）

【要旨】

この協定は、我が国とモロッコとの間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備

を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、2020年（令和２年）１月

にラバトで署名されたものである。この協定は、前文、本文23箇条及び末文並びに協定の不可分の

一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。

一、一方の締約国は、自国の領域において、投資財産の運営、経営、管理、維持、使用、享有及び

売却その他の処分に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵



国待遇を与える。

二、一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対して公正かつ衡

平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与える。

三、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること等の要件を満たさない限り、収

用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相

当するものでなければならない。

四、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合に

は、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、

国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。

五、各締約国は、他方の締約国に対し、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了

したことを確認する通告を行う。この協定は、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効

力を生ずる。

投資の相互促進及び相互保護に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間

の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第５号)

（衆議院 2.4.14承認 参議院 5.1外交防衛委員会付託 5.13本会議承認）

【要旨】

この協定は、我が国とコートジボワールとの間において、投資の自由化、促進及び保護に関する

法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、2020年

（令和２年）１月にアビジャンで署名されたものである。この協定は、前文、本文27箇条及び末文

並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。

一、一方の締約国は、自国の領域において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使

用、享有及び売却その他の処分（以下「投資活動」という。）に関し、他方の締約国の投資家及

びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇を与える。

二、一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対して公正かつ衡

平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与える。

三、いずれの一方の締約国も、自国の領域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、

輸出についての要求等の特定措置の履行要求を課し、又は強制することができない。

四、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること等の要件を満たさない限り、収

用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相

当するものでなければならない。

五、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合に

は、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、

国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。

六、両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を相互に通告する。こ

の協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生ずる。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本

国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第６号)

（衆議院 2.5.19承認 参議院 5.20外交防衛委員会付託 5.27本会議承認）

【要旨】

この条約は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として、

我が国とアルゼンチンとの間で課税権を調整するものであり、2019年（令和元年）６月27日に大阪

で署名されたものである。この条約は、前文、本文32箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成

す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。

一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。



二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する

場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税するこ

とができる。

三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができる

こと又は免税とすることを規定する。

四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。

五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当

局間での協議による解決について規定する。

六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。

七、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規

定する。

八、この条約の特典の濫用を防止するため、第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について

第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特

典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。

九、この条約は、両締約国のそれぞれの法令上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通

知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずる。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本

国とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第７号)

（衆議院 2.5.19承認 参議院 5.20外交防衛委員会付託 5.27本会議承認）

【要旨】

この条約は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として、

我が国とウルグアイとの間で課税権を調整するものであり、2019年（令和元年）９月13日にモンテ

ビデオで署名されたものである。この条約は、前文、本文30箇条及び末文並びに条約の不可分の一

部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。

一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。

二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する

場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税するこ

とができる。恒久的施設に帰せられる事業利得の課税対象は、本支店間の内部取引をより厳格に

認識して計算する。

三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができる

こと又は免税とすることを規定する。

四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。

五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当

局間での協議による解決に加え、一定の要件の下における仲裁への付託について規定する。

六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。

七、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規

定する。

八、この条約の特典の濫用を防止するため、第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について

第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特

典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。

九、この条約は、両締約国のそれぞれの法令上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通

知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずる。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本

国とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第８号)



（衆議院 2.5.19承認 参議院 5.20外交防衛委員会付託 5.27本会議承認）

【要旨】

この条約は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として、

我が国とペルーとの間で課税権を調整するものであり、2019年（令和元年）11月18日にリマで署名

されたものである。この条約は、前文、本文32箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定

書から成り、その主な内容は次のとおりである。

一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。

二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する

場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税するこ

とができる。

三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができる

こと又は免税とすることを規定する。

四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。

五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当

局間での協議による解決について規定する。

六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。

七、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規

定する。

八、この条約の特典の濫用を防止するため、第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について

第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特

典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。

九、各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この条約の効力発生

のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この条約は、遅い方の通

告が受領された日の後30日目の日に効力を生ずる。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本

国とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第９号)

（衆議院 2.5.19承認 参議院 5.20外交防衛委員会付託 5.27本会議承認）

【要旨】

この条約は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として、

我が国とジャマイカとの間で課税権を調整するものであり、2019年（令和元年）12月12日に東京で

署名されたものである。この条約は、前文、本文31箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す

議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。

一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。

二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する

場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税するこ

とができる。

三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができる

こと又は免税とすることを規定する。

四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。

五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当

局間での協議による解決に加え、一定の要件の下における仲裁への付託について規定する。

六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。

七、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規

定する。

八、この条約の特典の濫用を防止するため、第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について



第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特

典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。

九、各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この条約の効力発生

のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この条約は、遅い方の通

告が受領された日の後30日目の日に効力を生ずる。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本

国とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第10号)

（衆議院 2.5.19承認 参議院 5.20外交防衛委員会付託 5.27本会議承認）

【要旨】

この条約は、1986年（昭和61年）に効力を生じた現行の所得に対する租税に関する二重課税の回

避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約をウズベキスタンとの間

で全面的に改正するものであり、2019年（令和元年）12月19日に東京で署名されたものである。こ

の条約は、前文、本文31箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。

一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。

二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する

場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税するこ

とができる。恒久的施設に帰せられる事業利得の課税対象は、本支店間の内部取引をより厳格に

認識して計算する。

三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができる

こと又は免税とすることを規定する。

四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。

五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当

局間での協議による解決について規定する。

六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。

七、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規

定する。

八、この条約の特典の濫用を防止するため、特典を享受することができる者を一定の要件を満たす

適格者等に限定すること及び取引等の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には条約

の特典は与えられないことを規定する。

九、各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この条約の効力発生

のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この条約は、遅い方の通

告が受領された日の後30日目の日に効力を生ずる。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本

国とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第11号)

（衆議院 2.5.19承認 参議院 5.20外交防衛委員会付託 5.27本会議承認）

【要旨】

この条約は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として、

我が国とモロッコとの間で課税権を調整するものであり、2020年（令和２年）１月８日にラバトで

署名されたものである。この条約は、前文、本文32箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す

議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。

一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。

二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する

場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税するこ

とができる。



三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができる

こと又は免税とすることを規定する。

四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。

五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当

局間での協議による解決について規定する。

六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。

七、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規

定する。

八、この条約の特典の濫用を防止するため、取引等の主要な目的が条約の特典を受けることである

場合には条約の特典は与えられない。

九、各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、この条約の効力発生のために必要

とされる国内手続が完了したことを確認する書面による通告を行う。この条約は、遅い方の通告

が受領された日の後30日目の日に効力を生ずる。

社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求める

の件(閣条第12号)

（衆議院 2.5.26承認 参議院 5.27外交防衛委員会付託 6.3本会議承認）

【要旨】

この協定は、我が国とスウェーデンとの間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度への二

重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、2011年（平成23年）10月に両国政府間

で協定の締結交渉を開始した結果、2019年（平成31年）４月11日にストックホルムにおいて署名さ

れたものである。

この協定は、前文、本文29箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。

一、この協定は、我が国については、国民年金及び厚生年金保険について適用し、また、スウェー

デンについては、疾病補償及び活動補償、所得に基づく老齢年金及び保証年金、遺族年金及び遺

児手当に関する法令並びにこれらの法令に係る社会保障の保険料に関する法令について適用す

る。

二、年金制度への強制加入に関しては、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。

ただし、被用者又は自営業者が、派遣（第三国の領域を経由する派遣を含む。）又は自営活動の

期間が５年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適

用する。

三、一方の締約国の年金の給付を受ける権利を確立するため、他方の締約国の法令による保険期間

を考慮することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは必要な期間の要件を

満たさない場合においても給付を受ける権利を取得できるようにする。なお、給付額の計算に際

しては、それぞれの国内法令の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給す

る。

四、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた

旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後３箇月目の月の初日に効力を生ずる。

社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の締結について承認を求め

るの件(閣条第13号)

（衆議院 2.5.26承認 参議院 5.27外交防衛委員会付託 6.3本会議承認）

【要旨】

この協定は、我が国とフィンランドとの間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度及び雇

用保険制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、2017年（平成29年）

７月に両国政府間で協定の締結交渉を開始した結果、2019年（令和元年）９月23日にヘルシンキに



おいて署名されたものである。

この協定は、前文、本文28箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。

一、この協定は、我が国については、年金制度に関し、国民年金及び厚生年金保険について適用す

るとともに、失業等給付に関する雇用保険制度について適用する。また、フィンランドについて

は、所得比例年金制度の下での老齢年金、障害年金及び遺族年金に関する制度について適用する

とともに、失業保険に関する制度について適用する。

二、年金制度への強制加入に関しては、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。

ただし、被用者又は自営業者が、派遣（第三国の領域を経由する派遣を含む。）又は自営活動の

期間が５年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適

用する。

三、雇用保険制度への強制加入に関しては、被用者が派遣（第三国の領域を経由する派遣を含む。）

の期間が５年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを

適用する。

四、一方の締約国の年金の給付を受ける権利を確立するため、他方の締約国の法令による保険期間

を考慮することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは必要な期間の要件を

満たさない場合においても給付を受ける権利を取得できるようにする。なお、給付額の計算に際

しては、それぞれの国内法令の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給す

る。

五、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた

旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後３箇月目の月の初日に効力を生ずる。

刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締

結について承認を求めるの件(閣条第14号)

（衆議院 2.5.26承認 参議院 6.3外交防衛委員会付託 6.12本会議承認）

【要旨】

我が国は、欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」に加入したことに

より、同条約の締約国との間では一定の条件の下で外国人受刑者の本国への移送を実施することが

可能となっているが、ベトナム側は同条約に加入しておらず、両国間で受刑者の移送を実施するた

め、二国間の受刑者移送条約の作成及び締結に向けた交渉を開始した。交渉の結果、2019年（令和

元年）７月１日に東京において、この条約の署名が行われた。

この条約は、前文、本文17箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。

一、刑を言い渡された者は、自己に言い渡された刑に服するため、この条約に従って移送国の領域

から受入国の領域に移送されることができる。このため、刑を言い渡された者は、移送国又は受

入国に対し、この条約に従って移送されることについて自己の関心を表明することができる。ま

た、移送国又は受入国のいずれの締約国も、移送について要請することができる。

二、刑を言い渡された者については、判決が確定していること、刑を言い渡された者が移送に同意

していること、刑が科せられる理由となった作為又は不作為が双罰性を構成すること等の条件が

満たされている場合に限り、この条約に基づいて移送することができる。

三、移送後の刑の執行の継続は、受入国の法令により規律される。受入国は、移送国が決定した刑

の法的な性質及び期間を受け入れなければならないが、刑の性質又は期間が自国の法令に適合し

ない等の場合には、自国の法令に規定する制裁に合わせることができる。

四、各締約国は、自国の憲法及び法令に従い、特赦、大赦又は減刑を認めることができる。

五、この条約の適用に当たり要する費用は、専ら移送国の領域において要する費用を除くほか、受

入国が負担する。

六、この条約は、両締約国がこの条約の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互

に通告する外交上の公文を交換した日の後30日目の日に効力を生ずる。この条約は、その効力が



生ずる日の前又は以後に言い渡された刑の執行について適用する。

専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅤⅢの締結について承認を求めるの件

(閣条第15号)

（衆議院 2.5.26承認 参議院 6.3外交防衛委員会付託 6.12本会議承認）

【要旨】

専門機関の特権及び免除に関する条約（以下「条約」という。）は、国際連合と連携関係を有す

る各種の専門機関に特権及び免除を与えること等を規定するものであり、1947年（昭和22年）に作

成された。条約は、本文において、専門機関、その加盟国の代表者、その職員等が享有する標準的

な特権及び免除を規定するとともに、各種の専門機関ごとに作成される附属書において、当該専門

機関にこれらの規定を修正して適用する場合におけるその修正の内容を規定している。我が国は、

1963年（昭和38年）に条約に加入し、附属書Ⅰから附属書ⅩⅤまで（1952年（昭和27年）に解散し

た国際避難民機関について規定する附属書Ⅹを除く。）に規定する専門機関に関し、条約に基づく

特権及び免除を付与している。

世界観光機関（以下「ＵＮＷＴＯ」という。）は、1975年（昭和50年）に設立され、2003年（平

成15年）に専門機関となった。この附属書ⅩⅤⅢは、2008年（平成20年）６月に済州で開催された

ＵＮＷＴＯの執行理事会第83回会合において作成され、同年７月30日に発効したものであり、条約

の規定に次のとおり必要な修正を加えた上でＵＮＷＴＯに適用することを主な内容とする。

一、条約上専門機関の加盟国の代表者に与えられる特権及び免除（身柄の逮捕、手荷物の押収及び

訴訟手続の免除、書類及び文書の不可侵等）は、ＵＮＷＴＯの事業に参加する準加盟国の代表者

に与えられる。

二、ＵＮＷＴＯの活動に参加する賛助加盟員の代表者は、公的任務を独立して遂行することを保障

するための全ての便益（査証の申請の処理における最大限の迅速性を含む。）を与えられる。

三、ＵＮＷＴＯの内部機関の職務を遂行し、又はＵＮＷＴＯのための任務を遂行する専門家は、身

柄の逮捕又は手荷物の押収の免除、公的任務の遂行中の陳述又は行動に関する訴訟手続の免除、

文書の不可侵等を与えられる。

四、条約上専門機関の事務局長に与えられる特権及び免除等（訴訟手続の免除、給料及び手当に関

する課税の免除等）は、ＵＮＷＴＯの事務次長並びに同事務次長の配偶者及び未成年の子にも与

えられる。

五、この附属書は、条約第11条第43項及び第44項の規定に従って、ＵＮＷＴＯに条約の規定を適用

することを約束する我が国の文書による通告を国際連合事務総長が受領した日に、我が国とＵＮ

ＷＴＯとの間で効力を生ずる。

国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際

獣疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第16号)

（衆議院 2.5.26承認 参議院 6.3外交防衛委員会付託 6.12本会議承認）

【要旨】

この協定は、我が国と国際獣疫事務局（以下「ＯＩＥ」という。）との間で、国際獣疫事務局ア

ジア太平洋地域代表事務所（以下「事務所」という。）及び事務所の職員が享有する特権及び免除

等について定めるものであり、2019年（令和元年）12月20日にパリで署名された。

この協定は、前文、本文17箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。

一、事務所は、法人格を有し、契約し、不動産及び動産を取得し、及び処分し、並びに訴えを提起

する能力を有する。

二、事務所の文書及び施設は、不可侵とする。

三、事務所は、事務局長が事務所の免除を明示的に放棄した特定の場合を除くほか、あらゆる形式

の訴訟手続の免除を享有する。



四、事務所並びにその財産、資産及び収入は、事務所の公的活動の範囲内で、事実上公共サービス

の使用料にすぎない税を除くほか、全ての直接税を免除される。また、事務所が輸入し、又は輸

出する物品及び事務所の刊行物に関し、関税を免除され、並びに輸入及び輸出に対する禁止及び

制限を免除される。

五、事務所の職員は、公的な立場で事務所の職員が行った口頭又は書面による陳述及び全ての行動

に関するあらゆる形式の訴訟手続（事務所の職員が犯した自動車に係る交通犯罪についての訴訟

手続等を除く。）の免除、ＯＩＥが支払った給料及び手当に対する課税の免除、自己及び被扶養

者に関する出入国制限及び査証料の免除等を享有する。

六、この協定は、日本国政府及びＯＩＥがこの協定の受諾を通知する公文を交換した日の後30日目

の日に効力を生ずる。



議決を求めるの件

日本国憲法第八条の規定による議決案(閣議第１号)

（衆議院 2.3.26可決 参議院 3.30内閣委員会付託 3.31本会議可決）

【要旨】

本議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第２条に規定するもののほか、

令和２年４月30日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、１億円以内を賜与すること

ができるようにするものである。



承認を求めるの件

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(閣承認第１号)

（衆議院 2.3.19承認 参議院 3.30総務委員会付託 3.31本会議承認）

【要旨】

本件は、放送法第70条第２項の規定に基づき、日本放送協会の令和２年度収支予算、事業計画及

び資金計画について、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、収支予算

一般勘定事業収支については、事業収入が7,204億円、事業支出が7,354億円で、149億円の収

支不足となる。この不足額については、財政安定のための繰越金の一部をもって補てんすること

としている。

二、事業計画

令和２年度は、放送法に基づく公共放送の原点を堅持し、公平・公正で正確な情報を伝え、命

と暮らしを守る防災・減災報道に全力で取り組むとともに、多彩で魅力的なコンテンツを届ける

ほか、積極的な国際発信、地域の魅力や課題の発信による多様な地域社会への貢献、東京オリン

ピック・パラリンピックにおける最高水準の放送・サービスの提供、常時同時配信・見逃し番組

配信サービスによる視聴機会の拡大、サイバーセキュリティの強化、受信料の公平負担徹底、効

率的で透明性の高い組織運営の推進、放送センターの建替えの推進等に取り組むとしている。

三、資金計画

資金計画は、受信料等による入金総額8,459億円、事業経費、建設経費等による出金総額8,724

億円をもって施行する。

四、総務大臣の意見

本件には、総務大臣から、収支予算等については、受信料の引下げ等により、事業収支差金の

赤字を見込んでいる点について、やむを得ない面があるとした上で、早期に黒字を確保できるよ

う努めることを強く求めるとともに、「業務」・「受信料」・「ガバナンス」の三位一体改革につい

て具体的な取組内容を早期に明らかにし、次期中期経営計画等に反映すること、二度と働き過ぎ

によって尊い命が失われることのないよう引き続き徹底した取組を行うこと等を強く求める旨の

意見が付されている。

【附帯決議】（2.3.31総務委員会議決）

政府及び日本放送協会は、公共放送の使命を全うし、国民・視聴者の信頼に応えることができる

よう、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一、経営委員会は、本委員会の審議を踏まえ、経営委員会の放送番組の編集への介入の疑念につい

て、十分な総括と反省を行い、改めて、放送番組は何人からも干渉され、又は規律されることが

ないことを規定した、放送法第３条の放送番組編集の自由を十分理解し、その自由を侵害する行

為はもとより、侵害を疑われる行為を絶対に行わないこと。

二、経営委員会は、放送法が定める協会の自律性を保障するために、協会の経営に関する最高意思

決定機関として重い職責を担っていることを深く認識し、協会が放送法に定められた役割を確実

に果たすよう、権限を行使すること。

また、協会は、国民・視聴者からの受信料でその運営が行われていることを深く認識し、その

運営について、情報の十分な開示・説明を行うため、議事録の適切な作成・管理・公表を行うこ

と。特に、経営委員会は、その意思決定に至る過程等について、公表を原則に適切な議事録等の

作成を行うこと。

三、監査委員会は、放送法に基づく調査権限を適切に行使し、役員に不適切な行為がある場合、又

は、公共放送の倫理観にもとる行為がある場合には、経営委員会と十分に連携しながら、時宜を

失することなく厳格に対処すること。

四、協会は、関連団体を含めた不祥事に対し、国民・視聴者から厳しい批判が寄せられていること



を踏まえ、公共放送を担う者としての役職員の倫理観を高め、綱紀の粛正、コンプライアンスの

徹底、再発防止策の確実な実施等を組織一体となって行うことにより、信頼回復に全力を尽くす

こと。

五、協会は、公共放送としての社会的使命を認識し、公正を保持し、事実を客観的かつ正確、公平

に伝え、真実に迫るための最善の努力を不断に行うとともに、意見が分かれている問題について

は、できる限り多くの角度から論点を明らかにするなど、放送法の原則を遵守すること。また、

国民・視聴者から寄せられる様々な意見に対し、必要に応じ自律的に調査し、その結果を速やか

に公表すること。

六、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を

含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。

また、経営委員の任命に当たっては、その職務の公共性を認識し、公正な判断をすることがで

きる経験と見識を有する者を、全国、各分野を考慮して幅広く公平に選任するよう努めること。

七、協会は、業務の目的の明確化や業務改革等の不断の努力を通じ、受信料引下げ等を要因とする

２年連続の事業収支差金の赤字を見込んだ予算編成から、早期の収支均衡を実現し、より安定し

た業務体制を確保するよう努めること。

八、政府及び協会は、放送と通信の融合の更なる進展の中で、公共放送の在り方及び受信料の在り

方について、真摯に検討を行うこと。

また、その結果を踏まえ、政府は、所要の措置を講ずるとともに、協会は、新体制の下で次期

中期経営計画を策定するに当たっては、繰越金の現状や今後の事業収支の見通し等を踏まえ、新

しい社会と技術に対応した公共メディアとしての経営ビジョンを構築すること。

九、協会は、受信料制度に対する国民・視聴者の理解を促進し、受信契約の締結は視聴者の理解を

得た適正なものでなければならないことを認識した上で、公平負担の観点から、受信料支払率の

向上に努めること。

また、受信料減免の拡大について引き続き検討すること。

十、協会は、常時同時配信等のインターネット活用業務を行うに際しては、その影響力の大きさを

十分認識し、国民・視聴者のニーズや動向を的確に把握するとともに、民間放送事業者等の見解

を幅広く聞きながら、関係者間での情報共有及び連携を図り、適正な規模・水準の下、節度をもっ

て適切に実施すること。

十一、協会は、各地域の関係者と様々な分野で連携を強化しながら、それぞれの地域ならではの魅

力を紹介し、地域の活性化及び発展に寄与するコンテンツを充実するとともに、国内外に向けた

積極的な発信に努めること。

十二、協会は、我が国の経済・社会・文化等の動向を正しく伝えることの重要性を踏まえ、我が国

に対する理解が促進されるよう、国際放送の一層の充実を図ること。特に、外国人向けテレビ国

際放送については、番組内容の充実、国内外における認知度の向上等に努めること。

十三、協会は、グループとしてのガバナンスを不断に強化し、子会社等からの適切な還元を図ると

ともに、重複業務の整理等を推進し、透明性の高い効率的なグループ経営の構築に向けて、迅速

かつ確実に取り組むこと。

十四、協会は、障がい者、高齢者に対し、十分な情報アクセス機会を確保し、デジタル・ディバイ

ドを解消するため、字幕放送、解説放送、手話放送の一層の充実等を図ること。

十五、協会は、自然災害が相次ぐとともに、新たな感染症が発生している現状に鑑み、いかなる事

態においても放送・サービスが継続されるよう、地方局と連携し、放送設備と体制の強化を図る

とともに、正しい情報を国民・視聴者に伝達し、その予防・拡大防止に寄与するよう万全を期す

こと。

十六、協会は、サイバーセキュリティ基本法に定める重要社会基盤事業者であること及び東京オリ

ンピック・パラリンピックに向けてサイバー攻撃の脅威が高まっていることに鑑み、関係機関と

緊密な連携を図り、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。

十七、協会は、労働法制の改正を受けて、ハラスメント防止の事業主の措置義務を果たす取組を一



層促進し、ハラスメントをなくすとともに、過労死の再発防止のため、協会の業務に携わる者の

健康を確保し、適正な業務運営と労働環境確保に全力で取り組むこと。

十八、協会は、障がい者の法定雇用率を達成し、雇用率を一層高めるとともに、職場での差別禁止

や合理的配慮を徹底し、障がい者の働く環境の改善を進めること。

また、女性の採用・登用について、より高い数値目標を設定し、性別に関係なく仕事と家庭が

両立できる職場の環境改善を進めること。

十九、政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の指定公共機関である協会に対する同法に基

づく指示については、報道の独立性及び国民の知る権利を最大限に尊重すること。

右決議する。



予備費等承諾を求めるの件

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その１)
（衆議院 2.6.2承諾 参議院 6.12決算委員会付託 6.17本会議承諾）

【要旨】

一般会計予備費予算額4,500億円のうち、平成30年４月27日から９月28日までの間に使用を決定

した金額は1,939億円で、その内訳は、河川等災害復旧事業等に必要な経費557億円、中小企業等グ

ループ施設等復旧整備事業等に必要な経費414億円、災害救助等に必要な経費212億円などである。

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その２)
（衆議院 2.6.2承諾 参議院 6.12決算委員会付託 6.17本会議承諾）

【要旨】

一般会計予備費予算額4,500億円のうち、平成31年２月21日から３月29日までの間に使用を決定

した金額は５億円で、その内訳は、国選弁護人確保業務等委託に必要な経費３億円、訟務費の不足

を補うために必要な経費２億円である。

令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その１)
（衆議院 継続審査）

【要旨】

一般会計予備費予算額5,000億円のうち、平成31年４月16日から令和２年１月14日までの間に使

用を決定した金額は2,134億円で、その内訳は、賠償償還及払戻金の不足を補うために必要な経費

392億円、中小企業者等の経営支援に必要な経費338億円、ハンセン病元患者家族に対する補償金の

支給等に必要な経費179億円などである。

令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その２)
（衆議院 継続審査）

【要旨】

一般会計予備費予算額5,000億円のうち、令和２年２月14日から３月24日までの間に使用を決定

した金額は2,534億円で、その内訳は、新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者等に対す

る強力な資金繰り支援に必要な経費714億円、新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金等の支

給等に必要な経費469億円、新型コロナウイルス感染症対策に係る個人向け緊急小口資金等の特例

措置に必要な経費207億円などである。

令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
（衆議院 継続審査）

【要旨】

特別会計予備費予算総額8,340億円のうち、令和２年３月10日に使用を決定した金額は420億円で、

労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金の支給等に必要な

経費である。



決算その他

平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十年

度国税収納金整理資金受払計算書、平成三十年度政府関係機関決算書
（衆議院 継続審査 参議院 第200回国会元.12.2決算委員会付託 2.6.17本会議是認）

平成三十年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は105兆6,974億円、歳出決算額は98兆

9,746億円であり、差引き６兆7,227億円の剰余を生じた。この剰余金は、財政法第41条の規定によ

り、令和元年度の一般会計の歳入に繰り入れられた。なお、財政法第６条の純剰余金は１兆3,283

億円である。

平成三十年度特別会計歳入歳出決算における13の各特別会計の収納済歳入額を合計した歳入決算

額は381兆1,771億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は368兆9,360億円である。

平成三十年度国税収納金整理資金受払計算書における資金への収納済額は78兆2,204億円であり、

資金からの一般会計等の歳入への組入額等は76兆8,977億円であるため、差引き１兆3,227億円の残

余を生じた。

平成三十年度政府関係機関決算書における４機関の収入済額を合計した収入決算額は１兆2,307

億円、支出済額を合計した支出決算額は１兆635億円である。

〈平成三十年度一般会計歳入歳出決算の概要〉

（出所）財務省資料より作成

平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書
（衆議院 継続審査 参議院 第200回国会元.12.2決算委員会付託 2.6.17本会議是認）

平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書における30年度中の国有財産の差引純増加額は１

兆7,697億円、30年度末現在額は108兆5,939億円である。

（　　）内は総額に占める割合（単位未満四捨五入）

歳出決算総額 98兆9,746億円歳入決算総額 105兆6,974億円

公債金収入

34兆3,953億円

（32.5％）

（建設公債 ８兆 971億円）

（特例公債 26兆2,981億円）

租税及印紙収入

60兆3,563億円

（57.1％）

税外収入

５兆4,171億円

（5.1％）

前年度剰余金受入

５兆5,284億円

（5.2％）

国債費

22兆5,286億円

（22.8％）

地方交付税交付金等

16兆257億円（16.2％）

社会保障関係費

32兆5,691億円

（32.9％）公共事業関係費

６兆9,134億円（7.0％）

文教及び科学振興費

５兆7,482億円（5.8％）

防衛関係費

５兆4,749億円（5.5％）

食料安定供給関係費

１兆1,218億円（1.1％）

財政法第41条の剰余金

６兆7,227億円

その他の経費

８兆5,926億円（8.7％）

基礎的財政

収支対象経費

76兆4,460億円

（77.2％）



平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書

（衆議院 継続審査 参議院 第200回国会元.12.2決算委員会付託 2.6.17本会議是認）

平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書における30年度中の国有財産の無償貸付の差引純増

加額は365億円、30年度末現在額は１兆1,473億円である。



ＮＨＫ決算

日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及

びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書
（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本件は、日本放送協会の平成29年度決算について、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経

て、内閣から提出されたものである。

平成29年度の貸借対照表の一般勘定については、同年度末現在、資産合計は１兆1,437億円、負

債合計は3,972億円、純資産合計は7,465億円となっている。また、損益計算書の一般勘定について

は、経常事業収入は7,156億円、経常事業支出は7,073億円となっており、経常事業収支差金は83億

円となっている。

日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び

キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書
（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本件は、日本放送協会の平成30年度決算について、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経

て、内閣から提出されたものである。

平成30年度の貸借対照表の一般勘定については、同年度末現在、資産合計は１兆2,005億円、負

債合計は4,268億円、純資産合計は7,736億円となっている。また、損益計算書の一般勘定について

は、経常事業収入は7,349億円、経常事業支出は7,152億円となっており、経常事業収支差金は197

億円となっている。



５　議案審議表

内閣委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法
律案(閣法第46号)

2.3.10
―

3.10 内閣

3.11
可決(多)
附帯決議

3.12
可決(多)

―
3.12

3.13
3.13 参考人/質
疑

3.13
可決(多)
附帯決議

3.13
可決(多)

自民、※、
公明、維新、
みん、無

共産、沖縄、
れ新、碧水

3.13
4号

81

道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第38号)☆ 2.3.3
―

5.26 内閣
5.29

可決(全)
6.2

可決(全)
―

3.30
3.31 4.2 質疑

4.2
可決(全)
附帯決議

4.3
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

―
6.10
42号

70

日本国憲法第八条の規定による議決案(閣議第１号) 2.3.13
―

3.24 内閣
3.25

可決(全)
3.26

可決(全)
―

3.30
3.31

3.31
可決(全)

3.31
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

― 122

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に
係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占
の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する
法律案(閣法第31号)

2.3.3
―

4.9 内閣
4.15

可決(多)
4.16

可決(多)
―

5.11
5.12 5.19 質疑

5.19
可決(多)
附帯決議

5.20
可決(多)

5.27
32号

62

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
(閣法第48号)

2.3.10
―

5.19 内閣

5.27
可決(多)
附帯決議

5.28
可決(多)

―
6.1

6.2 6.4 質疑
6.4

可決(多)
附帯決議

6.5
可決(多)

6.12
44号

84

科学技術基本法等の一部を改正する法律案(閣法第47号) 2.3.10
―

5.27 科学技術

6.1
可決(多)
附帯決議

6.2
可決(多)

―
6.8

6.9 6.16 質疑
6.16

可決(多)
附帯決議

6.17
可決(多)

6.24
63号

83

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法
律案(閣法第57号)

2.6.8
―

6.8 内閣
6.10

可決(多)
6.10

可決(多)
―

6.12
6.12 6.12 質疑

6.12
可決(多)

6.12
可決(多)

6.19
57号

91

(起立採決)

(起立採決)

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

(起立採決)

(起立採決)

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考

　　　　　注１　衆議院議員提出法律案は、参議院に送付されたもののみ掲載。
　　　　　注２　本表には、内閣が衆議院に提出した議案で、参議院に送付されていないものも含む。
　　　　　注３　件名は、原則として、付託議案は参議院の委員会への付託順、未付託議案は提出年月日順に掲載。
　　　　　注４　「※」は立憲・国民．新緑風会・社民
　　　　　凡例　☆：参議院先議　＊：予算関係法律案　  (多)：賛成多数　　(全)：全会一致



総務委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正す
る法律案(閣法第１号)

2.1.20
―

1.27 総務
1.28

可決(多)
1.28

可決(多)
―

1.30
1.30 1.30 質疑

1.30
可決(多)

1.30
可決(多)

自民、※、
公明、維新、
沖縄、碧水、
みん、無

共産、れ新
2.5
1号

29

地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第６号)＊ 2.2.4
(2.13)

2.13 総務
2.28

可決(多)
2.28

可決(多)
(3.11)
3.11

3.17
3.27

可決(多)
3.27

可決(多)

自民、公明、
維新、みん、
無

※、共産、
沖縄、れ新、
碧水、無

3.31
5号

32

地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第７号)＊ 2.2.4
(2.13)

2.13 総務
2.28

可決(多)
2.28

可決(多)
(3.11)
3.11

3.17
3.27

可決(多)
3.27

可決(多)

自民、公明、
維新、みん、
無

※、共産、
沖縄、れ新、
碧水、無

3.31
6号

32

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案
(閣法第８号)

2.2.4
―

3.4 総務

3.17
可決(多)
附帯決議

3.19
可決(多)

―
3.23

3.24 3.26 質疑
3.27

可決(多)
附帯決議

3.27
可決(多)

自民、※、
公明、維新、
沖縄、碧水、
みん、無

共産、れ新
3.31
11号

33

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
(閣承認第１号)

2.2.7
―

3.16 総務

3.19
承認(多)
附帯決議

3.19
承認(多)

―
3.30

3.31 3.31 質疑
3.31

承認(多)
附帯決議

3.31
承認(多)

自民、※、
公明、沖縄、
れ新、碧水、
無

維新、共産、
みん

123

電波法の一部を改正する法律案(閣法第16号)＊ 2.2.7
―

4.1 総務

4.7
可決(全)
附帯決議

4.10
可決(全)

―
4.13

4.14 4.16 質疑
4.16

可決(全)
附帯決議

4.17
可決(多)

4.24
23号

44

地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第55号) 2.4.27
―

4.27 総務
4.29

可決(全)
4.29

可決(全)

　         ―
　4.28 予備付託
　4.29 本付託

4.30 4.30 質疑
4.30

可決(全)
4.30

可決(多)
4.30
26号

90

令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する
法律案(総務委員長提出)(衆第10号)

2.4.29
4.29

可決(全)
―

4.29
4.30 ―

4.30
可決(全)

4.30
可決(全)

4.30
27号

103

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法
律の一部を改正する法律案(閣法第28号)

2.2.28
―

4.13 総務

4.14
可決(多)
附帯決議

4.16
可決(多)

―
5.11

5.12 5.14 質疑
5.14

可決(多)
附帯決議

5.15
可決(多)

5.22
30号

59

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案
(閣法第27号)

2.2.28
―

5.18 総務

5.26
修正(全)
附帯決議

5.28
修正(全)

―
6.1

6.2 6.4 質疑
6.4

可決(全)
附帯決議

6.5
可決(全)

6.12
53号

58

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会件　名 提出年月日

衆議院 参議院

本会議

3.18 質疑
3.19 質疑

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

公布日

法律番号



法務委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の
一部を改正する法律案(第200回国会閣法第12号)

元.10.18
(200回)

―
2.4.13 法務

5.20
可決(多)

5.22
可決(多)

―
元.12.9
(200回)

2.4.2 4.7 質疑
4.7

可決(多)
附帯決議

4.10
可決(多)

5.29
33号

94
第200回国会衆
議院において議
決

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣法第17号)＊ 2.2.7
―

3.10 法務

4.3
可決(多)
附帯決議

4.7
可決(多)

―
4.13

4.14 4.16 質疑
4.16

可決(多)
附帯決議

4.17
可決(多)

4.24
20号

46

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する
法律の一部を改正する法律案(閣法第42号)

2.3.6
―

5.21 法務
5.27

可決(全)
5.28

可決(全)
―
6.1

6.2
6.2 参考人
6.4 質疑

6.4
可決(全)

6.5
可決(全)

6.12
47号

77

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議件　名 提出年月日

衆議院 参議院

(起立採決)

公布日

法律番号

(起立採決)

(起立採決)



外交防衛委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務
公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法
第18号)＊

2.2.7
―

3.5 外務
3.18

可決(全)
3.19

可決(全)
―

3.23
3.24 3.26 質疑

3.27
可決(全)

3.27
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

―
3.31
10号

46

防衛省設置法の一部を改正する法律案(閣法第４号)＊ 2.1.31
―

4.2 安全保障
4.7

可決(多)
4.10

可決(多)
―

4.13
4.14 4.16 質疑

4.16
可決(多)

4.17
可決(多)

4.24
19号

30

投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ首長国連邦と
の間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第１号)

2.2.28
―

4.2 外務
4.10

承認(多)
4.14

承認(多)
―
5.1

5.7
5.12

承認(多)
5.13

承認(多)
112

投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット
王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第
２号)

2.2.28
―

4.2 外務
4.10

承認(多)
4.14

承認(多)
―
5.1

5.7
5.12

承認(多)
5.13

承認(多)
112

包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸
国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書の締結に
ついて承認を求めるの件(閣条第３号)

2.2.28
―

4.2 外務
4.10

承認(多)
4.14

承認(多)
―
5.1

5.7
5.12

承認(多)
5.13

承認(多)
113

投資の促進及び保護に関する日本国とモロッコ王国との間の
協定の締結について承認を求めるの件(閣条第４号)

2.2.28
―

4.2 外務
4.10

承認(多)
4.14

承認(多)
―
5.1

5.7
5.12

承認(多)
5.13

承認(多)
113

投資の相互促進及び相互保護に関する日本国政府とコート
ジボワール共和国政府との間の協定の締結について承認を
求めるの件(閣条第５号)

2.2.28
―

4.2 外務
4.10

承認(多)
4.14

承認(多)
―
5.1

5.7
5.12

承認(多)
5.13

承認(多)
114

公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考

参議院

本会議(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会件　名 提出年月日

衆議院

5.12 質疑

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)



所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及
び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国と
の間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第６号)

2.2.28
―

5.12 外務
5.15

承認(多)
5.19

承認(多)
―

5.20
5.21

5.26
承認(多)

5.27
承認(多)

114

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及
び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国
との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第７号)

2.2.28
―

5.12 外務
5.15

承認(多)
5.19

承認(多)
―

5.20
5.21

5.26
承認(多)

5.27
承認(多)

115

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及
び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の
条約の締結について承認を求めるの件(閣条第８号)

2.2.28
―

5.12 外務
5.15

承認(多)
5.19

承認(多)
―

5.20
5.21

5.26
承認(多)

5.27
承認(多)

115

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及
び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条
約の締結について承認を求めるの件(閣条第９号)

2.2.28
―

5.12 外務
5.15

承認(多)
5.19

承認(多)
―

5.20
5.21

5.26
承認(多)

5.27
承認(多)

116

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及
び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国と
の間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第10号)

2.2.28
―

5.12 外務
5.15

承認(多)
5.19

承認(多)
―

5.20
5.21

5.26
承認(多)

5.27
承認(多)

117

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及
び租税回避の防止のための日本国とモロッコ王国との間の条
約の締結について承認を求めるの件(閣条第11号)

2.2.28
―

5.12 外務
5.15

承認(多)
5.19

承認(多)
―

5.20
5.21

5.26
承認(多)

5.27
承認(多)

117

社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の
締結について承認を求めるの件(閣条第12号)

2.3.10
―

5.19 外務
5.22

承認(全)
5.26

承認(全)
―

5.27
5.28

6.2
承認(全)

6.3
承認(全)

118

社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定
の締結について承認を求めるの件(閣条第13号)

2.3.10
―

5.19 外務
5.22

承認(全)
5.26

承認(全)
―

5.27
5.28

6.2
承認(全)

6.3
承認(全)

118

5.26 質疑

6.2 質疑

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)



刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主
義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣
条第14号)

2.3.10
―

5.19 外務
5.22

承認(全)
5.26

承認(全)
―
6.3

6.4
6.12

承認(全)
6.12

承認(全)
119

専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅤⅢの
締結について承認を求めるの件(閣条第15号)

2.3.10
―

5.19 外務
5.22

承認(全)
5.26

承認(全)
―
6.3

6.4
6.12

承認(全)
6.12

承認(全)
120

国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び
免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定の
締結について承認を求めるの件(閣条第16号)

2.3.10
―

5.19 外務
5.22

承認(全)
5.26

承認(全)
―
6.3

6.4
6.12

承認(全)
6.12

承認(全)
120

6.12 質疑

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)



財政金融委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に
関する法律案(閣法第２号)

2.1.20
―

1.27 財務金融
1.28

可決(多)
1.28

可決(多)
―

1.30
1.30 1.30 質疑

1.30
可決(多)

1.30
可決(多)

自民、
※(一部)、
公明、維新、
碧水、みん、
無

※、共産、
沖縄、れ新、
碧水、無

2.5
3号

29

所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第３号)＊ 2.1.31
(2.6)

2.6 財務金融

2.28
可決(多)
附帯決議

2.28
可決(多)

(3.6)
3.6

3.10
3.18 質疑
3.19 質疑
3.24 質疑

3.27
可決(多)
附帯決議

3.27
可決(多)

自民、公明、
維新、みん、
無

※、共産、
沖縄、れ新、
碧水、無

3.31
8号

29

関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第９号)＊ 2.2.4
―

3.5 財務金融

3.17
可決(全)
附帯決議

3.19
可決(全)

―
3.23

3.24 3.26 質疑
3.27

可決(全)
附帯決議

3.27
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

―
3.31
9号

33

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開
発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する
法律案(閣法第10号)＊

2.2.4
―

3.16 財務金融

3.24
可決(多)
附帯決議

3.26
可決(多)

―
3.26

3.27 3.31 質疑
3.31

可決(多)
附帯決議

3.31
可決(多)

自民、※、
公明、維新、
沖縄、れ新、
碧水、みん、
無

共産
3.31
15号

35

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税
関係法律の臨時特例に関する法律案(閣法第54号)

2.4.27
―

4.27 財務金融

4.29
可決(全)
附帯決議

4.29
可決(全)

　         ―
　4.28 予備付託
　4.29 本付託

4.30 4.30 質疑
4.30

可決(全)
附帯決議

4.30
可決(多)

4.30
25号

89

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(閣
法第24号)

2.2.25
―

4.9 財務金融

4.22
可決(多)
附帯決議

4.23
可決(多)

―
5.11

5.12 5.14 質疑
5.14

可決(多)
附帯決議

5.15
可決(多)

5.22
29号

53

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための
金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
案(閣法第40号)

2.3.6
―

5.18 財務金融

5.27
可決(多)
附帯決議

5.28
可決(多)

―
6.1

6.2 6.4 質疑
6.4

可決(多)
附帯決議

6.5
可決(多)

6.12
50号

73

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を
改正する法律案(閣法第58号)

2.6.8
―

6.8 財務金融

6.10
可決(全)
附帯決議

6.10
可決(全)

―
6.12

6.12 6.12 質疑
6.12

可決(全)
附帯決議

6.12
可決(全)

6.19
59号

91

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議



文教科学委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推
進に関する法律案(閣法第19号)＊

2.2.7
(3.17)

3.17 文部科学
3.25

可決(全)
3.26

可決(全)
―
4.1

4.2 4.7 質疑
4.7

可決(全)
附帯決議

4.10
可決(全)

4.17
18号

46

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関す
る法律の一部を改正する法律案(閣法第49号)

2.3.10
―

5.14 文部科学

5.22
可決(全)
附帯決議

5.26
可決(全)

―
5.27

5.28
6.2 質疑/参考
人
6.4 質疑

6.4
可決(全)
附帯決議

6.5
可決(全)

6.12
48号

86

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

(起立採決)

(起立採決)



厚生労働委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

労働基準法の一部を改正する法律案(閣法第11号) 2.2.4
―

3.5 厚生労働

3.11
可決(多)
附帯決議

3.17
可決(多)

―
3.18

3.19 3.24 質疑
3.24

可決(多)
附帯決議

3.27
可決(多)

自民、※、
公明、維新、
沖縄、碧水、
みん、無

共産、れ新
3.31
13号

35

雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第12号)＊ 2.2.4
―

3.11 厚生労働

3.18
可決(多)
附帯決議

3.19
可決(多)

―
3.23

3.24
3.26 質疑
3.30 参考人
3.31 質疑

3.31
可決(多)
附帯決議

3.31
可決(多)

自民、※、
公明、維新、
沖縄、碧水、
みん、無

共産、れ新
3.31
14号

36

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正
する法律案(閣法第34号)

2.3.3
(4.14)

4.14 厚生労働

5.8
修正(多)
附帯決議

5.12
修正(多)

(5.15)
5.15

5.19

5.19 質疑
5.21 質疑
5.26 参考人/質
疑
5.28 質疑

5.28
可決(多)
附帯決議

5.29
可決(多)

6.5
40号

66

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正
する法律案(閣法第43号)

2.3.6
(5.12)

5.12 厚生労働

5.22
可決(多)
附帯決議

5.26
可決(多)

(5.29)
5.29

6.2
6.2 質疑/参考
人
6.4 質疑

6.4
可決(多)
附帯決議

6.5
可決(多)

6.12
52号

77

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用
保険法の臨時特例等に関する法律案(閣法第59号)

2.6.8
―

6.8 厚生労働

6.10
可決(全)
附帯決議

6.10
可決(全)

―
6.12

6.12 6.12 質疑
6.12

可決(全)
附帯決議

6.12
可決(全)

6.12
54号

93

令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止
等に関する法律案(厚生労働委員長提出)(衆第24号)

2.6.10
6.10

可決(全)
―

6.12
6.12 ―

6.12
可決(全)

6.12
可決(全)

6.12
55号

105

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

議案
要旨
掲載
頁

備考件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

(起立採決)



農林水産委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(農林水産委員
長提出)(衆第２号)

2.1.28
1.28

可決(全)
―

1.30
1.30 1.30 質疑

1.30
可決(全)

1.30
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

―
2.5
2号

102

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(閣法第25号) 2.2.25
―

3.4 農林水産

3.18
可決(全)
附帯決議

3.19
可決(全)

―
3.23

3.24
3.27

可決(全)
附帯決議

3.27
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

―
4.3

16号
54

養豚農業振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長
提出)(衆第５号)

2.3.18
3.19

可決(全)
―

3.23
3.24

3.27
可決(全)

3.27
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

―
4.3

17号
102

家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第35号) 2.3.3
―

3.23 農林水産

3.31
可決(全)
附帯決議

4.2
可決(全)

―
4.6

4.7
4.14

可決(全)
附帯決議

4.17
可決(全)

4.24
21号

68

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(閣法
第36号)

2.3.3
―

3.23 農林水産

3.31
可決(全)
附帯決議

4.2
可決(全)

―
4.6

4.7
4.14

可決(全)
附帯決議

4.17
可決(全)

4.24
22号

70

森林組合法の一部を改正する法律案(閣法第45号)☆ 2.3.6
―

5.25 農林水産

5.27
可決(多)
附帯決議

5.28
可決(多)

―
5.11

5.12 5.14 質疑
5.14

可決(多)
附帯決議

5.15
可決(多)

6.3
35号

80

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する
特別措置法案(農林水産委員長提出)(衆第23号)

2.6.9
6.10

可決(全)
―

6.10
6.11 ―

6.11
可決(全)
附帯決議

6.12
可決(全)

6.19
56号

104

公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考件　名 提出年月日

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会

衆議院 参議院

本会議

3.26 質疑

4.14 質疑



経済産業委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

割賦販売法の一部を改正する法律案(閣法第39号)☆ 2.3.3
―

6.2 経済産業

6.12
可決(全)
附帯決議

6.16
可決(全)

―
5.1

5.7 5.12 質疑
5.12

可決(全)
附帯決議

5.13
可決(全)

6.24
64号

72

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入
の促進に関する法律案(閣法第22号)

2.2.18
(4.3)

4.3 経済産業

4.17
可決(多)
附帯決議

4.23
可決(多)

―
5.13

5.14
5.26

可決(多)
附帯決議

5.27
可決(多)

6.3
37号

51

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に
関する法律案(閣法第23号)

2.2.18
(4.3)

4.3 経済産業

4.17
可決(全)
附帯決議

4.23
可決(全)

―
5.13

5.14
5.26

可決(全)
附帯決議

5.27
可決(全)

6.3
38号

52

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気
事業法等の一部を改正する法律案(閣法第26号)

2.2.25
―

5.12 経済産業

5.22
可決(多)
附帯決議

5.26
可決(多)

―
5.27

5.28
6.2 質疑
6.4 参考人/質
疑

6.4
可決(多)
附帯決議

6.5
可決(多)

6.12
49号

56

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経
営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案
(閣法第50号)

2.3.10
―

5.26 経済産業

5.29
可決(全)
附帯決議

6.2
可決(全)

―
6.8

6.9 6.12 質疑
6.12

可決(全)
附帯決議

6.12
可決(全)

6.19
58号

87

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

5.19 質疑
5.21 参考人
5.26 質疑

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)



国土交通委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

土地基本法等の一部を改正する法律案(閣法第13号)＊ 2.2.4
―

3.5 国土交通

3.18
可決(多)
附帯決議

3.19
可決(多)

―
3.23

3.24 3.26 質疑
3.27

可決(多)
附帯決議

3.27
可決(多)

自民、※、
公明、維新、
沖縄、れ新、
碧水、みん、
無

共産
3.31
12号

39

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンショ
ンの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律
案(閣法第30号)☆

2.2.28
―

6.2 国土交通

6.12
可決(全)
附帯決議

6.16
可決(全)

―
4.1

4.2 4.7 質疑
4.7

可決(全)
附帯決議

4.10
可決(全)

6.24
62号

61

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の
一部を改正する法律案(閣法第14号)＊

2.2.4
―

3.23 国土交通

4.3
可決(全)
附帯決議

4.7
可決(全)

―
5.1

5.7 5.12 質疑
5.12

可決(全)
附帯決議

5.13
可決(全)

5.20
28号

41

道路法等の一部を改正する法律案(閣法第15号)＊ 2.2.4
―

4.14 国土交通

5.8
可決(多)
附帯決議

5.12
可決(多)

―
5.13

5.14 5.19 質疑
5.19

可決(多)
附帯決議

5.20
可決(多)

5.27
31号

43

持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進
するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
等の一部を改正する法律案(閣法第20号)＊

2.2.7
(3.24)

3.24 国土交通

4.14
可決(多)
附帯決議

4.16
可決(多)

(5.20)
5.20

5.21 5.26 質疑
5.26

可決(多)
附帯決議

5.27
可決(多)

6.3
36号

48

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第21
号)＊

2.2.7
―

5.12 国土交通

5.15
可決(多)
附帯決議

5.19
可決(多)

―
5.27

5.28 6.2 質疑
6.2

可決(多)
附帯決議

6.3
可決(多)

6.10
43号

50

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(閣法第44
号)

2.3.6
―

5.19 国土交通

5.22
可決(全)
附帯決議

5.26
可決(全)

―
6.4

6.4 6.9 質疑
6.9

可決(全)
附帯決議

6.12
可決(全)

6.19
60号

78

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航
空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機
等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(閣
法第29号)

2.2.28
―

5.26 国土交通

5.29
可決(全)
附帯決議

6.2
可決(全)

―
6.11

6.12 6.16 質疑
6.16

可決(全)
附帯決議

6.17
可決(全)

6.24
61号

59

(起立採決)

(起立採決)

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)



環境委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

大気汚染防止法の一部を改正する法律案(閣法第51号) 2.3.10
―

4.6 環境

5.15
可決(多)
附帯決議

5.19
可決(多)

―
5.20

5.21 5.28 質疑
5.28

可決(多)
附帯決議

5.29
可決(多)

6.5
39号

88

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

(起立採決)



予算委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

令和元年度一般会計補正予算（第１号）(閣予第１号) 2.1.20
(1.20 財政演説)

1.20 予算
1.28

可決(多)
1.28

可決(多)

　(1.20 財政演説)
　1.20 予備付託
　1.28 本付託

1.29
1.30

可決(多)
1.30

可決(多)

自民、
※(一部)、
公明、維新、
碧水、みん、
無

※、共産、
沖縄、れ新、
碧水、無

106

令和元年度特別会計補正予算（特第１号）(閣予第２号) 2.1.20
(1.20 財政演説)

1.20 予算
1.28

可決(多)
1.28

可決(多)

　(1.20 財政演説)
　1.20 予備付託
　1.28 本付託

1.29
1.30

可決(多)
1.30

可決(多)

自民、
※(一部)、
公明、維新、
碧水、みん、
無

※、共産、
沖縄、れ新、
碧水、無

106

令和元年度政府関係機関補正予算（機第１号）(閣予第３号) 2.1.20
(1.20 財政演説)

1.20 予算
1.28

可決(多)
1.28

可決(多)

　(1.20 財政演説)
　1.20 予備付託
　1.28 本付託

1.29
1.30

可決(多)
1.30

可決(多)

自民、
※(一部)、
公明、維新、
碧水、みん、
無

※、共産、
沖縄、れ新、
碧水、無

106

令和二年度一般会計予算(閣予第４号) 2.1.20
(1.20 財政演説)

1.20 予算
2.28

可決(多)
2.28

可決(多)

　(1.20 財政演説)
　1.20 予備付託
　2.28 本付託

1.29
3.27

可決(多)
3.27

可決(多)
自民、公明、
みん、無

※、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
無

107
3.18、3.19委嘱
審査

令和二年度特別会計予算(閣予第５号) 2.1.20
(1.20 財政演説)

1.20 予算
2.28

可決(多)
2.28

可決(多)

　(1.20 財政演説)
　1.20 予備付託
　2.28 本付託

1.29
3.27

可決(多)
3.27

可決(多)
自民、公明、
みん、無

※、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
無

107
3.18、3.19委嘱
審査

令和二年度政府関係機関予算(閣予第６号) 2.1.20
(1.20 財政演説)

1.20 予算
2.28

可決(多)
2.28

可決(多)

　(1.20 財政演説)
　1.20 予備付託
　2.28 本付託

1.29
3.27

可決(多)
3.27

可決(多)
自民、公明、
みん、無

※、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
無

107
3.18、3.19委嘱
審査

令和二年度一般会計補正予算（第１号）(閣予第７号) 2.4.27
　(4.27 財政演説)

4.27 予算
4.29

可決(全)
4.29

可決(全)

　(4.27 財政演説)
　4.27 予備付託
　4.29 本付託

4.29
4.30

可決(全)
4.30

可決(多)
110

令和二年度特別会計補正予算（特第１号）(閣予第８号) 2.4.27
　(4.27 財政演説)

4.27 予算
4.29

可決(全)
4.29

可決(全)

　(4.27 財政演説)
　4.27 予備付託
　4.29 本付託

4.29
4.30

可決(全)
4.30

可決(多)
110

令和二年度政府関係機関補正予算（機第１号）(閣予第９号) 2.4.27
　(4.27 財政演説)

4.27 予算
4.29

可決(全)
4.29

可決(全)

　(4.27 財政演説)
　4.27 予備付託
　4.29 本付託

4.29
4.30

可決(全)
4.30

可決(多)
110

令和二年度一般会計補正予算（第２号）(閣予第10号) 2.6.8
(6.8 財政演説)

6.8 予算
6.10

可決(多)
6.10

可決(多)

  (6.8 財政演説)
  6.8 予備付託
  6.10 本付託

6.11
6.12

可決(多)
6.12

可決(多)
110

令和二年度特別会計補正予算（特第２号）(閣予第11号) 2.6.8
(6.8 財政演説)

6.8 予算
6.10

可決(多)
6.10

可決(多)

  (6.8 財政演説)
  6.8 予備付託
  6.10 本付託

6.11
6.12

可決(多)
6.12

可決(多)
110

令和二年度政府関係機関補正予算（機第２号）(閣予第12号) 2.6.8
(6.8 財政演説)

6.8 予算
6.10

可決(多)
6.10

可決(多)

  (6.8 財政演説)
  6.8 予備付託
  6.10 本付託

6.11
6.12

可決(多)
6.12

可決(多)
110

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考

1.29 総括質疑
1.30 総括質疑/
締めくくり質疑

3.2 基本的質疑
3.3 基本的質疑
3.4 一般質疑
3.5 一般質疑
3.6 一般質疑
3.9 集中審議
3.10 公聴会
3.11 一般質疑
3.16 集中審議
3.17 一般質疑
3.23 集中審議
3.25 一般質疑
3.26 一般質疑
3.27 締めくくり質
疑

4.29 総括質疑
4.30 総括質疑

6.11 総括質疑
6.12 総括質疑

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)



決算委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

6.17
是認(多)

6.17
内閣に

対する警
告(全)

平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書
元.11.19
(200回)

―
2.１.20 決算行政

―
元.12.2
(200回)

12.2
(200回)

6.15
是認(多)

6.17
是認(多)

127

平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書
元.11.19
(200回)

―
2.１.20 決算行政

―
元.12.2
(200回)

12.2
(200回)

6.15
是認(多)

6.17
是認(多)

128

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所
管使用調書（その１）

31.3.19
(198回)

―
2.１.20 決算行政

6.1
承諾(全)

6.2
承諾(全)

―
6.12

6.15
6.15

承諾(全)
6.17

承諾(全)
126

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所
管使用調書（その２）

元.5.21
(198回)

―
2.１.20 決算行政

6.1
承諾(多)

6.2
承諾(多)

―
6.12

6.15
6.15

承諾(多)
6.17

承諾(多)
126

平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平成三十年度特別
会計歳入歳出決算、平成三十年度国税収納金整理資金受
払計算書、平成三十年度政府関係機関決算書

元.11.19
(200回)

―
2.1.20 決算行政

継続審査

6.15の質疑は平
成30年度予備費
関係２件と一括

継続審査

継続審査

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)

(元.12.2 財務大臣
の報告聴取・200

回)
元.12.2
(200回)

12.2
(200回)

6.15
是認(多)
内閣に対
する警告

(全)
措置要求
決議(全)

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

127

質疑は決算外２
件と一括

2.4.1 全般質疑
4.6 質疑
4.13 質疑
5.13 質疑
5.18 質疑
5.25 准総括質
疑
6.15 締めくくり総
括質疑

6.15 質疑

委員会 本会議



議院運営委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改
正する法律案(議院運営委員長提出)(衆第８号)

2.4.27
4.27

可決(全)

　         ―
　4.27 予備付託
　4.27 本付託

4.27
4.27

可決(全)
4.27

可決(全)
4.30
24号

103

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改
正する法律案(東徹君外１名発議)(参第６号)

2.1.21 ― ― ―
―

4.24
4.27 審査未了 ― ― ― ― 96

件　名 提出年月日

衆議院

備考

4.27 質疑

議案
要旨
掲載
頁

参議院
公布日

法律番号
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決

(起立採決)



災害対策特別委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に
係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する
法律案(災害対策特別委員長提出)(衆第６号)

2.3.18
3.19

可決(全)
―

3.26
3.27 ―

3.27
可決(全)

3.27
可決(全)

自民、※、
公明、維新、
共産、沖縄、
れ新、碧水、
みん、無

―
3.31
7号

103

衆議院

委員会議決 本会議議決
件　名 提出年月日

議案
要旨
掲載
頁

(本会議趣旨説明)
付託日

参議院

委員会 本会議 備考
公布日

法律番号
(本会議趣旨説明)

付託日 付託委員会



政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

公職選挙法の一部を改正する法律案( 沢一郎君外9名提
出)(衆第16号)

2.5.29
―

5.29 倫理選挙
6.1

可決(多)
6.2

可決(多)
―
6.4

6.5 6.5 質疑
6.5

可決(多)
6.8

可決(多)
6.12
45号

104

本会議議決
件　名 提出年月日

衆議院

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決

公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考委員会 本会議

参議院

(本会議趣旨説明)
付託日

(起立採決)



地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第５号)
＊

2.2.4
(4.2)

4.2 地方創生
4.15

可決(多)
4.16

可決(多)
(5.13)
5.13

5.13
5.15 質疑
5.22 質疑

5.22
可決(多)
附帯決議

5.27
可決(多)

6.3
34号

30

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律案(閣法第32号)

2.3.3
―

5.13 地方創生
5.20

可決(全)
5.22

可決(全)
―

5.26
5.27 5.29 質疑

5.29
可決(全)

6.3
可決(全)

6.10
41号

63

公益通報者保護法の一部を改正する法律案(閣法第41号) 2.3.6
(5.15)

5.15 消費者問題

5.21
修正(全)
附帯決議

5.22
修正(全)

(6.3)
6.3

6.3
6.3 参考人
6.5 質疑

6.5
可決(全)
附帯決議

6.8
可決(全)

6.12
51号

75

件　名 提出年月日 (本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考

(起立採決)

(起立採決)

(起立採決)



東日本大震災復興特別委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

復興庁設置法等の一部を改正する法律案(閣法第33号) 2.3.3
(5.14)

5.14 震災復興

5.21
可決(多)
附帯決議

5.22
可決(多)

(5.27)
5.27

5.27
5.29 質疑
6.3 質疑

6.3
可決(多)
附帯決議

6.5
可決(多)

6.12
46号

64

本会議議決
件　名 提出年月日

衆議院 参議院

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考

(起立採決)



委員会未付託議案

(内閣提出法律案)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

種苗法の一部を改正する法律案(閣法第37号) 2.3.3
―

6.16 農林水産
― ― ― ― ― ― ― ― 70

国家公務員法等の一部を改正する法律案(閣法第52号) 2.3.13
(4.16)

4.16 内閣
審査未了 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 89

地方公務員法の一部を改正する法律案(閣法第53号) 2.3.13
―

6.16 総務
― ― ― ― ― ― ― ― 89

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック
競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第56
号)

2.5.29
―

6.16 文部科学
― ― ― ― ― ― ― ― 91

件　名 提出年月日

継続審査

継続審査

継続審査

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考



(本院議員提出法律案)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

公職選挙法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名発
議)(参第１号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 96

政治資金規正法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名
発議)(参第２号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 96

租税特別措置法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名
発議)(参第３号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 96

政治資金規正法の一部を改正する法律案(石井章君外１名
発議)(参第４号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 96

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改
正する法律案(東徹君外１名発議)(参第５号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 96

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改
正する法律案(東徹君外１名発議)(参第７号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 97

国家公務員の人件費の総額の削減の推進に関する法律案
(清水貴之君外１名発議)(参第８号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 97

大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律
案(浅田均君外１名発議)(参第９号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 97

地方自治法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名発
議)(参第10号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 97

公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考件　名 提出年月日

衆議院 参議院

本会議(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会



国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法
律の一部を改正する法律案(東徹君外１名発議)(参第11号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 97

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改
正する法律案(東徹君外１名発議)(参第12号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 98

裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(東徹君外１名発
議)(参第13号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 98

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法
律案(東徹君外１名発議)(参第14号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 98

公職選挙法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名発
議)(参第15号)

2.1.21 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 98

政策金融改革の着実な達成を図るための株式会社商工組
合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法を廃止す
る等の法律案(浅田均君外１名発議)(参第16号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 98

独立行政法人都市再生機構の完全民営化の推進に関する
法律案(浅田均君外１名発議)(参第17号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 98

農地法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名発議)(参第
18号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 98

地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備に関
する法律案(浅田均君外１名発議)(参第19号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 99

地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備に関す
る法律案(浅田均君外１名発議)(参第20号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 99



児童福祉法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名発
議)(参第21号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 99

国家公務員法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名発
議)(参第22号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 99

地方自治法の一部を改正する法律案(浅田均君外１名発
議)(参第23号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 99

地方教育行政改革の推進に関する法律案(浅田均君外１名
発議)(参第24号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 99

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(浅田均君外
１名発議)(参第25号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100

日本たばこ産業株式会社の完全民営化等に関する法律案
(松沢成文君外１名発議)(参第26号)

2.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(片
山大介君外１名発議)(参第27号)

2.3.24 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100

公文書院の設置等による公文書等の管理の適正化の推進
に関する法律案(片山大介君外１名発議)(参第28号)

2.3.24 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100

新型コロナウイルス感染症等の経済活動への影響に対する
対策として消費税の税率を当分の間引き下げるために講ず
べき措置に関する法律案(音喜多駿君外１名発議)(参第29
号)

2.6.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100

新型コロナウイルス感染症関連支援に係る手続の迅速化に
関する法律案(江崎孝君外２名発議)(参第30号)

2.6.12 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100



(予備費等承諾を求めるの件)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所
管使用調書（その１）

2.3.17
―

6.16 決算行政
― ― ― ― ― ― ― 126

令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所
管使用調書（その２）

2.5.19
―

6.16 決算行政
― ― ― ― ― ― ― 126

令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管
使用調書

2.5.19
―

6.16 決算行政
― ― ― ― ― ― ― 126

件　名 提出年月日

継続審査

公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考

継続審査

継続審査

本会議

衆議院 参議院

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会



（NHK決算）

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損
益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
並びにこれらに関する説明書

30.12.4
(197回)

―
2.1.20 総務

― ― ― ― ― ― ― ― ― 129

日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益
計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並
びにこれらに関する説明書

元.12.3
(200回)

―
2.１.20 総務

― ― ― ― ― ― ― ― ― 129

公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

委員会議決 本会議議決
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会件　名 提出年月日

衆議院 参議院

本会議



１ 本会議審議経過

○令和２年１月20日(月)

開会 午前10時１分

日程第１ 議席の指定

議長は、議員の議席を指定した。

特別委員会設置の件

本件は、議長発議により、

災害に関する諸問題を調査し、その対策樹

立に資するため委員20名から成る災害対策

特別委員会、

沖縄及び北方問題に関する対策樹立に資す

るため委員20名から成る沖縄及び北方問題

に関する特別委員会、

政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査

のため委員35名から成る政治倫理の確立及

び選挙制度に関する特別委員会、

北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査

し、その対策樹立に資するため委員20名か

ら成る北朝鮮による拉致問題等に関する特

別委員会、

政府開発援助を始めとする国際援助・協力

に関する諸問題を調査するため委員30名か

ら成る政府開発援助等に関する特別委員

会、

東日本大震災からの復興に当たり、その総

合的な対策樹立に資するため委員40名から

成る東日本大震災復興特別委員会を設置す

ることに全会一致をもって決し、

地方創生並びに消費者の利益の擁護及び増

進等に関する総合的な対策を樹立するため

委員25名から成る地方創生及び消費者問題

に関する特別委員会を設置することに決

し、

議長は、特別委員を指名した。

休憩 午前10時５分

再開 午後３時41分

日程第２ 国務大臣の演説に関する件

安倍内閣総理大臣は施政方針に関し、茂木

外務大臣は外交に関し、麻生財務大臣は財

政に関し、西村国務大臣は経済に関しそれ

ぞれ演説をした。

国務大臣の演説に対する質疑は、延期する

ことに決した。

散会 午後５時４分

○令和２年１月23日(木)

開会 午前10時１分

日程第１ 国務大臣の演説に関する件(第２

日)

福山哲郎君、岡田広君は、それぞれ質疑を

した。

残余の質疑は、延期することに決した。

散会 午後０時３分

○令和２年１月24日(金)

開会 午前10時16分

日程第１ 国務大臣の演説に関する件(第３

日)

山口那津男君、片山虎之助君は、それぞれ

質疑をした。

休憩 午前11時54分

再開 午後１時１分

休憩前に引き続き、山下芳生君、大塚耕平

君、野上浩太郎君は、それぞれ質疑をした。

議長は、質疑が終了したことを告げた。

散会 午後３時25分

○令和２年１月30日(木)

開会 午後７時11分

日程第１ 令和元年度一般会計補正予算(第

１号)

日程第２ 令和元年度特別会計補正予算(特

第１号)

日程第３ 令和元年度政府関係機関補正予算

(機第１号)

以上３案は、予算委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があって、討論の後、

押しボタン式投票をもって採決の結果、賛

成161、反対79にて可決された。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

(衆議院提出)

本案は、日程に追加し、農林水産委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、押しボタン式投票をもって採決の結

果、賛成243、反対０にて全会一致をもっ

て可決された。

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一

部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）



本案は、日程に追加し、総務委員長から委

員会審査の経過及び結果の報告があった

後、押しボタン式投票をもって採決の結果、

賛成228、反対15にて可決された。

平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処

理の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院

送付)

本案は、日程に追加し、財政金融委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、押しボタン式投票をもって採決の結

果、賛成164、反対79にて可決された。

散会 午後７時58分

○令和２年２月14日(金)

開会 午前10時１分

永年在職議員表彰の件

本件は、議長発議により、国会議員として

在職25年に達した議員衛藤晟一君、林芳正

君、橋本聖子君を院議をもって表彰するこ

とに決し、議長は、次の表彰文を朗読した。

議員衛藤晟一君 君は国会議員としてそ

の職にあること25年に及び常に憲政のた

めに力を尽くされました

参議院は君の永年の功労に対しここに院

議をもって表彰します

議員林芳正君 君は国会議員としてその

職にあること25年に及び常に憲政のため

に力を尽くされました

参議院は君の永年の功労に対しここに院

議をもって表彰します

議員橋本聖子君 君は国会議員としてそ

の職にあること25年に及び常に憲政のた

めに力を尽くされました

参議院は君の永年の功労に対しここに院

議をもって表彰します

関口昌一君は、三君に対し祝辞を述べた。

衛藤晟一君、林芳正君、橋本聖子君は、そ

れぞれ謝辞を述べた。

日程第１ 国家公務員等の任命に関する件

本件は、押しボタン式投票をもって採決の

結果、国家公務員倫理審査会会長に秋吉淳

一郎君、情報公開・個人情報保護審査会委

員に泉本小夜子君、磯部哲君、労働保険審

査会委員に小畑史子君、中央社会保険医療

協議会公益委員に永瀬伸子君、社会保険審

査会委員に宇野敦子君、運輸審議会委員に

二村真理子君、公害健康被害補償不服審査

会委員に石井彰君を任命することに賛成

241、反対０にて全会一致をもって同意す

ることに決し、

国家公務員倫理審査会委員に潜道文子君、

上野幹夫君、公安審査委員会委員に和田洋

君を任命することに賛成226、反対15にて

同意することに決し、

情報公開・個人情報保護審査会委員に藤谷

俊之君を任命することに賛成239、反対２

にて同意することに決し、

日本銀行政策委員会審議委員に安達誠司君

を任命することに賛成159、反対82にて同

意することに決し、

中央社会保険医療協議会公益委員に小塩隆

士君、社会保険審査会委員長に瀧澤泉君を

任命することに賛成224、反対17にて同意

することに決した。

散会 午前10時33分

○令和２年３月６日(金)

開会 午前10時１分

元内閣総理大臣中曽根康弘君逝去につき哀悼

の件

本件は、議長発議により院議をもって弔詞

をささげることに決し、議長は弔詞を朗読

した。

日程第１ 所得税法等の一部を改正する法律

案(趣旨説明)

本件は、麻生財務大臣から趣旨説明があっ

た後、長峯誠君、宮沢由佳君、音喜多駿君、

大門実紀史君がそれぞれ質疑をした。

散会 午前11時42分

○令和２年３月11日(水)

開会 午前10時２分

日程第１ 国務大臣の報告に関する件(令和

二年度地方財政計画について)

日程第２ 地方税法等の一部を改正する法律

案及び地方交付税法等の一部を改

正する法律案(趣旨説明)

以上両件は、高市総務大臣から報告及び趣

旨説明があった後、森本真治君、山本博司

君、柳ヶ瀬裕文君、伊藤岳君がそれぞれ質

疑をした。



散会 午前11時38分

○令和２年３月13日(金)

開会 午後４時１分

日程第１ 新型インフルエンザ等対策特別措

置法の一部を改正する法律案(内

閣提出、衆議院送付)

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があって、討論の後、押し

ボタン式投票をもって採決の結果、賛成

216、反対18にて可決された。

散会 午後４時33分

○令和２年３月27日(金)

開会 午後２時１分

令和二年度一般会計予算

令和二年度特別会計予算

令和二年度政府関係機関予算

以上３案は、日程に追加し、予算委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

て、討論の後、記名投票をもって採決の結

果、賛成143、反対99にて可決された。

日程第１ 労働基準法の一部を改正する法律

案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、厚生労働委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、押しボタ

ン式投票をもって採決の結果、賛成227、

反対15にて可決された。

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤

務する外務公務員の給与に関する法律の一部

を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、日程に追加し、外交防衛委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、押しボタン式投票をもって採決の結

果、賛成239、反対０にて全会一致をもっ

て可決された。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

養豚農業振興法の一部を改正する法律案(衆

議院提出)

以上両案は、日程に追加し、農林水産委員

長から委員会審査の経過及び結果の報告が

あった後、押しボタン式投票をもって採決

の結果、賛成241、反対０にて全会一致を

もって可決された。

土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣

提出、衆議院送付)

本案は、日程に追加し、国土交通委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、押しボタン式投票をもって採決の結

果、賛成228、反対13にて可決された。

地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提

出、衆議院送付)

地方交付税法等の一部を改正する法律案(内

閣提出、衆議院送付)

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改

正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

以上３案は、日程に追加し、総務委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

て、第１及び第２の議案に対する討論の後、

押しボタン式投票をもって採決の結果、第

１及び第２の議案は賛成160、反対82にて

可決、第３の議案は賛成226、反対15にて

可決された。

所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提

出、衆議院送付)

関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣

提出、衆議院送付)

以上両案は、日程に追加し、財政金融委員

長から委員会審査の経過及び結果の報告が

あって、第１の議案に対する討論の後、押

しボタン式投票をもって採決の結果、第１

の議案は賛成160、反対82にて可決、第２

の議案は賛成242、反対０にて全会一致を

もって可決された。

地震防災対策強化地域における地震対策緊急

整備事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)

本案は、日程に追加し、災害対策特別委員

長から委員会審査の経過及び結果の報告が

あった後、押しボタン式投票をもって採決

の結果、賛成241、反対０にて全会一致を

もって可決された。

国立国会図書館長の任命に関する件

本件は、吉永元信君の任命を承認すること

に決した。

散会 午後４時５分

○令和２年３月31日(火)

開会 午後４時１分

日程第１ 日本国憲法第八条の規定による議



決案(衆議院送付)

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、押しボタン式

投票をもって採決の結果、賛成241、反対

０にて全会一致をもって可決された。

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法

律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関

する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、

衆議院送付)

本案は、日程に追加し、財政金融委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、押しボタン式投票をもって採決の結

果、賛成228、反対13にて可決された。

雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣

提出、衆議院送付)

本案は、日程に追加し、厚生労働委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、押しボタン式投票をもって採決の結

果、賛成227、反対14にて可決された。

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認

を求めるの件(衆議院送付)

本件は、日程に追加し、総務委員長から委

員会審査の経過及び結果の報告があった

後、押しボタン式投票をもって採決の結果、

賛成209、反対31にて承認することに決し

た。

散会 午後４時13分

○令和２年４月３日(金)

開会 午前10時１分

政治資金適正化委員会委員の指名

本指名は、議長に一任することに決し、議

長は、伊藤鉄男君、淺井万富君、杉田慶一

君、田口尚文君、谷口将紀君を指名した。

日程第１ 国務大臣の報告に関する件(新型

インフルエンザ等対策特別措置法

第15条に定める政府対策本部の設

置等及び2020年東京オリンピック

競技大会・東京パラリンピック競

技大会の延期に関する報告につい

て)

本件は、安倍内閣総理大臣から報告があっ

た後、石田昌宏君、大塚耕平君、熊野正士

君、松沢成文君、山添拓君がそれぞれ質疑

をした。

日程第２ 道路交通法の一部を改正する法律

案(内閣提出)

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、押しボタン式

投票をもって採決の結果、賛成236、反対

０にて全会一致をもって可決された。

散会 午前11時52分

○令和２年４月10日(金)

開会 午前10時１分

日程第１ 外国弁護士による法律事務の取扱

いに関する特別措置法の一部を改

正する法律案(第200回国会内閣提

出衆議院送付)

本案は、法務委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

日程第２ マンションの管理の適正化の推進

に関する法律及びマンションの建

替え等の円滑化に関する法律の一

部を改正する法律案(内閣提出)

本案は、国土交通委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

日程第３ 文化観光拠点施設を中核とした地

域における文化観光の推進に関す

る法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、文教科学委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

散会 午前10時11分

○令和２年４月17日(金)

開会 午前10時１分

国家公務員等の任命に関する件

本件は、人事官に古屋浩明君を任命するこ

とに同意することに決し、

公正取引委員会委員長に古谷一之君を任命

することに同意することに決し、

国家公務員倫理審査会委員に相原佳世君、

原子力規制委員会委員に伴信彦君、山中伸

介君を任命することに同意することに決

し、

国家公安委員会委員に横畠裕介君を任命す

ることに同意することに決し、

情報公開・個人情報保護審査会委員に小林

昭彦君、塩入みほも君、常岡孝好君、公害



等調整委員会委員に野中智子君、中央更生

保護審査会委員長に倉吉敬君、労働保険審

査会委員に金岡京子君、土地鑑定委員会委

員に森田修君、清常智之君、加藤瑞貴君、

亀島祝子君、川添義弘君、國崎稚加子君、

若 周君、運輸安全委員会委員に田村兼吉

君、津田宏果君、安田 喜子君を任命する

ことに全会一致をもって同意することに決

し、

公害等調整委員会委員に都築政則君、上家

和子君、運輸安全委員会委員に佐藤雄二君

を任命することに同意することに決し、

日本銀行政策委員会審議委員に中村豊明君

を任命することに同意することに決した。

日程第１ 家畜改良増殖法の一部を改正する

法律案(内閣提出、衆議院送付)

日程第２ 家畜遺伝資源に係る不正競争の防

止に関する法律案(内閣提出、衆

議院送付)

以上両案は、農林水産委員長から委員会審

査の経過及び結果の報告があった後、全会

一致をもって可決された。

日程第３ 電波法の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

本案は、総務委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

日程第４ 裁判所職員定員法の一部を改正す

る法律案（内閣提出、衆議院送付）

本案は、法務委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

日程第５ 防衛省設置法の一部を改正する法

律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、外交防衛委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

散会 午前10時17分

○令和２年４月27日(月)

開会 午後３時46分

日程第１ 国務大臣の演説に関する件

麻生財務大臣は、財政について演説をした。

本件に対し、難波奨二君、丸川珠代君、谷

合正明君、鈴木宗男君、田村智子君、増子

輝彦君は、それぞれ質疑をした。

議長は、質疑が終了したことを告げた。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

律の一部を改正する法律案(衆議院提出)

本案は、日程に追加し、議院運営委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、全会一致をもって可決された。

散会 午後６時16分

○令和２年４月30日(木)

開会 午後６時31分

日程第１ 令和二年度一般会計補正予算(第

１号)

日程第２ 令和二年度特別会計補正予算(特

第１号)

日程第３ 令和二年度政府関係機関補正予算

(機第１号)

以上３案は、予算委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があって、討論の後、

可決された。

地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提

出、衆議院送付)

令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止

等に関する法律案（衆議院提出）

以上両案は、日程に追加し、総務委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、第１の議案は可決、第２の議案は全

会一致をもって可決された。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための国税関係法律の臨時特例に関する法

律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、日程に追加し、財政金融委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、可決された。

散会 午後７時19分

○令和２年５月13日(水)

開会 午前10時１分

元本院議長倉田寛之君逝去につき哀悼の件

本件は、議長発議により院議をもって弔詞

をささげることに決し、議長は弔詞を朗読

した。

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

(閣法第５号)(趣旨説明)

本件は、日程に追加し、北村国務大臣から

趣旨説明があった後、福島みずほ君、柳ヶ

瀬裕文君、田村智子君がそれぞれ質疑をし

た。



日程第１ 投資の促進及び保護に関する日本

国とアラブ首長国連邦との間の協

定の締結について承認を求めるの

件(衆議院送付)

日程第２ 投資の促進及び保護に関する日本

国とヨルダン・ハシェミット王国

との間の協定の締結について承認

を求めるの件(衆議院送付)

日程第３ 包括的な経済上の連携に関する日

本国及び東南アジア諸国連合構成

国の間の協定を改正する第一議定

書の締結について承認を求めるの

件(衆議院送付)

日程第４ 投資の促進及び保護に関する日本

国とモロッコ王国との間の協定の

締結について承認を求めるの件

(衆議院送付)

日程第５ 投資の相互促進及び相互保護に関

する日本国政府とコートジボワー

ル共和国政府との間の協定の締結

について承認を求めるの件(衆議

院送付)

以上５件は、外交防衛委員長から委員会審

査の経過及び結果の報告があった後、承認

することに決した。

日程第６ 割賦販売法の一部を改正する法律

案(内閣提出)

本案は、経済産業委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

日程第７ 高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部を改

正する法律案(内閣提出、衆議院

送付)

本案は、国土交通委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

散会 午前11時24分

○令和２年５月15日(金)

開会 午前10時１分

年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律案(趣旨説明)

本件は、日程に追加し、加藤厚生労働大臣

から趣旨説明があった後、小川克巳君、芳

賀道也君、梅村聡君、倉林明子君がそれぞ

れ質疑をした。

日程第１ 株式会社日本政策投資銀行法の一

部を改正する法律案(内閣提出、

衆議院送付)

本案は、財政金融委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

日程第２ 森林組合法の一部を改正する法律

案(内閣提出)

本案は、農林水産委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

日程第３ 電気通信事業法及び日本電信電話

株式会社等に関する法律の一部を

改正する法律案(内閣提出、衆議

院送付)

本案は、総務委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

散会 午前11時42分

○令和２年５月20日(水)

開会 午前10時１分

持続可能な運送サービスの提供の確保に資す

る取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律等の一部を改正する

法律案(趣旨説明)

本件は、日程に追加し、赤羽国土交通大臣

から趣旨説明があった後、森屋隆君、室井

邦彦君、武田良介君がそれぞれ質疑をした。

日程第１ 道路法等の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

本案は、国土交通委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

日程第２ 地域における一般乗合旅客自動車

運送事業及び銀行業に係る基盤的

なサービスの提供の維持を図るた

めの私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律の特例に関す

る法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

散会 午前11時13分

○令和２年５月27日(水)



開会 午前10時１分

復興庁設置法等の一部を改正する法律案(趣

旨説明)

本件は、日程に追加し、田中国務大臣から

趣旨説明があった後、木戸口英司君、塩田

博昭君、石井苗子君、岩渕友君がそれぞれ

質疑をした。

日程第１ 所得に対する租税に関する二重課

税の除去並びに脱税及び租税回避

の防止のための日本国とアルゼン

チン共和国との間の条約の締結に

ついて承認を求めるの件(衆議院

送付)

日程第２ 所得に対する租税に関する二重課

税の除去並びに脱税及び租税回避

の防止のための日本国とウルグア

イ東方共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件(衆議

院送付)

日程第３ 所得に対する租税に関する二重課

税の除去並びに脱税及び租税回避

の防止のための日本国とペルー共

和国との間の条約の締結について

承認を求めるの件(衆議院送付)

日程第４ 所得に対する租税に関する二重課

税の除去並びに脱税及び租税回避

の防止のための日本国とジャマイ

カとの間の条約の締結について承

認を求めるの件(衆議院送付)

日程第５ 所得に対する租税に関する二重課

税の除去並びに脱税及び租税回避

の防止のための日本国とウズベキ

スタン共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件(衆議

院送付)

日程第６ 所得に対する租税に関する二重課

税の除去並びに脱税及び租税回避

の防止のための日本国とモロッコ

王国との間の条約の締結について

承認を求めるの件(衆議院送付)

以上６件は、外交防衛委員長から委員会審

査の経過及び結果の報告があった後、承認

することに決した。

日程第７ 国家戦略特別区域法の一部を改正

する法律案(内閣提出、衆議院送

付)

本案は、地方創生及び消費者問題に関する

特別委員長から委員会審査の経過及び結果

の報告があって、討論の後、可決された。

日程第８ 持続可能な運送サービスの提供の

確保に資する取組を推進するため

の地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律等の一部を改正する

法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、国土交通委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

日程第９ 特定高度情報通信技術活用システ

ムの開発供給及び導入の促進に関

する法律案(内閣提出、衆議院送

付)

日程第10 特定デジタルプラットフォームの

透明性及び公正性の向上に関する

法律案(内閣提出、衆議院送付)

以上両案は、経済産業委員長から委員会審

査の経過及び結果の報告があった後、日程

第９は可決、日程第10は全会一致をもって

可決された。

散会 午後０時27分

○令和２年５月29日(金)

開会 午前10時１分

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の

一部を改正する法律案(趣旨説明)

本件は、日程に追加し、加藤厚生労働大臣

から趣旨説明があった後、田島麻衣子君、

下野六太君、東徹君、倉林明子君がそれぞ

れ質疑をした。

日程第１ 大気汚染防止法の一部を改正する

法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、環境委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

日程第２ 年金制度の機能強化のための国民

年金法等の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

本案は、厚生労働委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

散会 午前11時37分



○令和２年６月３日(水)

開会 午前10時１分

公益通報者保護法の一部を改正する法律案

(趣旨説明)

本件は、日程に追加し、衛藤国務大臣から

趣旨説明があった後、田村まみ君、松沢成

文君、大門実紀史君がそれぞれ質疑をした。

日程第１ 社会保障に関する日本国とスウェ

ーデン王国との間の協定の締結に

ついて承認を求めるの件(衆議院

送付)

日程第２ 社会保障に関する日本国とフィン

ランド共和国との間の協定の締結

について承認を求めるの件(衆議

院送付)

以上両件は、外交防衛委員長から委員会審

査の経過及び結果の報告があった後、全会

一致をもって承認することに決した。

日程第３ 地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律案(内

閣提出、衆議院送付)

本案は、地方創生及び消費者問題に関する

特別委員長から委員会審査の経過及び結果

の報告があった後、全会一致をもって可決

された。

日程第４ 都市再生特別措置法等の一部を改

正する法律案(内閣提出、衆議院

送付)

本案は、国土交通委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に

関する調査の中間報告

本件は、中間報告を聴取することに決し、

行政監視委員長から行政監視の実施の状況

等に関する報告があった。

散会 午前11時19分

○令和２年６月５日(金)

開会 午前10時１分

日程第１ 国務大臣の報告に関する件(令和

元年度政策評価等の実施状況及び

これらの結果の政策への反映状況

に関する報告について)

本件は、高市総務大臣から報告があった後、

島村大君、吉川沙織君、高橋光男君、音喜

多駿君、井上哲士君がそれぞれ質疑をした。

日程第２ 復興庁設置法等の一部を改正する

法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、東日本大震災復興特別委員長から

委員会審査の経過及び結果の報告があった

後、可決された。

日程第３ 聴覚障害者等による電話の利用の

円滑化に関する法律案(内閣提出、

衆議院送付)

本案は、総務委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、全会一致を

もって可決された。

日程第４ 著作権法及びプログラムの著作物

に係る登録の特例に関する法律の

一部を改正する法律案(内閣提出、

衆議院送付)

本案は、文教科学委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

日程第５ 自動車の運転により人を死傷させ

る行為等の処罰に関する法律の一

部を改正する法律案(内閣提出、

衆議院送付)

本案は、法務委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、全会一致を

もって可決された。

日程第６ 金融サービスの利用者の利便の向

上及び保護を図るための金融商品

の販売等に関する法律等の一部を

改正する法律案(内閣提出、衆議

院送付)

本案は、財政金融委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

日程第７ 個人情報の保護に関する法律等の

一部を改正する法律案(内閣提出、

衆議院送付)

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

日程第８ 強靱かつ持続可能な電気供給体制

の確立を図るための電気事業法等

の一部を改正する法律案(内閣提



出、衆議院送付)

本案は、経済産業委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、可決され

た。

日程第９ 地域共生社会の実現のための社会

福祉法等の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

本案は、厚生労働委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があって、討論の後、

可決された。

散会 午後０時36分

○令和２年６月８日(月)

開会 午後３時６分

日程第１ 国務大臣の演説に関する件

麻生財務大臣は、財政について演説をした。

本件に対し、有田芳生君、古賀友一郎君、

山本香苗君、浅田均君、山下芳生君、徳永

エリ君は、それぞれ質疑をした。

議長は、質疑が終了したことを告げた。

日程第２ 公職選挙法の一部を改正する法律

案(衆議院提出)

本案は、政治倫理の確立及び選挙制度に関

する特別委員長から委員会審査の経過及び

結果の報告があった後、可決された。

日程第３ 公益通報者保護法の一部を改正す

る法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、地方創生及び消費者問題に関する

特別委員長から委員会審査の経過及び結果

の報告があった後、全会一致をもって可決

された。

散会 午後５時46分

○令和２年６月12日(金)

開会 午後１時36分

令和二年度一般会計補正予算(第２号)

令和二年度特別会計補正予算(特第２号)

令和二年度政府関係機関補正予算(機第２号)

以上３案は、日程に追加し、予算委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

て、討論の後、可決された。

日程第１ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に

関する法律案(内閣提出、衆議院

送付)

本案は、国土交通委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

日程第２ 防災重点農業用ため池に係る防災

工事等の推進に関する特別措置法

案(衆議院提出)

本案は、農林水産委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を

改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、日程に追加し、内閣委員長から委

員会審査の経過及び結果の報告があった

後、可決された。

金融機能の強化のための特別措置に関する法

律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議

院送付)

本案は、日程に追加し、財政金融委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、全会一致をもって可決された。

中小企業の事業承継の促進のための中小企業

における経営の承継の円滑化に関する法律等

の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院

送付)

本案は、日程に追加し、経済産業委員長か

ら委員会審査の経過及び結果の報告があっ

た後、全会一致をもって可決された。

刑を言い渡された者の移送に関する日本国と

ベトナム社会主義共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件(衆議院送付)

専門機関の特権及び免除に関する条約の附属

書ⅩⅤⅢの締結について承認を求めるの件

(衆議院送付)

国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所

の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣

疫事務局との間の協定の締結について承認を

求めるの件(衆議院送付)

以上３件は、日程に追加し、外交防衛委員

長から委員会審査の経過及び結果の報告が

あった後、全会一致をもって承認すること

に決した。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための雇用保険法の臨時特例等に関する法

律案(内閣提出、衆議院送付)

令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に

係る差押禁止等に関する法律案(衆議院提出)



以上両案は、日程に追加し、厚生労働委員

長から委員会審査の経過及び結果の報告が

あった後、全会一致をもって可決された。

国際経済・外交に関する調査の中間報告

本件は、中間報告を聴取することに決し、

国際経済・外交に関する調査会長から報告

があった。

国民生活・経済に関する調査の中間報告

本件は、中間報告を聴取することに決し、

国民生活・経済に関する調査会長から報告

があった。

原子力等エネルギー・資源に関する調査の中

間報告

本件は、中間報告を聴取することに決し、

資源エネルギーに関する調査会長から報告

があった。

散会 午後２時49分

○令和２年６月17日(水)

開会 午後３時１分

日程第１ 平成三十年度一般会計予備費使用

総調書及び各省各庁所管使用調書

(その１)(第198回国会内閣提出、

第201回国会衆議院送付）

日程第２ 平成三十年度一般会計予備費使用

総調書及び各省各庁所管使用調書

(その２)(第198回国会内閣提出、

第201回国会衆議院送付）

日程第３ 平成三十年度一般会計歳入歳出決

算、平成三十年度特別会計歳入歳

出決算、平成三十年度国税収納金

整理資金受払計算書、平成三十年

度政府関係機関決算書

日程第４ 平成三十年度国有財産増減及び現

在額総計算書

日程第５ 平成三十年度国有財産無償貸付状

況総計算書

以上５件は、決算委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があって、討論の後、

日程第１は全会一致をもって承諾すること

に決し、日程第２は承諾することに決し、

日程第３はまず委員長報告のとおり是認す

ることに決し、次いで全会一致をもって委

員長報告のとおり内閣に対し警告すること

に決し、日程第４は委員長報告のとおり是

認することに決し、日程第５は委員長報告

のとおり是認することに決した。

安倍内閣総理大臣は、本内閣に対する警告

について所信を述べた。

日程第６ 無人航空機等の飛行による危害の

発生を防止するための航空法及び

重要施設の周辺地域の上空におけ

る小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

本案は、国土交通委員長から委員会審査の

経過及び結果の報告があった後、全会一致

をもって可決された。

日程第７ 科学技術基本法等の一部を改正す

る法律案（内閣提出、衆議院送付）

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過

及び結果の報告があった後、可決された。

裁判所の人的・物的充実に関する請願外177

件の請願

本請願は、日程に追加し、法務委員長及び

厚生労働委員長の報告を省略し、全会一致

をもって両委員会決定のとおり採択するこ

とに決した。

委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も

継続するの件

本件は、次の案件について委員会及び調査

会の審査及び調査を閉会中も継続すること

に全会一致をもって決した。

内閣委員会

一、内閣の重要政策及び警察等に関する

調査

総務委員会

一、行政制度、地方行財政、選挙、消防、

情報通信及び郵政事業等に関する調

査

法務委員会

一、法務及び司法行政等に関する調査

外交防衛委員会

一、外交、防衛等に関する調査

財政金融委員会

一、財政及び金融等に関する調査

文教科学委員会

一、教育、文化、スポーツ、学術及び科

学技術に関する調査



厚生労働委員会

一、社会保障及び労働問題等に関する調

査

農林水産委員会

一、農林水産に関する調査

経済産業委員会

一、経済、産業、貿易及び公正取引等に

関する調査

国土交通委員会

一、国土の整備、交通政策の推進等に関

する調査

環境委員会

一、環境及び公害問題に関する調査

予算委員会

一、予算の執行状況に関する調査

決算委員会

一、国家財政の経理及び国有財産の管理

に関する調査

行政監視委員会

一、行政監視、行政評価及び行政に対す

る苦情に関する調査

議院運営委員会

一、議院及び国立国会図書館の運営に関

する件

災害対策特別委員会

一、災害対策樹立に関する調査

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

一、沖縄及び北方問題に関しての対策樹

立に関する調査

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別

委員会

一、政治倫理の確立及び選挙制度に関す

る調査

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員

会

一、北朝鮮による拉致問題等に関しての

対策樹立に関する調査

政府開発援助等に関する特別委員会

一、政府開発援助等に関する調査

地方創生及び消費者問題に関する特別委員

会

一、地方創生及び消費者問題に関しての

総合的な対策樹立に関する調査

東日本大震災復興特別委員会

一、東日本大震災復興の総合的対策に関

する調査

国際経済・外交に関する調査会

一、国際経済・外交に関する調査

国民生活・経済に関する調査会

一、国民生活・経済に関する調査

資源エネルギーに関する調査会

一、原子力等エネルギー・資源に関する

調査

議長は、今国会の議事を終了するに当たり挨

拶をした。

散会 午後４時



２ 国務大臣の演説・報告・質疑一覧

国務大臣の演説及び質疑

演 説 質 疑

年月日 事 項 演 説 者 月日 質 疑 者

2. 1.20 施政方針演説 安倍内閣総理大臣 1.23 福山 哲郎君(※)

外交演説 茂木外務大臣 岡田 広君(自民)

財政演説 麻生財務大臣

経済演説 西村国務大臣 1.24 山口 那津男君(公明)

片山 虎之助君(維新)

山下 芳生君(共産)

大塚 耕平君(※)

野上 浩太郎君(自民)

2. 4.27 財政演説 麻生財務大臣 同日 難波 奨二君(※)

丸川 珠代君（自民）

谷合 正明君(公明)

鈴木 宗男君(維新)

田村 智子君(共産)

増子 輝彦君(※)

2. 6. 8 財政演説 麻生財務大臣 同日 有田 芳生君(※)

古賀 友一郎君（自民）

山本 香苗君(公明)

浅田 均君(維新)

山下 芳生君(共産)

徳永 エリ君(※)

※立憲・国民.新緑風会・社民



国務大臣の報告及び質疑

報 告 質 疑

年月日 事 項 報 告 者 月日 質 疑 者

2. 3.11 令和二年度地方財政計画につ 高市総務大臣 同日 森本 真治君(※)

いて 山本 博司君(公明)

柳ヶ瀬 裕文君（維新）

伊藤 岳君(共産)

2. 4. 3 新型インフルエンザ等対策特 安倍内閣総理大臣 同日 石田 昌宏君（自民）

別措置法第15条に定める政府 大塚 耕平君(※)

対策本部の設置等及び2020年 熊野 正士君(公明)

東京オリンピック競技大会・ 松沢 成文君（維新）

東京パラリンピック競技大会 山添 拓君(共産)

の延期に関する報告について

2. 6. 5 令和元年度政策評価等の実施 高市総務大臣 同日 島村 大君（自民）

状況及びこれらの結果の政策 吉川 沙織君(※)

への反映状況に関する報告に 高橋 光男君(公明)

ついて 音喜多 駿君（維新）

井上 哲士君(共産)

※立憲・国民.新緑風会・社民



３ 決算に対する議決

令和２年６月17日

平成三十年度決算に対する議決

一、本件決算は、これを是認する。

二、内閣に対し、次のとおり警告する。

内閣は、適切な措置を講じ、その結果を本院に報告すべきである。

１ 総務省が多額の国費を投じて整備した政府共通プラットフォームのセキュアゾーン

について、その整備に際し、需要の把握や各府省との調整等が十分に行われなかった

ことから、平成29年４月の運用開始以降、本来の目的での利用が全くなされないまま、

30年度末に廃止されたことは、遺憾である。

政府は、政府共通プラットフォームの整備に当たって需要の把握や各府省との調整

等を適時適切に行うための手続を明確にするとともに、政府全体のＩＴガバナンス体

制を強化し、再発防止に万全を期すべきである。

２ 内閣府の企業主導型保育事業において、保育施設の整備に当たり、事業者が工事費

用の水増しなどした虚偽の内容の事業完了報告書を事業実施機関に提出し、同機関に

おける審査が不十分であったことなどから、助成金が過大に交付された事態、また、

会計検査院が213施設を抽出し検査したところ、平成30年10月時点において開設後１

年以上経過した企業主導型保育施設173施設のうち、72施設において定員充足率が５

割未満であるなど、利用状況が低調となっていた事態等が明らかとなったことは、遺

憾である。

政府は、企業主導型保育事業の事業実施機関における審査や指導、監査を改善する

など、助成金の過大交付の再発防止に努めるとともに、利用者のニーズに応えた保育

事業となるよう、事業の見直しや改善に継続的に取り組むべきである。

３ 東京高等検察庁の前検事長については、令和２年１月、国家公務員法における勤務

延長規定の検察官への適用について、従来の解釈を変更し、勤務延長の閣議決定がな

された。同年５月、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の発令中に賭け

マージャンを複数回行っていたことが明らかになり、訓告処分を受けた上で辞職した。

本件により、検察に対する国民の信頼が損なわれたことは、極めて遺憾である。

政府は、従来の解釈変更や検察庁法改正案の経緯の説明に努めるとともに、検察に

対する国民の信頼回復に向けて徹底的に取り組むべきである。

４ 資源エネルギー庁において、関西電力株式会社に対する業務改善命令に係る手続の

不備を隠すために、電力・ガス取引監視等委員会の意見聴取を実施した日付が実際の

日付と異なる不適切な公文書が作成されたことは、遺憾である。

政府は、公文書管理に関して真摯な反省が求められているさなかに、このような事

態が生じたことを重く受け止め、平成二十八年度決算に関する警告決議を踏まえて講

じた適正な公文書管理の徹底や組織風土の改革の措置がいまだ十分でないことを肝に



銘じて、再発防止に万全を期すべきである。

５ 防衛省が米国政府との間で行う有償援助（ＦＭＳ）による防衛装備品等の調達につ

いて、調達額が平成25年度から29年度にかけて３倍以上に増加している中で、契約管

理費の減免を受けるための協定等の締結に係る本格的な検討が行われていなかったこ

と、また、前払金を支払ったにもかかわらず、出荷予定時期を経過しても納入が完了

せずに未精算となっていたものが29年度末時点で85件、349億円に上るなど、改善す

べき課題が山積していることは、遺憾である。

政府は、ＦＭＳ調達に係る調達額を抑制するため、契約管理費の減免制度の利用を

含めあらゆる可能性を検討するとともに、未納入が続くと各部隊の運用に支障を来し

かねないことを念頭に、全ての未納入及び未精算のケースについて履行状況を継続的

に把握し、日米間で緊密に協議や調整を行うなど、ＦＭＳ調達の改善に努めるべきで

ある。



４ 本会議決議

審議表

番 件 名 提 出 者 提 出 委員会 委員会 本会議 備 考
号 年月日 付 託 議 決 議 決

2.
１ 世界保健機関（ＷＨＯ）の台湾へ 松沢 成文君 6.12 未 了

の対応に関する決議案 外１名



１ 委員会審議経過

委員一覧（21名）

委員長 水落 敏栄（自民） 今井 絵理子（自民） 岸 真紀子（ ※ ）
理 事 上月 良祐（自民） 岡田 広（自民） 塩村 あやか（ ※ ）
理 事 柘植 芳文（自民） 古賀 友一郎（自民） 高橋 光男（公明）
理 事 杉尾 秀哉（ ※ ） 高橋 はるみ（自民） 梅村 みずほ（維新）
理 事 矢田 わか子（ ※ ） 山田 太郎（自民） 清水 貴之（維新）
理 事 石川 博崇（公明） 山谷 えり子（自民） 市田 忠義（共産）

青山 繁晴（自民） 木戸口 英司（ ※ ） 田村 智子（共産）
（2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本委員会に付託

された案件は、内閣提出法律案６件（う

ち本院先議１件）及び内閣提出議決案件

（憲法８条議決案）１件の合計７件であ

り、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願13種類171件

は、いずれも保留とした。

〔法律案等の審査〕

新型インフルエンザ等対策特別措置法

の一部を改正する法律案は、新型コロナ

ウイルス感染症の発生及びそのまん延に

より国民の生命及び健康に重大な影響を

与えることが懸念される状況に鑑み、こ

の法律の施行の日から起算して２年を超

えない範囲内において政令で定める日ま

での間、新型コロナウイルス感染症を新

型インフルエンザ等対策特別措置法に規

定する新型インフルエンザ等とみなし、

同法に基づく措置を実施しようとするも

のである。

委員会においては、参考人から意見を

聴取するとともに、新型インフルエンザ

等緊急事態宣言の要件、新型インフルエ

ンザ等緊急事態措置の内容及び効果、今

後新たに発生する感染症に対処するため

の法整備の検討の必要性等について質疑

が行われ、討論の後、採決の結果、多数

をもって原案どおり可決された。なお、

附帯決議が付された。

日本国憲法第八条の規定による議決案

は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、

皇室経済法施行法第２条に規定するもの

のほか、令和２年４月30日までの間にお

いて、社会福祉事業の資に充てるため、

１億円以内を賜与することができるよう

にするものである。

委員会においては、内閣官房長官より

趣旨説明を聴取した後、採決の結果、全

会一致をもって原案どおり可決された。

道路交通法の一部を改正する法律案は、

最近における道路交通をめぐる情勢に鑑

み、一定の要件に該当する高齢運転者に

対する運転技能検査制度及び申請により

運転免許に条件を付することができる制

度の導入を行うとともに、第二種運転免



許等の受験資格の見直し、他の車両等の

通行を妨害する目的で一定の違反行為を

した者に対する罰則の創設等の措置を講

じようとするものである。

委員会においては、運転技能検査及び

高齢者講習の在り方、第二種免許の受験

資格の見直しの効果及び安全確保策、「あ

おり運転」に対する罰則の内容等につい

て質疑が行われた後、採決の結果、全会

一致をもって原案どおり可決された。な

お、附帯決議が付された。

地域における一般乗合旅客自動車運送

事業及び銀行業に係る基盤的なサービス

の提供の維持を図るための私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律の特

例に関する法律案は、地域一般乗合旅客

自動車運送事業者及び地域銀行が地域に

おいて提供する基盤的なサービスの重要

性に鑑み、将来にわたって当該サービス

の維持を図り、地域経済の活性化及び地

域住民の生活の向上に資するため、これ

らの事業者に係る合併その他の行為につ

いて、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律の特例を定めようとする

ものである。

委員会においては、競争政策の在り方

と特例を必要とする理由、合併等及び共

同経営の認可の基準、基盤的サービスを

維持するための特定地域基盤企業への支

援の在り方、特例期間経過後の本法律案

の取扱い等について質疑が行われ、討論

の後、採決の結果、多数をもって原案ど

おり可決された。なお、附帯決議が付さ

れた。

個人情報の保護に関する法律等の一部

を改正する法律案は、個人情報の保護及

び有用性の確保に資するため、個人情報

の漏えい等が生じた場合における報告及

び本人への通知を義務付け、個人情報等

の外国における取扱いに対する個人情報

の保護に関する法律の適用範囲を拡大す

るとともに、個人情報に含まれる記述等

の削除等により他の情報と照合しない限

り特定の個人を識別することができない

ように加工した仮名加工情報の取扱いに

ついての規律を定める等の措置を講じよ

うとするものである。

委員会においては、個人情報の保護の

強化とデータの利活用の在り方、個人デー

タの漏えい報告や利用停止等に係る要件

等の明確化と周知の必要性、個人情報保

護法制の今後の課題等について質疑が行

われ、討論の後、採決の結果、多数をもっ

て原案どおり可決された。なお、附帯決

議が付された。

株式会社地域経済活性化支援機構法の

一部を改正する法律案は、最近の地域経

済をめぐる状況に鑑み、地域における総

合的な経済力の向上を通じた地域経済の

活性化を引き続き図るため、株式会社地

域経済活性化支援機構の業務の期限を延

長しようとするものである。

委員会においては、機構の業務の期限

を延長する理由、今後の機構の体制等に

ついて質疑が行われ、討論の後、採決の

結果、多数をもって原案どおり可決され

た。

科学技術基本法等の一部を改正する法

律案は、我が国の経済社会の発展及び国

民の福祉の向上を図るためには、人文科

学のみに係るものを含めた科学技術の振

興及びイノベーションの創出の促進が極

めて重要となっている状況に鑑み、「科学

技術基本法」の題名を「科学技術・イノ

ベーション基本法」に改め、同法におい

て人文科学のみに係る科学技術の位置付

けの見直し及びイノベーションの創出に

関する規定の新設等を行うとともに、「科



学技術・イノベーション創出の活性化に

関する法律」において研究開発法人に人

文科学分野の研究開発等を行う独立行政

法人の追加等を行う等の措置を講じよう

とするものである。

委員会においては、イノベーション創

出の促進と基礎研究の振興の両立、人文

科学の振興の在り方、産学官連携の促進

に向けた取組、中小企業技術革新制度の

見直しの在り方等について質疑が行われ、

討論の後、採決の結果、多数をもって原

案どおり可決された。なお、附帯決議が

付された。

〔国政調査等〕

２月20日及び21日、災害時における警

察活動及び少子化対策等に関する実情調

査のため、長野県への委員派遣を行った。

３月５日、内閣官房、内閣府及び沖縄

基地負担軽減の基本方針及び令和２年度

皇室費、内閣及び内閣府関係予算につい

て菅国務大臣から所信及び説明を聴取し、

警察行政、行政改革、国家公務員制度及

び死因究明等施策推進の基本方針及び令

和２年度警察庁関係予算について武田国

務大臣から所信及び説明を聴取した。ま

た、情報通信技術政策、クールジャパン

戦略、知的財産戦略、科学技術政策及び

宇宙政策の基本方針について竹本国務大

臣から、経済再生、全世代型社会保障改

革及び経済財政政策の基本方針について

西村国務大臣から、規制改革の基本方針

について北村内閣府特命担当大臣から、

東京オリンピック競技大会・東京パラリ

ンピック競技大会、女性活躍及び男女共

同参画の基本方針について橋本国務大臣

から、特定複合観光施設区域整備推進の

基本方針について赤羽国務大臣から、一

億総活躍、領土問題、食品安全、少子化

対策及び海洋政策の基本方針について衛

藤国務大臣から、マイナンバー制度の基

本方針について高市内閣府特命担当大臣

からそれぞれ所信を聴取し、令和２年度

人事院業務概況及び関係予算について一

宮人事院総裁から説明を聴取した。

３月10日、大臣の所信等に対し、新型

コロナウイルス感染症が新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法の対象となる「新

感染症」に該当しない理由及び同法改正

の必要性、東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会開催に向けた医療提供体

制の整備及び感染症対策の取組に関する

世界への情報発信の必要性、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けている中小

企業、観光業、農業等への対応、地方の

景気回復、地方創生の実現に向けた取組

の必要性、フリーランスの保護に関する

法制度の在り方、国の花粉症対策に係る

政府一丸となった取組の必要性、科学的

根拠に基づいたゲーム依存症対策の必要

性、新型コロナウイルス感染症による厳

しい経済状況への果断で迅速な対応の必

要性、新型コロナウイルス感染症対策と

しての学校給食の休止に伴う関係者の救

済、雇用調整助成金の早期支給及び金融

機関の貸出に係る政府の方針、養護老人

ホームの運営費等の一般財源化による自

治体の措置控えを改めるための取組、国

立研究開発法人日本医療研究開発機構（Ａ

ＭＥＤ）における新型コロナウイルス感

染症の治療法等の研究開発の状況、医療

分野の研究開発関連の調整費に係る配分

決定に当たってのＡＭＥＤの自律性、普

天間飛行場の辺野古移設等について東ア

ジア情勢等の変化を踏まえた再検討の必

要性、新型コロナウイルス感染症対策と

しての高齢者施設等におけるマスク不足

への政府の対応、感染症対策を若者に周



知する上で有効なＳＮＳの積極的な活用、

健康・医療戦略の具体的な推進方策、政

府の新型コロナウイルス感染症対策に関

するテレビ報道とこれに対する内閣官房

等による反論・訂正の妥当性、行政文書

の管理に関するガイドラインに規定する

歴史的緊急事態に指定された新型コロナ

ウイルス感染症に関する記録の作成、保

存等の徹底、原子力規制委員会における

公文書の作成及び管理の妥当性、公明党

による幼児教育・保育の無償化に関する

実態調査の結果に対する衛藤大臣の所見、

立入調査の確実な実施も含めた認可外保

育施設の質の確保・向上に向けた政府の

取組、保育士不足の要因についての政府

の分析と人材確保に直結する処遇改善に

向けた対策、家庭で育児をする保護者の

負担軽減に向けた取組の必要性、新型コ

ロナウイルス感染症対策に係る取組に支

障が生じないよう、国の非常勤職員の雇

用を継続する必要性、国の非常勤職員の

常勤化に向けた検討の必要性に係る武田

大臣の認識、招待状の宛名印刷に係る経

緯等「桜を見る会」に関する政府の説明

姿勢を改める必要性、新型コロナウイル

ス感染症による非正規労働者の雇止めへ

の対応策、内閣府における女性のリカレ

ント教育の更なる推進の必要性、地方公

共団体のデジタル・ガバメント推進を国

が主導する必要性、新型コロナウイルス

感染症による日本経済への影響と政府が

講じようとする対策、新型コロナウイル

ス感染症のＰＣＲ検査の保険適用を契機

とする医療機関での２次感染の懸念とそ

の予防の必要性、新型コロナウイルス国

内感染者の移動情報も含めた個人情報の

公開の在り方、新型コロナウイルス感染

症対策として令和元年12月の経済対策を

見直す必要性、新型コロナウイルス感染

症が拡大する状況においてＩＲを推進す

ることの妥当性、新型コロナウイルス感

染症対策としてのベビーシッター派遣事

業の特例措置の在り方、政治分野におけ

る男女共同参画を推進するための地方議

会での通称使用の拡大等の必要性等の諸

問題について質疑を行った。

また、上記委員派遣について派遣委員

から報告を聴取した。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度内閣予算等の審査を行い、東

京オリンピック・パラリンピック競技大

会関係予算の執行の在り方、ドメスティッ

ク・バイオレンス（ＤＶ）被害者等を支

援する民間シェルターに対する支援策、

企業主導型保育事業費補助金に係る補助

事業者（実施機関）選定の経緯及び指導

監督の方針、新型コロナウイルス感染症

の影響による厳しい経済情勢を踏まえた

融資制度の創設を検討する必要性、感染

症の国内外の教育研究拠点となる長崎大

学のＢＳＬ４施設に対する安定的かつ十

分な財源の手当の必要性、感染症対策を

一元的に担う日本版ＣＤＣの創設を検討

する必要性、新型コロナウイルス感染症

の影響による学校の臨時休業等に伴う子

育て世帯等に対する支援の必要性、保育

士の処遇改善等加算に残額が生じている

理由及び是正策、保育士の処遇改善に向

けた基本給の引上げの必要性、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえ、就職

氷河期世代の中途採用者の雇用への配慮

を民間企業等に要請する必要性、男女共

同参画の視点からの防災・復興の取組指

針の改定時期及び活用策、持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた具体

的な目標設定・進捗管理の必要性、外国

人旅行者向け消費税免税制度において免

税店に免税販売手続を委ねていることの



是非、外国人旅行者向け消費税免税制度

の悪用防止のための一元的なシステム構

築の必要性、放課後児童クラブに対する

マスク等購入費用補助の運用、企業主導

型保育事業の実施機関として公益財団法

人児童育成協会が再び選定された理由、

民間に審査や指導監査を行わせる企業主

導型保育事業そのものの問題性等の諸問

題について質疑を行った。

４月16日、政府による医療用マスクの

配布枚数・期間の想定、医療用マスク、

防護具の必要量の確保策、補正予算に計

上される内閣府の広報関係経費の内容、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

えて就職氷河期世代支援プログラムを見

直す必要性、奨学金やアルバイト代等で

生計を立てる学生への支援策の周知徹底、

消防団員が訓練中に物を破損した場合等

の賠償制度の在り方、新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う事業者の休業補償の在

り方、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の認められる使途、医

療機関における院内感染や医療崩壊を防

ぐための支援の必要性、新型コロナウイ

ルス感染症対策としての妊娠中の女性労

働者への配慮の必要性、補正予算に盛り

込まれるＤＶ対策に関する施策の内容、

新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま

えたカジノ管理委員会の在り方等の諸問

題について質疑を行った。

５月28日、新型コロナウイルス感染症

対策としてのＩＣＴ化推進の現状及び地

方公共団体への支援策、テレワークの推

進と情報セキュリティ対策の必要性、Ｇ

ＩＧＡスクール構想の活用による在宅・

オンライン学習の支援、新型コロナウイ

ルス感染症に伴うＤＶ相談体制の拡充の

必要性、新型コロナウイルス感染症に伴

い、公的部門による臨時・別枠での雇用

など失業対策を進める必要性、経済財政

諮問会議を足掛かりに「９月入学」を拙

速に議論することの問題性、東京高等検

察庁前検事長の処分の妥当性、公務にお

ける人生百年時代を見据えた制度構築の

必要性、災害発生時において新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を防止するための

防災対策の取組状況、新型コロナウイル

ス感染症対策を踏まえた公務公共サービ

ス職場の人員体制の在り方、旧来の発想

にとらわれない新たな経済戦略の検討を

行う必要性、生活困窮などの困難を抱え

た若年層の女性が犯罪に巻き込まれるこ

とを防ぐための警察の取組、第４次少子

化社会対策大綱に盛り込むべき内容を再

検討する必要性等の諸問題について質疑

を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月30日(木)（第１回）

内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行

うことを決定した。

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月５日(木)（第２回）

内閣官房、内閣府及び沖縄基地負担軽減の基

本方針に関する件及び令和２年度皇室費、内

閣及び内閣府関係予算に関する件について菅

国務大臣から所信及び説明を聴いた。

警察行政、行政改革、国家公務員制度及び死

因究明等施策推進の基本方針に関する件及び

令和２年度警察庁関係予算に関する件につい

て武田国務大臣から所信及び説明を聴いた。

情報通信技術政策、クールジャパン戦略、知

的財産戦略、科学技術政策及び宇宙政策の基

本方針に関する件について竹本国務大臣から

所信を聴いた。

経済再生、全世代型社会保障改革及び経済財



政政策の基本方針に関する件について西村国

務大臣から所信を聴いた。

規制改革の基本方針に関する件について北村

内閣府特命担当大臣から所信を聴いた。

東京オリンピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会、女性活躍及び男女共同参画

の基本方針に関する件について橋本国務大臣

から所信を聴いた。

特定複合観光施設区域整備推進の基本方針に

関する件について赤羽国務大臣から所信を聴

いた。

一億総活躍、領土問題、食品安全、少子化対

策及び海洋政策の基本方針に関する件につい

て衛藤国務大臣から所信を聴いた。

マイナンバー制度の基本方針に関する件につ

いて高市内閣府特命担当大臣から所信を聴い

た。

令和２年度人事院業務概況及び関係予算に関

する件について一宮人事院総裁から説明を聴

いた。

○令和２年３月10日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

内閣官房、内閣府及び沖縄基地負担軽減の基

本方針に関する件、警察行政、行政改革、国

家公務員制度及び死因究明等施策推進の基本

方針に関する件、情報通信技術政策、クール

ジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策

及び宇宙政策の基本方針に関する件、経済再

生、全世代型社会保障改革及び経済財政政策

の基本方針に関する件、規制改革の基本方針

に関する件、東京オリンピック競技大会・東

京パラリンピック競技大会、女性活躍及び男

女共同参画の基本方針に関する件、特定複合

観光施設区域整備推進の基本方針に関する

件、一億総活躍、領土問題、食品安全、少子

化対策及び海洋政策の基本方針に関する件、

マイナンバー制度の基本方針に関する件及び

令和２年度人事院業務概況に関する件につい

て西村国務大臣、橋本国務大臣、竹本国務大

臣、菅内閣官房長官、北村内閣府特命担当大

臣、衛藤内閣府特命担当大臣、武田国務大臣、

赤羽国務大臣、菅家復興副大臣、大 内閣府

副大臣、稲津厚生労働副大臣、岩田防衛大臣

政務官、更田原子力規制委員会委員長及び政

府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

岡田広君（自民）、山田太郎君（自民）、上

月良祐君（自民）、木戸口英司君（※）、岸

真紀子君（※）、杉尾秀哉君（※）、石川博

崇君（公明）、田村智子君（共産）、高木か

おり君（維新）、清水貴之君（維新）、矢田

わか子君（※）

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月13日(金)（第４回）

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部

を改正する法律案（閣法第46号）（衆議院送

付）について西村国務大臣から趣旨説明を聴

いた。

参考人の出席を求めることを決定した。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部

を改正する法律案（閣法第46号）（衆議院送

付）について次の参考人から意見を聴いた後、

両参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長

尾身茂君

同志社大学法学部教授 川本哲郎君

〔質疑者〕

古賀友一郎君（自民）、矢田わか子君（※）、

清水貴之君（維新）、田村智子君（共産）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部

を改正する法律案（閣法第46号）（衆議院送

付）について西村国務大臣、稲津厚生労働副

大臣、宮下内閣府副大臣、神田内閣府大臣政

務官及び政府参考人に対し質疑を行い、討論

の後、可決した。

〔質疑者〕

古賀友一郎君（自民）、長浜博行君（※）、

杉尾秀哉君（※）、木戸口英司君（※）、矢

田わか子君（※）、高橋光男君（公明）、清

水貴之君（維新）、田村智子君（共産）

（閣法第46号）

賛成会派 自民、※、公明、維新



反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年３月18日(水)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（国会所管）について岡田衆議院事務総長、

岡村参議院事務総長、羽入国立国会図書館長、

松本裁判官弾劾裁判所事務局長及び中村裁判

官訴追委員会事務局長から説明を聴き、

（会計検査院所管）について森田会計検査院

長から説明を聴いた後、

（皇室費、国会所管、会計検査院所管、内閣

所管（まち・ひと・しごと創生関係経費を除

く）及び内閣府所管（内閣本府（沖縄関係経

費、地方創生関係経費、消費者委員会関係経

費を除く）、知的財産戦略推進事務局、宇宙

開発戦略推進事務局、子ども・子育て本部、

総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、

日本学術会議、官民人材交流センター、宮内

庁、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管

理委員会））について西村国務大臣、橋本国

務大臣、武田国務大臣、衛藤国務大臣、竹本

国務大臣、政府参考人及び会計検査院当局に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

矢田わか子君（※）、古賀友一郎君（自民）、

岸真紀子君（※）、高橋光男君（公明）、高

木かおり君（維新）、田村智子君（共産）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月31日(火)（第６回）

日本国憲法第八条の規定による議決案（閣議

第１号）（衆議院送付）について菅内閣官房

長官から趣旨説明を聴いた後、可決した。

（閣議第１号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

道路交通法の一部を改正する法律案（閣法第

38号）について武田国家公安委員会委員長か

ら趣旨説明を聴いた。

○令和２年４月２日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

道路交通法の一部を改正する法律案（閣法第

38号）について武田国家公安委員会委員長、

宮下内閣府副大臣、小島厚生労働大臣政務官

及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決

した。

〔質疑者〕

古賀友一郎君（自民）、塩村あやか君（※）、

木戸口英司君（※）、高橋光男君（公明）、

高木かおり君（維新）、田村智子君（共産）

（閣法第38号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月16日(木)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

医療用マスク等の防護具不足への対応策に関

する件、新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえた就職氷河期世代支援プログラムの見

直しに関する件、新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う事業者への休業補償に関する件、

新型コロナウイルス感染症対策としての妊娠

中の女性労働者への配慮に関する件等につい

て衛藤内閣府特命担当大臣、橋本国務大臣、

武田国務大臣、竹本国務大臣、橋本厚生労働

副大臣、宮下内閣府副大臣、稲津厚生労働副

大臣、亀岡文部科学副大臣、長谷川総務副大

臣、大 内閣府副大臣、自見厚生労働大臣政

務官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

田村智子君（共産）、塩村あやか君（※）、

清水貴之君（維新）、矢田わか子君（※）

○令和２年５月12日(火)（第９回）

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及

び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維

持を図るための私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律の特例に関する法律案

（閣法第31号）（衆議院送付）について西村

国務大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月19日(火)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及



び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維

持を図るための私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律の特例に関する法律案

（閣法第31号）（衆議院送付）について西村

国務大臣、岡田内閣官房副長官、宮下内閣府

副大臣、神田内閣府大臣政務官、佐々木国土

交通大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

上月良祐君（自民）、杉尾秀哉君（※）、木

戸口英司君（※）、石川博崇君（公明）、清

水貴之君（維新）、田村智子君（共産）

（閣法第31号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月28日(木)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症対策としてのＩＣ

Ｔ化推進に関する件、新型コロナウイルス感

染症に伴うＤＶ及び女性の失業対策に関する

件、公務における人生百年時代を見据えた制

度構築に関する件、第４次少子化社会対策大

綱の策定に関する件等について竹本国務大

臣、橋本国務大臣、西村国務大臣、菅内閣官

房長官、武田国務大臣、衛藤内閣府特命担当

大臣、神田内閣府大臣政務官、自見厚生労働

大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

高木かおり君（維新）、田村智子君（共産）、

岸真紀子君（※）、矢田わか子君（※）

○令和２年６月２日(火)（第12回）

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正

する法律案（閣法第48号）（衆議院送付）に

ついて衛藤国務大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月４日(木)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正

する法律案（閣法第48号）（衆議院送付）に

ついて衛藤国務大臣、稲津厚生労働副大臣、

佐藤環境副大臣、亀岡文部科学副大臣、今井

内閣府大臣政務官及び政府参考人に対し質疑

を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

山田太郎君（自民）、塩村あやか君（※）、

木戸口英司君（※）、石川博崇君（公明）、

清水貴之君（維新）、田村智子君（共産）

（閣法第48号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月９日(火)（第14回）

科学技術基本法等の一部を改正する法律案

（閣法第47号）（衆議院送付）について竹本

内閣府特命担当大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月12日(金)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を

改正する法律案（閣法第57号）（衆議院送付）

について西村内閣府特命担当大臣から趣旨説

明を聴き、同大臣及び政府参考人に対し質疑

を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

杉尾秀哉君（※）、矢田わか子君（※）、清

水貴之君（維新）、田村智子君（共産）

（閣法第57号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

○令和２年６月16日(火)（第16回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

科学技術基本法等の一部を改正する法律案

（閣法第47号）（衆議院送付）について竹本

内閣府特命担当大臣、神田内閣府大臣政務官、

青山文部科学大臣政務官、政府参考人、参考

人一般社団法人日本女性科学者の会監事（元

会長）・特定非営利活動法人日本女性技術者

科学者ネットワーク理事大倉多美子君、全国

大学院生協議会議長梅垣緑君及び国立情報学

研究所研究総主幹古井貞煕君に対し質疑を行

い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

岡田広君（自民）、矢田わか子君（※）、杉



尾秀哉君（※）、高橋光男君（公明）、田村

智子君（共産）、高木かおり君（維新）

（閣法第47号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第17回）

請願第39号外170件を審査した。

内閣の重要政策及び警察等に関する調査の継

続調査要求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月20日(木)、21日(金)

災害時における警察活動及び少子化対策等に

関する実情調査

〔派遣地〕

長野県

〔派遣委員〕

水落敏栄君（自民）、上月良祐君（自民）、

柘植芳文君（自民）、杉尾秀哉君（※）、矢

田わか子君（※）、岡田広君（自民）、山谷

えり子君（自民）、塩村あやか君（※）、高

橋光男君（公明）、清水貴之君（維新）、高

木かおり君（維新）、田村智子君（共産）



委員一覧（25名）

委員長 若松 謙維（公明） 二之湯 智（自民） 横沢 高徳（ ※ ）
理 事 徳茂 雅之（自民） 野上 浩太郎（自民） 吉川 沙織（ ※ ）
理 事 堀井 巌（自民） 長谷川 岳（自民） 吉田 忠智（ ※ ）
理 事 江崎 孝（ ※ ） 松下 新平（自民） 西田 実仁（公明）
理 事 森本 真治（ ※ ） 三浦 靖（自民） 片山 虎之助（維新）
理 事 山本 博司（公明） 森屋 宏（自民） 柳ヶ瀬 裕文（維新）

石井 正弘（自民） 山本 順三（自民） 伊藤 岳（共産）
進藤 金日子（自民） 小林 正夫（ ※ ）
滝波 宏文（自民） 難波 奨二（ ※ ） （2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた案件は、内閣提出法律案８件、衆議

院提出法律案１件（総務委員長提出）及

び承認案件１件の合計10件であり、いず

れも可決又は承認した。

また、本委員会付託の請願２種類25件

は、いずれも保留とした。

〔法律案等の審査〕

地方行財政 地方交付税法及び特別会計

に関する法律の一部を改正する法律案は、

地方財政の状況等に鑑み、令和元年度に

おける地方交付税の総額を確保するとと

もに、同年度に発生した災害等及び東日

本大震災に係る復興事業等の実施のため

の特別の財政需要に対応するため、同年

度分の地方交付税の総額について加算措

置を講じようとするものである。

委員会においては、過大な税収見積り

となった要因と地方交付税の後年度精算

の在り方、臨時財政対策債等の残高削減

に向けた対応、特別交付税増額の算定根

拠と財源確保策等について質疑が行われ、

討論の後、多数をもって原案どおり可決

された。

地方税法等の一部を改正する法律案（閣

法第６号）は、所有者不明土地等に係る

固定資産税の課税上の課題に対応するた

め、登記名義人等が死亡している場合に

おける現所有者に賦課徴収に関し必要な

事項を申告させることができる制度の創

設及び固定資産の使用者を所有者とみな

して課税することができる制度の拡大、

経済社会の構造変化を踏まえた個人住民

税における未婚の一人親に対する税制上

の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供

給業のうち発電事業等及び小売電気事業

等に係る法人事業税の課税方式の見直し

等を行うほか、税負担軽減措置等の整理

合理化等を行おうとするものである。

地方交付税法等の一部を改正する法律

案は、地方財政の収支が引き続き著しく

不均衡な状況にあること等に鑑み、令和

２年度分の地方交付税の総額の特例措置

を講ずるほか、各種の制度改正等に伴っ

て必要となる行政経費の財源を措置する

ための地方交付税の単位費用等の改正を

行うとともに、公営競技納付金制度を延



長し、あわせて、河川等におけるしゅん

せつ等に要する経費に充てるための地方

債を起こすことができることとする等の

改正を行おうとするものである。

委員会においては、両法律案を一括し

て議題とし、安倍内閣総理大臣に対する

質疑を行うとともに、新型コロナウイル

ス感染症の地域経済への影響と対策、「地

域社会再生事業費」及び「緊急浚渫推進

事業費」創設の意義と活用策、森林環境

譲与税の譲与基準及び使途の在り方、会

計年度任用職員制度の施行に係る財源と

適正な運用の確保、公立・公的医療機関

の機能強化の必要性等について質疑が行

われ、討論の後、順次採決の結果、いず

れも多数をもって原案どおり可決された。

市町村の合併の特例に関する法律の一

部を改正する法律案は、自主的な市町村

の合併が引き続き円滑に行われるよう同

法律の期限を10年間延長しようとするも

のである。

委員会においては、平成の合併の成果

及び課題、市町村間の広域連携の現状と

今後の在り方、小規模市町村の活性化に

向けた支援策等について質疑が行われ、

討論の後、多数をもって原案どおり可決

された。なお、附帯決議が付された。

地方税法等の一部を改正する法律案（閣

法第55号）は、新型コロナウイルス感染

症及びその蔓延防止のための措置が納税

者等に及ぼす影響の緩和を図るため、個

人住民税、不動産取得税、自動車税、固

定資産税等に係る特例措置を講ずるとと

もに、固定資産税等の減収を補塡する措

置を講ずる等の改正を行おうとするもの

である。

委員会においては、地方税における徴

収猶予等に伴う減収に対する措置、特別

定額給付金の迅速な支給とＤＶ被害者等

に支給する際の対応、新型コロナウイル

ス対応地方創生臨時交付金及び持続化給

付金の在り方、自治体の協力金を非課税

とする必要性等について質疑が行われた

後、全会一致をもって原案どおり可決さ

れた。

令和二年度特別定額給付金等に係る差

押禁止等に関する法律案は、令和２年度

特別定額給付金等の支給の趣旨に鑑み、

その支給を受けることとなった者が自ら

同給付金等を使用することができるよう

にするため、同給付金等について、差押

えの禁止等を行おうとするものである。

委員会においては、衆議院総務委員長

大口善德君から趣旨説明を聴取した後、

全会一致をもって原案どおり可決された。

情報通信 電波法の一部を改正する法律

案は、電波の有効利用を促進するため、

電波有効利用促進センターの業務の追加、

特定基地局開設料に関する制度の対象と

なる特定基地局の追加、技術基準に適合

しない無線設備に関する勧告等に関する

制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境

の整備に関する電波利用料の使途の特例

に係る期限の延長の措置を講じようとす

るものである。

委員会においては、技術基準不適合機

器の流通防止策、周波数共用システムの

運用方針、電波の一層の有効利用の推進

等について質疑が行われた後、全会一致

をもって原案どおり可決された。なお、

附帯決議が付された。

電気通信事業法及び日本電信電話株式

会社等に関する法律の一部を改正する法

律案は、電話の役務のあまねく日本全国

における適切、公平かつ安定的な提供の

確保及び電気通信役務の利用者の利益の

保護等を図るため、東日本電信電話株式

会社及び西日本電信電話株式会社による



他の電気通信事業者の電気通信設備を用

いた電話の役務の提供を可能とするため

の措置を講ずるとともに、外国法人等が

電気通信事業を営む場合の規定の整備等

を行おうとするものである。

委員会においては､ユニバーサルサービ

スの在り方、ＮＴＴ東西による他者設備

利用の認可要件、電話サービスの安定的

な提供と利用者の利便の確保、外国法人

等に対する法執行の実効性の強化等につ

いて質疑が行われ、討論の後、多数をもっ

て原案どおり可決された。なお、附帯決

議が付された。

聴覚障害者等による電話の利用の円滑

化に関する法律案は、聴覚障害者等によ

る電話の利用の円滑化を図るため、国等

の責務及び総務大臣による基本方針の策

定について定めるとともに、電話リレー

サービス提供機関の指定に関する制度及

び同機関のサービス提供業務に要する費

用に充てるための交付金に関する制度を

創設する等の措置を講じようとするもの

である。なお、衆議院において、総務大

臣は、基本方針を定めようとするときは、

聴覚障害者等その他の関係者の意見を反

映させるために必要な措置を講じなけれ

ばならないものとする修正が行われた。

委員会においては、公共インフラとし

ての電話リレーサービスの意義、聴覚障

害者等の意見反映の在り方、通訳オペレー

ターの育成・確保策、サービスの普及に

向けた周知広報の重要性等について質疑

が行われた後、全会一致をもって原案ど

おり可決された。なお、附帯決議が付さ

れた。

ＮＨＫ 放送法第七十条第二項の規定に

基づき、承認を求めるの件（いわゆるＮ

ＨＫ令和２年度予算）は、収支予算では

一般勘定事業収支において、収入が7,204

億円、支出が7,354億円で、149億円の収

支不足であり、不足額は、財政安定のた

めの繰越金の一部をもって補塡すること

とし、事業計画では、放送法に基づく公

共放送の原点を堅持し、公平公正で正確

な情報を伝えるとともに、受信料の公平

負担の徹底、効率的で透明性の高い組織

運営の推進等に取り組むとしている。

委員会においては、新型コロナウイル

ス感染症への対応、東京オリンピック・

パラリンピックの開催延期による影響、

公共放送の在り方、経営委員会の役割と

透明性確保、常時同時配信の今後の実施

方針等について質疑が行われ、討論の後、

多数をもって承認された。なお、附帯決

議が付された。

〔国政調査等〕

３月５日、行政制度、地方行財政、消

防行政、情報通信行政等の基本施策に関

する件について高市総務大臣から所信を

聴取し､令和２年度総務省関係予算に関す

る件について長谷川総務副大臣から説明

を聴取した。

３月10日、行政制度、地方行財政、消

防行政、情報通信行政等の基本施策に関

する件について、平成の大合併の総括と

今後の地方行政体制及び地方議会・議員

の在り方、新型コロナウイルス感染症対

策における地方自治体への財政支援の内

容、マイナンバーカードの取得推進に関

する総務省の広報及び地方公務員への取

得勧奨に係る通知の妥当性、かんぽ生命

保険不適切販売に係る調査の現状及び終

了時期並びに顧客の不利益回復の現状、

「ローカル10,000プロジェクト」の活用

に向け地方へ積極的に周知する必要性、

サイバー攻撃被害の報告義務法制化に関

する大臣所見、感染症指定医療機関の医



療スタッフ強化の必要性等の質疑を行っ

た。

３月17日、令和２年度地方財政計画に

関する件について高市総務大臣から概要

説明を聴取した後、長谷川総務副大臣か

ら補足説明を聴取した。

３月18日、予算委員会から委嘱を受け

た、令和２年度総務省所管（公害等調整

委員会を除く）の予算の審査を行い、郵

便局における地方公共団体事務の包括受

託の積極的推進に対する総務大臣の認識、

かんぽ不適正営業における業務改善命令

への対応状況についての総務大臣の評価、

「防災・減災、国土強靱化のための３か

年緊急対策」の進捗状況と期間延長の必

要性、森林環境譲与税の譲与基準の根拠

及び妥当性、昨年の与論島からのドクター

ヘリ要請に関する質疑を受けての対応状

況、国として心肺そ生を希望しない傷病

者への対応についての基準を早期に示す

必要性、「地域社会再生事業費」の創設趣

旨の周知徹底の必要性、洪水浸水想定区

域等からの消防署移転に係る「緊急防災・

減災事業費」の対象事業化、日本郵政株

式会社の取締役に旧郵政省出身者が就任

することへの懸念と総務大臣の見解、日

本郵政グループにおける学校休業に伴い

職員が休暇取得する場合への対応等の質

疑を行った。

３月27日、自立した安定的な財政運営

を実現するための地方税財政制度の構築

及び東日本大震災等への対応に関する決

議を行った。

６月２日、行政制度、地方行財政、選

挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関

する調査を行い、地域医療における公立

病院の役割、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金の増額の必要性、

マイナポイント事業の効果検証を行う必

要性、テレワークの取組拡大の状況と課

題、地方公務員の定年制の在り方、新型

コロナウイルス感染症の影響により経営

が悪化している医療機関への支援策等に

ついて質疑を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月30日(木)（第１回）

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通

信及び郵政事業等に関する調査を行うことを

決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一

部を改正する法律案（閣法第１号）（衆議院

送付）について高市総務大臣から趣旨説明を

聴き、同大臣、遠山財務副大臣、加藤農林水

産副大臣、御法川国土交通副大臣、小島厚生

労働大臣政務官、政府参考人、参考人日本放

送協会専務理事・技師長児野昭彦君、日本郵

政株式会社代表執行役社長増田 也君、日本

郵便株式会社代表取締役社長兼執行役員社長

衣川和秀君及び株式会社かんぽ生命保険代表

執行役社長千田哲也君に対し質疑を行い、討

論の後、可決した。

〔質疑者〕

吉田忠智君（※）、片山虎之助君（維新）、

伊藤岳君（共産）

（閣法第１号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

○令和２年３月５日(木)（第２回）

行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信

行政等の基本施策に関する件について高市総

務大臣から所信を聴いた。

令和２年度総務省関係予算に関する件につい

て長谷川総務副大臣から説明を聴いた。



○令和２年３月10日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信

行政等の基本施策に関する件について高市総

務大臣、長谷川総務副大臣、平内閣府副大臣、

稲津厚生労働副大臣、 藤総務大臣政務官、

藤原内閣府大臣政務官、政府参考人、参考人

日本放送協会専務理事木田幸紀君、同協会経

営委員会委員長森下俊三君、日本郵政株式会

社代表執行役社長増田 也君、株式会社かん

ぽ生命保険代表執行役社長千田哲也君及び日

本郵便株式会社代表取締役社長兼執行役員社

長衣川和秀君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

石井正弘君（自民）、小林正夫君（※）、吉

川沙織君（※）、難波奨二君（※）、山本博

司君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、伊藤

岳君（共産）

○令和２年３月17日(火)（第４回）

令和２年度地方財政計画に関する件について

高市総務大臣から概要説明を聴いた後、長谷

川総務副大臣から補足説明を聴いた。

地方税法等の一部を改正する法律案（閣法第

６号）（衆議院送付）

地方交付税法等の一部を改正する法律案（閣

法第７号）（衆議院送付）

以上両案について高市総務大臣から趣旨説明

を聴いた。

○令和２年３月18日(水)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（総務省所管（公害等調整委員会を除く））

について高市総務大臣、長谷川総務副大臣、

進藤総務大臣政務官、自見厚生労働大臣政務

官、政府参考人、参考人日本郵便株式会社代

表取締役社長兼執行役員社長衣川和秀君及び

日本郵政株式会社代表執行役社長増田 也君

に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、小林正夫君（※）、江

崎孝君（※）、西田実仁君（公明）、柳ヶ瀬

裕文君（維新）、伊藤岳君（共産）

本委員会における委嘱審査は終了した。

地方税法等の一部を改正する法律案（閣法第

６号）（衆議院送付）

地方交付税法等の一部を改正する法律案（閣

法第７号）（衆議院送付）

以上両案について高市総務大臣、長谷川総務

副大臣、自見厚生労働大臣政務官、井上財務

大臣政務官、小島厚生労働大臣政務官及び政

府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、三浦靖君（自民）、吉

田忠智君（※）、森本真治君（※）、山本博

司君（公明）、片山虎之助君（維新）、伊藤

岳君（共産）

○令和２年３月19日(木)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

地方税法等の一部を改正する法律案（閣法第

６号）（衆議院送付）

地方交付税法等の一部を改正する法律案（閣

法第７号）（衆議院送付）

以上両案について安倍内閣総理大臣、高市総

務大臣、藤原内閣府大臣政務官及び政府参考

人に対し質疑を行い、質疑を終局した。

・質疑

〔質疑者〕

江崎孝君（※）、森本真治君（※）、柳ヶ瀬

裕文君（維新）、伊藤岳君（共産）

・内閣総理大臣に対する質疑

〔質疑者〕

滝波宏文君（自民）、森本真治君（※）、山

本博司君（公明）、片山虎之助君（維新）、

伊藤岳君（共産）

○令和２年３月24日(火)（第７回）

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改

正する法律案（閣法第８号）（衆議院送付）

について高市総務大臣から趣旨説明を聴い

た。

○令和２年３月26日(木)（第８回）



政府参考人の出席を求めることを決定した。

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改

正する法律案（閣法第８号）（衆議院送付）

について高市総務大臣、長谷川総務副大臣、

宮下内閣府副大臣及び政府参考人に対し質疑

を行い、質疑を終局した。

〔質疑者〕

石井正弘君（自民）、吉田忠智君（※）、山

本博司君（公明）、片山虎之助君（維新）、

伊藤岳君（共産）

○令和２年３月27日(金)（第９回）

地方税法等の一部を改正する法律案（閣法第

６号）（衆議院送付）

地方交付税法等の一部を改正する法律案（閣

法第７号）（衆議院送付）

以上両案について討論の後、いずれも可決し

た。

（閣法第６号）

賛成会派 自民、公明、維新

反対会派 ※、共産

（閣法第７号）

賛成会派 自民、公明、維新

反対会派 ※、共産

自立した安定的な財政運営を実現するための

地方税財政制度の構築及び東日本大震災等へ

の対応に関する決議を行った。

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改

正する法律案（閣法第８号）（衆議院送付）

について討論の後、可決した。

（閣法第８号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年３月31日(火)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認

を求めるの件（閣承認第１号）（衆議院送付）

について高市総務大臣から趣旨説明を、参考

人日本放送協会会長前田晃伸君から説明を聴

き、同大臣、政府参考人、参考人日本放送協

会会長前田晃伸君、同協会経営委員会委員長

森下俊三君、同協会専務理事木田幸紀君、同

協会専務理事板野裕爾君、同協会理事松坂千

尋君、同協会理事松原洋一君、同協会専務理

事・技師長児野昭彦君及び同協会経営委員会

委員（監査委員）高橋正美君に対し質疑を行

い、討論の後、承認すべきものと議決した。

〔質疑者〕

堀井巌君（自民）、二之湯智君（自民）、青

山繁晴君（自民）、吉川沙織君（※）、難波

奨二君（※）、森本真治君（※）、西田実仁

君（公明）、山本博司君（公明）、柳ヶ瀬裕

文君（維新）、伊藤岳君（共産）

（閣承認第１号）

賛成会派 自民、※、公明

反対会派 維新、共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月14日(火)（第11回）

理事の補欠選任を行った。

電波法の一部を改正する法律案（閣法第16号）

（衆議院送付）について高市総務大臣から趣

旨説明を聴いた。

○令和２年４月16日(木)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

電波法の一部を改正する法律案（閣法第16号）

（衆議院送付）について高市総務大臣、橋本

厚生労働副大臣、藤原内閣府大臣政務官、青

山内閣府大臣政務官、政府参考人、参考人日

本放送協会会長前田晃伸君及び同協会理事松

坂千尋君に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、小林正夫君（※）、吉

川沙織君（※）、山本博司君（公明）、片山

虎之助君（維新）、伊藤岳君（共産）

（閣法第16号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月30日(木)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

地方税法等の一部を改正する法律案（閣法第

55号）（衆議院送付）について高市総務大臣



から趣旨説明を聴き、同大臣、遠山財務副大

臣、平内閣府副大臣、藤原内閣府大臣政務官

及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決

した。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、岸真紀子君（※）、山

本博司君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、

伊藤岳君（共産）

（閣法第55号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止

等に関する法律案（衆第10号）（衆議院提出）

について提出者衆議院総務委員長大口善德君

から趣旨説明を聴いた後、可決した。

（衆第10号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

○令和２年５月12日(火)（第14回）

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等

に関する法律の一部を改正する法律案（閣法

第28号）（衆議院送付）について高市総務大

臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月14日(木)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等

に関する法律の一部を改正する法律案（閣法

第28号）（衆議院送付）について高市総務大

臣、大 内閣府副大臣及び政府参考人に対し

質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、小林正夫君（※）、吉

川沙織君（※）、西田実仁君（公明）、柳ヶ

瀬裕文君（維新）、伊藤岳君（共産）

（閣法第28号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月２日(火)（第16回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

地域医療における公立病院の役割と機能分

担・連携に関する件、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金の増額の必要性

に関する件、マイナポイント事業の在り方に

関する件、テレワークの取組拡大の状況と課

題に関する件、地方公務員の定年制に関する

件、新型コロナウイルス感染症の影響により

経営が悪化している医療機関への支援策に関

する件等について高市総務大臣、遠山財務副

大臣、大 内閣府副大臣、平内閣府副大臣、

橋本厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

森屋宏君（自民）、吉田忠智君（※）、舟山

康江君（※）、山本博司君（公明）、片山虎

之助君（維新）、伊藤岳君（共産）

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関

する法律案（閣法第27号）（衆議院送付）に

ついて高市総務大臣から趣旨説明を、衆議院

における修正部分について修正案提出者衆議

院議員山花郁夫君から説明を聴いた。

○令和２年６月４日(木)（第17回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関

する法律案（閣法第27号）（衆議院送付）に

ついて修正案提出者衆議院議員山花郁夫君、

同本村伸子君、高市総務大臣、木村総務大臣

政務官、政府参考人及び参議院事務局当局に

対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

滝波宏文君（自民）、横沢高徳君（※）、山

本博司君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、

伊藤岳君（共産）

（閣法第27号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第18回）

請願第884号外24件を審査した。

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通

信及び郵政事業等に関する調査の継続調査要

求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に



一任することに決定した。

（３）委員会決議

―自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築

及び東日本大震災等への対応に関する決議―

地方公共団体が人口減少の下で疲弊する地域経済の現状を克服し、個性豊かで活力に満ちた地域

社会を創造するために、政府は、自立した安定的な財政運営が可能となる地方税財政システムを確

立するとともに、東日本大震災で被災した地方公共団体の復旧・復興事業を更に加速し、防災・減

災を推進するため、次の諸点について格段の努力をすべきである。

一、地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・再生等の重要課題に

取り組んでいくためには、地域の実情に応じた自主的かつ主体的な取組を長期間にわたって実施

していく必要がある。このため、令和３年度以降も地方公共団体の安定的な財政運営に必要な一

般財源総額が、拡大する財政需要に合わせ、予見可能性を持って安定的に確保されるように全力

を尽くすこと。

また、統計、児童福祉対策、林野、公共交通、防災・減災等に関する行政需要の増加に対応し、

地方公共団体の人員の確保やその専門性の向上のために必要な国の予算の確保に万全を期すこと。

二、会計年度任用職員制度の導入に伴い必要となる経費については、引き続きその財源の確保に万

全を期すこと。また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方

公共団体が財政上の制約を理由とした不適切な運用を行うことのないよう、継続的に実態を調査

し、適切な助言を行うこと。

三、地方公共団体の基金については、それぞれの団体が、行政改革や経費削減等により財源を捻出

し、公共施設等の老朽化対策、災害対策、社会保障関係経費の増大など将来の歳入減少や歳出増

加への備えとして積立てを行っている状況を踏まえ、各団体の自主的な判断に基づく健全な財政

運営の結果として尊重すること。

四、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整

機能と財源保障機能を果たすことである。この機能をより充実させるために、地方税等と併せ地

方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額の充実確保を図るとともに、臨時財政対

策債等の特例措置依存の現状を改め、法定率の引上げ等の制度の抜本的な見直しを含め、持続可

能かつ安定的な制度実現に向け検討を進めること。

五、地域に必要な行政サービスの安定的な供給により住民生活の安心・安全を確保するため、普通

交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、条件不利地域等、地域の実情を十分に踏まえると

ともに、特別交付税については、算定方法の透明化の取組を一層推進し、あわせて、自然災害へ

の対応、地域交通や地域医療の確保等の財政需要を的確に反映させるなど財源保障機能を強化す

ること。

六、地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避するため、正

確を期すよう、万全の努力を払うこと。

七、地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立し、安定的で充実した財源を確保できる

地方税制の構築を図ること。また、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源

の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等については、真に地域経済や住民生活に寄与す



るものに限られるよう慎重に対処すること。

八、個人住民税については、住民が公平感を持って納税できるよう、控除の在り方を含め不断の見

直しを進めること。

九、電気・ガス供給業に対する法人事業税の課税については、法人事業税が都道府県の重要な基幹

税であることを踏まえ、収入金額課税制度の堅持を基本としつつ、その在り方について検討を行

うこと。

十、森林環境譲与税の使途を適正かつ明確にしつつ、市町村が主体となった森林整備を促進するた

めに、国は責任を持って、市町村の林業部門担当者の確保に係る地方財政措置等、市町村の林務

行政支援策を拡充すること。また、これまでの森林施策では対応できなかった奥地等の森林整備

を着実に進めることに鑑み、各地方公共団体における森林の公益的機能増進への効果を検証しつ

つ、必要がある場合には、森林環境譲与税の譲与基準を始め、所要の見直しを行うこと。

十一、ふるさと納税制度に関しては、寄附者が居住する地方公共団体における税収の減少が当該団

体の財政や行政サービスに与える影響を注視するとともに、更なる適正化に向けた検討を進める

こと。

十二、地方財政計画における地方創生関連の事業費や公共施設等の社会的インフラの老朽化対策・

維持補修のための経費、社会保障関係の単独事業費の増、幼児教育・保育の無償化に係る地方負

担等に対応するための歳出については、今後とも安定的な財源を長期にわたり確保すること。ま

た、その算定に当たっては、条件不利地域や財政力の弱い地方公共団体に配慮するなど地域の実

情を十分踏まえること。

十三、地方公共団体の債務残高が巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積す

る地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのな

いよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑制に努め、

地方財政の健全化を進めること。

十四、地方債については、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な

配分に最大限の配慮を行うなど円滑な起債と流通、保有の安全性の確保を図ること。また、地方

債の発行に関する国等の関与の在り方については、協議不要基準の緩和等による地方財政の健全

性への影響に留意しつつ、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から、手続の簡素化等の

運用面における見直しを含め、更なる検討を進めること。

十五、東日本大震災の被災地方公共団体に対しては、その復旧・復興事業の更なる加速化を図るた

め、引き続き、所要の震災復興特別交付税額を確保する等万全の支援措置を講ずること。また、

近年、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発している状況を踏まえ、防災・減災の推進

及び被災地の復旧・復興のための十分な財源を確保すること。

十六、新型コロナウイルス感染症から国民の生命と健康を守るため、保健所や感染症指定医療機関

における検査・医療体制の強化とともに、大きな経済的影響を受けている中小・小規模企業、個

人事業主、フリーランス、学校の臨時休業により仕事を休まざるを得なくなった保護者等への支

援に関し、地方公共団体が万全の体制で対応できるよう必要な財政措置を講ずること。

右決議する。
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※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出３件であり、い

ずれも可決した。

また、本委員会付託の請願14種類87件

のうち、１種類28件を採択した。

〔法律案の審査〕

外国弁護士による法律事務の取扱いに

関する特別措置法の一部を改正する法律

案は、法律事務の国際化、専門化及び複

雑多様化により的確に対応し、渉外的法

律関係の一層の安定を図る等のため、外

国法事務弁護士等による国際仲裁事件及

び国際調停事件の手続についての代理の

規定を整備するとともに、外国法事務弁

護士となるための職務経験要件を緩和し、

あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が

社員となり法律事務を行うことを目的と

する弁護士・外国法事務弁護士共同法人

の設立を可能とする等の措置を講じよう

とするものである。委員会においては、

我が国における国際仲裁・国際調停を活

性化させる必要性、職務経験要件を緩和

する趣旨、共同法人における外国法事務

弁護士の不当な関与の防止策等について

質疑が行われた。質疑を終局し、討論の

後、採決の結果、本法律案は、多数をもっ

て可決された。なお、附帯決議が付され

た。

裁判所職員定員法の一部を改正する法

律案は、下級裁判所における事件の適正

かつ迅速な処理を図るため、判事の員数

を30人増加し、判事補の員数を30人減少

するとともに、裁判所の事務を合理化し、

及び効率化することに伴い、裁判官以外

の裁判所の職員の員数を17人減少しよう

とするものである。委員会においては、

裁判所職員の定員の算出根拠と人材確保

の在り方、家事事件数の増加に伴う家庭

裁判所の人的・物的充実の必要性、裁判

手続等のＩＴ化と裁判所職員の中長期的

な配置計画等について質疑が行われた。

質疑を終局し、討論の後、採決の結果、

本法律案は多数をもって可決された。な

お、附帯決議が付された。

自動車の運転により人を死傷させる行

為等の処罰に関する法律の一部を改正す

る法律案は、自動車運転による死傷事犯

の実情等に鑑み、事案の実態に即した対

処をするため、危険運転致死傷罪の対象



となる行為の追加を行おうとするもので

ある。委員会においては、参考人から意

見を聴取するとともに、危険運転致死傷

罪の適用範囲、あおり運転事件における

証拠収集の在り方、あおり運転をなくす

ために必要な施策等について質疑が行わ

れた。質疑を終局し、採決の結果、本法

律案は、全会一致をもって可決された。

〔国政調査等〕

３月10日、森法務大臣から法務行政の

基本方針について所信を聴取するととも

に、令和２年度法務省及び裁判所関係予

算について義家法務副大臣及び最高裁判

所当局から説明を聴取した。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度法務省予算等の審査を行い、

サイバー攻撃事案やテロ対策を踏まえた

公安調査庁の機能強化の必要性、クルー

ズ船における事例等を踏まえた新型コロ

ナウイルスの感染対策を確立する必要性、

検察官同一体の原則の取扱いに関する法

務省の見解、ＳＤＧｓ達成に向けた法務

省の取組及び令和２年度予算に計上した

経費の概要、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため在留外国人に対する情報提

供及び相談体制の現状、国家公務員法の

役職定年制と同趣旨の規定の特例を検察

官にも設けることとした理由、出入国在

留管理庁の収容施設における常勤医師の

確保に向けた法務大臣の決意、養育費の

不払等と民法の単独親権との関連につい

て法務大臣の認識等が取り上げられた。

３月24日、法務行政の基本方針に対す

る質疑を行い、諸外国の例を踏まえ、国

が主体的に養育費徴収に関与する制度を

導入する必要性、検察権の独立と検察官

の人事権の在り方に対する法務大臣の見

解、ヘイトクライムに対し法務大臣がメッ

セージを発する必要性、少年事件の再犯

防止における保護的措置の重要性につい

ての法務大臣の所見、刑務所出所者の就

労継続を支援するための法務省の取組、

我が国の刑法において自発的な同意の有

無を性犯罪の要件とすることを検討する

必要性、若い世代で選択的夫婦別氏制度

を容認する割合が高いことを受けた法務

大臣の対応、家族法制の見直しにおける

日本弁護士連合会との協力関係について

の法務大臣の見解等が取り上げられた。

４月２日、法務及び司法行政等に関す

る質疑を行い、緊急事態宣言が発出され

た場合における裁判所及び法務行政の各

部門の事務処理体制、新型コロナウイル

ス感染症の流行地域からの帰国者の宿泊

施設確保に向けた政府の取組、いわゆる

「谷間世代」の司法修習生に対し、現行

の修習給付金相当額等の支援を行う必要

性、再犯防止分野における成果連動型民

間委託契約方式の海外での導入事例の成

果と課題、検察官に勤務延長の適用がな

いことにより支障が生じた例がない中で

の解釈変更の必要性、選択的夫婦別氏制

度について法制審議会の答申後に改正法

案が提出されなかった経緯、日本人によ

る子の連れ去り事案に関する国際社会の

評価に対する法務大臣の認識等が取り上

げられた。

５月26日、法務及び司法行政等に関す

る質疑を行い、検察官がマスコミ関係者

と交流することに関するガイドラインを

作成する必要性、東京高等検察庁前検事

長の行為についての常習賭博該当性に関

する法務省の見解、東京高等検察庁前検

事長の非違行為について引き続き調査を

行う必要性、新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う技能実習生等に対する雇用

維持支援の内容、インターネット上の誹



謗中傷対策を法務省が中心となって検討

する必要性、東京高等検察庁前検事長へ

の処分の決定は内閣が行ったとの指摘に

対する法務大臣の見解、検察官の定年延

長は司法の独立を脅かすのではないかと

の批判に対する法務省の見解、協議離婚

時に公正証書による共同養育計画の作成

を義務付ける必要性等が取り上げられた。

５月28日、法務及び司法行政等に関す

る質疑を行い、入管収容施設からの仮放

免を許可する理由及び仮放免制度の在り

方、インターネット上での誹謗中傷の書

き込みに対する法務大臣の見解と法務省

の取組、新型コロナウイルス感染症の影

響による裁判員辞退率上昇の懸念に対応

した取組、東京高等検察庁前検事長の訓

告処分の手続に関する国民への説明の必

要性、新設する「法務・検察行政刷新会

議」における検討内容等の詳細、調停委

員の職務が公権力の行使に該当するかに

ついての最高裁判所の見解、離婚後の共

同養育計画の作成に向けた裁判外紛争解

決手続の活用に関する法務省の取組等が

取り上げられた。

（２）委員会経過

○令和２年３月10日(火)（第１回）

法務及び司法行政等に関する調査を行うこと

を決定した。

法務行政の基本方針に関する件について森法

務大臣から所信を聴いた。

令和２年度法務省及び裁判所関係予算に関す

る件について義家法務副大臣及び最高裁判所

当局から説明を聴いた。

○令和２年３月18日(水)（第２回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（裁判所所管及び法務省所管）について森法

務大臣、政府参考人、最高裁判所当局及び参

議院事務局当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

元榮太一郎君（自民）、櫻井充君（※）、

山勇一君（※）、安江伸夫君（公明）、柴田

巧君（維新）、山添拓君（共産）、 良鉄美

君（沖縄）、嘉田由紀子君（碧水）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月24日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

法務行政の基本方針に関する件について森法

務大臣、政府参考人、最高裁判所当局及び参

議院事務局当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

小野田紀美君（自民）、 山勇一君（※）、

有田芳生君（※）、矢倉克夫君（公明）、柴

田巧君（維新）、山添拓君（共産）、 良鉄

美君（沖縄）、嘉田由紀子君（碧水）

○令和２年４月２日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症への対応に関する

件、出入国管理体制に関する件、いわゆる「谷

間世代」の司法修習生に対する支援に関する

件、再犯防止対策に関する件、検察官の勤務

延長に関する件、選択的夫婦別氏制度に関す

る件、国際的な子の奪取の民事上の側面に関

する条約に関する件等について森法務大臣、

政府参考人及び最高裁判所当局に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

元榮太一郎君（自民）、 山勇一君（※）、

安江伸夫君（公明）、柴田巧君（維新）、山

添拓君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、嘉田

由紀子君（碧水）

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する

特別措置法の一部を改正する法律案（第200

回国会閣法第12号）について森法務大臣から



趣旨説明を聴いた。

○令和２年４月７日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する

特別措置法の一部を改正する法律案（第200

回国会閣法第12号）について森法務大臣、政

府参考人及び最高裁判所当局に対し質疑を行

い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

元榮太一郎君（自民）、櫻井充君（※）、安

江伸夫君（公明）、柴田巧君（維新）、山添

拓君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、嘉田由

紀子君（碧水）

（第200回国会閣法第12号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄、

碧水

反対会派 共産

欠席会派 無（小川敏夫君、山東昭子君）

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月14日(火)（第６回）

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

（閣法第17号）（衆議院送付）について森法

務大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年４月16日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

（閣法第17号）（衆議院送付）について森法

務大臣、政府参考人及び最高裁判所当局に対

し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

小野田紀美君（自民）、 山勇一君（※）、

安江伸夫君（公明）、柴田巧君（維新）、山

添拓君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、嘉田

由紀子君（碧水）

（閣法第17号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄、

碧水

反対会派 共産

欠席会派 無（小川敏夫君、山東昭子君）

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月26日(火)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

東京高等検察庁前検事長の処分に関する件、

検察庁法改正に関する件、技能実習生等の雇

用維持支援に関する件、協議離婚制度に関す

る件等について森法務大臣及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

元榮太一郎君（自民）、有田芳生君（※）、

川合孝典君（※）、矢倉克夫君（公明）、鈴

木宗男君（維新）、山添拓君（共産）、 良

鉄美君（沖縄）、嘉田由紀子君（碧水）

○令和２年５月28日(木)（第９回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症への法務省及び裁

判所の対応に関する件、入管収容施設からの

仮放免に関する件、インターネット上の人権

侵害への対応に関する件、東京高等検察庁前

検事長の処分に関する件、検察庁法改正に関

する件、調停委員の任命に関する件、離婚に

おける裁判外紛争解決手続の活用に関する件

等について森法務大臣、政府参考人及び最高

裁判所当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

小野田紀美君（自民）、 山勇一君（※）、

安江伸夫君（公明）、鈴木宗男君（維新）、

山添拓君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、嘉

田由紀子君（碧水）

○令和２年６月２日(火)（第10回）

理事の補欠選任を行った。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の

処罰に関する法律の一部を改正する法律案

（閣法第42号）（衆議院送付）について森法

務大臣から趣旨説明を聴いた。

参考人の出席を求めることを決定した。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の

処罰に関する法律の一部を改正する法律案

（閣法第42号）（衆議院送付）について次の

参考人から意見を聴いた後、各参考人に対し

質疑を行った。

〔参考人〕

法政大学大学院法務研究科教授 今井猛嘉

君



早稲田大学大学院法務研究科教授 松原芳

博君

ノンフィクション作家 柳原三佳君

〔質疑者〕

小野田紀美君（自民）、 山勇一君（※）、

矢倉克夫君（公明）、柴田巧君（維新）、山

添拓君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、嘉田

由紀子君（碧水）

○令和２年６月４日(木)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の

処罰に関する法律の一部を改正する法律案

（閣法第42号）（衆議院送付）について森法

務大臣、今井内閣府大臣政務官、岩田防衛大

臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行った

後、可決した。

〔質疑者〕

山下雄平君（自民）、川合孝典君（※）、

山勇一君（※）、安江伸夫君（公明）、柴田

巧君（維新）、山添拓君（共産）、 良鉄美

君（沖縄）、嘉田由紀子君（碧水）

（閣法第42号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

沖縄、碧水

反対会派 なし

欠席会派 無（小川敏夫君、山東昭子君）

○令和２年６月17日(水)（第12回）

請願第1149号外27件は、採択すべきものにし

て、内閣に送付するを要するものと審査決定

し、第16号外58件を審査した。

法務及び司法行政等に関する調査の継続調査

要求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（21名）

委員長 北村 経夫（自民） 佐藤 正久（自民） 榛葉 賀津也（ ※ ）
理 事 宇都 隆史（自民） 武見 敬三（自民） 白 眞勲（ ※ ）
理 事 中西 哲（自民） 中曽根 弘文（自民） 福山 哲郎（ ※ ）
理 事 羽田 雄一郎（ ※ ） 松川 るい（自民） 山口 那津男（公明）
理 事 秋野 公造（公明） 三宅 伸吾（自民） 浅田 均（維新）
理 事 井上 哲士（共産） 山田 宏（自民） 鈴木 宗男（維新）

猪口 邦子（自民） 小西 洋之（ ※ ） 伊波 洋一（沖縄）
（2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた案件は、条約16件及び内閣提出法律

案２件の合計18件であり、そのいずれも

承認又は可決した。

また、本委員会付託の請願13種類138件

は、いずれも保留とした。

〔条約及び法律案の審査〕

外交実施体制の整備 在外公館の名称及

び位置並びに在外公館に勤務する外務公

務員の給与に関する法律の一部を改正す

る法律案は、在外公館として在セブ日本

国総領事館を新設し、在マケドニア旧ユー

ゴスラビア共和国日本国大使館の名称及

び位置の国名を改めるとともに、在外公

館に勤務する外務公務員の在勤基本手当

の基準額を改定すること等について規定

するものである。委員会においては、在

セブ日本国総領事館新設の意義、マケド

ニアの国名変更の意義と法改正の時期、

諸外国と比較した我が国の在勤基本手当

の支給水準、在外公館数及び外務省定員

の増加の必要性等について質疑が行われ、

全会一致をもって可決された。

防衛省設置法の改正 防衛省設置法の一

部を改正する法律案は、自衛隊の任務の

円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の

変更を行うものである。委員会において

は、宇宙、サイバー領域における防衛力

の獲得・強化、滞空型無人機の導入の意

義と運用方法、自衛隊の新型コロナウイ

ルス感染症対策等について質疑が行われ、

討論の後、多数をもって可決された。

投資における二国間協力とＡＳＥＡＮと

の経済連携の拡充 投資の促進及び保護

に関する日本国とアラブ首長国連邦との

間の協定、投資の促進及び保護に関する

日本国とヨルダン・ハシェミット王国と

の間の協定、投資の促進及び保護に関す

る日本国とモロッコ王国との間の協定及

び投資の相互促進及び相互保護に関する

日本国政府とコートジボワール共和国政

府との間の協定は、いずれも投資に関す

る内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の

促進、保護等に関する法的枠組みについ

て定めるものである。包括的な経済上の

連携に関する日本国及び東南アジア諸国

連合構成国の間の協定を改正する第一議

定書は、我が国及び東南アジア諸国連合

（ＡＳＥＡＮ）構成国の間の現行の協定



にサービスの貿易、自然人の移動及び投

資に関する規定の追加等を行うものであ

る。委員会においては、アラブ首長国連

邦、ヨルダン及びモロッコとの投資協定

が「保護型」となった理由、アラブ首長

国連邦との協定における天然資源の扱い、

我が国の投資協定の締結状況と今後の交

渉方針等について質疑が行われ、討論の

後、いずれも多数をもって承認された。

租税における二国間協力 所得に対する

租税に関する二重課税の除去並びに脱税

及び租税回避の防止のための日本国とア

ルゼンチン共和国との間の条約、所得に

対する租税に関する二重課税の除去並び

に脱税及び租税回避の防止のための日本

国とウルグアイ東方共和国との間の条約、

所得に対する租税に関する二重課税の除

去並びに脱税及び租税回避の防止のため

の日本国とペルー共和国との間の条約、

所得に対する租税に関する二重課税の除

去並びに脱税及び租税回避の防止のため

の日本国とジャマイカとの間の条約及び

所得に対する租税に関する二重課税の除

去並びに脱税及び租税回避の防止のため

の日本国とモロッコ王国との間の条約は、

いずれも二重課税の除去を目的とした課

税権の調整を行うとともに、配当、利子

及び使用料に対する源泉地国課税の限度

税率等を定めるものである。所得に対す

る租税に関する二重課税の除去並びに脱

税及び租税回避の防止のための日本国と

ウズベキスタン共和国との間の条約は、

現行の日ソ租税条約をウズベキスタンと

の間で全面的に改正し、投資所得に対す

る源泉地国課税の更なる軽減等について

定めるものである。委員会においては、

租税条約締結の意義、各条約における仲

裁規定等の導入状況、デジタル課税に関

する国際合意の見通しと我が国の対応、

日中租税協定改正の見通し等について質

疑が行われ、討論の後、いずれも多数を

もって承認された。

社会保障分野の二国間協力 社会保障に

関する日本国とスウェーデン王国との間

の協定は、両国間で年金制度に関する法

令の適用について調整を行うこと等を定

めるものである。社会保障に関する日本

国とフィンランド共和国との間の協定は、

両国間で年金制度及び雇用保険制度に関

する法令の適用について調整を行うこと

等を定めるものである。委員会において

は、両協定締結の意義、今後のアジア各

国との社会保障協定締結に向けた政府の

方針、日中社会保障協定の改正に向けた

政府の取組等について質疑が行われ、い

ずれも全会一致をもって承認された。

受刑者移送に関する二国間協力 刑を言

い渡された者の移送に関する日本国とベ

トナム社会主義共和国との間の条約は、

我が国とベトナムとの間で、相手国の裁

判所が刑を言い渡した自国民受刑者等に

ついて、一定の条件を満たす場合に、そ

の本国に移送する手続等を定めるもので

ある。委員会においては、受刑者移送条

約における双方可罰性の原則の扱い、外

国人受刑者の現状とこれまでの受刑者移

送の実績等について質疑が行われ、全会

一致をもって承認された。

国際機関の特権・免除 専門機関の特権

及び免除に関する条約の附属書ⅩⅤⅢは、

専門機関の特権及び免除に関する条約の

規定を修正した上で世界観光機関に適用

することを定めるものである。国際獣疫

事務局アジア太平洋地域代表事務所の特

権及び免除に関する日本国政府と国際獣

疫事務局との間の協定は、同事務所及び

その職員が享有する特権及び免除等につ

いて定めるものである。委員会において



は、国際機関の日本人職員に特権及び免

除を与えることの問題性、世界観光機関

及び国際獣疫事務局の新型コロナウイル

ス感染症への対応等について質疑が行わ

れ、いずれも全会一致をもって承認され

た。

〔国政調査等〕

第200回国会閉会後の１月17日、中東地

域における日本関係船舶の安全確保に関

する政府の取組について茂木外務大臣及

び河野防衛大臣から報告を聴取した後、

質疑を行った。

２月20日及び21日、我が国の外交、防

衛等に関する実情調査のため、兵庫県、

山口県及び広島県への委員派遣を行い、

国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）神

戸事務所、国連防災機関（ＵＮＤＲＲ）

駐日事務所、国際協力機構（ＪＩＣＡ）

関西、海上自衛隊岩国航空基地、岩国市、

海上自衛隊呉地方総監部等からの説明聴

取、関連施設の視察、意見交換等を行っ

た。

３月５日、外交の基本方針について茂

木外務大臣から、国の防衛の基本方針に

ついて河野防衛大臣から、それぞれ所信

を聴取した。

３月10日、外交の基本方針及び国の防

衛の基本方針について質疑を行った。ま

た、上記委員派遣について派遣委員から

報告を聴取した。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度外務省予算・防衛省予算等の

審査を行い、質疑を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月17日(金)（第200回国会閉会後

第１回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

中東地域における日本関係船舶の安全確保に

関する政府の取組に関する件について茂木外

務大臣及び河野防衛大臣から報告を聴いた

後、河野防衛大臣、茂木外務大臣及び政府参

考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

佐藤正久君（自民）、小西洋之君（※）、秋

野公造君（公明）、浅田均君（維新）、井上

哲士君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

○令和２年１月30日(木)（第１回）

外交、防衛等に関する調査を行うことを決定

した。

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月５日(木)（第２回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

外交の基本方針に関する件について茂木外務

大臣から所信を聴いた。

国の防衛の基本方針に関する件について河野

防衛大臣から所信を聴いた。

○令和２年３月10日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

外交の基本方針に関する件及び国の防衛の基

本方針に関する件について河野防衛大臣、茂

木外務大臣、山本防衛副大臣、鈴木外務副大

臣、義家法務副大臣及び政府参考人に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

宇都隆史君（自民）、中西哲君（自民）、白

眞勲君（※）、秋野公造君（公明）、鈴木宗

男君（維新）、井上哲士君（共産）、伊波洋

一君（沖縄）

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月18日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）



令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人

国際協力機構有償資金協力部門）について茂

木外務大臣及び河野防衛大臣から説明を聴い

た後、河野防衛大臣、茂木外務大臣及び政府

参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

山田宏君（自民）、小西洋之君（※）、秋野

公造君（公明）、浅田均君（維新）、井上哲

士君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月24日(火)（第５回）

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤

務する外務公務員の給与に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第18号）（衆議院送

付）について茂木外務大臣から趣旨説明を聴

いた。

○令和２年３月26日(木)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤

務する外務公務員の給与に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第18号）（衆議院送

付）について茂木外務大臣、河野防衛大臣、

山本防衛副大臣及び政府参考人に対し質疑を

行い、質疑を終局した。

〔質疑者〕

松川るい君（自民）、白眞勲君（※）、秋野

公造君（公明）、鈴木宗男君（維新）、井上

哲士君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

○令和２年３月27日(金)（第７回）

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤

務する外務公務員の給与に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第18号）（衆議院送

付）を可決した。

（閣法第18号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

沖縄

反対会派 なし

○令和２年４月14日(火)（第８回）

理事の補欠選任を行った。

防衛省設置法の一部を改正する法律案（閣法

第４号）（衆議院送付）について河野防衛大

臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年４月16日(木)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

防衛省設置法の一部を改正する法律案（閣法

第４号）（衆議院送付）について河野防衛大

臣、茂木外務大臣、鈴木外務副大臣、近藤内

閣法制局長官及び政府参考人に対し質疑を行

い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

佐藤正久君（自民）、小西洋之君（※）、秋

野公造君（公明）、浅田均君（維新）、井上

哲士君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

（閣法第４号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産、沖縄

○令和２年５月７日(木)（第10回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ

首長国連邦との間の協定の締結について承認

を求めるの件（閣条第１号）（衆議院送付）

投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダ

ン・ハシェミット王国との間の協定の締結に

ついて承認を求めるの件（閣条第２号）（衆

議院送付）

包括的な経済上の連携に関する日本国及び東

南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正す

る第一議定書の締結について承認を求めるの

件（閣条第３号）（衆議院送付）

投資の促進及び保護に関する日本国とモロッ

コ王国との間の協定の締結について承認を求

めるの件（閣条第４号）（衆議院送付）

投資の相互促進及び相互保護に関する日本国

政府とコートジボワール共和国政府との間の

協定の締結について承認を求めるの件（閣条

第５号）（衆議院送付）

以上５件について茂木外務大臣から趣旨説明

を聴いた。

○令和２年５月12日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ

首長国連邦との間の協定の締結について承認

を求めるの件（閣条第１号）（衆議院送付）



投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダ

ン・ハシェミット王国との間の協定の締結に

ついて承認を求めるの件（閣条第２号）（衆

議院送付）

包括的な経済上の連携に関する日本国及び東

南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正す

る第一議定書の締結について承認を求めるの

件（閣条第３号）（衆議院送付）

投資の促進及び保護に関する日本国とモロッ

コ王国との間の協定の締結について承認を求

めるの件（閣条第４号）（衆議院送付）

投資の相互促進及び相互保護に関する日本国

政府とコートジボワール共和国政府との間の

協定の締結について承認を求めるの件（閣条

第５号）（衆議院送付）

以上５件について河野防衛大臣、茂木外務大

臣、山本防衛副大臣及び政府参考人に対し質

疑を行い、討論の後、いずれも承認すべきも

のと議決した。

〔質疑者〕

三宅伸吾君（自民）、白眞勲君（※）、秋野

公造君（公明）、鈴木宗男君（維新）、井上

哲士君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

（閣条第１号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第２号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第３号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第４号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第５号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

○令和２年５月21日(木)（第12回）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とアルゼンチン共和国との間の条約の締結に

ついて承認を求めるの件（閣条第６号）（衆

議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件（閣条第７号）（衆

議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とペルー共和国との間の条約の締結について

承認を求めるの件（閣条第８号）（衆議院送

付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とジャマイカとの間の条約の締結について承

認を求めるの件（閣条第９号）（衆議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とウズベキスタン共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件（閣条第10号）（衆

議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とモロッコ王国との間の条約の締結について

承認を求めるの件（閣条第11号）（衆議院送

付）

以上６件について茂木外務大臣から趣旨説明

を聴いた。

○令和２年５月26日(火)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とアルゼンチン共和国との間の条約の締結に

ついて承認を求めるの件（閣条第６号）（衆

議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件（閣条第７号）（衆

議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国



とペルー共和国との間の条約の締結について

承認を求めるの件（閣条第８号）（衆議院送

付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とジャマイカとの間の条約の締結について承

認を求めるの件（閣条第９号）（衆議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とウズベキスタン共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件（閣条第10号）（衆

議院送付）

所得に対する租税に関する二重課税の除去並

びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とモロッコ王国との間の条約の締結について

承認を求めるの件（閣条第11号）（衆議院送

付）

以上６件について茂木外務大臣、河野防衛大

臣、岡田内閣官房副長官、義家法務副大臣、

稲津厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質

疑を行い、討論の後、いずれも承認すべきも

のと議決した。

〔質疑者〕

猪口邦子君（自民）、小西洋之君（※）、秋

野公造君（公明）、浅田均君（維新）、井上

哲士君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

（閣条第６号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第７号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第８号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第９号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第10号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

（閣条第11号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄

反対会派 共産

○令和２年５月28日(木)（第14回）

社会保障に関する日本国とスウェーデン王国

との間の協定の締結について承認を求めるの

件（閣条第12号）（衆議院送付）

社会保障に関する日本国とフィンランド共和

国との間の協定の締結について承認を求める

の件（閣条第13号）（衆議院送付）

以上両件について茂木外務大臣から趣旨説明

を聴いた。

○令和２年６月２日(火)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

社会保障に関する日本国とスウェーデン王国

との間の協定の締結について承認を求めるの

件（閣条第12号）（衆議院送付）

社会保障に関する日本国とフィンランド共和

国との間の協定の締結について承認を求める

の件（閣条第13号）（衆議院送付）

以上両件について茂木外務大臣、河野防衛大

臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、い

ずれも承認すべきものと議決した。

〔質疑者〕

松川るい君（自民）、榛葉賀津也君（※）、

秋野公造君（公明）、鈴木宗男君（維新）、

井上哲士君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

（閣条第12号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

沖縄

反対会派 なし

（閣条第13号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

沖縄

反対会派 なし

○令和２年６月４日(木)（第16回）

刑を言い渡された者の移送に関する日本国と

ベトナム社会主義共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件（閣条第14号）（衆

議院送付）

専門機関の特権及び免除に関する条約の附属

書ⅩⅤⅢの締結について承認を求めるの件

（閣条第15号）（衆議院送付）



国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所

の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣

疫事務局との間の協定の締結について承認を

求めるの件（閣条第16号）（衆議院送付）

以上３件について茂木外務大臣から趣旨説明

を聴いた。

○令和２年６月12日(金)（第17回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

刑を言い渡された者の移送に関する日本国と

ベトナム社会主義共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件（閣条第14号）（衆

議院送付）

専門機関の特権及び免除に関する条約の附属

書ⅩⅤⅢの締結について承認を求めるの件

（閣条第15号）（衆議院送付）

国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所

の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣

疫事務局との間の協定の締結について承認を

求めるの件（閣条第16号）（衆議院送付）

以上３件について茂木外務大臣、義家法務副

大臣、河野農林水産大臣政務官及び政府参考

人に対し質疑を行った後、いずれも承認すべ

きものと議決した。

〔質疑者〕

山田宏君（自民）、白眞勲君（※）、秋野公

造君（公明）、浅田均君（維新）、井上哲士

君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

（閣条第14号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

沖縄

反対会派 なし

（閣条第15号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

沖縄

反対会派 なし

（閣条第16号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

沖縄

反対会派 なし

○令和２年６月17日(水)（第18回）

請願第76号外137件を審査した。

外交、防衛等に関する調査の継続調査要求書

を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月20日(木)、21日(金)

我が国の外交、防衛等に関する実情調査

〔派遣地〕

兵庫県、山口県、広島県

〔派遣委員〕

北村経夫君（自民）、宇都隆史君（自民）、

中西哲君（自民）、秋野公造君（公明）、井

上哲士君（共産）、榛葉賀津也君（※）、浅

田均君（維新）、伊波洋一君（沖縄）



委員一覧（25名）

委員長 中西 祐介（自民） 藤川 政人（自民） 田村 まみ（ ※ ）
理 事 有村 治子（自民） 三木 亨（自民） 杉 久武（公明）
理 事 中西 健治（自民） 宮沢 洋一（自民） 音喜多 駿（維新）
理 事 藤末 健三（自民） 宮島 喜文（自民） 小池 晃（共産）
理 事 那谷屋 正義（ ※ ） 山下 雄平（自民） 大門 実紀史（共産）
理 事 熊野 正士（公明） 勝部 賢志（ ※ ） 浜田 聡（みん）

長峯 誠（自民） 川合 孝典（ ※ ） 渡辺 喜美（みん）
西田 昌司（自民） 熊谷 裕人（ ※ ）
林 芳正（自民） 古賀 之士（ ※ ） （2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出８件であり、い

ずれも可決した。

また、本委員会付託の請願14種類189件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余

金の処理の特例に関する法律案は、令和

元年度補正予算等を編成するに当たり、

平成30年度の一般会計歳入歳出の決算上

の剰余金の処理についての特例措置を講

じようとするものである。

委員会においては、決算上の剰余金に

よる財源確保の是非、補正予算の歳出の

在り方等について質疑が行われ、多数を

もって原案どおり可決された。

所得税法等の一部を改正する法律案は、

持続的な経済成長の実現、経済社会の構

造変化への対応等の観点から、国税に関

し、所要の改正を一体として行おうとす

るものである。

委員会においては、安倍内閣総理大臣

に対する質疑を行うとともに、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえた納税

猶予等の支援策、５Ｇ普及に向けた投資

等を促進するための税制の在り方、未婚

のひとり親に対する税制上の措置の概要

と効果等について質疑が行われ、多数を

もって原案どおり可決された。なお、附

帯決議が付された。

関税定率法等の一部を改正する法律案

は、最近における内外の経済情勢等に対

応するため、関税率等について所要の改

正を行おうとするものである。

委員会においては、とん税及び特別と

ん税の特例措置の創設による影響、税関

の体制整備の必要性等について質疑が行

われ、全会一致をもって原案どおり可決

された。なお、附帯決議が付された。

国際金融公社への加盟に伴う措置に関

する法律及び国際開発協会への加盟に伴

う措置に関する法律の一部を改正する法

律案は、国際金融公社及び国際開発協会

が途上国支援を強化するため増資を実施

するに当たり、我が国が両機関に追加出

資を行い得るよう、所要の措置を講じよ

うとするものである。



委員会においては、主要加盟諸国の資

金拠出の動向等についての情報開示、両

機関への追加出資による意義と効果等に

ついて質疑が行われ、多数をもって原案

どおり可決された。なお、附帯決議が付

された。

新型コロナウイルス感染症等の影響に

対応するための国税関係法律の臨時特例

に関する法律案は、新型コロナウイルス

感染症及びそのまん延防止のための措置

が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、

国税関係法律の特例を定めようとするも

のである。

委員会においては、納税猶予の特例措

置の内容と今後の課題、中小企業や家計

の資金繰りに対する更なる支援の必要性

等について質疑が行われ、全会一致をもっ

て原案どおり可決された。なお、附帯決

議が付された。

株式会社日本政策投資銀行法の一部を

改正する法律案は、地域活性化又は我が

国の企業の競争力の強化等に資する資金

供給を引き続き促進するため、株式会社

日本政策投資銀行による特定投資業務に

ついて、投資決定期限等を延長するもの

である。

委員会においては、危機対応融資の活

用による資金繰り支援等の現状、特定投

資業務に創設する「新型コロナリバイバ

ル成長基盤強化ファンド」の意義と課題

等について質疑が行われ、多数をもって

原案どおり可決された。なお、附帯決議

が付された。

金融サービスの利用者の利便の向上及

び保護を図るための金融商品の販売等に

関する法律等の一部を改正する法律案は、

金融サービスの利用者の利便の向上及び

保護を図るため、金融サービス仲介業の

創設、第一種資金移動業等の種別を設け

る等の資金移動業に関する規制の整備等

の措置を講じようとするものである。

委員会においては、金融サービス仲介

業の利用者保護を図るための課題、資金

移動業者に対する送金上限額に応じた規

制見直しの意義と効果、金融機関等のセ

キュリティ向上に向けた取組の重要性等

について質疑が行われ、多数をもって原

案どおり可決された。なお、附帯決議が

付された。

金融機能の強化のための特別措置に関

する法律の一部を改正する法律案は、新

型コロナウイルス感染症等の影響に対処

して金融機関等の経営基盤の充実を図る

ため、国の資本参加の申請期限を令和８

年３月末まで延長するとともに審査手続

等の特例を設けるものである。

委員会においては、新型コロナウイル

ス感染症などの影響を受けた地域金融機

関の現況と今後の対応、国の資本参加の

申請期限を延長する必要性等について質

疑が行われ、全会一致をもって原案どお

り可決された。なお、附帯決議が付され

た。

〔国政調査等〕

３月５日、財政政策等の基本施策及び

金融行政に関する件について麻生国務大

臣から所信を聴取した。

３月10日、前記所信聴取に対し、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大を踏ま

え緊急でＧ20会議を開催し各国が行動を

示す必要性、新型コロナウイルス感染症

による経済への影響に関する日銀総裁の

現状認識及び今後の対応、2019年10～12

月期の実質ＧＤＰ成長率を踏まえた日本

経済の状況の評価、日本の一人当たりＧ

ＤＰが低迷している現状に対する大臣の

見解、景気の悪化に向けて早急に大規模



な財政出動を行う必要性、新型コロナウ

イルス感染症による影響拡大を踏まえた

中小事業者に対する資金繰り支援の在り

方、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大による世界経済後退のリスクに対する

日銀総裁の見解等について質疑を行った。

３月18日、予算委員会から委嘱された

内閣府所管（金融庁）、財務省所管、株式

会社日本政策金融公庫及び株式会社国際

協力銀行の予算の審査を行い、Ｇ７首脳

緊急テレビ会談で合意した新型コロナウ

イルス感染症対応の内容、政府の経済対

策における現金給付に対する財務大臣の

見解、森友学園問題に関して職員への聞

き取り調査を再度行う必要性、新型コロ

ナウイルス感染症の対応としての中小企

業への迅速な資金供給に向けた日本政策

金融公庫の体制整備の必要性、臨時休校

要請により育児のため休業するフリーラ

ンスや自営業者に対する給付の範囲及び

給付額の算定根拠、日本銀行がＥＴＦの

積極的な買入れ方針を公表しても株式市

場が下げ止まらなかったことへの日銀総

裁の見解、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴う不安の連鎖反応により金

融のシステミックリスクが生じている可

能性等について質疑を行った。

５月12日、新型コロナウイルス感染症

収束後の世界経済に関する財務大臣の所

見、事業者の家賃に関する支援策を４月

分に遡及適用する必要性、９月入学のメ

リット・デメリットに関する政府の認識、

マイナンバー制度を更なる活用のために

再整備する必要性、創業間もない事業者

に対する支援を充実させる必要性、主た

る収入が事業収入以外である事業者も事

業の実態を踏まえて持続化給付金の対象

とする必要性、国家公務員の能力・業績

評価制度の現状等について質疑を行った。

５月26日、日本銀行法第54条第１項の

規定に基づく通貨及び金融の調節に関す

る報告書（平成30年12月14日提出）につ

いて、黒田日本銀行総裁から説明を聴取

した後、日銀の国債買入上限の撤廃を受

けて上限無く財政出動を行うべきとの意

見に対する政府及び日銀総裁の見解、日

銀の供給資金を原資とする金融機関の貸

出が回収不能となった場合の日銀の対応

に関する日銀総裁の見解、新型コロナ対

応資金繰り支援特別プログラムの周知を

日銀が金融機関及び企業の双方に対して

行う必要性、日銀による中小企業等の資

金繰り支援のための「新たな資金供給手

段」の内容と効果、新型コロナウイルス

感染症への対応として拡大された金融緩

和の出口に関する日銀総裁の展望、新型

コロナウイルス感染症への対応として各

国中央銀行が供給する資金を活用したリ

スク資産への投資が金融危機を引き起こ

す危険性、日銀による国債の無制限買入

れ決定後も長期国債買入れペースが伸び

ていない理由等について質疑を行った。

６月２日、金融機能の再生のための緊

急措置に関する法律第５条の規定に基づ

く破綻金融機関の処理のために講じた措

置の内容等に関する報告（平成29年12月

８日提出）について、麻生内閣府特命担

当大臣から説明を聴取した後、中国によ

る国連専門機関への影響力拡大に対する

政府の認識及び対応、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けた鉄道事業者や航

空会社に対する支援の在り方、直近の銀

行決算を踏まえた金融システムの安定性

評価と今後の課題、景気回復を最優先課

題として消費税を減税する必要性に対す

る財務大臣の所見、各国中央銀行が供給

する資金が高リスク資産に投資される懸

念に対する財務大臣の見解、2020年４～



６月期における我が国の経済の見通し等

について質疑を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月30日(木)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

財政及び金融等に関する調査を行うことを決

定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処

理の特例に関する法律案（閣法第２号）（衆

議院送付）について麻生財務大臣から趣旨説

明を聴き、同大臣、佐々木文部科学大臣政務

官、政府参考人及び参考人株式会社国際協力

銀行代表取締役副総裁林信光君に対し質疑を

行った後、可決した。

〔質疑者〕

有村治子君（自民）、那谷屋正義君（※）、

古賀之士君（※）、熊野正士君（公明）、音

喜多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、

浜田聡君（みん）

（閣法第２号）

賛成会派 自民、公明、維新、みん

反対会派 ※、共産

○令和２年３月５日(木)（第２回）

財政政策等の基本施策及び金融行政に関する

件について麻生国務大臣から所信を聴いた。

○令和２年３月10日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

財政政策等の基本施策及び金融行政に関する

件について麻生国務大臣、宮下内閣府副大臣、

政府参考人、参考人日本銀行総裁黒田東彦君

及び同銀行理事前田栄治君に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

中西健治君（自民）、大塚耕平君（※）、那

谷屋正義君（※）、熊野正士君（公明）、音

喜多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、

渡辺喜美君（みん）

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

３号）（衆議院送付）について麻生財務大臣

から趣旨説明を聴いた。

○令和２年３月18日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（内閣府所管（金融庁）、財務省所管、株式

会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力

銀行）について麻生国務大臣から説明を聴い

た後、同大臣、藤川財務副大臣、政府参考人

及び参考人日本銀行総裁黒田東彦君に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

有村治子君（自民）、古賀之士君（※）、那

谷屋正義君（※）、熊野正士君（公明）、音

喜多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、

渡辺喜美君（みん）

本委員会における委嘱審査は終了した。

参考人の出席を求めることを決定した。

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

３号）（衆議院送付）について麻生国務大臣、

藤川財務副大臣、宮本経済産業大臣政務官、

政府参考人、会計検査院当局、参考人日本銀

行総裁黒田東彦君及び同銀行理事前田栄治君

に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

西田昌司君（自民）、古賀之士君（※）、熊

谷裕人君（※）、杉久武君（公明）、音喜多

駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、浜田

聡君（みん）

○令和２年３月19日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第



３号）（衆議院送付）について麻生国務大臣、

藤川財務副大臣、青山内閣府大臣政務官、政

府参考人及び参考人日本銀行副総裁雨宮正佳

君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

川合孝典君（※）、勝部賢志君（※）、藤末

健三君（自民）、熊野正士君（公明）、音喜

多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、浜

田聡君（みん）

○令和２年３月24日(火)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

３号）（衆議院送付）について安倍内閣総理

大臣、麻生国務大臣、 藤総務大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行い、質疑を終局

した。

・質疑

〔質疑者〕

大塚耕平君（※）、熊谷裕人君（※）、音喜

多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、浜

田聡君（みん）

・内閣総理大臣に対する質疑

〔質疑者〕

那谷屋正義君（※）、大塚耕平君（※）、音

喜多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、

渡辺喜美君（みん）

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

第９号）（衆議院送付）について麻生財務大

臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年３月26日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

第９号）（衆議院送付）について麻生財務大

臣及び政府参考人に対し質疑を行い、質疑を

終局した。

〔質疑者〕

古賀之士君（※）、勝部賢志君（※）、音喜

多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、浜

田聡君（みん）

○令和２年３月27日(金)（第８回）

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

３号）（衆議院送付）について討論の後、可

決した。

（閣法第３号）

賛成会派 自民、公明、維新、みん

反対会派 ※、共産

なお、附帯決議を行った。

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

第９号）（衆議院送付）を可決した。

（閣法第９号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

みん

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法

律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第10

号）（衆議院送付）について麻生財務大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○令和２年３月31日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法

律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第10

号）（衆議院送付）について麻生国務大臣及

び政府参考人に対し質疑を行った後、可決し

た。

〔質疑者〕

川合孝典君（※）、熊谷裕人君（※）、音喜

多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、浜

田聡君（みん）

（閣法第10号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、みん

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月30日(木)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための国税関係法律の臨時特例に関する法

律案（閣法第54号）（衆議院送付）について

麻生財務大臣から趣旨説明を聴き、同大臣、

政府参考人、参考人日本銀行総裁黒田東彦君

及び同銀行理事吉岡伸泰君に対し質疑を行っ



た後、可決した。

〔質疑者〕

大塚耕平君（※）、勝部賢志君（※）、音喜

多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、浜

田聡君（みん）

（閣法第54号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

みん

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月12日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症収束後の世界経済

に関する件、令和２年度国債発行計画の変更

に関する件、学校再開等に向けた政府の取組

に関する件、マイナンバーカードの普及促進

に関する件、持続化給付金の支給要件に関す

る件、令和二年度第２次補正予算編成に関す

る件等について麻生財務大臣、藤川財務副大

臣、牧原経済産業副大臣及び政府参考人に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

藤末健三君（自民）、古賀之士君（※）、勝

部賢志君（※）、杉久武君（公明）、音喜多

駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、渡辺

喜美君（みん）

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正す

る法律案（閣法第24号）（衆議院送付）につ

いて麻生財務大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月14日(木)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正す

る法律案（閣法第24号）（衆議院送付）につ

いて麻生国務大臣、政府参考人及び参考人株

式会社日本政策投資銀行代表取締役社長渡辺

一君に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

長峯誠君（自民）、川合孝典君（※）、熊谷

裕人君（※）、熊野正士君（公明）、音喜多

駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、浜田

聡君（みん）

（閣法第24号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、みん

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月26日(火)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

日本銀行法第54条第１項の規定に基づく通貨

及び金融の調節に関する報告書に関する件に

ついて参考人日本銀行総裁黒田東彦君から説

明を聴いた後、藤川財務副大臣、宮下内閣府

副大臣、宮島財務大臣政務官、政府参考人、

参考人日本銀行総裁黒田東彦君及び同銀行理

事内田眞一君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

西田昌司君（自民）、大塚耕平君（※）、白

眞勲君（※）、杉久武君（公明）、音喜多駿

君（維新）、大門実紀史君（共産）、渡辺喜

美君（みん）

○令和２年６月２日(火)（第14回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

金融機能の再生のための緊急措置に関する法

律第５条の規定に基づく破綻金融機関の処理

のために講じた措置の内容等に関する報告に

関する件について麻生内閣府特命担当大臣か

ら説明を聴いた後、国家の経済安全保障の重

要性に関する件、令和二年度第２次補正予算

における予備費に関する件、民間金融機関に

よる資金繰り支援に関する件、暗号資産取引

に対する規制に関する件、新型コロナウイル

ス感染症収束後の国債償還及び課税の在り方

に関する件、経済対策としての債務免除の必

要性に関する件等について麻生国務大臣、鈴

木外務副大臣及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

有村治子君（自民）、古賀之士君（※）、熊

野正士君（公明）、音喜多駿君（維新）、大

門実紀史君（共産）、渡辺喜美君（みん）

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護

を図るための金融商品の販売等に関する法律



等の一部を改正する法律案（閣法第40号）（衆

議院送付）について麻生内閣府特命担当大臣

から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月４日(木)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護

を図るための金融商品の販売等に関する法律

等の一部を改正する法律案（閣法第40号）（衆

議院送付）について麻生内閣府特命担当大臣、

政府参考人及び参考人日本銀行企画局長加藤

毅君に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

中西健治君（自民）、那谷屋正義君（※）、

熊野正士君（公明）、音喜多駿君（維新）、

大門実紀史君（共産）、浜田聡君（みん）

（閣法第40号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、みん

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月12日(金)（第16回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

金融機能の強化のための特別措置に関する法

律の一部を改正する法律案（閣法第58号）（衆

議院送付）について麻生内閣府特命担当大臣

から趣旨説明を聴き、麻生国務大臣、政府参

考人及び参考人日本銀行理事内田眞一君に対

し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

大塚耕平君（※）、勝部賢志君（※）、音喜

多駿君（維新）、大門実紀史君（共産）、渡

辺喜美君（みん）

（閣法第58号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

みん

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第17回）

請願第１号外188件を審査した。

財政及び金融等に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（20名）

委員長 吉川 ゆうみ（自民） 佐藤 啓（自民） 佐々木さやか（公明）
理 事 赤池 誠章（自民） 世耕 弘成（自民） 高瀬 弘美（公明）
理 事 石井 浩郎（自民） 三原じゅん子（自民） 梅村 みずほ（維新）
理 事 こやり 隆史（自民） 伊藤 孝恵（ ※ ） 松沢 成文（維新）
理 事 水岡 俊一（ ※ ） 石川 大我（ ※ ） 吉良 よし子（共産）

上野 通子（自民） 田島 麻衣子（ ※ ） 舩後 靖彦（れ新）
衛藤 晟一（自民） 横沢 高徳（ ※ ） （2.3.5 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出２件であり、い

ずれも可決した。

また、本委員会付託の請願13種類256件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

文化観光拠点施設を中核とした地域に

おける文化観光の推進に関する法律案は、

委員会において、文化観光推進の意義、

学芸員等の人材育成及び確保の必要性、

新型コロナウイルスの感染拡大による文

化観光への影響等について質疑が行われ、

全会一致をもって原案どおり可決された。

なお、附帯決議が付された。

著作権法及びプログラムの著作物に係

る登録の特例に関する法律の一部を改正

する法律案は、委員会において、参考人

から意見を聴取するとともに、本法律案

による海賊版対策の実効性、海賊版対策

における国際連携の在り方、国民への普

及啓発の重要性等について質疑が行われ、

全会一致をもって原案どおり可決された。

なお、附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

３月５日、文教科学行政の基本施策に

ついて萩生田文部科学大臣から所信を、

令和２年度文部科学省関係予算について

上野文部科学副大臣から説明を、それぞ

れ聴取した。

３月10日、文教科学行政の基本施策に

関し、新型コロナウイルス感染症対策の

ための小学校・中学校・高等学校等に対

する一斉臨時休業要請の決定経緯及び実

施状況、文部科学省として学校再開の目

安等の提示や一斉臨時休業による諸影響

への対応策に係る省内横断的な検討を行

う必要性、学童保育における一斉臨時休

業期間中の給食提供に向けた課題と可能

性、感染症拡大による公演中止等の影響

を受けた演劇・音楽関係者への支援策、

文部科学省創生実行計画の進捗状況及び

同省の組織改革に向けた文部科学大臣の

決意、共生社会の実現等に向けてパラア

スリートの教育現場参画・ｅスポーツの

活用・医療とスポーツの連携等を進める

必要性、新しい歴史教科書をつくる会の

教科書に関する教科書検定審査の妥当性

及び再審査の必要性、学校における性教

育充実の必要性等について質疑を行った。

３月18日、予算委員会から委嘱された



令和２年度文部科学省予算等の審査を行

い、一斉臨時休業期間における子供の教

育機会確保策、新型コロナウイルス感染

症拡大に伴う出入国制限による外国人留

学生や在外教育施設派遣教員への影響、

感染症拡大に伴うアルバイト先の休業等

により収入が減少した大学生への支援策、

令和４年４月からの成年年齢引下げに伴

う学校現場の混乱への対応の在り方、大

学等におけるアカデミック・ハラスメン

ト等に関する相談窓口の周知の必要性、

ＧＩＧＡスクール構想における１人１台

端末整備事業の補助単価引上げの必要性、

人工呼吸器を利用する児童生徒等の就学

先決定の在り方等について質疑を行った。

５月21日、新型コロナウイルス感染症

を想定した「新しい生活様式」を学校等

において実践するための文部科学省にお

ける対応、子どもの権利条約に照らして

政府が感染症に関する子供向けの記者会

見を行う必要性、９月入学の導入の要否

について省庁横断的な研究会議や学校現

場の声を中心とした外部での研究・議論

を経て判断する必要性、放課後児童クラ

ブ等におけるＩＣＴ環境の状況把握及び

整備の必要性、学びの継続のための学生

支援緊急給付金の支給要件緩和の必要性、

遠隔授業における障害のある学生に対す

る合理的配慮を提供するための方策、東

京オリンピック・パラリンピック競技大

会延期に伴う関連イベント中止等の影響

を受けた企業への支援策等について質疑

を行った。

（２）委員会経過

○令和２年３月５日(木)（第１回）

教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に

関する調査を行うことを決定した。

文教科学行政の基本施策に関する件について

萩生田文部科学大臣から所信を聴いた。

令和２年度文部科学省関係予算に関する件に

ついて上野文部科学副大臣から説明を聴い

た。

○令和２年３月10日(火)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

文教科学行政の基本施策に関する件について

萩生田文部科学大臣、亀岡文部科学副大臣及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

赤池誠章君（自民）、横沢高徳君（※）、勝

部賢志君（※）、水岡俊一君（※）、高瀬弘

美君（公明）、松沢成文君（維新）、梅村み

ずほ君（維新）、吉良よし子君（共産）

○令和２年３月18日(水)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（文部科学省所管）について萩生田文部科学

大臣、上野文部科学副大臣、義家法務副大臣、

佐々木文部科学大臣政務官及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

佐藤啓君（自民）、伊藤孝恵君（※）、水岡

俊一君（※）、高瀬弘美君（公明）、梅村み

ずほ君（維新）、吉良よし子君（共産）、舩

後靖彦君（れ新）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年４月２日(木)（第４回）

文化観光拠点施設を中核とした地域における

文化観光の推進に関する法律案（閣法第19号）

（衆議院送付）について萩生田文部科学大臣

から趣旨説明を聴いた。

○令和２年４月７日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。



文化観光拠点施設を中核とした地域における

文化観光の推進に関する法律案（閣法第19号）

（衆議院送付）について萩生田文部科学大臣、

上野文部科学副大臣及び政府参考人に対し質

疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

石井浩郎君（自民）、横沢高徳君（※）、石

川大我君（※）、水岡俊一君（※）、高瀬弘

美君（公明）、松沢成文君（維新）、井上哲

士君（共産）、舩後靖彦君（れ新）

（閣法第19号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月21日(木)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活

様式」の学校等における実践に関する件、子

どもの権利条約に照らした全国一斉学校休業

措置等の在り方に関する件、学びの保障の観

点からの９月入学の有効性及び検討の在り方

に関する件、放課後児童クラブ等におけるＩ

ＣＴ環境の整備に関する件、学校における性

教育の在り方に関する件、学生支援緊急給付

金の支給対象者の要件に関する件、遠隔授業

における障害のある学生に対する合理的配慮

に関する件等について萩生田文部科学大臣及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

赤池誠章君（自民）、伊藤孝恵君（※）、水

岡俊一君（※）、高瀬弘美君（公明）、梅村

みずほ君（維新）、吉良よし子君（共産）、

舩後靖彦君（れ新）

○令和２年５月28日(木)（第７回）

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録

の特例に関する法律の一部を改正する法律案

（閣法第49号）（衆議院送付）について萩生

田文部科学大臣から趣旨説明を聴いた。

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○令和２年６月２日(火)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録

の特例に関する法律の一部を改正する法律案

（閣法第49号）（衆議院送付）について萩生

田文部科学大臣、上野文部科学副大臣及び政

府参考人に対し質疑を行った後、次の参考人

から意見を聴き、各参考人に対し質疑を行っ

た。

・質疑

〔質疑者〕

こやり隆史君（自民）、石川大我君（※）、

伊藤孝恵君（※）、高瀬弘美君（公明）、梅

村みずほ君（維新）、吉良よし子君（共産）、

舩後靖彦君（れ新）

・参考人に対する質疑

〔参考人〕

一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構

代表理事 後藤健郎君

公益社団法人日本漫画家協会常務理事 赤

松健君

早稲田大学法学学術院教授 上野達弘君

〔質疑者〕

山田太郎君（自民）、伊藤孝恵君（※）、高

瀬弘美君（公明）、梅村みずほ君（維新）、

吉良よし子君（共産）、舩後靖彦君（れ新）

○令和２年６月４日(木)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録

の特例に関する法律の一部を改正する法律案

（閣法第49号）（衆議院送付）について萩生

田文部科学大臣及び政府参考人に対し質疑を

行った後、可決した。

〔質疑者〕

伊藤孝恵君（※）、水岡俊一君（※）、松沢

成文君（維新）、吉良よし子君（共産）、舩

後靖彦君（れ新）

（閣法第49号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第10回）



請願第19号外255件を審査した。

教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に

関する調査の継続調査要求書を提出すること

を決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（25名）

委員長 そのだ 修光（自民） 階 恵美子（自民） 芳賀 道也（ ※ ）
理 事 石田 昌宏（自民） 羽生田 俊（自民） 福島 みずほ（ ※ ）
理 事 小川 克巳（自民） 馬場 成志（自民） 下野 六太（公明）
理 事 足立 信也（ ※ ） 藤井 基之（自民） 平木 大作（公明）
理 事 石橋 通宏（ ※ ） 古川 俊治（自民） 東 徹（維新）
理 事 山本 香苗（公明） 本田 顕子（自民） 梅村 聡（維新）

片山 さつき（自民） 大塚 耕平（ ※ ） 倉林 明子（共産）
自見 はなこ（自民） 川田 龍平（ ※ ）
島村 大（自民） 田島 麻衣子（ ※ ） （2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出５件及び衆議院

提出１件（厚生労働委員長１件）の合計

６件であり、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願41種類699件

のうち、５種類150件を採択した。

〔法律案の審査〕

賃金請求権 労働基準法の一部を改正

する法律案（閣法第11号）は、民法の一

部を改正する法律の施行に伴い、使用人

の給料に係る短期消滅時効が廃止される

こと等を踏まえ、労働者保護の観点から、

賃金請求権の消滅時効期間等を延長する

とともに、当分の間の経過措置を講じよ

うとするものである。委員会においては、

経過措置における「当分の間」の目途、

賃金台帳等の記録の保存の在り方、災害

補償請求権等の消滅時効期間を見直す必

要性等について質疑が行われ、討論の後、

多数をもって原案どおり可決された。な

お、本法律案に対し、附帯決議が付され

た。

雇用保険 雇用保険法等の一部を改正

する法律案（閣法第12号）は、多様化す

る就業ニーズに対応したセーフティネッ

トの整備、就業機会の確保等を通じて、

職業の安定と就業の促進等を図るため、

雇用保険について、育児休業給付の位置

付けの明確化、雇用保険率及び国庫負担

の引下げの暫定措置の延長等の措置を講

ずるとともに、65歳から70歳までの高年

齢者就業確保措置等による支援、大企業

における中途採用比率の公表の義務化、

複数就業者に対する労災保険の給付の拡

充等の措置を講じようとするものである。

委員会においては、創業支援等措置の問

題点、雇用保険財政の今後の見通し、新

型コロナウイルス感染症に係る雇用調整

助成金の特例措置を拡充する必要性等に

ついて質疑を行うとともに、参考人から

意見を聴取し、討論の後、多数をもって

原案どおり可決された。なお、本法律案

に対し、附帯決議が付された。

年金 年金制度の機能強化のための国

民年金法等の一部を改正する法律案（閣

法第34号）は、社会経済構造の変化に対

応し、年金制度の機能強化を図るため、



短時間労働者に対する厚生年金保険の適

用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在

職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎

年金等の受給を開始する時期の選択肢の

拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見

直し、児童扶養手当と障害年金の併給調

整の見直し等の措置を講じようとするも

のである。衆議院においては、児童扶養

手当と障害基礎年金等の併給調整に係る

政令の内容及び本法施行後の検討に関す

る規定を追加する修正が行われた。委員

会においては、参考人から意見を聴取す

るとともに、被用者保険の更なる適用拡

大に向けた見通し、基礎年金の給付水準

の改善に向けた検討の必要性、2019年財

政検証における経済前提の妥当性、新型

コロナウイルス感染症の拡大が年金財政

にもたらす影響等について、安倍内閣総

理大臣にも出席を求め質疑を行った。討

論の後、多数をもって原案どおり可決さ

れた。なお、本法律案に対し、附帯決議

が付された。

社会福祉 地域共生社会の実現のため

の社会福祉法等の一部を改正する法律案

（閣法第43号）は、地域共生社会の実現

を図るため、地域生活課題の解決に資す

る支援を包括的に行う市町村の事業に対

する交付金の創設、地域の特性に応じた

介護サービス提供体制の整備等の推進、

医療・介護のデータ基盤の整備の推進、

社会福祉連携推進法人制度の創設、介護

人材確保及び業務効率化の取組の強化等

の措置を講じようとするものである。委

員会においては、参考人から意見を聴取

するとともに、地域共生社会の理念、重

層的支援体制整備事業に係る財政支援の

在り方、介護・福祉人材の確保策、介護

福祉士の国家試験に係る経過措置延長の

是非等について、安倍内閣総理大臣にも

出席を求め質疑を行った。討論の後、多

数をもって原案どおり可決された。なお、

本法律案に対し、附帯決議が付された。

雇用保険臨時特例 新型コロナウイル

ス感染症等の影響に対応するための雇用

保険法の臨時特例等に関する法律案（閣

法第59号）は、新型コロナウイルス感染

症及びそのまん延防止のための措置が労

働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図

るため、雇用保険法の特例等を定めよう

とするものである。委員会においては、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金の支給対象、休業手当の支払義務との

関係、基本手当日額を引き上げる必要性

等について質疑が行われ、全会一致をもっ

て原案どおり可決された。なお、本法律

案に対し、附帯決議が付された。

差押禁止 令和二年度ひとり親世帯臨

時特別給付金等に係る差押禁止等に関す

る法律案（衆第24号）は、令和２年度ひ

とり親世帯臨時特別給付金等について、

差押えの禁止等を行おうとするものであ

る。委員会においては、提出者である衆

議院厚生労働委員長から趣旨説明を聴取

した後、全会一致をもって原案どおり可

決された。

〔国政調査等〕

２月20日～21日、大分県における社会

保障及び労働問題等に関する実情調査の

ため、委員派遣を行った。

３月10日、厚生労働行政等の基本施策

について加藤国務大臣（厚生労働大臣・

働き方改革担当大臣）から所信を、令和

２年度厚生労働省関係予算について稲津

厚生労働副大臣から説明を、それぞれ聴

取した。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度厚生労働省関係予算の審査を



行い、新型コロナウイルス感染症に対す

るワクチンや治療薬の研究開発支援の必

要性、新型コロナウイルス感染症緊急対

応策に係るＷＨＯに対する50.6億円の資

金提供の使途、医療用サージカルマスク

を医療機関等に供給する際の優先順位の

決定の有無、新型コロナウイルス感染症

対策として米国の病気有給休暇制度と同

様の措置を行う必要性、地方自治体の生

活困窮者自立支援の相談窓口に関する周

知を国が支援する必要性、ダイヤモンド・

プリンセス号における新型コロナウイル

ス感染症への対応の課題と反省点、大阪

府のような入院フォローアップセンター

によるトリアージ方式を国も実施する必

要性、ＰＣＲ検査の実施可能件数の拡大

等の対応にもかかわらず実施件数が増加

しない原因等について質疑を行った。

３月19日、厚生労働行政等の基本施策

に関し、新型コロナウイルス感染症患者

数のピークに関する厚労省と専門家会議

の認識の差異、新型コロナウイルス感染

症により自主休診した医療機関が雇用調

整助成金の対象に当たるかどうかの確認、

献血不足に対応するため平日の献血ルー

ムの受付時間を延長する必要性、新型コ

ロナウイルス感染症対策本部の生活困窮

者への直接的支援に係る議論の内容、賃

金構造基本統計調査の不適切な実施方法

に伴う超過支出額、移動時間を労働時間

とする通達が介護現場で遵守されるよう

厚労省内で連携する必要性、新型コロナ

ウイルス感染症に係るＷＨＯの判断及び

対応に対する厚労大臣の評価、科学的根

拠のない自由診療について厚労省が監

視・摘発する必要性、小学校休業等対応

助成金について労働者が直接申請できる

仕組みにする必要性等について質疑を

行った。

４月16日、緊急事態宣言下の休業手当

の支払いを厚労大臣が強いメッセージで

要請する必要性、新型コロナウイルス感

染症に係る各検査方式等に対し厚労省が

積極的に支援する必要性、マスク等衛生・

防護用品を確保するためにあらゆる手段

を講ずる必要性、訪問系サービスの安定

的提供のための障害福祉サービス事業所

への支援策、新型コロナウイルス感染症

検疫強化対象地域からの入国者数及び検

疫体制等の現状、働き方改革推進支援助

成金テレワークコースの助成対象にパソ

コン等購入費用を含める必要性、新型コ

ロナウイルス感染症のワクチン開発への

支援に対する厚労大臣の見解、帰宅困難

な医療従事者に宿泊施設に宿泊できるよ

う財政措置を検討する必要性、新型コロ

ナウイルス感染症に対応する医療従事者

への差別や偏見を早急に解消する必要性

等について質疑を行った。

５月12日、新型コロナウイルス感染症

の抗原検査、抗体検査及びＰＣＲ検査の

全体図を示す必要性、新型コロナウイル

スの感染が疑われる者に対して検査待機

期間を特例的に病気休暇としその間の所

得を国が補償する必要性、児童扶養手当

制度を活用した困窮するひとり親家庭へ

の現金支給に対する厚労大臣の見解、新

型コロナウイルス感染者を受け入れる基

幹病院に対する減収補填の必要性、雇用

調整助成金の支給迅速化のための申請手

続の簡素化及び事後審査とする必要性等

について質疑を行った。

５月14日、新型インフルエンザ等対策

による政府行動計画に基づく医療提供体

制等の整備状況、妊婦向け布マスクの不

良品の検品体制及び検品に要する費用、

雇用調整助成金の支給開始までの期間を

手続の簡素化等により短縮する必要性、



新型コロナウイルス感染症治療薬レムデ

シビルの有効性及び安全性の評価方法、

国費による生活困窮者自立支援制度の自

立支援相談機関の体制強化の必要性、東

京都等感染者数が多い地域において大規

模な抗体検査を実施する必要性、新型コ

ロナウイルスに係るＰＣＲ検査で看護師

や臨床検査技師による検体採取が広がら

ない理由、新型コロナウイルス感染症に

よる保健所の過重な業務負担についての

厚労大臣の認識等について質疑を行った。

６月16日、臓器移植に関する件及び戦

没者の遺骨収集事業に関する件について、

加藤厚生労働大臣から臓器移植の実施状

況等及び戦没者の遺骨収集事業の実施状

況等について報告を聴取した後、新型コ

ロナウイルス感染症に関する検証及び総

括の開始時期についての厚労大臣の所見、

新型コロナウイルス感染症のワクチンの

承認審査において安全性を最優先とする

必要性、空港検疫における多言語対応の

必要性、2019年のＩＬＯ第108回総会にお

いて採択された暴力とハラスメント条約

及び勧告に関する報告書の内容、唾液に

よるＰＣＲ検査実施可能件数を増やす必

要性、新型コロナウイルス感染症の影響

下で働く労働者のために最低賃金を引き

上げる必要性、国内における雇用・失業

の現状に対する政府の受け止め、新型コ

ロナウイルス感染症の影響下で技能実習

を終え求職活動を行う外国人の在留資格、

新型コロナウイルス感染症の新たな感染

拡大に向けた備えに対する厚労大臣の認

識等について質疑を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月30日(木)（第１回）

社会保障及び労働問題等に関する調査を行う

ことを決定した。

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月10日(火)（第２回）

厚生労働行政等の基本施策に関する件につい

て加藤国務大臣から所信を聴いた。

令和２年度厚生労働省関係予算に関する件に

ついて稲津厚生労働副大臣から説明を聴い

た。

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月18日(水)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（厚生労働省所管）について加藤厚生労働大

臣、橋本厚生労働副大臣、稲津厚生労働副大

臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

藤井基之君（自民）、田島麻衣子君（※）、

芳賀道也君（※）、田村まみ君（※）、山本

香苗君（公明）、東徹君（維新）、梅村聡君

（維新）、小池晃君（共産）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月19日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

厚生労働行政等の基本施策に関する件につい

て加藤厚生労働大臣、橋本厚生労働副大臣、

自見厚生労働大臣政務官、政府参考人及び会

計検査院当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

古川俊治君（自民）、羽生田俊君（自民）、

下野六太君（公明）、石橋通宏君（※）、足

立信也君（※）、福島みずほ君（※）、東徹

君（維新）、梅村聡君（維新）、倉林明子君

（共産）

労働基準法の一部を改正する法律案（閣法第

11号）（衆議院送付）について加藤厚生労働

大臣から趣旨説明を聴いた。



○令和２年３月24日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

労働基準法の一部を改正する法律案（閣法第

11号）（衆議院送付）について加藤厚生労働

大臣、稲津厚生労働副大臣及び政府参考人に

対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

石橋通宏君（※）、福島みずほ君（※）、田

島麻衣子君（※）、倉林明子君（共産）、小

川克巳君（自民）、平木大作君（公明）、東

徹君（維新）、梅村聡君（維新）

（閣法第11号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

雇用保険法等の一部を改正する法律案（閣法

第12号）（衆議院送付）について加藤厚生労

働大臣から趣旨説明を聴いた。

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○令和２年３月26日(木)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

雇用保険法等の一部を改正する法律案（閣法

第12号）（衆議院送付）について加藤厚生労

働大臣、稲津厚生労働副大臣及び政府参考人

に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

片山さつき君（自民）、石橋通宏君（※）、

田村まみ君（※）、芳賀道也君（※）、山本

香苗君（公明）、東徹君（維新）、梅村聡君

（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年３月30日(月)（第７回）

雇用保険法等の一部を改正する法律案（閣法

第12号）（衆議院送付）について次の参考人

から意見を聴いた後、各参考人に対し質疑を

行った。

〔参考人〕

日本商工会議所産業政策第二部長 湊元良

明君

東京大学社会科学研究所教授 玄田有史君

日本労働組合総連合会副事務局長 石田昭

浩君

日本労働弁護団幹事長 水野英樹君

〔質疑者〕

階恵美子君（自民）、石橋通宏君（※）、

下野六太君（公明）、梅村聡君（維新）、倉

林明子君（共産）

○令和２年３月31日(火)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

雇用保険法等の一部を改正する法律案（閣法

第12号）（衆議院送付）について加藤厚生労

働大臣、稲津厚生労働副大臣及び政府参考人

に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

足立信也君（※）、川田龍平君（※）、福島

みずほ君（※）田島麻衣子君（※）、東徹

君（維新）、梅村聡君（維新）、倉林明子君

（共産）

（閣法第12号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月16日(木)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症の影響下における

雇用・失業対策に関する件、新型コロナウイ

ルス感染症に係る検査・医療体制に関する

件、障害福祉・介護サービス事業所における

新型コロナウイルス感染症対策に関する件、

マスク、消毒液等衛生・防護用品の確保・供

給策に関する件、新型コロナウイルス感染症

に係る検疫体制に関する件、新型コロナウイ

ルス感染症対策のためのテレワーク導入支援

に関する件、新型コロナウイルス感染症に係

るワクチン・治療薬の開発状況に関する件、

新型コロナウイルス感染症に対応する医療機

関及び医療従事者に対する財政支援の必要性

に関する件、新型コロナウイルス感染症に関

する差別・偏見を解消する必要性に関する件

等について加藤厚生労働大臣、小島厚生労働

大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

石橋通宏君（※）、福島みずほ君（※）、芳



賀道也君（※）、小川克巳君（自民）、平木

大作君（公明）、東徹君（維新）、梅村聡君

（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年５月12日(火)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症の影響下における

雇用対策に関する件、新型コロナウイルス感

染症に係る検査体制に関する件、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により困窮するひとり

親家庭への支援策に関する件、新型コロナウ

イルス感染者を受け入れる医療機関への支援

策に関する件等について加藤厚生労働大臣及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

田村まみ君（※）、田島麻衣子君（※）、梅

村聡君（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年５月14日(木)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療

体制に関する件、布製マスク配布の問題性に

関する件、新型コロナウイルス感染症の影響

下における雇用対策に関する件、新型コロナ

ウイルス感染症に対する医薬品の承認審査の

在り方に関する件、新型コロナウイルス感染

症の影響下における生活困窮者等支援策に関

する件、新型コロナウイルス感染症の感染実

態に関する件、新型コロナウイルス感染症に

対応する保健所の負担軽減策に関する件等に

ついて加藤厚生労働大臣、稲津厚生労働副大

臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

足立信也君（※）、福島みずほ君（※）、石

橋通宏君（※）、古川俊治君（自民）、山本

香苗君（公明）、東徹君（維新）、梅村聡君

（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年５月19日(火)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律案（閣法第34号）（衆議

院送付）について加藤厚生労働大臣から趣旨

説明を、衆議院における修正部分について修

正案提出者衆議院議員岡本充功君から説明を

聴いた後、加藤厚生労働大臣、稲津厚生労働

副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

本田顕子君（自民）、平木大作君（公明）、

山本香苗君（公明）、東徹君（維新）、梅村

聡君（維新）

○令和２年５月21日(木)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律案（閣法第34号）（衆議

院送付）について修正案提出者衆議院議員岡

本充功君、加藤厚生労働大臣、義家法務副大

臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

東徹君（維新）、倉林明子君（共産）、石橋

通宏君（※）、足立信也君（※）、芳賀道也

君（※）、福島みずほ君（※）

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○令和２年５月26日(火)（第14回）

年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律案（閣法第34号）（衆議

院送付）について次の参考人から意見を聴い

た後、各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

日本社会事業大学学長

東京大学名誉教授 神野直彦君

一般社団法人日本経済団体連合会常務理事

井上隆君

株式会社日本総合研究所調査部主席研究員

西沢和彦君

〔質疑者〕

小川克巳君（自民）、足立信也君（※）、平

木大作君（公明）、梅村聡君（維新）、倉林

明子君（共産）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律案（閣法第34号）（衆議

院送付）について安倍内閣総理大臣、加藤厚

生労働大臣及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

・質疑



〔質疑者〕

田島麻衣子君（※）、石橋通宏君（※）、東

徹君（維新）、倉林明子君（共産）

・内閣総理大臣に対する質疑

〔質疑者〕

片山さつき君（自民）、石橋通宏君（※）、

田村まみ君（※）、平木大作君（公明）、梅

村聡君（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年５月28日(木)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律案（閣法第34号）（衆議

院送付）について加藤厚生労働大臣及び政府

参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決し

た。

〔質疑者〕

足立信也君（※）、田村まみ君（※）、石橋

通宏君（※）、東徹君（維新）、梅村聡君（維

新）、倉林明子君（共産）

（閣法第34号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月２日(火)（第16回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の

一部を改正する法律案（閣法第43号）（衆議

院送付）について加藤厚生労働大臣から趣旨

説明を聴き、同大臣、稲津厚生労働副大臣及

び政府参考人に対し質疑を行った後、次の参

考人から意見を聴き、各参考人に対し質疑を

行った。

・質疑

〔質疑者〕

福島みずほ君（※）、芳賀道也君（※）、

石橋通宏君（※）、東徹君（維新）、梅村聡

君（維新）、倉林明子君（共産）、羽生田俊

君（自民）、山本香苗君（公明）

・参考人に対する質疑

〔参考人〕

早稲田大学法学学術院教授 菊池馨実君

淑徳大学総合福祉学部教授 結城康博君

公益社団法人認知症の人と家族の会副代表

理事 花俣ふみ代君

〔質疑者〕

階恵美子君（自民）、川田龍平君（※）、

下野六太君（公明）、東徹君（維新）、倉林

明子君（共産）

○令和２年６月４日(木)（第17回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の

一部を改正する法律案（閣法第43号）（衆議

院送付）について安倍内閣総理大臣、加藤厚

生労働大臣、小島厚生労働大臣政務官及び政

府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決

した。

・質疑

〔質疑者〕

田村まみ君（※）、田島麻衣子君（※）、足

立信也君（※）、東徹君（維新）、梅村聡君

（維新）、倉林明子君（共産）

・内閣総理大臣に対する質疑

〔質疑者〕

階恵美子君（自民）、福島みずほ君（※）、

足立信也君（※）、下野六太君（公明）、東

徹君（維新）、倉林明子君（共産）

・質疑

〔質疑者〕

石橋通宏君（※）、梅村聡君（維新）、倉林

明子君（共産）

（閣法第43号）

賛成会派 自民、公明、維新

反対会派 ※、共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月12日(金)（第18回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための雇用保険法の臨時特例等に関する法

律案（閣法第59号）（衆議院送付）について

加藤厚生労働大臣から趣旨説明を聴き、同大

臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、可

決した。

〔質疑者〕



石橋通宏君（※）、福島みずほ君（※）、芳

賀道也君（※）、梅村聡君（維新）、倉林明

子君（共産）

（閣法第59号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に

係る差押禁止等に関する法律案（衆第24号）

（衆議院提出）について提出者衆議院厚生労

働委員長盛山正仁君から趣旨説明を聴いた

後、可決した。

（衆第24号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

○令和２年６月16日(火)（第19回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事

業に関する件について加藤厚生労働大臣から

報告を聴いた後、新型コロナウイルス感染症

対策の検証に関する件、新型コロナウイルス

感染症ワクチンの安全性確保に関する件、新

型コロナウイルス感染症に係る検疫体制に関

する件、ＩＬＯハラスメント条約への対応に

関する件、新型コロナウイルス感染症に係る

検査・医療体制に関する件、最低賃金の引上

げの必要性に関する件、新型コロナウイルス

感染症の影響下における雇用・失業対策に関

する件、新型コロナウイルス感染症の影響下

における外国人技能実習生への支援策に関す

る件等について加藤厚生労働大臣、宮下内閣

府副大臣、平内閣府副大臣、橋本厚生労働副

大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

足立信也君（※）、川田龍平君（※）、田島

麻衣子君（※）、田村まみ君（※）、東徹君

（維新）、倉林明子君（共産）、平木大作君

（公明）、下野六太君（公明）、島村大君（自

民）

○令和２年６月17日(水)（第20回）

請願第343号外149件は、採択すべきものにし

て、内閣に送付するを要するものと審査決定

し、第14号外548件を審査した。

社会保障及び労働問題等に関する調査の継続

調査要求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月20日(木)、21日(金)

社会保障及び労働問題等に関する実情調査

〔派遣地〕

大分県

〔派遣委員〕

そのだ修光君（自民）、石田昌宏君（自民）、

小川克巳君（自民）、足立信也君（※）、石

橋通宏君（※）、山本香苗君（公明）、東徹

君（維新）、倉林明子君（共産）



委員一覧（21名）

委員長 江島 潔（自民） 野村 哲郎（自民） 郡司 彰（ ※ ）
理 事 高野 光二郎（自民） 藤木 眞也（自民） 森 ゆうこ（ ※ ）
理 事 堂故 茂（自民） 宮崎 雅夫（自民） 河野 義博（公明）
理 事 舞立 昇治（自民） 山田 修路（自民） 塩田 博昭（公明）
理 事 徳永 エリ（ ※ ） 山田 俊男（自民） 谷合 正明（公明）
理 事 宮沢 由佳（ ※ ） 石垣 のりこ（ ※ ） 石井 苗子（維新）

岩井 茂樹（自民） 打越 さく良（ ※ ） 紙 智子（共産）
（2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本委員会に付託

された法律案は内閣提出４件（うち本院

先議１件）及び衆議院提出３件（いずれ

も農林水産委員長）の合計７件であり、

いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願６種類46件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

家畜伝染病予防法の一部を改正する法

律案（衆第２号）は、「豚コレラ」及び「ア

フリカ豚コレラ」の名称を、それぞれ「豚

熱」及び「アフリカ豚熱」に変更すると

ともに、有効な予防液がないアフリカ豚

熱が近隣諸国でまん延している状況に鑑

み、当分の間の措置として、アフリカ豚

熱の急速かつ広範囲なまん延を防止する

ために予防的殺処分を行うことができる

こととする等の措置を講じようとするも

のである。委員会では、提出者の衆議院

農林水産委員長より趣旨説明を聴取した

後、緊急に法改正を行う理由等について

質疑が行われ、全会一致をもって可決さ

れた。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法

律案（閣法第25号）は、野生動物におけ

る悪性伝染性疾病のまん延防止措置を講

ずるとともに、飼養衛生管理基準の遵守

に係る是正措置の拡充、輸出入検疫に係

る家畜防疫官の権限の強化等の所要の措

置を講じようとするものである。また、

養豚農業振興法の一部を改正する法律案

（衆第５号）は、豚の伝染性疾病の発生

の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の

経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講じ

ようとするものである。

委員会では、両法律案を一括して議題

とし、豚熱の防疫対策の現状と法改正に

よる効果、肉製品の国内持込み防止のた

めの水際対策の強化、養豚農家への支援

の在り方等について質疑が行われ、いず

れも全会一致をもって可決された。なお、

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

案に対し、附帯決議が付された。

家畜改良増殖法の一部を改正する法律

案（閣法第35号）は、家畜人工授精用精

液等の保存等に関する規制を強化すると

ともに、特にその適正な流通を確保する

必要があるものについて容器への表示等

の規制を整備する等の措置を講じようと



するものである。また、家畜遺伝資源に

係る不正競争の防止に関する法律案（閣

法第36号）は、家畜遺伝資源に係る不正

競争の防止及び不正競争に係る損害賠償

に関する措置等を講じようとするもので

ある。

委員会では、両法律案を一括して議題

とし、和牛精液及び受精卵の流通管理の

徹底、家畜遺伝資源の知的財産的価値の

保護強化、新型肺炎による和牛需要の減

少等について質疑が行われ、いずれも全

会一致をもって可決された。なお、両法

律案に対し、附帯決議が付された。

森林組合法の一部を改正する法律案(閣

法第45号)は、森林組合の経営基盤の強化

を図るため、組合間の合併以外の多様な

連携手法の導入、正組合員資格の拡大、

事業の執行体制の強化等の措置を講じよ

うとするものである。委員会では、販売

事業の拡大を通じた組合の経営基盤の強

化、組合への女性・若年者の参画促進、

組合の事業の目的から非営利に関する規

定を削除する理由等について質疑が行わ

れ、討論の後、多数をもって可決された。

なお、附帯決議が付された。

防災重点農業用ため池に係る防災工事

等の推進に関する特別措置法案(衆第23

号)は、防災重点農業用ため池の決壊によ

る水害等から国民の生命及び財産を保護

するため、防災工事等基本指針の策定、

防災重点農業用ため池の指定等について

定めようとするものである。委員会では、

提出者の衆議院農林水産委員長より趣旨

説明を聴取した後、全会一致をもって可

決された。なお、附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

１月30日、ＣＳＦ及びＡＳＦの発生状

況と対策に関する件について江藤農林水

産大臣から説明を聴取した。

３月５日、令和２年度の農林水産行政

の基本施策に関する件について江藤農林

水産大臣から所信を聴取し、３月10日、

これに対し、輸入農林水産物ではなく国

産品が実需者及び消費者から選択される

ために必要な方策、新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が公示された場合における食料の安定供

給に向けた措置、新型コロナウイルス感

染症対策のための全国一斉休校に伴う学

校給食の休止によって損失が生じた生産

者等を把握するための方策、種苗法への

誤解に基づく主張が行われていることに

関する大臣の所感、防災重点ため池の適

正管理を県レベルでサポートする仕組み

を導入する必要性、森林経営管理制度に

対応するための市町村における体制整備

を支援する必要性、年齢バランスのとれ

た漁業就業構造を確立するための方策、

近海中規模漁船の海技士の乗組み基準の

緩和により操業の安全性が確保できなく

なる懸念等について質疑を行った。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度農林水産省所管予算の審査を

行い、新型コロナウイルス感染症対策に

伴う学校給食休止への対応として事業者

が受ける支援の内容及び交付スケジュー

ル、東アフリカ等におけるサバクトビバッ

タ被害の状況並びに日本への影響及び日

本政府の対応、豚熱の早期終息に向けた

対策及びアフリカ豚熱の水際対策の強化、

模倣品の被害が多い中国等において我が

国の地理的表示を保護する方策、令和元

年台風第19号等により被災した宮城県丸

森町における住宅の裏山崩壊の被害に対

する国の支援、外国漁船による違法操業

取締体制の抜本的強化等について質疑を

行った。



４月２日、食料・農業・農村基本計画

に関する件について、江藤農林水産大臣

から説明を聴取した後、農業政策に対す

る国民の理解が十分に得られていないこ

とに対する大臣の所感、食料・農業・農

村基本計画における中小・家族経営の位

置付けと国連が定めた「家族農業の10年」

との関係、食料・農業・農村基本計画に

おける地域政策の実施に当たり農林水産

省主導で関係府省と連携する必要性、食

料自給率が低い理由を都道府県別に分析

しそれを向上させていく必要性、食料自

給力指標の試算に用いられた作付体系を

緊急事態時に実現するための方策、農林

水産省作成の「緊急事態食料安全保障指

針」の新型コロナウイルス感染症対策へ

の適用、新型コロナウイルス感染症の影

響により肉用牛を出荷停止している農業

者の窮状、株式会社が農地を所有して農

業に参入するという経団連の提言への懸

念等について質疑を行った。

４月７日、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態宣言下にお

ける食料の安定供給の確保、北海道網走

市等において実施されているジャガイモ

シロシストセンチュウに対する緊急防除

の成果、アフリカ豚熱侵入防止策として

違法な畜産物を持ち込もうとする者の上

陸を拒否する法的根拠、食品ロス削減の

ため流通における「３分の１ルール」商

習慣を緩和する必要性等について質疑を

行った。

５月12日、各国の輸出制限が我が国の

食料安全保障に与える影響、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため現場視察

等ができない状況下においては種苗法改

正案を審議入りすべきでないとの意見に

対する大臣の所感、新型コロナウイルス

感染症の終息が見通せない状況を踏まえ

水産業への支援を拡充する必要性等につ

いて質疑を行った。

６月16日、飼養衛生管理基準の改正案

における放牧制限及び避難用設備に関す

る規定内容、国家戦略特別区域における

企業による農地取得の特例の活用状況、

令和２年度補正予算における新型コロナ

ウイルス感染症対策としての沿岸漁業者

への支援措置の内容、北太平洋公海にお

けるさんま棒受網漁の本年の操業見通し

と今後の政府の対応等について質疑を

行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月30日(木)（第１回）

農林水産に関する調査を行うことを決定し

た。

ＣＳＦ及びＡＳＦの発生状況と対策に関する

件について江藤農林水産大臣から説明を聴い

た。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

（衆第２号）（衆議院提出）について提出者

衆議院農林水産委員長吉野正芳君から趣旨説

明を聴き、衆議院農林水産委員長代理宮腰光

寛君及び江藤農林水産大臣に対し質疑を行っ

た後、可決した。

〔質疑者〕

紙智子君（共産）

（衆第２号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

○令和２年３月５日(木)（第２回）

令和２年度の農林水産行政の基本施策に関す

る件について江藤農林水産大臣から所信を聴

いた。



○令和２年３月10日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和２年度の農林水産行政の基本施策に関す

る件について江藤農林水産大臣、加藤農林水

産副大臣、藤木農林水産大臣政務官、和田国

土交通大臣政務官及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

堂故茂君（自民）、宮崎雅夫君（自民）、打

越さく良君（※）、石垣のりこ君（※）、徳

永エリ君（※）、塩田博昭君（公明）、石井

苗子君（維新）、紙智子君（共産）

○令和２年３月18日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（農林水産省所管）について江藤農林水産大

臣から説明を聴いた後、同大臣、青木国土交

通副大臣、加藤農林水産副大臣、藤木農林水

産大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

舞立昇治君（自民）、宮沢由佳君（※）、打

越さく良君（※）、谷合正明君（公明）、石

井苗子君（維新）、紙智子君（共産）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月24日(火)（第５回）

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

（閣法第25号）（衆議院送付）について江藤

農林水産大臣から趣旨説明を聴き、

養豚農業振興法の一部を改正する法律案（衆

第５号）（衆議院提出）について提出者衆議

院農林水産委員長吉野正芳君から趣旨説明を

聴いた。

○令和２年３月26日(木)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

（閣法第25号）（衆議院送付）

養豚農業振興法の一部を改正する法律案（衆

第５号）（衆議院提出）

以上両案について提出者衆議院農林水産委員

長代理宮腰光寛君、同石川香織君、江藤農林

水産大臣、加藤農林水産副大臣、大 内閣府

副大臣、藤木農林水産大臣政務官及び政府参

考人に対し質疑を行い、質疑を終局した。

〔質疑者〕

高野光二郎君（自民）、宮崎雅夫君（自民）、

徳永エリ君（※）、森ゆうこ君（※）、谷合

正明君（公明）、石井苗子君（維新）、紙智

子君（共産）

○令和２年３月27日(金)（第７回）

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

（閣法第25号）（衆議院送付）

養豚農業振興法の一部を改正する法律案（衆

第５号）（衆議院提出）

以上両案をいずれも可決した。

（閣法第25号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

（衆第５号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

なお、家畜伝染病予防法の一部を改正する法

律案（閣法第25号）（衆議院送付）について

附帯決議を行った。

○令和２年４月２日(木)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

食料・農業・農村基本計画に関する件につい

て江藤農林水産大臣から説明を聴いた後、同

大臣、亀岡文部科学副大臣、加藤農林水産副

大臣、藤木農林水産大臣政務官及び政府参考

人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

郡司彰君（※）、徳永エリ君（※）、石垣の

りこ君（※）、石井苗子君（維新）、紙智子

君（共産）、野村哲郎君（自民）、山田俊男

君（自民）、谷合正明君（公明）

○令和２年４月７日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症拡大時における食

料安定供給に関する件、ジャガイモシロシス

トセンチュウ対策に関する件、家畜伝染病対

策に関する件、食品ロス削減に向けた取組に



関する件等について江藤農林水産大臣、加藤

農林水産副大臣、義家法務副大臣、藤木農林

水産大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

打越さく良君（※）、森ゆうこ君（※）、石

井苗子君（維新）、紙智子君（共産）

家畜改良増殖法の一部を改正する法律案（閣

法第35号）（衆議院送付）

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する

法律案（閣法第36号）（衆議院送付）

以上両案について江藤農林水産大臣から趣旨

説明を聴いた。

○令和２年４月14日(火)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

家畜改良増殖法の一部を改正する法律案（閣

法第35号）（衆議院送付）

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する

法律案（閣法第36号）（衆議院送付）

以上両案について江藤農林水産大臣、加藤農

林水産副大臣、藤木農林水産大臣政務官及び

政府参考人に対し質疑を行った後、いずれも

可決した。

〔質疑者〕

山田修路君（自民）、石垣のりこ君（※）、

徳永エリ君（※）、谷合正明君（公明）、石

井苗子君（維新）、紙智子君（共産）

（閣法第35号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

（閣法第36号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

なお、両案について附帯決議を行った。

○令和２年５月12日(火)（第11回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症拡大時における農

林水産分野の制度変更に関する件、新型コロ

ナウイルス感染症拡大時における食料安定供

給に関する件、新型コロナウイルス感染症対

策としての水産業への支援に関する件等につ

いて江藤農林水産大臣、加藤農林水産副大臣、

藤木農林水産大臣政務官及び政府参考人に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

徳永エリ君（※）、石井苗子君（維新）、紙

智子君（共産）

森林組合法の一部を改正する法律案（閣法第

45号）について江藤農林水産大臣から趣旨説

明を聴いた。

○令和２年５月14日(木)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

森林組合法の一部を改正する法律案（閣法第

45号）について江藤農林水産大臣、加藤農林

水産副大臣、藤木農林水産大臣政務官及び政

府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決

した。

〔質疑者〕

宮崎雅夫君（自民）、打越さく良君（※）、

森ゆうこ君（※）、塩田博昭君（公明）、石

井苗子君（維新）、紙智子君（共産）

（閣法第45号）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月11日(木)（第13回）

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推

進に関する特別措置法案（衆第23号）（衆議

院提出）について提出者衆議院農林水産委員

長吉野正芳君から趣旨説明を聴いた後、可決

した。

（衆第23号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月16日(火)（第14回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

家畜伝染病対策に関する件、国家戦略特別区

域における企業による農地取得の特例に関す

る件、新型コロナウイルス感染症対策として

の水産業への支援に関する件、北太平洋公海

におけるさんま漁業に関する件等について江

藤農林水産大臣、加藤農林水産副大臣、藤木



農林水産大臣政務官、政府参考人及び会計検

査院当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

宮沢由佳君（※）、徳永エリ君（※）、石井

苗子君（維新）、紙智子君（共産）

○令和２年６月17日(水)（第15回）

請願第461号外45件を審査した。

農林水産に関する調査の継続調査要求書を提

出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（21名）

委員長 礒 哲史（ ※ ） 磯 仁彦（自民） 須藤 元気（ ※ ）
理 事 阿達 雅志（自民） 加田 裕之（自民） 竹内 真二（公明）
理 事 大野 正（自民） 高橋 はるみ（自民） 新妻 秀規（公明）
理 事 太田 房江（自民） 牧野 たかお（自民） 三浦 信祐（公明）
理 事 浜野 喜史（ ※ ） 宮本 周司（自民） 岩渕 友（共産）
理 事 石井 章（維新） 小沼 巧（ ※ ） ながえ 孝子（碧水）

青山 繁晴（自民） 藤 嘉隆（ ※ ） 安達 澄（ 無 ）
（2.3.5 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた案件は、内閣提出法律案５件（うち

本院先議１件）であり、いずれも可決し

た。また、本委員会付託の請願15種類116

件は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

少額の分割後払い規制の導入等 割賦販

売法の一部を改正する法律案は、情報技

術の進展に伴い、近年、高度な技術的手

法を用いた新たな与信審査が可能となっ

ているとともに、電子商取引の拡大によ

り、少額の包括信用購入あっせんに係る

取引が増加している状況に鑑み、新たな

手法により与信審査を行う事業者の認定

制度及び少額の包括信用購入あっせんを

行う事業者の登録制度の創設を行い、あ

わせて、決済方法の多様化を踏まえてク

レジットカード番号等の適切な管理を行

うべき者の対象を拡大する等の措置を講

じようとするものである。

委員会においては、少額包括信用購入

あっせん業者の登録制度を創設する意義、

新たな審査手法の認定等に係る過剰与信

の防止に向けた実効性確保の在り方、カー

ド決済等に係る消費者被害の防止やセ

キュリティ対策の強化に向けた更なる取

組の必要性等について質疑が行われ、全

会一致をもって可決された。なお、本法

律案に対して、附帯決議を行った。

５Ｇ・ドローンの開発供給及び導入の促

進、デジタルプラットフォームに係る規

制等 特定高度情報通信技術活用システ

ムの開発供給及び導入の促進に関する法

律案は、国民生活等の基盤となる特定高

度情報通信技術活用システムの開発供給

等がサイバーセキュリティを確保しつつ

適切に行われることが我が国の産業基盤

を整備する上で重要であることに鑑み、

同システムの開発供給等の促進に関する

指針の策定、同システムの開発供給等に

係る計画の認定制度の創設等の措置を講

じようとするものである。

特定デジタルプラットフォームの透明

性及び公正性の向上に関する法律案は、

デジタルプラットフォーム提供者の自主

性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供

利用者等の利益の保護を図ることが課題

となっている状況に鑑み、特定デジタル

プラットフォーム提供者の指定、同提供

者による提供条件等の開示、特定デジタ



ルプラットフォームの透明性及び公正性

についての評価等の措置を講じようとす

るものである。

委員会においては、両法律案を一括し

て議題とし、参考人から意見を聴取する

とともに、特定高度情報通信技術活用シ

ステムに係る認定基準の在り方、中小企

業や地方における５Ｇ等の導入促進に向

けた支援拡充の必要性、特定デジタルプ

ラットフォームの指定に係る対象範囲の

在り方、デジタルプラットフォームに対

する規制の実効性確保の方策、我が国企

業の競争力強化や経済安全保障に対応し

た産業政策の重要性等について質疑が行

われた後、日本共産党から特定デジタル

プラットフォームの透明性及び公正性の

向上に関する法律案に対し、特定デジタ

ルプラットフォーム提供者の遵守事項の

追加等を内容とする修正案が提出された。

討論の後、順次採決の結果、特定高度情

報通信技術活用システムに関する法律案

は多数をもって可決され、特定デジタル

プラットフォームに関する法律案につい

ては、修正案は賛成少数をもって否決さ

れ、原案は全会一致をもって可決された。

なお、両法律案に対して、それぞれ附帯

決議を行った。

送配電事業者の災害時連携、ＦＩＰ制度

の創設等 強靱かつ持続可能な電気供給

体制の確立を図るための電気事業法等の

一部を改正する法律案は、強靱かつ持続

可能な電気供給体制の確立を図るため、

一般送配電事業者による災害時連携計画

策定の義務化、配電事業の許可制度の創

設、再生可能エネルギー電気の取引につ

いて、市場価格に一定のプレミアムを上

乗せして交付する制度の創設、緊急時に

おける独立行政法人石油天然ガス・金属

鉱物資源機構への発電用燃料の調達業務

の追加等の措置を講じようとするもので

ある。

委員会においては、参考人から意見を

聴取するとともに、電力システム改革の

評価と課題、災害時の事業者間連携に係

る課題、送配電網の強靱化に向けた投資

や人材確保の必要性、再生可能エネルギー

の主力電源化に向けた課題と今後の取組、

経済安全保障の観点からの資源確保の必

要性等について質疑が行われ、討論の後、

多数をもって可決された。なお、本法律

案に対して、附帯決議を行った。

中小企業の事業承継の円滑化等 中小企

業の事業承継の促進のための中小企業に

おける経営の承継の円滑化に関する法律

等の一部を改正する法律案は、中小企業

による事業承継の円滑化を図るため、信

用保証協会による保証について経営者の

個人保証を求めない保証の創設、経営力

向上計画及び地域経済牽引事業計画にお

ける事業承継支援並びに代表者交代に伴

う事業承継に関する支援体制の整備等の

措置を講じようとするものである。

委員会においては、中小企業の事業承

継支援の在り方、経営者保証の解除に向

けた支援の促進に関する今後の取組、中

小企業の利便性向上のための各種計画制

度の見直しの意義等について質疑が行わ

れ、全会一致をもって可決された。なお、

本法律案に対して、附帯決議を行った。

〔国政調査等〕

３月５日、経済産業行政等の基本施策

に関する件について梶山経済産業大臣・

国務大臣（産業競争力担当、国際博覧会

担当、ロシア経済分野協力担当、原子力

経済被害担当）・内閣府特命担当大臣（原

子力損害賠償・廃炉等支援機構）から所

信を、令和元年における公正取引委員会



の業務の概略に関する件について杉本公

正取引委員会委員長から説明を聴取した。

３月10日、経済産業行政等の基本施策

に関する件及び公正取引委員会の業務に

関する件について調査を行い、新型コロ

ナウイルス感染症に関する第２弾の緊急

対応策に盛り込まれる具体的な支援措置

の内容、次期エネルギー基本計画におけ

る石炭火力発電の位置付けの方向性、自

治体連携型補助金に関する運用改善の必

要性、サポカー補助金の対象年齢の引下

げと高齢運転者の事故防止に向けた検討

の必要性、ものづくり補助金を始めとす

る中小企業向け補助金の申請手続の簡便

化や使い勝手の改善に取り組む必要性、

高校生の二輪・原付免許の取得に係る各

都道府県における指導方針と交通安全教

育に対する考え方、新型コロナウイルス

感染症による影響を受けた中小企業への

社会保険料の納付猶予等を積極的に認め

る必要性、フリーランスに対する支援策

を厚生労働省と連携して進めていくこと

に関する経済産業大臣の所見等について

質疑を行った。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度経済産業省所管予算等の審査

を行い、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けている中小企業への支援を行う

商工会・商工会議所におけるマンパワー

不足への対応、関西電力の金品受領事案

に関する報告の受け止めと業務改善命令

の内容、イベントの中止や延期により甚

大な影響を受けている小規模事業者に対

し資金繰り支援に加えて補助金等の支援

を行う必要性、海洋資源探査の市場開拓

に向けての民間企業支援の必要性、今後

の商工中金の役割・位置付けに対する考

え方、東京電力福島第一原子力発電所事

故に係るＡＬＰＳ処理水について国民全

体で議論を行う必要性、今後の経済対策

としての消費税率引下げの可能性、ＩＣ

Ｔ教育の普及に向けた経済産業省と文部

科学省の連携の状況等について質疑を

行った。

（２）委員会経過

○令和２年３月５日(木)（第１回）

経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調

査を行うことを決定した。

経済産業行政等の基本施策に関する件につい

て梶山国務大臣から所信を聴いた。

令和元年における公正取引委員会の業務の概

略に関する件について杉本公正取引委員会委

員長から説明を聴いた。

○令和２年３月10日(火)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

経済産業行政等の基本施策に関する件及び公

正取引委員会の業務に関する件について梶山

国務大臣、牧原経済産業副大臣、中野経済産

業大臣政務官、佐々木文部科学大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

太田房江君（自民）、浜野喜史君（※）、小

沼巧君（※）、竹内真二君（公明）、三浦信

祐君（公明）、石井章君（維新）、岩渕友君

（共産）、安達澄君（無）

○令和２年３月18日(水)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（内閣府所管（公正取引委員会）及び経済産

業省所管）について梶山経済産業大臣及び杉

本公正取引委員会委員長から説明を聴いた

後、同大臣、衛藤内閣府特命担当大臣、牧原



経済産業副大臣、遠山財務副大臣、宮本経済

産業大臣政務官、神田内閣府大臣政務官、中

野経済産業大臣政務官、杉本公正取引委員会

委員長、政府参考人及び参考人株式会社商工

組合中央金庫代表取締役社長関根正裕君に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

加田裕之君（自民）、浜野喜史君（※）、須

藤元気君（※）、新妻秀規君（公明）、石井

章君（維新）、岩渕友君（共産）、ながえ孝

子君（碧水）、安達澄君（無）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年５月７日(木)（第４回）

理事の補欠選任を行った。

割賦販売法の一部を改正する法律案（閣法第

39号）について梶山経済産業大臣から趣旨説

明を聴いた。

○令和２年５月12日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

割賦販売法の一部を改正する法律案（閣法第

39号）について梶山経済産業大臣、遠山財務

副大臣、松本経済産業副大臣、宮本経済産業

大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た後、可決した。

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、小沼巧君（※）、 藤

嘉隆君（※）、竹内真二君（公明）、石井章

君（維新）、岩渕友君（共産）、ながえ孝子

君（碧水）、安達澄君（無）

（閣法第39号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

碧水、無（安達澄君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月14日(木)（第６回）

特定高度情報通信技術活用システムの開発供

給及び導入の促進に関する法律案（閣法第22

号）（衆議院送付）

特定デジタルプラットフォームの透明性及び

公正性の向上に関する法律案（閣法第23号）

（衆議院送付）

以上両案について梶山経済産業大臣から趣旨

説明を聴いた。

○令和２年５月19日(火)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定高度情報通信技術活用システムの開発供

給及び導入の促進に関する法律案（閣法第22

号）（衆議院送付）

特定デジタルプラットフォームの透明性及び

公正性の向上に関する法律案（閣法第23号）

（衆議院送付）

以上両案について梶山経済産業大臣、松本経

済産業副大臣、宮本経済産業大臣政務官、杉

本公正取引委員会委員長及び政府参考人に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

高橋はるみ君（自民）、須藤元気君（※）、

小沼巧君（※）、竹内真二君（公明）、新妻

秀規君（公明）、石井章君（維新）、岩渕友

君（共産）、ながえ孝子君（碧水）、安達澄

君（無）

また、両案について参考人の出席を求めるこ

とを決定した。

○令和２年５月21日(木)（第８回）

特定高度情報通信技術活用システムの開発供

給及び導入の促進に関する法律案（閣法第22

号）（衆議院送付）

特定デジタルプラットフォームの透明性及び

公正性の向上に関する法律案（閣法第23号）

（衆議院送付）

以上両案について次の参考人から意見を聴い

た後、各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

東京大学大学院情報学環教授 中尾彰宏君

東京大学未来ビジョン研究センター特任教

授 鈴木真二君

東京都立大学大学院法学政治学研究科教授

伊永大輔君

駒澤大学名誉教授 福家秀紀君

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、 藤嘉隆君（※）、新

妻秀規君（公明）、石井章君（維新）、岩渕

友君（共産）、ながえ孝子君（碧水）、安達

澄君（無）



○令和２年５月26日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定高度情報通信技術活用システムの開発供

給及び導入の促進に関する法律案（閣法第22

号）（衆議院送付）

特定デジタルプラットフォームの透明性及び

公正性の向上に関する法律案（閣法第23号）

（衆議院送付）

以上両案について梶山経済産業大臣、松本経

済産業副大臣、木村総務大臣政務官、宮本経

済産業大臣政務官、杉本公正取引委員会委員

長及び政府参考人に対し質疑を行い、特定高

度情報通信技術活用システムの開発供給及び

導入の促進に関する法律案（閣法第22号）（衆

議院送付）について討論の後、いずれも可決

した。

〔質疑者〕

加田裕之君（自民）、小沼巧君（※）、 藤

嘉隆君（※）、竹内真二君（公明）、新妻秀

規君（公明）、石井章君（維新）、岩渕友君

（共産）、ながえ孝子君（碧水）、安達澄君

（無）

（閣法第22号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、碧水、

無（安達澄君）

反対会派 共産

（閣法第23号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

碧水、無（安達澄君）

反対会派 なし

なお、両案についてそれぞれ附帯決議を行っ

た。

○令和２年５月28日(木)（第10回）

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図

るための電気事業法等の一部を改正する法律

案（閣法第26号）（衆議院送付）について梶

山経済産業大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月２日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図

るための電気事業法等の一部を改正する法律

案（閣法第26号）（衆議院送付）について梶

山経済産業大臣、牧原経済産業副大臣、中野

経済産業大臣政務官、宮本経済産業大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

青山繁晴君（自民）、浜野喜史君（※）、小

沼巧君（※）、三浦信祐君（公明）、石井章

君（維新）、岩渕友君（共産）、ながえ孝子

君（碧水）、安達澄君（無）

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○令和２年６月４日(木)（第12回）

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図

るための電気事業法等の一部を改正する法律

案（閣法第26号）（衆議院送付）について次

の参考人から意見を聴いた後、各参考人に対

し質疑を行った。

〔参考人〕

東京大学公共政策大学院院長 大橋弘君

ジャーナリスト・環境カウンセラー 崎田

裕子君

横浜国立大学大学院工学研究院教授 大山

力君

〔質疑者〕

高橋はるみ君（自民）、浜野喜史君（※）、

三浦信祐君（公明）、石井章君（維新）、岩

渕友君（共産）、ながえ孝子君（碧水）、安

達澄君（無）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図

るための電気事業法等の一部を改正する法律

案（閣法第26号）（衆議院送付）について梶

山経済産業大臣、牧原経済産業副大臣、宮本

経済産業大臣政務官及び政府参考人に対し質

疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、浜野喜史君（※）、小

沼巧君（※）、三浦信祐君（公明）、石井章

君（維新）、岩渕友君（共産）、ながえ孝子

君（碧水）、安達澄君（無）

（閣法第26号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、碧水、

無（安達澄君）



反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月９日(火)（第13回）

中小企業の事業承継の促進のための中小企業

における経営の承継の円滑化に関する法律等

の一部を改正する法律案（閣法第50号）（衆

議院送付）について梶山経済産業大臣から趣

旨説明を聴いた。

○令和２年６月12日(金)（第14回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

中小企業の事業承継の促進のための中小企業

における経営の承継の円滑化に関する法律等

の一部を改正する法律案（閣法第50号）（衆

議院送付）について梶山経済産業大臣、牧原

経済産業副大臣、宮本経済産業大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行った後、可決し

た。

〔質疑者〕

藤嘉隆君（※）、須藤元気君（※）、石井

章君（維新）、岩渕友君（共産）、ながえ孝

子君（碧水）、安達澄君（無）

（閣法第50号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

碧水、無（安達澄君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第15回）

請願第25号外115件を審査した。

経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調

査の継続調査要求書を提出することを決定し

た。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（25名）

委員長 田名部 匡代（ ※ ） 加田 裕之（自民） 浜口 誠（ ※ ）
理 事 朝日 健太郎（自民） 金子 原二郎（自民） 森屋 隆（ ※ ）
理 事 酒井 庸行（自民） 清水 真人（自民） 里見 隆治（公明）
理 事 増子 輝彦（ ※ ） 鶴保 庸介（自民） 宮崎 勝（公明）
理 事 伊藤 孝江（公明） 豊田 俊郎（自民） 柳ヶ瀬 裕文（維新）
理 事 武田 良介（共産） 和田 政宗（自民） 木村 英子（れ新）

足立 敏之（自民） 小沢 雅仁（ ※ ） 上田 清司（ 無 ）
青木 一彦（自民） 長浜 博行（ ※ ）
岩本 剛人（自民） 野田 国義（ ※ ） （2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出８件（うち本院

先議１件）であり、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願８種類131件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

土地・道路・都市再生 土地基本法

等の一部を改正する法律案は、土地所有

者等に対する責務規定の意義、土地基本

方針の策定による効果、地籍調査の推進

に向けた取組等について質疑が行われ、

討論の後、多数をもって可決された。な

お、附帯決議が付された。

道路法等の一部を改正する法律案は、

特殊車両通行制度の見直しの意義、特定

車両停留施設の整備の在り方、歩行者利

便増進道路による取組及び無電柱化の推

進等について質疑が行われ、討論の後、

多数をもって可決された。なお、附帯決

議が付された。

都市再生特別措置法等の一部を改正す

る法律案は、災害ハザードエリアを踏ま

えた防災まちづくりの推進策、「居心地が

良く歩きたくなる」まちなか創出に向け

た取組、居住誘導区域において用途制限

の緩和等を行う意義等について質疑が行

われ、討論の後、多数をもって可決され

た。なお、附帯決議が付された。

住宅・不動産業 マンションの管理

の適正化の推進に関する法律及びマンシ

ョンの建替え等の円滑化に関する法律の

一部を改正する法律案は、マンション管

理の適正化に向けた地方公共団体への支

援策、マンションの修繕・建替え等に係

る負担軽減策、マンション管理士の役割

とその活用の在り方等について質疑が行

われ、全会一致をもって可決された。な

お、附帯決議が付された。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関す

る法律案は、サブリースに係るリスク説

明の在り方、誇大広告等の判断基準、サ

ブリースに関する相談体制等について質

疑が行われ、全会一致をもって可決され

た。なお、附帯決議が付された。

移動円滑化 高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律の一部

を改正する法律案は、バリアフリー化の



現状と取り組むべき課題、心のバリアフ

リーの一層の推進、当事者の意見を反映

したバリアフリー対策等について質疑が

行われ、全会一致をもって可決された。

なお、附帯決議が付された。

地域公共交通・航空 持続可能な運

送サービスの提供の確保に資する取組を

推進するための地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律等の一部を改正する

法律案は、持続可能な運送サービスの提

供の確保に資する取組を一層推進するた

め、地方公共団体による地域公共交通計

画の作成及び同計画に定められた事業の

実施に係る関係法律の特例、自家用有償

旅客運送の規制の合理化、独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構による

流通業務総合効率化事業の推進のための

規定の整備等の措置を講じようとするも

のである。

委員会においては、地域公共交通に対

する支援策、地域公共交通計画の作成促

進に向けた取組、自家用有償旅客運送の

在り方等について質疑が行われた。質疑

終局後、日本共産党から、自家用有償旅

客運送の運送対象の追加等の改正部分の

削除に関する修正案が提出され、討論の

後、修正案は否決され、本法律案は多数

をもって原案どおり可決された。なお、

附帯決議が付された。

無人航空機等の飛行による危害の発生

を防止するための航空法及び重要施設の

周辺地域の上空における小型無人機等の

飛行の禁止に関する法律の一部を改正す

る法律案は、無人航空機の登録制度を創

設する意義、外国人等に対する登録制度

の周知策、安全確保のために空港管理者

が実施する措置等について質疑が行われ、

全会一致をもって可決された。なお、附

帯決議が付された。

〔国政調査等〕

２月19日～20日、沖縄県における国土

の整備、交通政策の推進等に関する実情

調査のための委員派遣を行った。

３月５日、国土交通行政の基本施策に

ついて、赤羽国土交通大臣から所信を聴

取した。

同日、前記委員派遣について、派遣委

員から報告を聴取した。

３月10日、国土交通行政の基本施策に

ついて質疑を行い、新型コロナウイルス

感染症に係る観光関連産業への支援策、

地域鉄道の安全性確保と維持管理の効率

化に資する技術開発等の必要性、東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会に

向けたバリアフリーの取組、海上保安庁

の巡視船等の老朽化対策の推進、新型コ

ロナウイルス感染予防のための国土交通

省職員の勤務体制、国土交通省による公

共工事の工期延長及び許認可の期限延長

等の措置の内容、新型コロナウイルス感

染症に係るクルーズ船への国土交通省の

対応、インフラの老朽化により増加する

維持補修・更新費への対応、新型コロナ

ウイルス感染症に係る物流・観光関連企

業の経営への影響、航空保安体制におけ

る国の責任を強化する必要性、自動車整

備士の職場環境の改善に向けた取組、国

土交通省に防災・減災対策本部を設置し

た目的、住宅確保要配慮者居住支援法人

の質と量を拡充させる必要性、自動車等

の自動運転サービスの実現の見通し及び

課題、令和元年東日本台風を踏まえた水

防災意識社会の再構築に資する取組、マ

イ・タイムラインによる啓発など実効性

ある避難体制構築に向けた取組、新型コ

ロナウイルス感染症に係るバス・タク

シー業界への影響に対する認識、自動車

検査証の有効期間の伸長措置に係る周知



徹底策、ホームドアの整備促進の必要性、

視覚障害者の安全な移動を確保させる誘

導ブロックの設置の必要性、路線バスの

維持確保に資する地方公共団体への更な

る支援策の必要性、所有者不明土地の実

態に係る国土交通大臣の認識などの諸問

題が取り上げられた。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度国土交通省予算の審査を行い、

赤羽国土交通大臣から説明を聴取した後、

質疑において、新型コロナウイルス感染

症に係る建設業への支援策、建設キャリ

アアップシステムの制度拡大に向けた取

組、羽田空港の新飛行ルートにおける降

下角度の引上げに関する現役パイロット

等の意見、新型コロナウイルス感染症で

影響を受ける貸切バス事業者に対する支

援策の内容、近海を操業区域とする中規

模漁船への海技士の乗組み基準の見直し

に係る検討の在り方、建設キャリアアッ

プシステムの登録希望者の減少に対する

課題認識、グリーンスローモビリティを

推進する政策的意義及び今後の進め方、

空き家改修に係る奄美郡島の瀬戸内町の

事例を踏まえた国土交通省の取組、民族

共生象徴空間（ウポポイ）の年間来場者

数100万人の目標達成に向けた取組、新型

コロナウイルス感染症に係る観光業への

市町村による支援を後押しする必要性、

障害者の見守りという社会的要請に逆行

して駅の無人化が進行する現状に対する

見解、現行の住生活基本計画に既存住宅

の流通シェアに係る成果指標が定められ

ていない理由などの諸問題が取り上げら

れた。

４月２日、質疑を行い、緊急事態宣言

が発出された場合における物流・公共交

通機能の確保策、新型コロナウイルス対

策に資するテレワーク・時差通勤への国

土交通省の取組状況、特定複合観光施設

に対する国土交通大臣の認識、自動車整

備士不足対策としての事業者間連携の取

組の必要性、自動車整備分野における特

定技能外国人の受入れ向上策、公共工事

設計労務単価の設定方法の在り方、ライ

ドシェアの規制緩和の必要性、離島航路

の維持に向けた各種支援の取組状況、一

般会計から自動車安全特別会計への繰戻

しに向けた国土交通大臣の決意などの諸

問題が取り上げられた。

５月14日、質疑を行い、新型コロナウ

イルス感染症に係る鉄道・航空業界への

影響及び支援策、令和２年度補正予算に

よる観光需要喚起策の意義及び今後の進

め方、建設業におけるテレワーク推進に

向けた支援の必要性、建設業における働

き方改革に資する適正な工期設定に向け

た対応、新型コロナウイルス感染症に係

る貸切バス事業者への影響に対する認識

及び支援策、高速道路に係る同感染症の

影響及び今後の対応、サブリース問題に

対する国土交通省の現状認識及び関連法

律案による対応策、国土交通省所管関連

産業における従業者の感染症対策及びＰ

ＣＲ検査等の実施状況、新型コロナウイ

ルス感染症拡大下における災害発生時の

対応、同感染症の影響に伴うテナントの

家賃負担軽減に係る取組状況、宿泊業界

における同感染症対策に係るガイドライ

ンの策定状況及び内容、タクシー・ハイ

ヤー業界への同感染症の影響調査の実施

状況、文部科学省と連携した学校教育に

おける心のバリアフリーの推進、公共施

設等運営権に対する国土交通大臣の認識

などの諸問題が取り上げられた。

５月28日、質疑を行い、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大による運輸業界

への影響及び支援策、バス運転手に対す



る同感染症の感染防止対策推進の必要性、

航空業界への航空機燃料税・着陸料等の

減免・免除の必要性、高速道路料金の大

幅な引下げに向けた取組の必要性、緊急

事態宣言解除後の公共交通機関に係る感

染症防止対策、新型コロナウイルス感染

症による建設業への影響及び感染症防止

対策、国土交通省における心のバリアフ

リーの徹底化に向けた国土交通大臣の決

意、地域公共交通の維持に向けた国土交

通大臣の認識などの諸問題が取り上げら

れた。

（２）委員会経過

○令和２年１月30日(木)（第１回）

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査

を行うことを決定した。

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月５日(木)（第２回）

理事の補欠選任を行った。

国土交通行政の基本施策に関する件について

赤羽国土交通大臣から所信を聴いた。

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月10日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国土交通行政の基本施策に関する件について

赤羽国土交通大臣及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

酒井庸行君（自民）、朝日健太郎君（自民）、

長浜博行君（※）、野田国義君（※）、浜口

誠君（※）、宮崎勝君（公明）、室井邦彦君

（維新）、武田良介君（共産）、木村英子君

（れ新）、上田清司君（無）

○令和２年３月18日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（国土交通省所管）について赤羽国土交通大

臣から説明を聴いた後、同大臣、佐藤環境副

大臣、青木国土交通副大臣、和田国土交通大

臣政務官、自見厚生労働大臣政務官及び政府

参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

清水真人君（自民）、小沢雅仁君（※）、森

屋隆君（※）、舟山康江君（※）、里見隆治

君（公明）、室井邦彦君（維新）、武田良介

君（共産）、木村英子君（れ新）、上田清司

君（無）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月24日(火)（第５回）

土地基本法等の一部を改正する法律案（閣法

第13号）（衆議院送付）について赤羽国土交

通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年３月26日(木)（第６回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

土地基本法等の一部を改正する法律案（閣法

第13号）（衆議院送付）について赤羽国土交

通大臣、御法川国土交通副大臣及び政府参考

人に対し質疑を行い、質疑を終局した。

〔質疑者〕

豊田俊郎君（自民）、小沢雅仁君（※）、浜

口誠君（※）、里見隆治君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

○令和２年３月27日(金)（第７回）

土地基本法等の一部を改正する法律案（閣法

第13号）（衆議院送付）について討論の後、

可決した。

（閣法第13号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、れ新、

無（上田清司君）

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月２日(木)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。



新型コロナウイルス感染症拡大時における物

流確保策に関する件、公共交通機関における

感染症防止対策に関する件、自動車整備士の

人材確保に関する件、公共工事設計労務単価

に関する件、ライドシェアに係る規制緩和に

関する件、離島航路の維持・確保策に関する

件、一般会計から自動車安全特別会計への繰

戻しに関する件等について赤羽国土交通大

臣、平内閣府副大臣、宮島財務大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

岩本剛人君（自民）、長浜博行君（※）、浜

口誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、音喜多

駿君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律案（閣法第30号）

について赤羽国土交通大臣から趣旨説明を聴

いた。

○令和２年４月７日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律案（閣法第30号）

について赤羽国土交通大臣、青木国土交通副

大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、

可決した。

〔質疑者〕

清水真人君（自民）、森屋隆君（※）、浜口

誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、梅村みず

ほ君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

（閣法第30号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

無（上田清司君）

反対会派 なし

欠席会派 れ新

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月７日(木)（第10回）

理事の補欠選任を行った。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改正する法律案（閣法第

14号）（衆議院送付）について赤羽国土交通

大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月12日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改正する法律案（閣法第

14号）（衆議院送付）について赤羽国土交通

大臣、亀岡文部科学副大臣及び政府参考人に

対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

朝日健太郎君（自民）、小沢雅仁君（※）、

浜口誠君（※）、宮崎勝君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、木村英

子君（れ新）、上田清司君（無）

（閣法第14号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新、無（上田清司君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月14日(木)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症に係る国土交通省

所管関連産業への影響及び支援策に関する

件、建設業における働き方改革に関する件、

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うテナ

ントの家賃負担軽減策に関する件、心のバリ

アフリーの推進に関する件、公共施設等運営

権に関する件等について赤羽国土交通大臣、

亀岡文部科学副大臣、自見厚生労働大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

岩本剛人君（自民）、清水真人君（自民）、

増子輝彦君（※）、野田国義君（※）、里見

隆治君（公明）、武田良介君（共産）、木村

英子君（れ新）、上田清司君（無）

道路法等の一部を改正する法律案（閣法第15

号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月19日(火)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

道路法等の一部を改正する法律案（閣法第15



号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣、青木国土交通副大臣及び政府参考人に対

し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

足立敏之君（自民）、長浜博行君（※）、浜

口誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、木村英

子君（れ新）、上田清司君（無）

（閣法第15号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、無（上

田清司君）

反対会派 共産

欠席会派 れ新

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月21日(木)（第14回）

持続可能な運送サービスの提供の確保に資す

る取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律等の一部を改正する

法律案（閣法第20号）（衆議院送付）につい

て赤羽国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月26日(火)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

持続可能な運送サービスの提供の確保に資す

る取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律等の一部を改正する

法律案（閣法第20号）（衆議院送付）につい

て赤羽国土交通大臣及び政府参考人に対し質

疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

岩本剛人君（自民）、野田国義君（※）、浜

口誠君（※）、里見隆治君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

（閣法第20号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、無（上

田清司君）

反対会派 共産

欠席会派 れ新

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月28日(木)（第16回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

国土交通省所管に係る新型コロナウイルス感

染症関連施策に関する件、心のバリアフリー

の推進に関する件、地域公共交通の維持に関

する件等について赤羽国土交通大臣、亀岡文

部科学副大臣、政府参考人及び参考人ライフ

ステーションワンステップかたつむり共同代

表・全国公的介護保障要求者組合委員長三井

絹子君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

小沢雅仁君（※）、森屋隆君（※）、浜口誠

君（※）、室井邦彦君（維新）、武田良介君

（共産）、木村英子君（れ新）、上田清司君

（無）

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

案（閣法第21号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月２日(火)（第17回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

案（閣法第21号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣、青木国土交通副大臣及び政

府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決

した。

〔質疑者〕

足立敏之君（自民）、野田国義君（※）、森

屋隆君（※）、浜口誠君（※）、宮崎勝君（公

明）、室井邦彦君（維新）、武田良介君（共

産）、木村英子君（れ新）、上田清司君（無）

（閣法第21号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、れ新、

無（上田清司君）

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月４日(木)（第18回）

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

案（閣法第44号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月９日(火)（第19回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

案（閣法第44号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣、青木国土交通副大臣及び政



府参考人に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

岩本剛人君（自民）、長浜博行君（※）、浜

口誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

（閣法第44号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新、無（上田清司君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月12日(金)（第20回）

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止

するための航空法及び重要施設の周辺地域の

上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第29

号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月16日(火)（第21回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止

するための航空法及び重要施設の周辺地域の

上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第29

号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣、和田国土交通大臣政務官及び政府参考人

に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

酒井庸行君（自民）、増子輝彦君（※）、小

沢雅仁君（※）、浜口誠君（※）、三浦信祐

君（公明）、室井邦彦君（維新）、武田良介

君（共産）、上田清司君（無）

（閣法第29号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新、無（上田清司君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第22回）

請願第202号外130件を審査した。

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査

の継続調査要求書を提出することを決定し

た。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月19日(水)、20日(木)

沖縄県における国土の整備、交通政策の推進

等に関する実情調査

〔派遣地〕

沖縄県

〔派遣委員〕

田名部匡代君（※）、朝日健太郎君（自民）、

酒井庸行君（自民）、伊藤孝江君（公明）、

武田良介君（共産）、舟山康江君（※）、室

井邦彦君（維新）



委員一覧（20名）

委員長 牧山 ひろえ（ ※ ） 佐藤 信秋（自民） 柳田 稔（ ※ ）
理 事 滝沢 求（自民） 関口 昌一（自民） 浜田 昌良（公明）
理 事 三木 亨（自民） 松村 祥史（自民） 横山 信一（公明）
理 事 鉢呂 吉雄（ ※ ） 松山 政司（自民） 山下 芳生（共産）
理 事 片山 大介（維新） 丸川 珠代（自民） 寺田 静（ 無 ）

磯 仁彦（自民） 青木 愛（ ※ ） 平山 佐知子（ 無 ）
尾 秀久（自民） 芝 博一（ ※ ） （2.1.30 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本委員会に付託

された法律案は、内閣提出１件であり、

可決した。

また、本委員会付託の請願４種類18件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

大気汚染防止法の一部を改正する法律

案（閣法第51号）は、建築物の解体工事

における石綿の飛散防止を徹底するため、

これまで規制対象ではなかった石綿含有

成形板など、全ての石綿含有建材を規制

の対象とするとともに、不適切な解体工

事前の建築物の事前調査を防止するため、

その調査方法を定める等の措置を講じよ

うとするものである。

なお、本法律案の審査に先立ち、委員

派遣を行い、石綿の含有状況を調査・分

析する企業を訪問し、実情調査を実施し

た。

委員会においては、石綿の製造・輸入

に係る規制の導入が遅れた経緯、石綿含

有成形板などについて届出等の規制対象

とはしない理由、解体等現場における大

気濃度測定を早期に義務付ける必要性、

災害時の飛散防止のための石綿使用情報

の把握の方策、直接罰導入の背景や意義

等について質疑が行われた。

質疑を終局した後、日本共産党より、

大気濃度測定の義務付け等を内容とする

修正案が提出された。討論の後、順次採

決の結果、修正案は否決され、本法律案

は多数をもって原案どおり可決された。

なお、附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

２月20日～21日、富山県及び石川県の環

境及び公害問題に関する実情を調査し、

もって本委員会に付託を予定される大気

汚染防止法の一部を改正する法律案の審

査に資するため、富山県及び石川県へ委

員派遣を行った。

３月10日、環境行政等の基本施策につい

て小泉国務大臣から所信を聴くとともに、

令和２年度環境省予算及び環境保全経費

の概要について佐藤環境副大臣から、公

害等調整委員会の業務等について 井公

害等調整委員会委員長から、原子力規制

委員会の業務について更田原子力規制委

員会委員長からそれぞれ説明を聴いた。

３月18日、予算委員会から委嘱された令

和２年度一般会計予算、同特別会計予算



及び同政府関係機関予算（総務省所管（公

害等調整委員会）及び環境省所管）につ

いて審査を行い、令和２年度予算におけ

る「気候変動×防災」に係る具体的措置

の内容、気候変動により感染症リスクが

高まることに関する環境大臣の見解、気

候変動及び防災に資する自立分散型エネ

ルギーシステムの普及策、除去土壌等の

減容・再生利用の理解醸成のためエネル

ギー対策特別会計の勘定間繰入制度活用

の必要性、特定復興再生拠点区域におい

て令和２年度予算により実施される除染

の範囲、水俣病特措法対象地域外の被害

者を救済するための悉皆調査の必要性、

マイボトルの普及啓発に向けて給水器を

屋外に整備する必要性、ニホンジカ及び

イノシシの個体数半減目標の達成に向け

た捕獲の担い手への支援策等について質

疑を行った。

３月24日、環境行政等の基本施策に関す

る件、公害等調整委員会の業務等に関す

る件及び原子力規制委員会の業務に関す

る件について調査を行い、フロン類の使

用機器廃棄時の回収率向上及びグリーン

冷媒への転換促進の取組状況、新たに未

来投資会議に臨む環境大臣の姿勢、エネ

ルギー安定確保の観点から再エネ比率を

大幅に上方修正する必要性、ＮＤＣ及び

地球温暖化対策計画の目標数値引上げの

必要性、石炭火力発電輸出４要件の見直

しに対する環境大臣の決意、ＪＥＲＡに

よる石炭トレーディング事業に関する環

境大臣の見解、獣医学部における生きて

いる動物を用いた実習に対する環境大臣

の認識及び実態調査の必要性、ＣＯＰ25

における市場メカニズムに係る交渉経緯

と実施ルールの合意ができなかった理由

等について質疑を行った。

５月21日、海洋プラスチックごみ問題

に対する環境大臣の基本認識、令和２年

度第１次補正予算における環境省経費、

市町村の一般廃棄物処理における新型コ

ロナウイルス感染症対策の状況、地球温

暖化対策計画の見直しにおいて石炭火力

発電所の廃止等を盛り込む必要性、新型

コロナウイルス感染症収束後の環境政策

の在り方、飲食店での食べ残し対策等に

ついて質疑を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月30日(木)（第１回）

環境及び公害問題に関する調査を行うことを

決定した。

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月10日(火)（第２回）

理事の補欠選任を行った。

環境行政等の基本施策に関する件について小

泉国務大臣から所信を聴いた。

令和２年度環境省予算及び環境保全経費の概

要に関する件について佐藤環境副大臣から説

明を聴いた。

公害等調整委員会の業務等に関する件につい

て 井公害等調整委員会委員長から説明を聴

いた。

原子力規制委員会の業務に関する件について

更田原子力規制委員会委員長から説明を聴い

た。

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月18日(水)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（総務省所管（公害等調整委員会）及び環境

省所管）について小泉環境大臣、佐藤環境副

大臣、石原副大臣、和田国土交通大臣政務官



及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

三木亨君（自民）、鉢呂吉雄君（※）、青木

愛君（※）、浜田昌良君（公明）、片山大介

君（維新）、倉林明子君（共産）、寺田静君

（無）、平山佐知子君（無）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月24日(火)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

環境行政等の基本施策に関する件、公害等調

整委員会の業務等に関する件及び原子力規制

委員会の業務に関する件について小泉国務大

臣、佐藤環境副大臣、長谷川総務副大臣、石

原環境副大臣、 木環境大臣政務官、加藤環

境大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

滝沢求君（自民）、鉢呂吉雄君（※）、青木

愛君（※）、浜田昌良君（公明）、片山大介

君（維新）、武田良介君（共産）、寺田静君

（無）、平山佐知子君（無）

○令和２年５月21日(木)（第５回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

海洋プラスチックごみ問題への取組に関する

件、令和二年度第１次補正予算における環境

省経費に関する件、市町村の一般廃棄物処理

における新型コロナウイルス感染症対策に関

する件、地球温暖化対策における石炭火力発

電の在り方に関する件、新型コロナウイルス

感染症収束後の環境政策の在り方に関する

件、飲食店の食べ残し対策に関する件等につ

いて小泉環境大臣、佐藤環境副大臣、加藤環

境大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

須藤元気君（※）、浜田昌良君（公明）、片

山大介君（維新）、山下芳生君（共産）、寺

田静君（無）、平山佐知子君（無）

大気汚染防止法の一部を改正する法律案（閣

法第51号）（衆議院送付）について小泉環境

大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月28日(木)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

大気汚染防止法の一部を改正する法律案（閣

法第51号）（衆議院送付）について小泉環境

大臣、佐藤環境副大臣、稲津厚生労働副大臣、

木環境大臣政務官及び政府参考人に対し質

疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

三木亨君（自民）、青木愛君（※）、浜田昌

良君（公明）、片山大介君（維新）、山下芳

生君（共産）、寺田静君（無）、平山佐知子

君（無）

（閣法第51号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、無（寺

田静君、平山佐知子君）

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第７回）

請願第37号外17件を審査した。

環境及び公害問題に関する調査の継続調査要

求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月20日(木)、21日(金)

富山県及び石川県の環境及び公害問題に関す

る実情を調査し、もって本委員会に付託を予

定される大気汚染防止法の一部を改正する法

律案の審査に資するため

〔派遣地〕

富山県、石川県

〔派遣委員〕

牧山ひろえ君（※）、滝沢求君（自民）、三

木亨君（自民）、鉢呂吉雄君（※）、片山大

介君（維新）、寺田静君（無）、平山佐知子

君（無）



委員一覧（20名）

委員長 山 勇一（ ※ ） 上野 通子（自民） 長浜 博行（ ※ ）
理 事 岡田 広（自民） 進藤 金日子（自民） 谷合 正明（公明）
理 事 野上 浩太郎（自民） 長谷川 岳（自民） 山口 那津男（公明）
理 事 芝 博一（ ※ ） 藤川 政人（自民） 小池 晃（共産）
理 事 片山 虎之助（維新） 宮島 喜文（自民） 木村 英子（れ新）

青木 一彦（自民） 大塚 耕平（ ※ ） ながえ 孝子（碧水）
今井 絵理子（自民） 榛葉 賀津也（ ※ ） （2.1.24 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

委員会経過

○令和２年１月24日(金)（第１回）

国家の基本政策に関する調査を行うことを決

定した。

国家の基本政策に関する調査について合同審

査会を開会することを決定した。



委員一覧（45名）

委員長 金子 原二郎（自民） 太田 房江（自民） 石橋 通宏（ ※ ）
理 事 石井 準一（自民） こやり 隆史（自民） 塩村 あやか（ ※ ）
理 事 福岡 資麿（自民） 古賀 友一郎（自民） 杉尾 秀哉（ ※ ）
理 事 三宅 伸吾（自民） 佐藤 正久（自民） 田村 まみ（ ※ ）
理 事 山田 修路（自民） 高野 光二郎（自民） 徳永 エリ（ ※ ）
理 事 森 ゆうこ（ ※ ） 高橋 はるみ（自民） 宮沢 由佳（ ※ ）
理 事 蓮 舫（ ※ ） 滝沢 求（自民） 矢田 わか子（ ※ ）
理 事 浜田 昌良（公明） 中西 哲（自民） 伊藤 孝江（公明）
理 事 浅田 均（維新） 藤井 基之（自民） 里見 隆治（公明）
理 事 山添 拓（共産） 松川 るい（自民） 高瀬 弘美（公明）

青山 繁晴（自民） 元榮 太一郎（自民） 竹谷 とし子（公明）
朝日 健太郎（自民） 山田 宏（自民） 石井 苗子（維新）
石井 正弘（自民） 伊藤 孝恵（ ※ ） 片山 大介（維新）
小川 克巳（自民） 石垣 のりこ（ ※ ） 吉良 よし子（共産）
大野 正（自民） 石川 大我（ ※ ） 武田 良介（共産）

（2.1.29 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本委員会に付託

された案件は、令和元年度補正予算３案、

令和二年度総予算３案、令和二年度補正

予算３案及び令和二年度第２次補正予算

３案であり、いずれも可決された。

なお、本委員会に付託された請願はな

かった。

[予算の審査]

令和元年度補正予算 令和元年度補正予

算３案（第１号、特第１号及び機第１号）

は、１月20日国会に提出され、30日に成

立した。

委員会では、衆議院からの送付の後、

１月29日に財務大臣から趣旨説明を聴取

し、同日から質疑に入り、翌30日には締

めくくり質疑を行い、討論の後に採決の

結果、３案は可決された。

委員会の質疑においては、消費税収下

振れの要因及び消費税率引上げ後の経済

情勢、防災・減災、国土強靱化に係る事

業の意義及び実効性、防衛関係費増額の

財政法第29条に規定する緊要性の有無、

建設国債発行の意義、豚コレラ等に係る

家畜疾病対策強化の必要性、ｉＰＳ細胞

に関連する事業への国費充当に係る議論

の在り方、一人親に対する支援に係る税

制改正、新型コロナウイルスへの早急な

対応と対策、自衛隊の中東派遣の目的及

び法的根拠、全世代型社会保障実現に向

けた取組、今後のＩＲ事業促進の可否、

桜を見る会の招待者選定過程の在り方等

の問題が取り上げられた。

令和二年度総予算 令和二年度総予算３

案は、１月20日国会に提出され、３月27

日に成立した。

委員会では、１月29日に財務大臣から



趣旨説明を聴取し、衆議院からの送付の

後、３月２日から質疑に入り、基本的質

疑、一般質疑に加え、９日には内政・外

交の諸課題に関する集中審議、16日には

現下の諸課題（新型コロナウイルス対応

等）に関する集中審議、23日には安倍内

閣の基本姿勢に関する集中審議を行った。

３月10日には公聴会を開催し、18日及

び19日には各委員会に審査を委嘱したほ

か、予備審査中の２月17日及び18日の２

日間、神奈川県及び千葉県に委員を派遣

して現地調査を行った。

３月27日には締めくくり質疑を行い、

討論の後に採決の結果、３案は可決され

た。

委員会の質疑においては、新型コロナ

ウイルスの感染拡大について、全国一斉

休校の決定の経緯と出口戦略、フリーラ

ンスや自営業者も含めた経済的支援の必

要性、中小・小規模事業者に対する資金

繰り支援、大規模イベント自粛要請等に

伴う損失補償、ＰＣＲ検査数増加に向け

た取組、放課後児童クラブ・高齢者施設

等への支援、情報通信技術を活用した医

療や学習の推進、緊急事態宣言における

私権の制限、歴史的緊急事態における公

文書管理の在り方、東京オリンピック・

パラリンピックの開催延期による影響等

の問題が取り上げられた。また、その他

については、自然災害からの復旧復興及

び生活再建支援、拉致問題の解決に向け

た取組、普天間基地の移設予定地におけ

るボーリング調査の状況、検察官の勤務

延長に係る法律の規定の解釈変更の妥当

性、桜を見る会が悪質商法の被害者増大

に悪用されたおそれ、公文書改ざんに至

る経緯の再調査等の問題が取り上げられ

た。

令和二年度補正予算 令和二年度補正予

算３案（第１号、特第１号及び機第１号）

は、４月27日国会に提出され、30日に成

立した。

委員会では、４月29日に衆議院からの

送付の後、財務大臣から趣旨説明を聴取

し、同日から質疑に入り、翌30日、討論

の後に採決の結果、３案は可決された。

委員会の質疑においては、新型コロナ

ウイルスの感染拡大について、緊急事態

宣言の効果と今後の見通し、院内感染防

止の重要性と医療提供体制の維持拡充、

ＰＣＲ検査数増加に向けた取組、特別定

額給付金の給付方法及び金額、家賃補助

等の休業支援の在り方、臨時休校に伴う

児童生徒の教育の機会と食事の確保、虐

待対策、学生に対する就学支援、地方自

治体への財政支援拡充の必要性、ワクチ

ン及び治療薬の開発・普及の加速、マス

クの安定供給に向けた取組、出産に係る

支援並びに妊婦の感染対策及び雇用問題

等の問題が取り上げられた。

令和二年度第２次補正予算 令和二年度

補正予算３案（第２号、特第２号及び機

第２号）は、６月８日国会に提出され、

12日に成立した。

委員会では、衆議院からの送付の後、

６月11日に財務大臣から趣旨説明を聴取

し、同日から質疑に入り、翌12日、討論

の後に採決の結果、３案は可決された。

委員会の質疑においては、10兆円の予

備費計上の妥当性、持続化給付金の事業

委託の適切性、特別定額給付金のオンラ

イン申請をめぐる諸問題、緊急包括支援

交付金の交付状況及び医療機関への支援、

更なる感染拡大に備えた医療・検査体制

の強化、介護・障害者福祉サービスの事

業継続支援、子供たちの学びの機会の確



保、文化芸術の担い手への支援、地方創

生臨時交付金等による観光業への支援策、

ポストコロナの産業構造及び国際秩序の

在り方、感染症対策における国と地方の

権限配分、専門家会議の議事録作成の必

要性、前東京高検検事長に対する措置の

妥当性等の問題が取り上げられた。

[国政調査]

予算の執行状況に関する調査を議題と

して、以下のとおり、委員会が開かれた。

１月31日、内政・外交の諸問題に関す

る集中審議が行われた。質疑においては、

新型コロナウイルス対策のための予備費

も含めた財政出動の必要性、新型コロナ

ウイルスに係る検査費用等への公費負担

の必要性、新型コロナウイルスによる肺

炎を感染症法上の新感染症に指定する必

要性、新型コロナウイルスに対応した医

療体制整備、香港及び新疆ウイグル自治

区における人権問題に対する政府の対応、

前内閣府副大臣（ＩＲ担当）の総理の任

命責任等の問題が取り上げられた。

５月11日、現下の諸課題（新型コロナ

ウイルス感染症への対処等）に関する集

中審議が行われた。質疑においては、長

期化も見据えた新型コロナウイルス感染

症への対応策、検察庁法改正案の妥当性

及び現時点で審議する必要性、雇用保険

による失業給付を拡充する必要性、新型

コロナウイルス対策の出口戦略の在り方、

持続化給付金の対象外とされている事業

者への支援策、緊急事態宣言の解除及び

再指定の具体的条件、介護施設等におけ

る集団感染の把握状況等の問題が取り上

げられた。

５月20日、新型コロナウイルス感染症

への対処等に関する件について参考人に

対する質疑が行われた。質疑においては、

新型コロナウイルスに関連した国内死亡

者数が欧米諸国と比較して抑えられてい

る要因、これまでの知見により判明した

新型コロナウイルスの特徴、政府の会議

で分析したデータを公開する必要性、ア

プリを活用した感染者把握とＰＣＲ検査

体制の拡充、緊急事態宣言解除及び再指

定の判断に係る十分な説明の必要性、医

療機関及び検査体制に対する財政的支援

の必要性等の問題が取り上げられた。

（２）委員会経過

○令和２年１月29日(水)（第１回）

― 総括質疑 ―

予算の執行状況に関する調査を行うことを決

定した。

令和二年度一般会計予算（予）

令和二年度特別会計予算（予）

令和二年度政府関係機関予算（予）

令和元年度一般会計補正予算（第１号）（衆

議院送付）

令和元年度特別会計補正予算（特第１号）（衆

議院送付）

令和元年度政府関係機関補正予算（機第１号）

（衆議院送付）

以上６案について麻生財務大臣から趣旨説明

を聴いた。

令和二年度総予算審査のため委員派遣を行う

ことを決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和元年度一般会計補正予算（第１号）（衆

議院送付）

令和元年度特別会計補正予算（特第１号）（衆

議院送付）

令和元年度政府関係機関補正予算（機第１号）



（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、菅内閣

官房長官、高市総務大臣、北村内閣府特命担

当大臣、加藤厚生労働大臣、麻生財務大臣、

武田国務大臣、赤羽国務大臣、河野防衛大臣、

江藤農林水産大臣、小泉環境大臣、森法務大

臣、茂木外務大臣、竹本国務大臣、西村内閣

府特命担当大臣、橋本国務大臣、衛藤内閣府

特命担当大臣、梶山経済産業大臣、近藤内閣

法制局長官、政府参考人及び参考人日本銀行

総裁黒田東彦君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

蓮舫君（※）、徳永エリ君（※）、石垣のり

こ君（※）、杉尾秀哉君（※）、福島みずほ

君（※）、森ゆうこ君（※）、藤井基之君（自

民）、三宅伸吾君（自民）

○令和２年１月30日(木)（第２回）

― 総括質疑・締めくくり質疑 ―

令和元年度一般会計補正予算（第１号）（衆

議院送付）

令和元年度特別会計補正予算（特第１号）（衆

議院送付）

令和元年度政府関係機関補正予算（機第１号）

（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、赤羽国

土交通大臣、森法務大臣、加藤厚生労働大臣、

茂木外務大臣、梶山経済産業大臣、武田内閣

府特命担当大臣、西村国務大臣、萩生田文部

科学大臣、河野防衛大臣、麻生財務大臣、小

泉環境大臣、北村内閣府特命担当大臣、菅内

閣官房長官、高市総務大臣、衛藤内閣府特命

担当大臣、稲津厚生労働副大臣、近藤内閣法

制局長官、政府参考人及び最高裁判所当局に

対し質疑を行い、討論の後、いずれも可決し

た。

・総括質疑

〔質疑者〕

三宅伸吾君（自民）、山本香苗君（公明）、

矢倉克夫君（公明）、音喜多駿君（維新）、

鈴木宗男君（維新）、田村智子君（共産）、

山添拓君（共産）、蓮舫君（※）

・締めくくり質疑

〔質疑者〕

森ゆうこ君（※）、石川大我君（※）、高瀬

弘美君（公明）、片山大介君（維新）、田村

智子君（共産）

（令和元年度補正予算）

賛成会派 自民、公明、維新

反対会派 ※、共産

○令和２年１月31日(金)（第３回）

― 集中審議（内政・外交の諸問題） ―

政府参考人の出席を求めることを決定した。

予算の執行状況に関する調査のうち、内政・

外交の諸問題に関する件について安倍内閣総

理大臣、加藤厚生労働大臣、麻生国務大臣、

梶山経済産業大臣、小泉環境大臣、河野防衛

大臣、西村国務大臣、赤羽国務大臣、武田国

務大臣、茂木外務大臣、森法務大臣、萩生田

文部科学大臣、森田会計検査院長、政府参考

人及び会計検査院当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

中西健治君（自民）、石橋通宏君（※）、矢

田わか子君（※）、伊藤孝江君（公明）、柳

ヶ瀬裕文君（維新）、大門実紀史君（共産）

○令和２年３月２日(月)（第４回）

― 基本的質疑 ―

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、萩生田

文部科学大臣、加藤厚生労働大臣、高市総務

大臣、茂木外務大臣、北村国務大臣、小泉環

境大臣、森法務大臣、菅内閣官房長官、西村

国務大臣、竹本国務大臣、梶山経済産業大臣、

衛藤内閣府特命担当大臣、麻生財務大臣、稲

津厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

福山哲郎君（※）、 藤嘉隆君（※）、蓮舫

君（※）、足立信也君（※）、浜口誠君（※）

○令和２年３月３日(火)（第５回）

― 基本的質疑 ―

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）



令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、梶山経

済産業大臣、江藤農林水産大臣、茂木外務大

臣、赤羽国土交通大臣、森法務大臣、麻生国

務大臣、北村内閣府特命担当大臣、萩生田文

部科学大臣、河野防衛大臣、高市総務大臣、

衛藤国務大臣、橋本国務大臣、加藤厚生労働

大臣、西村国務大臣、稲津厚生労働副大臣、

小島厚生労働大臣政務官及び政府参考人に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

浜口誠君（※）、二之湯智君（自民）、山田

宏君（自民）、西田実仁君（公明）、新妻秀

規君（公明）、松沢成文君（維新）、梅村聡

君（維新）、小池晃君（共産）

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月４日(水)（第６回）

― 一般質疑 ―

令和二年度総予算審査のため公聴会開会承認

要求書を提出することを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、赤羽国

土交通大臣、武田国務大臣、麻生国務大臣、

河野防衛大臣、小泉環境大臣、梶山経済産業

大臣、高市総務大臣、茂木外務大臣、加藤厚

生労働大臣、竹本国務大臣、萩生田文部科学

大臣、森法務大臣、江藤農林水産大臣、衛藤

内閣府特命担当大臣、御法川国土交通副大臣、

青木国土交通副大臣、稲津厚生労働副大臣、

政府参考人及び参考人日本銀行総裁黒田東彦

君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

中西哲君（自民）、元榮太一郎君（自民）、

石橋通宏君（※）、＊福山哲郎君（※）、森

ゆうこ君（※）、竹谷とし子君（公明）、片

山大介君（維新）、倉林明子君（共産）、＊

田村智子君（共産） ＊関連質疑

○令和２年３月５日(木)（第７回）

― 一般質疑 ―

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について森法務大臣、茂木外務大臣、

萩生田文部科学大臣、麻生財務大臣、橋本国

務大臣、菅内閣官房長官、加藤厚生労働大臣、

江藤農林水産大臣、梶山経済産業大臣、衛藤

内閣府特命担当大臣、河野防衛大臣、赤羽国

土交通大臣、平内閣府副大臣、稲津厚生労働

副大臣、御法川国土交通副大臣、青木国土交

通副大臣、近藤内閣法制局長官、一宮人事院

総裁、政府参考人、最高裁判所当局及び参考

人川崎市健康安全研究所所長岡部信彦君に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

小野田紀美君（自民）、高橋はるみ君（自

民）、石川大我君（※）、＊杉尾秀哉君（※）、

徳永エリ君（※）、高瀬弘美君（公明）、石

井苗子君（維新）、山添拓君（共産）、＊井

上哲士君（共産） ＊関連質疑

○令和２年３月６日(金)（第８回）

― 一般質疑 ―

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について菅内閣官房長官、茂木外務

大臣、森法務大臣、麻生財務大臣、衛藤国務

大臣、加藤厚生労働大臣、高市総務大臣、梶

山経済産業大臣、武田国務大臣、小泉環境大

臣、萩生田文部科学大臣、橋本内閣府特命担

当大臣、亀岡文部科学副大臣、小島厚生労働

大臣政務官、宮本経済産業大臣政務官及び政

府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

青山繁晴君（自民）、福島みずほ君（※）、

矢田わか子君（※）、浜田昌良君（公明）、

梅村みずほ君（維新）、吉良よし子君（共

産）

○令和２年３月９日(月)（第９回）

― 集中審議（内政・外交の諸課題） ―



令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、西村国

務大臣、萩生田文部科学大臣、竹本国務大臣、

橋本国務大臣、森法務大臣、菅内閣官房長官、

高市国務大臣、北村内閣府特命担当大臣、加

藤厚生労働大臣、麻生財務大臣、茂木外務大

臣、江藤農林水産大臣、梶山経済産業大臣、

赤羽国土交通大臣、稲津厚生労働副大臣、一

宮人事院総裁、政府参考人及び参考人日本銀

行総裁黒田東彦君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

武見敬三君（自民）、 階恵美子君（自民）、

蓮舫君（※）、小西洋之君（※）、吉川沙織

君（※）、伊藤孝恵君（※）、木戸口英司君

（※）、秋野公造君（公明）、下野六太君（公

明）、柴田巧君（維新）、清水貴之君（維新）、

田村智子君（共産）

○令和２年３月10日(火)（公聴会 第１回）

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について次の公述人から意見を聴き

質疑を行った。

〔公述人〕

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長

尾身茂君

特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所

理事長 上昌広君

株式会社第一生命経済研究所経済調査部首

席エコノミスト 熊野英生君

全国労働組合総連合事務局長 野村幸裕君

恵泉女学園大学学長 大日向雅美君

国際政治学者 三浦瑠麗君

・公述人（尾身茂君、上昌広君）に対する質疑

（公衆衛生・新型コロナウイルス対応）

〔質疑者〕

福岡資麿君（自民）、塩村あやか君（※）、

里見隆治君（公明）、片山大介君（維新）、

小池晃君（共産）

・公述人（熊野英生君、野村幸裕君）に対する

質疑（新型コロナウイルスが内政に与える影

響）

〔質疑者〕

山田修路君（自民）、田村まみ君（※）、伊

藤孝江君（公明）、石井苗子君（維新）、山

添拓君（共産）

・公述人（大日向雅美君、三浦瑠麗君）に対す

る質疑（内政・外交の諸課題）

〔質疑者〕

三宅伸吾君（自民）、森ゆうこ君（※）、浜

田昌良君（公明）、浅田均君（維新）、倉林

明子君（共産）

○令和２年３月11日(水)（第10回）

― 一般質疑 ―

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について森法務大臣、萩生田文部科

学大臣、西村国務大臣、横山復興副大臣、稲

津厚生労働副大臣及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

小川克巳君（自民）、里見隆治君（公明）、

石橋通宏君（※）

○令和２年３月16日(月)（第11回）

― 集中審議（現下の諸課題（新型コロナウ

イルス対応等）） ―

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について内閣委員会、総務委員会、

法務委員会、外交防衛委員会、財政金融委員

会、文教科学委員会、厚生労働委員会、農林

水産委員会、経済産業委員会、国土交通委員

会及び環境委員会については３月18日の１日

間、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、

政府開発援助等に関する特別委員会、地方創

生及び消費者問題に関する特別委員会及び東

日本大震災復興特別委員会については３月19

日の１日間、当該委員会の所管に係る部分の

審査を委嘱することを決定した。

以上３案について安倍内閣総理大臣、麻生国



務大臣、萩生田文部科学大臣、小泉環境大臣、

茂木外務大臣、西村国務大臣、竹本国務大臣、

森法務大臣、加藤厚生労働大臣、高市総務大

臣、菅国務大臣、江藤農林水産大臣、赤羽国

土交通大臣、衛藤内閣府特命担当大臣、梶山

経済産業大臣、宮下内閣府副大臣、稲津厚生

労働副大臣、近藤内閣法制局長官及び政府参

考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

猪口邦子君（自民）、山田太郎君（自民）、

蓮舫君（※）、水岡俊一君（※）、有田芳生

君（※）、舟山康江君（※）、田村まみ君（※）、

杉久武君（公明）、高橋光男君（公明）、片

山大介君（維新）、高木かおり君（維新）、

山添拓君（共産）、倉林明子君（共産）

○令和２年３月17日(火)（第12回）

― 一般質疑 ―

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について赤羽国土交通大臣、北村国

務大臣、西村国務大臣、加藤厚生労働大臣、

梶山経済産業大臣、茂木外務大臣、萩生田文

部科学大臣、河野防衛大臣、小泉環境大臣、

菅内閣官房長官、麻生国務大臣、森法務大臣、

江藤農林水産大臣、衛藤内閣府特命担当大臣、

田中復興大臣、稲津厚生労働副大臣、近藤内

閣法制局長官、政府参考人、参考人日本銀行

総裁黒田東彦君及び東京電力ホールディング

ス株式会社代表執行役社長小早川智明君に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

石井正弘君（自民）、石橋通宏君（※）、森

ゆうこ君（※）、伊藤孝江君（公明）、浅田

均君（維新）、岩渕友君（共産）

○令和２年３月23日(月)（第13回）

― 集中審議（安倍内閣の基本姿勢） ―

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、西村国

務大臣、茂木外務大臣、河野防衛大臣、赤羽

国土交通大臣、武田国務大臣、高市総務大臣、

萩生田文部科学大臣、加藤厚生労働大臣、麻

生財務大臣、森法務大臣、江藤農林水産大臣、

梶山経済産業大臣、衛藤内閣府特命担当大臣、

小泉環境大臣、稲津厚生労働副大臣、橋本厚

生労働副大臣、横山復興副大臣、森田会計検

査院長、近藤内閣法制局長官、政府参考人及

び参考人年金積立金管理運用独立行政法人理

事長髙橋則広君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

佐藤正久君（自民）、磯 仁彦君（自民）、

福山哲郎君（※）、福島みずほ君（※）、芳

賀道也君（※）、足立信也君（※）、若松謙

維君（公明）、安江伸夫君（公明）、片山虎

之助君（維新）、＊東徹君（維新）、小池晃

君（共産） ＊関連質疑

各委員長からの委嘱審査報告書は、これを会

議録に掲載することに決定した。

○令和２年３月25日(水)（第14回）

― 一般質疑 ―

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について加藤厚生労働大臣、橋本国

務大臣、西村国務大臣、菅内閣官房長官、麻

生財務大臣、森法務大臣、江藤農林水産大臣、

赤羽国土交通大臣、小泉環境大臣、高市総務

大臣、萩生田文部科学大臣、梶山経済産業大

臣、橋本厚生労働副大臣、上野文部科学副大

臣、稲津厚生労働副大臣、佐々木文部科学大

臣政務官、藤木農林水産大臣政務官、政府参

考人及び会計検査院当局に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

松川るい君（自民）、塩村あやか君（※）、

＊田島麻衣子君（※）、杉尾秀哉君（※）、

横沢高徳君（※）、＊田村まみ君（※）、三

浦信祐君（公明）、紙智子君（共産）、＊山

添拓君（共産）、浅田均君（維新）

＊関連質疑



○令和２年３月26日(木)（第15回）

― 一般質疑 ―

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について菅内閣官房長官、森法務大

臣、武田国務大臣、西村国務大臣、加藤厚生

労働大臣、萩生田文部科学大臣、衛藤内閣府

特命担当大臣、竹本内閣府特命担当大臣、赤

羽国土交通大臣、橋本厚生労働副大臣、自見

厚生労働大臣政務官、佐々木文部科学大臣政

務官、岡村参議院事務総長及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

小西洋之君（※）、＊石川大我君（※）、矢

田わか子君（※）、里見隆治君（公明）、石

井苗子君（維新）、武田良介君（共産）

＊関連質疑

○令和２年３月27日(金)（第16回）

― 締めくくり質疑 ―

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、麻生財

務大臣、橋本国務大臣、加藤厚生労働大臣、

西村国務大臣、衛藤内閣府特命担当大臣、梶

山経済産業大臣、江藤農林水産大臣、菅内閣

官房長官、赤羽国土交通大臣、萩生田文部科

学大臣、北村内閣府特命担当大臣及び政府参

考人に対し質疑を行い、討論の後、いずれも

可決した。

〔質疑者〕

滝沢求君（自民）、石橋通宏君（※）、＊杉

尾秀哉君（※）、森ゆうこ君（※）、竹谷と

し子君（公明）、片山大介君（維新）、田村

智子君（共産） ＊関連質疑

（令和二年度総予算）

賛成会派 自民、公明

反対会派 ※、維新、共産

○令和２年４月29日(水)（第17回）

― 総括質疑 ―

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計補正予算（第１号）（衆

議院送付）

令和二年度特別会計補正予算（特第１号）（衆

議院送付）

令和二年度政府関係機関補正予算（機第１号）

（衆議院送付）

以上３案について麻生財務大臣から趣旨説明

を聴いた後、安倍内閣総理大臣、西村国務大

臣、加藤厚生労働大臣、北村内閣府特命担当

大臣、高市総務大臣、梶山経済産業大臣、橋

本国務大臣、江藤農林水産大臣、赤羽国土交

通大臣、小泉環境大臣、麻生国務大臣、茂木

外務大臣、武田内閣府特命担当大臣、萩生田

文部科学大臣、政府参考人及び参考人日本銀

行総裁黒田東彦君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

蓮舫君（※）、白眞勲君（※）、宮沢由佳君

（※）、森ゆうこ君（※）

○令和２年４月30日(木)（第18回）

― 総括質疑 ―

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計補正予算（第１号）（衆

議院送付）

令和二年度特別会計補正予算（特第１号）（衆

議院送付）

令和二年度政府関係機関補正予算（機第１号）

（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、加藤厚

生労働大臣、小泉環境大臣、梶山経済産業大

臣、江藤農林水産大臣、北村内閣府特命担当

大臣、河野防衛大臣、西村国務大臣、萩生田

文部科学大臣、武田内閣府特命担当大臣、茂

木外務大臣、高市総務大臣、赤羽国土交通大

臣、麻生財務大臣、橋本厚生労働副大臣、青

木国土交通副大臣、稲津厚生労働副大臣、政

府参考人、参考人株式会社商工組合中央金庫

代表取締役社長関根正裕君及び独立行政法人

都市再生機構副理事長伊藤治君に対し質疑を

行い、討論の後、いずれも可決した。

〔質疑者〕



森ゆうこ君（※）、森本真治君（※）、宇都

隆史君（自民）、竹谷とし子君（公明）、浜

田昌良君（公明）、石井章君（維新）、浅田

均君（維新）、小池晃君（共産）

（令和二年度補正予算）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

○令和２年５月11日(月)（第19回）

― 集中審議（現下の諸課題（新型コロナウ

イルス感染症への対処等）） ―

参考人の出席を求めることを決定した。

予算の執行状況に関する調査のうち、現下の

諸課題（新型コロナウイルス感染症への対処

等）に関する件について安倍内閣総理大臣、

加藤厚生労働大臣、梶山経済産業大臣、西村

国務大臣、衛藤内閣府特命担当大臣、萩生田

文部科学大臣、武田内閣府特命担当大臣、北

村内閣府特命担当大臣、稲津厚生労働副大臣、

政府参考人及び参考人新型コロナウイルス感

染症対策専門家会議副座長・新型インフルエ

ンザ等対策有識者会議基本的対処方針等諮問

委員会会長尾身茂君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

石井準一君（自民）、福山哲郎君（※）、石

橋通宏君（※）、矢田わか子君（※）、竹谷

とし子君（公明）、東徹君（維新）、倉林明

子君（共産）

○令和２年５月20日(水)（第20回）

理事の補欠選任を行った。

参考人の出席を求めることを決定した。

予算の執行状況に関する調査のうち、新型コ

ロナウイルス感染症への対処等に関する件に

ついて次の参考人から意見を聴いた後、各参

考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

新型インフルエンザ等対策有識者会議基本

的対処方針等諮問委員会会長 尾身茂君

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

座長 脇田隆字君

慶應義塾大学経済学部教授

新型インフルエンザ等対策有識者会議基本

的対処方針等諮問委員会構成員 竹森俊平

君

〔質疑者〕

福岡資麿君（自民）、熊谷裕人君（※）、森

ゆうこ君（※）、浜田昌良君（公明）、片山

大介君（維新）、小池晃君（共産）

○令和２年６月11日(木)（第21回）

― 総括質疑 ―

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計補正予算（第２号）（衆

議院送付）

令和二年度特別会計補正予算（特第２号）（衆

議院送付）

令和二年度政府関係機関補正予算（機第２号）

（衆議院送付）

以上３案について麻生財務大臣から趣旨説明

を聴いた後、安倍内閣総理大臣、梶山経済産

業大臣、高市国務大臣、菅内閣官房長官、西

村国務大臣、北村内閣府特命担当大臣、麻生

財務大臣、萩生田文部科学大臣、加藤厚生労

働大臣、森法務大臣、茂木外務大臣、橋本内

閣府特命担当大臣、衛藤国務大臣、武田内閣

府特命担当大臣、近藤内閣法制局長官、政府

参考人及び参考人日本銀行総裁黒田東彦君に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

蓮舫君（※）、 藤嘉隆君（※）、小西洋之

君（※）、増子輝彦君（※）、片山さつき君

（自民）、熊野正士君（公明）、＊里見隆治

君（公明）、片山虎之助君（維新）

＊関連質疑

○令和２年６月12日(金)（第22回）

― 総括質疑 ―

令和二年度一般会計補正予算（第２号）（衆

議院送付）

令和二年度特別会計補正予算（特第２号）（衆

議院送付）

令和二年度政府関係機関補正予算（機第２号）

（衆議院送付）

以上３案について安倍内閣総理大臣、梶山経

済産業大臣、赤羽国土交通大臣、萩生田文部



科学大臣、加藤厚生労働大臣、麻生財務大臣、

近藤内閣法制局長官及び政府参考人に対し質

疑を行い、討論の後、いずれも可決した。

〔質疑者〕

武田良介君（共産）、山添拓君（共産）

（令和二年度第２次補正予算）

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

○令和２年６月17日(水)（第23回）

予算の執行状況に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月17日(月)、18日(火)

令和２年度総予算の審査に資するため

〔派遣地〕

神奈川県、千葉県

〔派遣委員〕

金子原二郎君（自民）、石井準一君（自民）、

福岡資麿君（自民）、三宅伸吾君（自民）、

山田修路君（自民）、森ゆうこ君（※）、蓮

舫君（※）、浜田昌良君（公明）、浅田均君

（維新）、山添拓君（共産）、青山繁晴君（自

民）、元榮太一郎君（自民）、伊藤孝恵君

（※）、石川大我君（※）



委員一覧（30名）

委員長 中川 雅治（自民） 豊田 俊郎（自民） 那谷屋 正義（ ※ ）
理 事 長峯 誠（自民） 藤井 基之（自民） 横沢 高徳（ ※ ）
理 事 西田 昌司（自民） 舞立 昇治（自民） 吉田 忠智（ ※ ）
理 事 森屋 宏（自民） 三木 亨（自民） 塩田 博昭（公明）
理 事 野田 国義（ ※ ） 宮崎 雅夫（自民） 竹内 真二（公明）
理 事 浜口 誠（ ※ ） 山下 雄平（自民） 宮崎 勝（公明）
理 事 三浦 信祐（公明） 山田 俊男（自民） 石井 苗子（維新）

足立 敏之（自民） 小沼 巧（ ※ ） 梅村 みずほ（維新）
磯 仁彦（自民） 勝部 賢志（ ※ ） 岩渕 友（共産）
岩井 茂樹（自民） 古賀 之士（ ※ ） 大門 実紀史（共産）

（2.4.1 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会における本委員会付託案件

は、平成三十年度決算外２件（第200回国

会提出）、平成三十年度予備費２件（第198

回国会提出）である。

なお、平成三十年度予備費２件は、平

成三十年度一般会計予備費使用総調書及

び各省各庁所管使用調書（その１）、平成

三十年度一般会計予備費使用総調書及び

各省各庁所管使用調書（その２）である。

審査の結果、平成三十年度決算外２件

はいずれも是認すべきものと議決した。

また、平成三十年度予備費２件はいずれ

も承諾を与えるべきものと議決した。

〔平成三十年度決算の審査〕

平成三十年度決算外２件は、第200回国

会の令和元年11月19日に提出され、12月

２日の本会議において概要報告及び質疑

が行われた後、本委員会に付託され、同

日の委員会において麻生財務大臣から概

要説明を聴取し、今国会の令和２年４月

１日に安倍内閣総理大臣を始め全大臣出

席の下、全般質疑を行った。その後、省

庁別審査を計４回行った。

なお、４月６日の委員会において、１

月20日に安倍内閣総理大臣から議長に対

し文書により報告された平成二十九年度

決算に関する本院の議決について政府の

講じた措置に関して、平成29年度決算審

査措置要求決議について政府の講じた措

置と併せて、麻生財務大臣から説明を聴

取した。平成二十九年度決算に関する本

院の議決について政府の講じた措置は、

内閣に対する警告と対比して示すと、次

のとおりである。



内閣に対する警告 政府が講じた措置

(1)政府内の情報共有を目的とした内閣 (1)災害関連情報システムについては、

府の総合防災情報システムに関し、災害 総合防災情報システムにおいて、各府省

情報の多くを手動で登録する必要がある 庁の災害関連情報システムと自動的に連

ため、災害時の情報の登録や共有が限定 携する情報の拡充や、連携状況の定期的

的となっていたこと、また、農林水産省 な確認を行うとともに、国営造成土地改

の国営造成土地改良施設防災情報ネット 良施設防災情報ネットワークにおいて、

ワークにおいて、データ転送装置等の管 地方農政局等に対して、データ転送装置

理の不備により、収集した情報が総合防 等を適切に管理するよう指導したところ

災情報システムに転送されない状況が長 である。

期間放置されていたことは、遺憾である。 引き続き、各府省庁の災害関連情報シ

政府は、各府省庁の災害関連情報シス ステムと総合防災情報システムとの情報

テムの管理を徹底し、有効に機能するよ 連携の更なる自動化等により、関係者間

う適切に運用するとともに、総合防災情 の円滑な情報共有に努めてまいる所存で

報システムとの情報連携の自動化等によ ある。

り、関係者間の円滑な情報共有体制を構

築すべきである。

(2)西日本を中心に記録的な大雨をもた (2)平成30年７月豪雨における情報伝達、

らした平成30年７月豪雨において、河川 発信、避難行動等の対応については、中

の増水・氾濫や土砂災害が想定されてい 央防災会議の下に設置したワーキンググ

たにもかかわらず、重要な防災情報に係 ループ等において徹底した検証を行った

る国・地方公共団体間の伝達や住民への ところであり、検証の中で得られた知見

逐時の発信が極めて不十分であり、住民 を踏まえ、「避難勧告等に関するガイド

の適切な避難行動につながらなかったこ ライン」を改定するとともに、河川の増

となどにより、200名を超す人命が失わ 水、氾濫や土砂災害が想定される際には、

れるなど甚大な被害が発生したことは、 地域の住民に迅速な避難を促す取組を強

極めて遺憾である。 化するよう、地方公共団体等に対して周

政府は、平成30年７月豪雨における情 知したところである。

報伝達・発信・避難行動等の対応につい 引き続き、地方公共団体等と連携し、

て徹底した検証を行った上で、得られた 災害時における住民の避難が適切に行わ

知見を全国に展開し、地方公共団体等と れるよう努めてまいる所存である。

連携して災害時の適切な避難を促す取組

を強化すべきである。

(3)厚生労働省の毎月勤労統計調査にお (3)毎月勤労統計調査については、外部

いて、判明しているだけで平成16年以降、有識者からなる特別監察委員会において

定められた調査手法と異なる形で調査が 事態に係る事実関係や関係職員の動機等

行われ、統計処理として復元すべきとこ の整理がなされたこと等を踏まえ、厚生



ろを復元していないなどの統計制度の根 労働省において「厚生労働省統計改革ビ

幹を揺るがしかねず、改ざんとの指摘も ジョン2019」を策定し、再発の防止や統

免れ得ない不適切な取扱いが明らかと 計業務の改善に取り組むとともに、雇用

なった。政策立案の根拠となる統計の信 保険等の追加給付を簡便な手続きにより

頼性が著しく損なわれたこと、また、雇 工程表に沿って進めているところであ

用保険等で給付の支払不足が発生し、追 る。

加的な行政費用や国民生活への直接の悪 また、統計委員会における検証結果と

影響をもたらしたことは、極めて遺憾で 再発防止に向けた提言や、それを踏まえ

ある。 て政府の統計改革推進会議が取りまとめ

政府は、なぜこのような事案が起こっ た総合的な対策に基づき、全府省の統計

たのか、その動機や原因の究明に努める 作成プロセスの適正化等の取組を着実に

とともに、雇用保険等が簡便な手続で速 推進し、統計に対する信頼の回復に努め

やかに追加給付されるよう必要な対策を てまいる所存である。

講じ、全府省庁における統計に対する検

証と再発防止を徹底した上で、統計行政

を立て直し、統計に対する信頼回復に努

めるべきである。

(4)東京福祉大学の外国人留学生が多数 (4)外国人留学生の出入国・在留管理に

所在不明となり同大学を除籍されている ついては、大学等における不法残留者等

ことを契機として、外国人の在留管理を の状況を点検するとともに、「留学生の

行う法務省や、留学生の在籍状況を把握 在籍管理の徹底に関する新たな対応方

する立場にある文部科学省等の関係省庁 針」を策定し、改善指導の実施体制を強

間の情報共有が不十分な事態が明らかと 化するなどの再発防止策を講じたところ

なったこと、また、近年、所在不明となっ である。

ている外国人留学生が不法就労で摘発さ また、外国人留学生の不法就労につい

れる事例が多数発生していることは、遺 ては、在留情報と雇用情報との連携によ

憾である。 る実態把握の仕組みを構築したところで

政府は、同様の事態が他の大学等で生 あり、引き続き、関係省庁間の情報共有

じていないか早急に点検し、再発防止策 に努めるとともに、外国人留学生の出入

を講じるとともに、在留資格としての留 国・在留管理を徹底してまいる所存であ

学が不法就労の手段となっていないか実 る。

態を調査し、結果に応じて実態を是正す

べく関係省庁間の情報共有体制を一層強

化し、外国人留学生の出入国・在留管理

を徹底すべきである。

(5)障害者雇用の促進に率先して取り組 (5)公的機関における障害者雇用につい

むべき国や地方公共団体の多くの公的機 ては、今回の事態を政府全体として重く

関において、障害者雇用率制度の対象と 受け止め、「公務部門における障害者雇

なる障害者数が長年にわたり不適切に計 用に関する基本方針」を関係閣僚会議に



上され、法定雇用率を達成していなかっ おいて策定し、法定雇用率の達成に向け

たことは、ゆゆしき事態であり、極めて た取組みを進めるとともに障害者の活躍

遺憾である。 の場の拡大を図っているところである。

政府は、障害者雇用の促進に対する基 また、厚生労働省が実施する特別調査

本認識の欠如と法の理念に対する意識の により、各府省の障害者の採用状況や、

低さがあったことを重く受け止め、公的 民間企業に与えた影響の実態把握に努め

機関における障害者の雇用状況について るとともに、公共職業安定所等からなる

の的確な把握と法定雇用率の達成に全力 「障害者雇用推進チーム」による民間企

で取り組むとともに、障害者の民間企業 業支援を行うなど、引き続き、企業の障

から公的機関への転職の実態を調査した 害者雇用を積極的に支援してまいる所存

上で、民間企業との競合を防ぐために必 である。

要な措置を講じるべきである。

(6)平成24年の笹子トンネル事故等を踏 (6)高速道路の道路構造物については、

まえ、道路構造物に対する５年に一度の その維持管理が適切に行われるよう必要

近接目視による全数監視を定めるなど措 な点検を確実に実施し、その点検結果を

置を講じたにもかかわらず、今般、高速 維持管理計画に反映させるなど、改めて

道路会社３社が行う点検等に関し、目視 各高速道路会社に対し指導を徹底したと

点検が困難な箇所がある110トンネル全 ころである。

てにおいて、点検要領に則した確認を 今後とも、地方公共団体を含む全ての

行っていないこと、点検結果を踏まえた 道路管理者と緊密に連携し、道路の安全

補修等が長期間実施されず、一部は維持 確保に万全を期してまいる所存である。

管理計画にも反映されていないことな

ど、高速道路の安全を脅かす事態が明ら

かとなったことは、極めて遺憾である。

政府は、一連の事態の原因を徹底して

調査し、各高速道路会社による道路構造

物の維持管理が適切に行われるよう指導

を徹底するとともに、地方公共団体を含

む全ての道路管理者と緊密に連携し、道

路の安全確保に万全を期すべきである。

(7)防衛装備庁は、防衛装備品等に係る (7)防衛装備品等に係るコストデータ

予定価格の算定の妥当性を検証するシス ベースシステムについては、計算価格と

テムを整備して試験運用しているが、予 製造原価の両方のデータを入力可能とす

定価格の基準となる計算価格又は製造原 る改善を行うとともに、防衛装備庁に設

価のデータの一方しか入力できない仕様 置した検討委員会における改善方針を踏

となっており分析できないこと、また、 まえ、防衛装備品等の調達において、入

原価調査の実績が低調で入力対象のデー 力対象となるデータが製造企業から取得

タを取得する機会が十分確保されていな 可能となる契約条項等を規定することと

いことなどにより、システムが機能して したところである。



いなかったことは、遺憾である。 引き続き、システムの仕様や効率的・

政府は、準備不足により不適切な事態 効果的なデータの取得などについて徹底

を招いたことを深刻に受け止め、データ した検討を行ってまいる所存である。

分析が可能なシステムの仕様や効率的・

効果的なデータの取得などについて徹底

して検討すべきである。

その後、５月25日には麻生財務大臣及

び質疑者要求大臣の出席による准総括質

疑、６月15日には安倍内閣総理大臣を始

め全大臣出席の下、締めくくり総括質疑

を行った。平成三十年度決算審査におけ

る質疑の主な項目は、今後の財政健全化

目標の考え方、新型コロナウイルス感染

症対策の在り方、保育士の処遇改善等加

算による確実な賃金改善、政府開発援助

の効果発現に向けた取組などである。

６月15日の質疑終局の後、委員長より、

平成三十年度決算についての５項目から

成る内閣に対する警告案及び14項目から

成る平成30年度決算審査措置要求決議案

が示された。

討論の後、採決の結果、平成三十年度

決算は多数をもって是認すべきものと、

内閣に対する警告案は全会一致をもって

警告すべきものと議決した。内閣に対し

警告する事項は、①政府共通プラットフ

ォームにおけるセキュアゾーンの不適切

な整備について、②企業主導型保育事業

における助成金の過大交付及び低調な利

用状況について、③検察に対する国民の

信頼回復について、④資源エネルギー庁

における不適切な公文書作成について、

⑤有償援助（ＦＭＳ）による防衛装備品

等の調達の改善についてである。

次に、平成30年度決算審査措置要求決

議案は、全会一致をもって本委員会の決

議とすることに決定した。措置要求決議

の内容は、①東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会の延期に係る対応につ

いて、②新型コロナウイルス感染症に係

る政府の取組について、③桜を見る会の

不適切な運営について、④大学等におけ

る研究力低下の立て直しについて、⑤保

育士等の賃金改善の確実な実施について、

⑥第三セクター等による地方公共団体の

財政的リスクへの取組について、⑦効果

が発現していない政府開発援助（ＯＤＡ）

事業について、⑧スクールソーシャルワー

カー（ＳＳＷ）重点加配の推進について、

⑨地方衛生研究所の体制強化について、

⑩戦没者の遺骨の取り違えについて、⑪

独立行政法人における余裕資金の速やか

な国庫納付について、⑫農業用ため池の

防災減災事業の適切な実施について、⑬

河川管理施設等の防災施設に設置された

電気設備の耐震調査の確実な実施につい

て、⑭下水道施設の耐震化・老朽化対策

等の着実な推進についてである。

次に、平成三十年度国有財産増減及び

現在額総計算書は多数をもって是認すべ

きものと決定し、次いで平成三十年度国

有財産無償貸付状況総計算書は多数を

もって是認すべきものと決定した。

〔平成三十年度予備費の審査〕

平成三十年度予備費２件のうち、平成

三十年度一般会計予備費使用総調書及び

各省各庁所管使用調書（その１）は平成

31年３月19日、平成三十年度一般会計予

備費使用総調書及び各省各庁所管使用調



書（その２）は令和元年５月21日、いず

れも第198回国会に提出された。令和２年

６月２日に衆議院から受領した後、６月

12日に本委員会に付託され、６月15日、

麻生財務大臣から概要説明を聴取し、決

算外２件と一括して質疑を行った。

６月15日に討論を行った後、採決の結

果、平成三十年度一般会計予備費使用総

調書及び各省各庁所管使用調書（その１）

については全会一致をもって、平成三十

年度一般会計予備費使用総調書及び各省

各庁所管使用調書（その２）については

多数をもって承諾を与えるべきものと議

決した。

〔国政調査〕

令和２年４月６日、国家財政の経理及

び国有財産の管理に関する調査のうち、

国会法第105条の規定に基づく本委員会か

らの会計検査の要請に対する結果報告に

関する件及び会計検査院法第30条の２の

規定に基づく報告に関する件について、

森田会計検査院長からそれぞれ説明を聴

取した。

また、６月15日、国会法第105条の規定

に基づき、会計検査院に対し検査要請を

行うことを決定した。要請した項目は、

①防災・減災、国土強靱化のための３か

年緊急対策の実施状況等について、②農

林水産分野におけるＴＰＰ等関連政策大

綱に基づく施策の実施状況等についてで

ある。

（２）委員会経過

○令和２年４月１日(水)（第１回）

― 全般質疑 ―

理事の補欠選任を行った。

国家財政の経理及び国有財産の管理に関する

調査を行うことを決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成三十年度決算外２件の審査並びに国家財

政の経理及び国有財産の管理に関する調査の

ため政府関係機関等の役職員を必要に応じ参

考人として出席を求めることを決定した。

平成三十年度決算外２件について安倍内閣総

理大臣、麻生国務大臣、武田国務大臣、赤羽

国土交通大臣、北村国務大臣、衛藤内閣府特

命担当大臣、小泉環境大臣、西村国務大臣、

加藤厚生労働大臣、茂木外務大臣、菅内閣官

房長官、高市総務大臣、橋本国務大臣、萩生

田文部科学大臣、梶山経済産業大臣、稲津厚

生労働副大臣、藤川財務副大臣、橋本厚生労

働副大臣、政府参考人及び参考人日本銀行総

裁黒田東彦君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

西田昌司君（自民）、＊舞立昇治君（自民）、

＊足立敏之君（自民）、野田国義君（※）、

＊吉田忠智君（※）、＊古賀之士君（※）、

＊横沢高徳君（※）、竹内真二君（公明）、

＊塩田博昭君（公明）、石井苗子君（維新）、

＊梅村みずほ君（維新）、大門実紀史君（共

産） ＊関連質疑

○令和２年４月６日(月)（第２回）

― 省庁別審査 ―

平成三十年度決算外２件に関し、平成二十九

年度決算に関する本院の議決について政府の

講じた措置及び平成29年度決算審査措置要求

決議について政府の講じた措置について麻生

財務大臣から説明を聴いた。

平成三十年度決算外２件中、裁判所、法務省、

財務省、金融庁、株式会社日本政策金融公庫

及び株式会社国際協力銀行関係について麻生

国務大臣、森法務大臣、藤川財務副大臣、小

島厚生労働大臣政務官、宮本経済産業大臣政

務官、政府参考人、参考人株式会社日本政策

金融公庫代表取締役総裁田中一穂君及び株式

会社国際協力銀行代表取締役総裁前田匡史君

に対し質疑を行った。



〔質疑者〕

長峯誠君（自民）、豊田俊郎君（自民）、小

西洋之君（※）、芳賀道也君（※）、浜口誠

君（※）、矢倉克夫君（公明）、熊野正士君

（公明）、柴田巧君（維新）、音喜多駿君（維

新）、岩渕友君（共産）

国家財政の経理及び国有財産の管理に関する

調査のうち、国会法第105条の規定に基づく

本委員会からの会計検査の要請に対する結果

報告に関する件及び会計検査院法第30条の２

の規定に基づく報告に関する件について森田

会計検査院長から説明を聴いた。

○令和２年４月13日(月)（第３回）

― 省庁別審査 ―

平成三十年度決算外２件中、皇室費、内閣、

内閣府本府、経済産業省、消費者庁及び沖縄

振興開発金融公庫関係について梶山経済産業

大臣、西村国務大臣、菅内閣官房長官、衛藤

内閣府特命担当大臣、北村内閣府特命担当大

臣、宮下内閣府副大臣、藤川財務副大臣、

藤総務大臣政務官、自見厚生労働大臣政務官、

中野経済産業大臣政務官、杉本公正取引委員

会委員長及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

吉田忠智君（※）、勝部賢志君（※）、芳賀

道也君（※）、浜口誠君（※）、山田俊男君

（自民）、磯 仁彦君（自民）、里見隆治君

（公明）、伊藤孝江君（公明）、秋野公造君

（公明）、清水貴之君（維新）、柳ヶ瀬裕文

君（維新）、大門実紀史君（共産）

○令和２年５月13日(水)（第４回）

― 省庁別審査 ―

理事の補欠選任を行った。

平成三十年度決算外２件中、復興庁、総務省、

環境省及び警察庁関係について武田国務大

臣、小泉環境大臣、高市総務大臣、田中復興

大臣、石原環境副大臣、大 内閣府副大臣、

稲津厚生労働副大臣、藤原内閣府大臣政務官、

政府参考人及び会計検査院当局に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

三木亨君（自民）、山下雄平君（自民）、那

谷屋正義君（※）、小沼巧君（※）、古賀之

士君（※）、浜口誠君（※）、秋野公造君（公

明）、三浦信祐君（公明）、柴田巧君（維新）、

石井苗子君（維新）、山添拓君（共産）、武

田良介君（共産）

○令和２年５月18日(月)（第５回）

― 省庁別審査 ―

平成三十年度決算外２件中、文部科学省、農

林水産省及び国土交通省関係について江藤農

林水産大臣、萩生田文部科学大臣、赤羽国土

交通大臣、青木国土交通副大臣、御法川内閣

府副大臣、牧原経済産業副大臣、政府参考人

及び参考人独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構理事長北村隆志君に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

岩井茂樹君（自民）、宮崎雅夫君（自民）、

那谷屋正義君（※）、吉田忠智君（※）、芳

賀道也君（※）、浜口誠君（※）、安江伸夫

君（公明）、宮崎勝君（公明）、梅村みずほ

君（維新）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、紙智子

君（共産）、山添拓君（共産）

○令和２年５月25日(月)（第６回）

― 准総括質疑 ―

平成三十年度決算外２件について加藤厚生労

働大臣、森法務大臣、萩生田文部科学大臣、

高市総務大臣、麻生財務大臣、西村国務大臣、

梶山経済産業大臣、橋本国務大臣、衛藤内閣

府特命担当大臣、河野防衛大臣、菅内閣官房

長官、武田国務大臣、茂木外務大臣、藤川財

務副大臣、宮下内閣府副大臣、大 内閣府副

大臣、中谷外務大臣政務官、小島厚生労働大

臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

藤井基之君（自民）、森屋宏君（自民）、勝

部賢志君（※）、小沼巧君（※）、古賀之士

君（※）、芳賀道也君（※）、山添拓君（共

産）、田村智子君（共産）、柳ヶ瀬裕文君（維

新）、柴田巧君（維新）、山本博司君（公明）、

三浦信祐君（公明）



○令和２年６月15日(月)（第７回）

― 締めくくり総括質疑 ―

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び

各省各庁所管使用調書（その１）（第198回国

会提出）（衆議院送付）

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び

各省各庁所管使用調書（その２）（第198回国

会提出）（衆議院送付）

以上両件について麻生財務大臣から説明を聴

いた。

平成三十年度決算外２件及び予備費２件につ

いて安倍内閣総理大臣、西村国務大臣、高市

国務大臣、武田国務大臣、赤羽国土交通大臣、

茂木外務大臣、江藤農林水産大臣、衛藤内閣

府特命担当大臣、梶山経済産業大臣、加藤厚

生労働大臣、麻生財務大臣、小泉環境大臣、

橋本国務大臣及び政府参考人に対し質疑を行

い、討論の後、

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び

各省各庁所管使用調書（その１）（第198回国

会提出）（衆議院送付）

平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び

各省各庁所管使用調書（その２）（第198回国

会提出）（衆議院送付）

以上両件をいずれも承諾を与えるべきものと

議決し、

平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平成三

十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十年度

国税収納金整理資金受払計算書、平成三十年

度政府関係機関決算書を議決し、平成30年度

決算審査措置要求決議を行い、

平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算

書及び平成三十年度国有財産無償貸付状況総

計算書をいずれも是認すべきものと議決した

後、

高市総務大臣、森法務大臣、茂木外務大臣、

萩生田文部科学大臣、加藤厚生労働大臣、江

藤農林水産大臣、梶山経済産業大臣、赤羽国

土交通大臣、河野防衛大臣、菅内閣官房長官、

衛藤国務大臣、竹本国務大臣、西村国務大臣

及び橋本国務大臣から発言があった。

〔質疑者〕

中川雅治君（委員長質疑）、長峯誠君（自

民）、＊三木亨君（自民）、浜口誠君（※）、

＊長浜博行君（※）、＊野田国義君（※）、

宮崎勝君（公明）、柴田巧君（維新）、田村

智子君（共産） ＊関連質疑

（平成三十年度一般会計予備費使用総調書及

び各省各庁所管使用調書（その１））

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

（平成三十年度一般会計予備費使用総調書及

び各省各庁所管使用調書（その２））

賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

（平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平成

三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十

年度国税収納金整理資金受払計算書、平成

三十年度政府関係機関決算書）

賛成会派 自民、公明

反対会派 ※、維新、共産

（内閣に対する警告）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

（平成30年度決算審査措置要求決議）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

（平成三十年度国有財産増減及び現在額総計

算書）

賛成会派 自民、公明

反対会派 ※、維新、共産

（平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算

書）

賛成会派 自民、公明、共産

反対会派 ※、維新

国家財政の経理及び国有財産の管理に関する

調査のため、会計検査及びその結果の報告を

求めることを決定した。

○令和２年６月17日(水)（第８回）

国家財政の経理及び国有財産の管理に関する

調査の継続調査要求書を提出することを決定

した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



（３）委員会決議

―平成30年度決算審査措置要求決議―

内閣は、本決議を踏まえ、適切な措置を講じ、その結果を参議院決算委員会に報告すべきである。

１ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に係る対応について

東京オリンピック・パラリンピック競技大会については、新型コロナウイルス感染症の世界的拡

大を受けて、開催が１年延期されることとなった。しかしながら、開催延期に伴う追加費用の総額

や費用分担は明らかにされておらず、また、アスリートへの支援、競技会場やスタッフの確保、ホ

ストタウンへの対応、感染症対策の徹底など、延期に伴う諸課題が指摘されている。

政府は、人類が新型コロナウイルス感染症に打ちかって大会を開催できるよう、国際オリンピッ

ク委員会（ＩＯＣ）や大会組織委員会、東京都及び各競技団体等との緊密な連携の下、追加費用の

精査や費用分担の明確化を進めるとともに、世界各地から日本を訪れる選手や観客が安心して滞在

できる受入れ体制を整備するなど、大会の開催・成功に向けた対応に全力で取り組むべきである。

２ 新型コロナウイルス感染症に係る政府の取組について

令和元年12月に初めて確認された新型コロナウイルス感染症については、世界的な感染拡大が発

生し、多くの尊い人命が失われた。我が国においては、２年４月に史上初となる新型インフルエン

ザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出される事態にまで至ったが、医療従事者等の努力

を始め、個々人や各事業者等の多大なる協力によって感染拡大は抑えられ、同年５月には宣言も解

除された。しかし、社会経済活動が制限されたことにより、経済や人々の暮らしに甚大な影響が出

ており、その回復が求められるが、ウイルスとの戦いは今後も続くことが想定される。

政府は、一人も取り残すことなく、我が国で暮らす人々の命と健康、暮らしを守るという決意の

下、最前線で対応する医療従事者等を物心両面で支援することはもとより、再度感染が拡大する場

合に備え、検査体制の拡充や病床・医療用防護具等の確保を含め、万全の医療提供体制を構築する

とともに、世界各国や関係機関と連携し、治療薬やワクチンの早期開発及び普及を促進すべきであ

る。また、子供たちの学びの機会を確保する観点から、今後の学校運営等について、子供たちの思

いや負担等も十分に勘案して、適切な対策を講じるべきである。そして、感染防止を徹底しつつ、

経済や人々の暮らしを回復するため、あらゆる施策を動員し、全力で取り組むべきである。その上

で、事態が収束した暁には、各施策の効果等について徹底的に検証し、次代への教訓として活用す

るべきである。

３ 桜を見る会の不適切な運営について

内閣総理大臣が主催する桜を見る会について、招待者の選定に関する課題や、招待者数が増加し、

開催経費が予算積算上の見積りを大きく上回って執行されていたことなど、不適切な運営が行われ

ていたことが明らかとなった。

政府は、桜を見る会の運営について深く反省し、招待者の選定等全般的な運営の見直しを行うな

ど、適切に対応すべきである。

４ 大学等における研究力低下の立て直しについて

近年、世界の学術誌等に掲載される我が国の論文数の伸び率が停滞し、国際的なシェアが低下し

ているなど、我が国の大学等の研究力は諸外国に比べ相対的に低下している。研究力低下の要因と

して、若手研究者の雇用の不安定化やキャリアパスの不透明さなどにより、若手研究者を取り巻く

環境が悪化していることなども指摘されている。



政府は、資源が少ない科学・技術立国である我が国にとって若手研究者の育成や研究力の確保は

国家の基盤であるとの認識の下、若手研究者への支援の強化はもとより、人材、資金、環境の整備

に関する施策を総動員し、我が国の研究力回復に向け全力で取り組むべきである。

５ 保育士等の賃金改善の確実な実施について

保育士等の賃金改善のための処遇改善等加算の実施状況について、会計検査院が166市区町村の

6,089施設を検査したところ、平成28年度及び29年度の２か年度の間に、保育所等において処遇改善

等加算に残額が生ずるなどしていたもののうち、７億1,950万円が翌年度も保育士等の賃金改善に充

てられていない状況となっていたことなどが明らかとなった。

政府は、市区町村に対して、処遇改善等加算が確実に保育士等の賃金改善に充てられるよう保育

所等に対する処遇改善等加算の残額に係る支払状況の確認を徹底することを周知するとともに、保

育所等が賃金改善総額を適切に算定して保育士等の賃金改善を行うことができるよう算定方法の留

意点等を具体的に示すべきである。

６ 第三セクター等による地方公共団体の財政的リスクへの取組について

第三セクター等は、地域住民の暮らしを支える事業を行う法人であり、地方公共団体から出資等

による多額の支援を受けているが、平成30年度末時点で全国7,325法人のうち40.3％が赤字、3.9％

が債務超過となっている。総務省は、地方公共団体に対して、財政的リスクが高い第三セクター等

に係る経営健全化方針の策定を要請しているが、一部の第三セクター等については策定の予定がな

いとするなど、全ての法人について方針を策定するまでには至っていない。

政府は、第三セクター等の経営悪化が地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすおそれがあるこ

とを踏まえ、地方公共団体に対し、財政的リスクが高いと認められた全ての第三セクター等につい

て経営健全化方針を速やかに策定するよう要請するとともに、同方針に基づく第三セクター等の経

営健全化に向けた取組状況を注視し、必要に応じて地方公共団体を支援することにより、第三セク

ター等による地方公共団体の財政的リスクの軽減を図るべきである。

７ 効果が発現していない政府開発援助（ＯＤＡ）事業について

政府開発援助（ＯＤＡ）事業について、平成30年度決算検査報告では、ソロモン諸島の給水設備

改善計画において、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が事業設計時に既存の送水管の漏水等

を把握していなかったため、整備した濁度低減施設が全く使用されなかった事態や、インドネシア

の下水道整備事業において、ＪＩＣＡが汚水処理後の水質悪化の改善状況を十分に把握せず、現状

を踏まえた適切な維持管理について事業実施機関等との協議を十分に行っていなかった事態など、

事業の効果が十分に発現していないことが明らかとなった。

政府は、ＯＤＡ事業の実効性向上が我が国のインフラ輸出や外交戦略にも寄与することを踏まえ、

効果が発現していない事業について事業実施機関等に対して早急に改善を働きかけた上で、再発防

止策を講じるとともに、各事業の実施状況等の把握が徹底されるよう在外公館及びＪＩＣＡによる

事業管理体制の強化に努めるべきである。

８ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）重点加配の推進について

文部科学省は、地方公共団体に対し、学校等にスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を配置す

るための補助金を交付しており、子どもの貧困対策等のためにＳＳＷを重点的に配置（重点加配）

する場合は補助金を上乗せしている。会計検査院が検査したところ、重点加配の実績について、平

成30年度は目標人数1,000人に対し148人となっているなど、重点加配を開始した27年度以降毎年度

目標を大きく下回っていたこと、その背景として、文部科学省が重点加配の趣旨や内容を当該事業

の実施要領に記載しておらず、地方公共団体に対して制度が十分に周知されていなかったことなど

が明らかとなった。



政府は、学校において虐待や貧困等の様々な課題を抱える児童生徒を専門家として支えることが

期待されるＳＳＷの重要性に鑑み、地方公共団体に対して制度の趣旨や内容、良い活動事例の周知

徹底を図ることなどにより、重点加配を推進するとともに、ＳＳＷがその専門性を十分に発揮でき

るよう、ＳＳＷを取り巻く環境の改善に努めるべきである。

９ 地方衛生研究所の体制強化について

地方衛生研究所は、地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るための地方

公共団体における科学的かつ技術的中核機関であり、厚生労働省の感染症発生動向調査においても

患者情報及び病原体情報等の収集・分析や病原体検査等の重要な役割を担うこととなっている。同

研究所については、平成22年の新型インフルエンザ対策総括会議の報告書において、ＰＣＲ検査を

含めた検査体制の強化や法的位置付けの検討等が提言されていたが、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴い、必要な検査が迅速に行えなかった地域が生じるなど、その体制が十分とは言えな

いことが明らかとなった。

政府は、新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大や将来到来することが懸念される新興・再

興感染症に迅速に対処することができるよう、地方公共団体における財源措置や人材確保への支援

を含め、地方衛生研究所の体制強化に早急に取り組むとともに、法的位置付けの明確化を検討すべ

きである。

10 戦没者の遺骨の取り違えについて

厚生労働省は、戦没者の遺骨収集事業を実施しているが、ロシアやフィリピンにおいて日本人の

ものではない遺骨が収容された可能性を度々指摘されながら、同省の問題認識や情報共有等が不十

分であったため、長年にわたって適切な対応が行われず、遺骨収集事業に対する信頼を損ねること

となった。

政府は、遺族の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われ

ていないことに鑑み、遺骨の取り違え等が起こらないよう事業及び事業実施体制の見直しについて

の方針にのっとって、戦没者の遺骨の収集を着実に推進するべきである。

11 独立行政法人における余裕資金の速やかな国庫納付について

経済産業省が所管する独立行政法人中小企業基盤整備機構は、第２種信用基金により実施する債

務保証業務のための原資として政府出資金を受けており、平成29年度末の政府出資金は375億4,874

万円となっているが、会計検査院の試算によると、202億6,103万円は将来も使用される見込みがな

いとされる。また、農林水産省が所管する独立行政法人農林漁業信用基金は、政府出資金を主な財

源として各漁業信用基金協会に貸付けを行っており、30年度末の貸付金残高は261億3,000万円となっ

ているが、会計検査院の試算によると、使用される見込みがない貸付金のうち政府出資金を財源と

する額は88億6,947万円となっている。

政府は、中小企業基盤整備機構及び農林漁業信用基金に対する政府出資金に関して、今後も使用

することが見込まれない余裕資金については速やかに国庫納付させるとともに、同種の事態が生じ

ることがないよう、各独立行政法人における余裕資金の状況を適時適切に把握して、国の出資金等

の規模を見直すことができる体制を整備すべきである。

12 農業用ため池の防災減災事業の適切な実施について

農業用ため池の防災減災事業については、会計検査院が23府県の１万346か所のため池を検査した

ところ、ため池3,899か所が豪雨調査において改修の必要性を適切に判定されていない事態、ため池

142か所が耐震調査において改修の必要性を適切に判定されていない事態、要改修ため池1,554か所

において、改修実施までの間の対応として監視・管理体制の強化やハザードマップの活用等のソフ

ト対策が講じられておらず、このうち1,342か所においてソフト対策の実施に係る調整等も行われて



いない事態が明らかとなった。

政府は、災害から国民の生命及び財産を守ることの重要性に鑑み、農業用ため池に係る豪雨調査、

耐震調査及びソフト対策を適切に実施するとともに、点検監視等の保全管理体制の強化、豪雨や地

震等に対応するための改修や利用されていないため池の統廃合等を強力に推進すべきである。

13 河川管理施設等の防災施設に設置された電気設備の耐震調査の確実な実施について

河川管理施設等の防災施設には、水門のゲートや雨水排水ポンプ場のポンプなどの防災施設本体

のほか、これを稼働するための電気設備が設置されている。会計検査院が検査したところ、平成30

年度末までに９県及び38市町において防災施設本体の耐震調査が実施されていた272施設のうち、８

県及び21市町が管理する158施設においては、防災施設本体を稼働するための電気設備について耐震

調査が実施されておらず、所要の耐震性が確保されているか不明となっている事態が明らかとなっ

た。

政府は、地震時等に防災施設の機能が十分に発揮されるためには、防災施設本体のみならず電気

設備等の付随施設についても耐震性が確保されている必要があることを踏まえ、地方公共団体に対

して、河川管理施設等の防災施設に設置されている電気設備の耐震調査の必要性についての周知や

耐震性の確認方法等の技術的助言を行い、防災施設に設置された電気設備の耐震調査を確実に実施

させるとともに、防災施設本体と付随設備を一体として捉えた耐震対策を推進すべきである。

14 下水道施設の耐震化・老朽化対策等の着実な推進について

国土交通省は、第４次社会資本整備重点計画や防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策

等に基づき、下水道施設の耐震化を進めているが、平成30年度末において、重要な幹線等の49％、

下水処理場の63％がいまだ耐震化されていない。また、下水道施設の老朽化も進んでおり、管路の

老朽化等に起因した道路陥没件数は30年度で約3,100件に上っている。

政府は、下水道施設が公衆衛生の向上や水質保全に欠かせない重要なインフラであるとともに、

内水排除機能を有する防災施設でもあることを踏まえ、近年の頻発化、激甚化している災害に備え

る観点からも、下水道施設を管理する地方公共団体に対して財政措置を含めた支援を強力に実施し、

下水道施設の耐震化、老朽化対策、内水対策等を着実に推進すべきである。
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（１）審議概観

第201回国会において、本委員会は、政

策評価の現状等に関する件、国と地方の

行政の役割分担に関する件、行政評価等

プログラムに関する件及び行政評価・監

視活動実績の概要に関する件等について

調査を行うとともに、「国と地方の行政の

役割分担に関する小委員会」を設置した。

また、行政監視、行政評価及び行政に

対する苦情に関する調査報告書（行政監

視の実施の状況等に関する報告書）を議

長に提出することを決定した。

なお、今国会においては、不適正行政

による具体的権利・利益の侵害の救済を

求めることを内容とする苦情請願は、付

託されなかった。

〔国政調査〕

２月17日、政策評価の現状等に関する

件について高市総務大臣から説明を、政

府参考人から補足説明を聴いた。

また、国と地方の行政の役割分担に関

する件について参考人鹿児島県大和村長

伊集院幼君、明治大学公共政策大学院ガ

バナンス研究科専任教授木村俊介君及び

中央大学法学部教授礒崎初仁君から意見

を聴いた後、各参考人に対し質疑を行っ

た。

質疑では、国と地方の権限関係が集権

化に向かっていることの確認、「立法分権」

における地方議会のマンパワー的課題と



対応可能性への懸念、広域な対応を要す

る災害発生時における国と地方の行政の

役割分担の在り方、市町村合併の進展に

対する評価と人口減少下における基礎自

治体の適正数、地域のニーズや住民サー

ビスの充実を踏まえて地方自治体の適正

な職員数を確保する必要性、行政計画の

整理に当たっての判断基準、融合型とさ

れる国と地方の事務分担からの脱却と国

の出先機関の役割、国や県からの調査・

照会への対応に係る町村の業務負担の状

況、「立法分権」の推進における公平性や

平等性の確保、政令市に基礎自治体を設

定する際に基礎自治体の適正規模の判断

に用いるべき指標、町村における専門性

を有する人材の確保の困難性、公立病院

等の統廃合など地域医療の課題への対応

における国と地方の役割分担の在り方、

災害発生時の支援や被災者の生活再建に

係る国と地方の望ましい役割分担、全国

町村会が道州制の導入に慎重な背景、地

方税制と地方の財政強化に関する所見、

「立法分権」と委任立法の異同、戦前か

らの中央集権型財政構造と地方分権改革

による中央集権化の招来に係る所見、消

費税の全額地方財源化に係る所見、新型

コロナウイルスへの対応をより分権体制

で行うべきとの見解に係る所見などが取

り上げられた。

４月13日、行政評価等プログラムに関

する件及び行政評価・監視活動実績の概

要に関する件について高市総務大臣から

説明を、政府参考人から補足説明を聴い

た後、行政評価等プログラムに関する件、

政策評価の現状等に関する件及び行政評

価・監視活動実績の概要に関する件につ

いて高市総務大臣、牧原経済産業副大臣

及び政府参考人に対し質疑を行った。

質疑では、上関原子力発電所の立地自

治体への電源立地地域対策交付金交付継

続の適切性、事業活動の休止等に伴う営

業損失に対する補償の必要性に関する総

務大臣の見解、生活支援臨時給付金の支

給対象要件の設定理由と支給の対象者及

び時期、ＮＨＫ訪問員がテレビ設置時で

はなく当月から受信料支払いを求める行

為が放送法に違反する可能性などが取り

上げられた。

また、国と地方の行政の役割分担に関

する小委員会を設置することを決定した。

６月１日、行政評価・監視活動実績の

概要に関する件について高市総務大臣か

ら説明を、政府参考人から補足説明を聴

いた後、国と地方の行政の役割分担に関

する小委員会の活動経過について、小委

員長から報告を聴いた。

また、行政監視、行政評価及び行政に

対する苦情に関する調査報告書（行政監

視の実施の状況等に関する報告書）を提

出することを決定した。

なお、６月３日、本会議において委員

長が行政監視の実施の状況等に関する報

告を行った。

（国と地方の行政の役割分担に関する小

委員会）

４月13日、国と地方の行政の役割分担

に関する件について高市総務大臣、 藤

総務大臣政務官、神田内閣府大臣政務官、

藤原内閣府大臣政務官及び政府参考人に

対し質疑を行った。

質疑では、国と地方自治体の事務の役

割分担の基本的な考え方、地方自治体が

事実上実施を義務付けられている計画策

定などの事務に関する総務省の取組、国

から地方自治体に対する通知・事務連絡

等の発出状況と地方自治体業務に生じる

負担、新型コロナウイルス感染症軽症者



等の療養方針に係る厚生労働省の事務連

絡が地方自治体業務に与えた影響、新型

コロナウイルスに係る外出自粛等による

子どものストレスに対するケアの必要性、

帰国者の外出自粛・健康管理等の実施確

保に向けた地方自治体との連携の必要性、

行政計画に関する判断基準を検討・整理

し策定における地方自治体への支援を強

化する必要性、生活支援臨時給付金に係

る市町村の負担を軽減するために国が支

援策を講じる必要性、「新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金」の地

域独自の補償策への活用の可否、全世帯

への布製マスクの配布を撤回し不織布製

マスクを配布する必要性、ＮＨＫに委託

された訪問員が戸別訪問時に受信契約等

を求める行為が弁護士法に違反する可能

性などが取り上げられた。

５月25日、国と地方の行政の役割分担

に関する件について橋本厚生労働副大臣、

長谷川総務副大臣、宮本経済産業大臣政

務官、神田内閣府大臣政務官、木村総務

大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

質疑では、ＧＩＧＡスクール構想実現

による教育のＩＣＴ化推進に向けた文部

科学省の意気込み、過疎化や人口減少等

の課題に対応する市町村に対する国の支

援の在り方と都道府県の役割、持続化給

付金について申請サポート会場を市区町

村ごとに設置し事業者を支援する必要性、

都道府県・市町村への申請サポートに関

する行政のワンストップサービスの必要

性、総務省が遺留金の行政評価局調査に

おいて想定している調査項目の着眼点及

び調査等対象機関、行旅死亡人等の葬祭

等の費用について市町村からの請求に対

し預金口座からの払戻しに金融機関がゆ

うちょ銀行並みに応じる必要性、行政計

画策定に係る地方自治体の業務負担に関

する実態把握及び議論の促進の必要性、

今後見込まれる人口減少や高齢化等を踏

まえた調査・分析を行う必要性、地方議

会議員選挙で求められる住所要件の考え

方と認定方法の在り方、地方自治体が財

政力等に関わらず妊産婦等への支援を十

分行えるよう総務省が配慮する必要性、

医療提供体制を支えるための第２次補正

予算案や診療報酬制度の運用等の方向性、

ＮＨＫが契約者の住民票の写しを取得す

る際に全ての地方自治体において契約書

の写しなどを提出させる必要性などが取

り上げられた。

（２）委員会経過

○令和２年２月17日(月)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に

関する調査を行うことを決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

政策評価の現状等に関する件について高市総

務大臣から説明を、政府参考人から補足説明

を聴いた。

国と地方の行政の役割分担に関する件につい

て次の参考人から意見を聴いた後、各参考人

に対し質疑を行った。

〔参考人〕

鹿児島県大和村長 伊集院幼君

明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科

専任教授 木村俊介君

中央大学法学部教授 礒崎初仁君

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、小沢雅仁君（※）、西

田実仁君（公明）、梅村聡君（維新）、吉良



よし子君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、渡

辺喜美君（みん）

○令和２年４月13日(月)（第２回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

行政評価等プログラムに関する件及び行政評

価・監視活動実績の概要に関する件について

高市総務大臣から説明を、政府参考人から補

足説明を聴いた。

行政評価等プログラムに関する件、政策評価

の現状等に関する件及び行政評価・監視活動

実績の概要に関する件について高市総務大

臣、牧原経済産業副大臣及び政府参考人に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

江崎孝君（※）、倉林明子君（共産）、伊波

洋一君（沖縄）、浜田聡君（みん）

国と地方の行政の役割分担に関する小委員会

を設置することを決定した後、小委員及び小

委員長を選任した。

なお、小委員及び小委員長の変更の件並びに

小委員会における政府参考人及び参考人の出

席要求の件については委員長に一任すること

に決定した。

○令和２年６月１日(月)（第３回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

行政評価・監視活動実績の概要に関する件に

ついて高市総務大臣から説明を、政府参考人

から補足説明を聴いた。

国と地方の行政の役割分担に関する小委員長

西田実仁君から報告を聴いた。

行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に

関する調査報告書（行政監視の実施の状況等

に関する報告書）を提出することを決定した。

行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に

関する調査の中間報告要求書を提出すること

を決定した。

○令和２年６月17日(水)（第４回）

行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に

関する調査の継続調査要求書を提出すること

を決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

■ 国と地方の行政の役割分担に関する小委員

会

○令和２年４月13日(月)（第１回）

国と地方の行政の役割分担に関する件につい

て高市総務大臣、 藤総務大臣政務官、神田

内閣府大臣政務官、藤原内閣府大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、吉川沙織君（※）、田

名部匡代君（※）、竹内真二君（公明）、山

添拓君（共産）、伊波洋一君（沖縄）、浜田

聡君（みん）

○令和２年５月25日(月)（第２回）

国と地方の行政の役割分担に関する件につい

て橋本厚生労働副大臣、長谷川総務副大臣、

宮本経済産業大臣政務官、神田内閣府大臣政

務官、木村総務大臣政務官及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

堂故茂君（自民）、小林正夫君（※）、小沢

雅仁君（※）、竹内真二君（公明）、梅村聡

君（維新）、吉良よし子君（共産）、伊波洋

一君（沖縄）、浜田聡君（みん）



（３）行政監視の実施の状況等に関する報告要旨

【要 旨】

平成30年６月に合意された本院の行政監視機能の強化に関する参議院改革協議会報告書において、

行政監視機能の強化に議院全体として取り組むとされたことを受け、本委員会は本院の行政監視機

能の主要部分を担うべく、行政監視機能の強化の具体化に向け、取り組んできた。

委員会においては、政府からの説明聴取及び質疑を行うとともに、国と地方の行政の役割分担に

関する件について参考人からの意見聴取及び質疑を行った。

さらに、国と地方の行政の役割分担の在り方等について調査検討するため、国と地方の行政の役

割分担に関する小委員会を設置し、小委員会において政府に対する質疑を行った。

委員会及び小委員会においては、国と地方の行政の役割と連携の在り方、地方自治体の業務負担

の実状、新型コロナウイルス感染症に対する政府の対応状況など多岐にわたる議論が行われた。

このほか、理事会等において、行政監視機能の強化の在り方に関する協議を重ね、本委員会にお

ける行政監視機能の強化に関する申合せを行うとともに、参議院のホームページに開設した行政に

対する苦情窓口を通して苦情を受け付けるなどの取組を進めた。



委員一覧（25名）

委員長 松村 祥史（自民） 岩本 剛人（自民） 岸 真紀子（ ※ ）
理 事 大家 敏志（自民） 加田 裕之（自民） 熊谷 裕人（ ※ ）
理 事 佐藤 啓（自民） 清水 真人（自民） 宮沢 由佳（ ※ ）
理 事 馬場 成志（自民） 本田 顕子（自民） 森本 真治（ ※ ）
理 事 川合 孝典（ ※ ） 三浦 靖（自民） 塩田 博昭（公明）
理 事 藤 嘉隆（ ※ ） 宮崎 雅夫（自民） 下野 六太（公明）
理 事 平木 大作（公明） 山田 太郎（自民） 石井 章（維新）
理 事 東 徹（維新） 渡辺 猛之（自民）
理 事 田村 智子（共産） 木戸口 英司（ ※ ） （2.1.20 現在）

庶務関係小委員（15名）

小委員長 渡辺 猛之（自民） 清水 真人（自民） 藤 嘉隆（ ※ ）
岩本 剛人（自民） 馬場 成志（自民） 塩田 博昭（公明）
大家 敏志（自民） 川合 孝典（ ※ ） 平木 大作（公明）
加田 裕之（自民） 木戸口 英司（ ※ ） 東 徹（維新）
佐藤 啓（自民） 岸 真紀子（ ※ ） 田村 智子（共産）

（2.1.20 現在）

図書館運営小委員（15名）

小委員長 宮沢 由佳（ ※ ） 本田 顕子（自民） 森本 真治（ ※ ）
大家 敏志（自民） 三浦 靖（自民） 下野 六太（公明）
佐藤 啓（自民） 山田 太郎（自民） 平木 大作（公明）
清水 真人（自民） 川合 孝典（ ※ ） 東 徹（維新）
馬場 成志（自民） 藤 嘉隆（ ※ ） 田村 智子（共産）

（2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、本院議員提出１件及び衆

議院提出１件の合計２件であり、このう

ち衆議院提出１件を可決した。

なお、本委員会に付託された請願はな

かった。

〔法律案の審査〕

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関

する法律の一部を改正する法律案は、議

長、副議長及び議員の歳費の月額につい

て、令和３年４月30日までの間、２割削

減するものである。

本法律案は、４月27日に衆議院から提

出、同日、本委員会に付託され、全会一

致をもって可決された。



（２）委員会経過

○令和２年１月17日(金)（第200回国会閉会後

第１回）

参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所

及び裁判官訴追委員会の令和２年度予定経費

要求及び令和元年度予定経費補正要求（第１

号）に関する件について決定した。

○令和２年１月20日(月)（第１回）

一、災害対策特別委員会、沖縄及び北方問題に

関する特別委員会、政治倫理の確立及び選挙

制度に関する特別委員会、北朝鮮による拉致

問題等に関する特別委員会、政府開発援助等

に関する特別委員会、地方創生及び消費者問

題に関する特別委員会及び東日本大震災復興

特別委員会を設置し、委員の会派割当をそれ

ぞれ次のとおりとすることに決定した。

災害対策特別委員会

自由民主党・国民の声10人、立憲・国民．

新緑風会・社民５人、公明党３人、日本維

新の会及び日本共産党各１人 計20人

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

自由民主党・国民の声10人、立憲・国民．

新緑風会・社民５人、公明党２人、日本維

新の会、日本共産党及び沖縄の風各１人

計20人

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委

員会

自由民主党・国民の声17人、立憲・国民．

新緑風会・社民９人、公明党４人、日本維

新の会３人、日本共産党２人 計35人

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

自由民主党・国民の声10人、立憲・国民．

新緑風会・社民５人、公明党２人、日本維

新の会、日本共産党及びれいわ新選組各１

人 計20人

政府開発援助等に関する特別委員会

自由民主党・国民の声14人、立憲・国民．

新緑風会・社民７人、公明党４人、日本維

新の会及び日本共産党各２人、碧水会１人

計30人

地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

自由民主党・国民の声11人、立憲・国民．

新緑風会・社民７人、公明党３人、日本維

新の会２人、日本共産党及びみんなの党各

１人 計25人

東日本大震災復興特別委員会

自由民主党・国民の声18人、立憲・国民．

新緑風会・社民10人、公明党４人、日本維

新の会３人、日本共産党２人、沖縄の風、

碧水会及びみんなの党各１人 計40人

一、次の構成により庶務関係小委員会及び図書

館運営小委員会を設置することを決定した

後、それぞれ小委員及び小委員長を選任した。

自由民主党・国民の声７人、立憲・国民．

新緑風会・社民４人、公明党２人、日本維

新の会及び日本共産党各１人 計15人

なお、各小委員の変更の件については、委員

長に一任することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年１月23日(木)（第２回）

一、本会議における内閣総理大臣外３国務大臣

の演説に対し、次の要領により質疑を行うこ

とに決定した。

イ、日取り １月23日及び24日

ロ、時 間 自由民主党・国民の声60分、立

憲・国民．新緑風会・社民65分、公明党30

分、日本維新の会及び日本共産党各20分

ハ、人 数 自由民主党・国民の声及び立

憲・国民．新緑風会・社民各２人、公明党、

日本維新の会及び日本共産党各１人

ニ、順 序 １立憲・国民．新緑風会・社民

２自由民主党・国民の声 ３公明党 ４

日本維新の会 ５日本共産党 ６立憲・国

民．新緑風会・社民 ７自由民主党・国民

の声

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年１月24日(金)（第３回）

本日の本会議の議事に関する件について決定



した。

○令和２年１月30日(木)（第４回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、小委員長の補欠選任を行った。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年２月14日(金)（第５回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、次の件について岡田内閣官房副長官、寺田

総務副大臣、義家法務副大臣、稲津厚生労働

副大臣、御法川国土交通副大臣及び佐藤環境

副大臣から説明を聴いた後、同意することに

決定した。

イ、国家公務員倫理審査会会長及び同委員の

任命同意に関する件

ロ、情報公開・個人情報保護審査会委員の任

命同意に関する件

ハ、公安審査委員会委員の任命同意に関する

件

ニ、日本銀行政策委員会審議委員の任命同意

に関する件

ホ、労働保険審査会委員の任命同意に関する

件

ヘ、中央社会保険医療協議会公益委員の任命

同意に関する件

ト、社会保険審査会委員長及び同委員の任命

同意に関する件

チ、運輸審議会委員の任命同意に関する件

リ、公害健康被害補償不服審査会委員の任命

同意に関する件

一、国会議員として在職期間が25年に達した議

員衛藤晟一君、林芳正君及び橋本聖子君を院

議をもって表彰することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年３月６日(金)（第６回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、元内閣総理大臣故中曽根康弘君に対し、院

議をもって弔詞をささげることに決定した。

一、所得税法等の一部を改正する法律案につい

て本会議においてその趣旨の説明を聴取する

こととし、これに対し、次の要領により質疑

を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党・国民の声10分、立

憲・国民．新緑風会・社民15分、日本維新

の会及び日本共産党各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、外国派遣議員の報告書を本委員会の会議録

に掲載することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年３月11日(水)（第７回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、本会議における令和二年度地方財政計画に

ついての総務大臣の報告とともに、地方税法

等の一部を改正する法律案及び地方交付税法

等の一部を改正する法律案についてその趣旨

の説明を聴取することとし、これらに対し、

次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 立憲・国民．新緑風会・社民15

分、公明党、日本維新の会及び日本共産党

各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年３月13日(金)（第８回）

本日の本会議の議事に関する件について決定

した。

○令和２年３月27日(金)（第９回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、国立国会図書館長羽入佐和子君の辞任を承

認することに決定した。

一、国立国会図書館長に吉永元信君を任命する

ことに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年３月31日(火)（第10回）

一、国立国会図書館職員定員規程の一部改正を

承認することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年４月３日(金)（第11回）



一、政治資金適正化委員会委員の指名について

決定した。

一、本会議における内閣総理大臣の新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法第15条に定める政

府対策本部の設置等及び2020年東京オリン

ピック競技大会・東京パラリンピック競技大

会の延期に関する報告に対し、次の要領によ

り質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党・国民の声10分、立

憲・国民．新緑風会・社民15分、公明党、

日本維新の会及び日本共産党各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

一、参考人の出席を求めることを決定した。

一、次の件について参考人人事官候補者・元人

事院事務総長古屋浩明君及び公正取引委員会

委員長候補者・内閣官房副長官補古谷一之君

から所信を聴いた後、両参考人に対し質疑を

行った。

・人事官候補者に対する質疑

〔質疑者〕

川合孝典君（※）、東徹君（維新）、倉林明

子君（共産）、加田裕之君（自民）、下野六

太君（公明）、岸真紀子君（※）

・公正取引委員会委員長候補者に対する質疑

〔質疑者〕

藤嘉隆君（※）、東徹君（維新）、倉林明

子君（共産）、宮崎雅夫君（自民）、塩田博

昭君（公明）、木戸口英司君（※）

イ、人事官の任命同意に関する件

ロ、公正取引委員会委員長の任命同意に関す

る件

○令和２年４月７日(火)（第12回）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関

する件について安倍内閣総理大臣から報告を

聴いた後、同大臣及び西村国務大臣に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

大家敏志君（自民）、福山哲郎君（※）、大

塚耕平君（※）、平木大作君（公明）、東徹

君（維新）、小池晃君（共産）

○令和２年４月10日(金)（第13回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年４月16日(木)（第14回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の

区域変更に関する件について西村国務大臣か

ら報告を聴いた後、同大臣に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

馬場成志君（自民）、 藤嘉隆君（※）、川

合孝典君（※）、平木大作君（公明）、東徹

君（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年４月17日(金)（第15回）

一、次の件について岡田内閣官房副長官、宮下

内閣府副大臣、長谷川総務副大臣、義家法務

副大臣、橋本厚生労働副大臣、御法川国土交

通副大臣及び石原環境副大臣から説明を聴い

た後、同意することに決定した。

イ、人事官の任命同意に関する件

ロ、国家公務員倫理審査会委員の任命同意に

関する件

ハ、公正取引委員会委員長の任命同意に関す

る件

ニ、国家公安委員会委員の任命同意に関する

件

ホ、情報公開・個人情報保護審査会委員の任

命同意に関する件

ヘ、公害等調整委員会委員の任命同意に関す

る件

ト、中央更生保護審査会委員長の任命同意に

関する件

チ、日本銀行政策委員会審議委員の任命同意

に関する件

リ、労働保険審査会委員の任命同意に関する

件

ヌ、土地鑑定委員会委員の任命同意に関する

件

ル、運輸安全委員会委員の任命同意に関する

件



ヲ、原子力規制委員会委員の任命同意に関す

る件

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年４月27日(月)（第16回）

一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する

法律の一部を改正する法律案（衆第８号）（衆

議院提出）について提出者衆議院議院運営委

員長髙木毅君から趣旨説明を聴き、

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

律の一部を改正する法律案（参第６号）につ

いて発議者参議院議員東徹君から趣旨説明を

聴き、

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

律の一部を改正する法律案（衆第８号）（衆

議院提出）

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

律の一部を改正する法律案（参第６号）

以上両案について発議者参議院議員東徹君、

提出者衆議院議院運営委員長代理手塚仁雄君

及び同岸信夫君に対し質疑を行い、

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

律の一部を改正する法律案（衆第８号）（衆

議院提出）について討論の後、可決した。

〔質疑者〕

清水貴之君（維新）

（衆第８号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

一、本会議における財務大臣の演説に対し、次

の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、日取り ４月27日

ロ、時 間 自由民主党・国民の声15分、立

憲・国民．新緑風会・社民25分、公明党、

日本維新の会及び日本共産党各10分

ハ、人 数 立憲・国民．新緑風会・社民２

人、自由民主党・国民の声、公明党、日本

維新の会及び日本共産党各１人

ニ、順 序 １立憲・国民．新緑風会・社民

２自由民主党・国民の声 ３公明党 ４

日本維新の会 ５日本共産党 ６立憲・国

民．新緑風会・社民

一、外国派遣議員の報告書を本委員会の会議録

に掲載することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年４月30日(木)（第17回）

一、小委員長の補欠選任を行った。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年５月４日(月)（第18回）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期

間延長に関する件について西村国務大臣から

報告を聴いた後、同大臣に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

佐藤啓君（自民）、石橋通宏君（※）、川合

孝典君（※）、塩田博昭君（公明）、東徹君

（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年５月13日(水)（第19回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、元本院議長故倉田寛之君に対し、院議をもっ

て弔詞をささげることに決定した。

一、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律

案（閣法第５号）について本会議においてそ

の趣旨の説明を聴取することとし、これに対

し、次の要領により質疑を行うことに決定し

た。

イ、時 間 立憲・国民．新緑風会・社民15

分、日本維新の会及び日本共産党各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年５月14日(木)（第20回）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区

域変更に関する件について西村国務大臣から

報告を聴いた後、同大臣に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

馬場成志君（自民）、 藤嘉隆君（※）、森

本真治君（※）、下野六太君（公明）、石井

章君（維新）、山添拓君（共産）

○令和２年５月15日(金)（第21回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、年金制度の機能強化のための国民年金法等



の一部を改正する法律案について本会議にお

いてその趣旨の説明を聴取することとし、こ

れに対し、次の要領により質疑を行うことに

決定した。

イ、時 間 自由民主党・国民の声10分、立

憲・国民．新緑風会・社民15分、日本維新

の会及び日本共産党各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年５月20日(水)（第22回）

一、持続可能な運送サービスの提供の確保に資

する取組を推進するための地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律等の一部を改正す

る法律案について本会議においてその趣旨の

説明を聴取することとし、これに対し、次の

要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 立憲・国民．新緑風会・社民15

分、日本維新の会及び日本共産党各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年５月21日(木)（第23回）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区

域変更に関する件について西村国務大臣から

報告を聴いた後、同大臣に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

佐藤啓君（自民）、宮沢由佳君（※）、木戸

口英司君（※）、塩田博昭君（公明）、東徹

君（維新）、山添拓君（共産）

○令和２年５月25日(月)（第24回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣

言に関する件について西村国務大臣から報告

を聴いた後、同大臣に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

馬場成志君（自民）、 藤嘉隆君（※）、川

合孝典君（※）、平木大作君（公明）、石井

章君（維新）、倉林明子君（共産）

○令和２年５月27日(水)（第25回）

一、復興庁設置法等の一部を改正する法律案に

ついて本会議においてその趣旨の説明を聴取

することとし、これに対し、次の要領により

質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 立憲・国民．新緑風会・社民15

分、公明党、日本維新の会及び日本共産党

各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年５月29日(金)（第26回）

一、地域共生社会の実現のための社会福祉法等

の一部を改正する法律案について本会議にお

いてその趣旨の説明を聴取することとし、こ

れに対し、次の要領により質疑を行うことに

決定した。

イ、時 間 立憲・国民．新緑風会・社民15

分、公明党、日本維新の会及び日本共産党

各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年６月３日(水)（第27回）

一、公益通報者保護法の一部を改正する法律案

について本会議においてその趣旨の説明を聴

取することとし、これに対し、次の要領によ

り質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 立憲・国民．新緑風会・社民15

分、日本維新の会及び日本共産党各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本会議において行政監視委員会の中間報告

を聴取することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年６月５日(金)（第28回）

一、本会議における令和元年度政策評価等の実

施状況及びこれらの結果の政策への反映状況

に関する報告についての総務大臣の報告に対

し、次の要領により質疑を行うことに決定し



た。

イ、時 間 自由民主党・国民の声10分、立

憲・国民．新緑風会・社民15分、公明党、

日本維新の会及び日本共産党各10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年６月８日(月)（第29回）

一、本会議における財務大臣の演説に対し、次

の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、日取り ６月８日

ロ、時 間 自由民主党・国民の声15分、立

憲・国民．新緑風会・社民25分、公明党、

日本維新の会及び日本共産党各10分

ハ、人 数 立憲・国民．新緑風会・社民２

人、自由民主党・国民の声、公明党、日本

維新の会及び日本共産党各１人

ニ、順 序 １立憲・国民．新緑風会・社民

２自由民主党・国民の声 ３公明党 ４

日本維新の会 ５日本共産党 ６立憲・国

民．新緑風会・社民

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年６月12日(金)（第30回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、本会議において国際経済・外交に関する調

査会、国民生活・経済に関する調査会及び資

源エネルギーに関する調査会の中間報告を聴

取することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○令和２年６月17日(水)（第31回）

一、議院及び国立国会図書館の運営に関する件

の継続審査要求書を提出することに決定し

た。

一、閉会中における本委員会所管事項の取扱い

についてはその処理を委員長に、小委員会所

管事項の取扱いについてはその処理を小委員

長にそれぞれ一任することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

■ 庶務関係小委員会

○令和２年１月17日(金)（第200回国会閉会後

第１回）

参議院の令和２年度予定経費要求及び令和元

年度予定経費補正要求（第１号）に関する件

について協議決定した。

■ 図書館運営小委員会

○令和２年１月17日(金)（第200回国会閉会後

第１回）

国立国会図書館の令和２年度予定経費要求及

び令和元年度予定経費補正要求（第１号）に

関する件について協議決定した。



委員一覧（10名）

委員長 室井 邦彦（維新） 関口 昌一（自民） 石川 博崇（公明）

理 事 尾 秀久（自民） 松山 政司（自民） 市田 忠義（共産）

理 事 武見 敬三（自民） 郡司 彰（ ※ ）

世耕 弘成（自民） 櫻井 充（ ※ ） （2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民



委員一覧（20名）

委員長 杉 久武（公明） 太田 房江（自民） 小林 正夫（ ※ ）
理 事 足立 敏之（自民） 加田 裕之（自民） 芳賀 道也（ ※ ）
理 事 長峯 誠（自民） 河井 あんり（自民） 水岡 俊一（ ※ ）
理 事 吉川 沙織（ ※ ） 野村 哲郎（自民） 宮崎 勝（公明）
理 事 矢倉 克夫（公明） 馬場 成志（自民） 室井 邦彦（維新）

岩本 剛人（自民） 元榮 太一郎（自民） 武田 良介（共産）
小野田 紀美（自民） 小沼 巧（ ※ ） （2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本特別委員会に付

託された法律案は、衆議院提出１件（災

害対策特別委員長）であり、これを可決

した。

また、本特別委員会付託の請願３種類

40件は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

地震対策 地震防災対策強化地域に

おける地震対策緊急整備事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律の一部を

改正する法律案は、全会一致をもって可

決された。

〔国政調査〕

３月18日、災害対策の基本施策につい

て武田内閣府特命担当大臣（防災担当大

臣）から所信を、また、令和２年度防災

関係予算について内閣府副大臣から説明

を聴取した。

３月19日、質疑を行い、局地的災害に

対応した被災者支援・災害復旧等の地方

財政支援制度の必要性、個人・民間企業

における備蓄促進策、災害対策の基本認

識及び令和２年度防災関係予算の考え方、

学校施設における防災機能の強化、住民

の避難行動に資する災害時の避難情報の

伝達の在り方、内水被害防止対策の促進

に資する地方財政支援の強化、高齢化・

団員減少が進む水防団の活動支援策、災

害時情報集約支援チームの体制強化、災

害時におけるトレーラーハウスの活用、

災害時における大規模感染症の発生等の

緊急事態への対処についての認識、平常

時の経済活動の中での災害時の物資供給

の確保に資する取組、災害の頻発・激甚

化に伴う河川堤防の強化の必要性、堆積

土砂・樹木の撤去等を始めとした河川の

維持管理の促進などの諸問題が取り上げ

られた。

（２）委員会経過

○令和２年１月20日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○令和２年３月18日(水)（第２回）

災害対策の基本施策に関する件について武田

国務大臣から所信を聴いた。

令和２年度防災関係予算に関する件について



平内閣府副大臣から説明を聴いた。

○令和２年３月19日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

局地的災害に対応した支援制度に関する件、

学校施設の防災機能に関する件、災害時の避

難情報に関する件、災害時情報集約支援チー

ムに関する件、災害発生時における危機管理

に関する件、河川堤防の強化に関する件等に

ついて武田国務大臣、平内閣府副大臣、今井

内閣府大臣政務官、佐々木国土交通大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

小野田紀美君（自民）、水岡俊一君（※）、

小林正夫君（※）、宮崎勝君（公明）、室井

邦彦君（維新）、武田良介君（共産）

○令和２年３月27日(金)（第４回）

地震防災対策強化地域における地震対策緊急

整備事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律の一部を改正する法律案（衆第６号）

（衆議院提出）について提出者衆議院災害対

策特別委員長山本幸三君から趣旨説明を聴い

た後、可決した。

（衆第６号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産

反対会派 なし

○令和２年６月17日(水)（第５回）

請願第215号外39件を審査した。

災害対策樹立に関する調査の継続調査要求書

を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（20名）

委員長 小西 洋之（ ※ ） 今井 絵理子（自民） 勝部 賢志（ ※ ）
理 事 猪口 邦子（自民） 岩本 剛人（自民） 徳永 エリ（ ※ ）
理 事 山田 宏（自民） 高橋 はるみ（自民） 下野 六太（公明）
理 事 石橋 通宏（ ※ ） 鶴保 庸介（自民） 鈴木 宗男（維新）
理 事 秋野 公造（公明） 三宅 伸吾（自民） 紙 智子（共産）

有村 治子（自民） 宮島 喜文（自民） 伊波 洋一（沖縄）
石田 昌宏（自民） 大塚 耕平（ ※ ） （2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本特別委員会に

付託された法律案及び請願はなかった。

〔国政調査等〕

２月17日及び18日、北方領土及び隣接

地域の諸問題等に関する実情調査のため、

北海道に委員を派遣した。

３月11日、沖縄及び北方問題に関して

の施策に関する件について、衛藤内閣府

特命担当大臣（沖縄及び北方対策）及び

茂木外務大臣から所信を聴いたほか、前

記委員派遣について、派遣委員から報告

を聴いた。

３月19日、予算委員会から委嘱された

令和２年度内閣府（内閣本府（沖縄関係

経費）、北方対策本部、沖縄総合事務局）

及び沖縄振興開発金融公庫の予算につい

て審査を行い、令和２年度予算における

沖縄振興に向けた取組、ロシア国内にお

ける憲法改正の動きを踏まえた日露平和

条約交渉への取組、北方墓参の負担軽減

など元島民からの要望に対する令和２年

度予算における措置、北方領土隣接地域

振興等基金の活用状況と基金の増額等の

必要性、沖縄県の主体性を重視する第五

次沖縄振興計画の理念に逆行するような

一括交付金削減などの予算措置に対する

認識、オーバーツーリズム等の弊害が起

きている中での沖縄県観光振興への取組、

令和２年度北方四島交流事業に係る代表

者間協議中止の背景及び実施方法の検討

状況、内閣府北方対策本部予算における

国民世論啓発策の在り方、北方四島にお

ける日露共同経済活動の実施の見通し、

沖縄県における遺骨収容事業の体制強化

に向けた取組、死因究明のための医療事

故調査制度の運用状況、へき地等の公立

病院支援措置の具体的内容、根室・国後

間海底ケーブルの保護及び文化財への登

録に向けた取組、新型コロナウイルス問

題を踏まえ、ビザなし交流実施に向けて

内閣府が早期に働きかける必要性、一括

交付金を減額し、沖縄振興特定事業推進

費を増額した趣旨、普天間飛行場返還後

の直接経済効果及び誘発雇用人数が返還

前の32倍に達するとの沖縄県の試算に対

する見解、北方領土隣接地域の振興に資

するインフラ・医療体制の整備、ＰＦＯ

Ｓ等の水質汚染に対する政府の対応状況、

ＰＦＯＳ等による水質汚染への沖縄県の

対策費用を国が負担する必要性、ＰＦＯ

Ｓ等の汚染の懸念がある取水源を他の取



水源で代替するための条件等について質

疑を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月20日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○令和２年１月29日(水)（第２回）

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月11日(水)（第３回）

沖縄及び北方問題に関しての施策に関する件

について衛藤内閣府特命担当大臣及び茂木外

務大臣から所信を聴いた。

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月19日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（内閣府所管（内閣本府（沖縄関係経費）、

北方対策本部、沖縄総合事務局）及び沖縄振

興開発金融公庫）について衛藤内閣府特命担

当大臣から説明を聴いた後、同大臣、尾身外

務大臣政務官、藤木農林水産大臣政務官、岩

田防衛大臣政務官、 藤総務大臣政務官及び

政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

岩本剛人君（自民）、石橋通宏君（※）、徳

永エリ君（※）、秋野公造君（公明）、鈴木

宗男君（維新）、紙智子君（共産）、伊波洋

一君（沖縄）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年６月17日(水)（第５回）

沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関す

る調査の継続調査要求書を提出することを決

定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月17日(月)、18日(火)

北方領土及び隣接地域の諸問題等に関する実

情調査

〔派遣地〕

北海道

〔派遣委員〕

小西洋之君（※）、猪口邦子君（自民）、山

田宏君（自民）、石橋通宏君（※）、秋野公

造君（公明）、鈴木宗男君（維新）、紙智子

君（共産）、伊波洋一君（沖縄）



委員一覧（35名）

委員長 山谷 えり子（自民） 徳茂 雅之（自民） 牧山 ひろえ（ ※ ）
理 事 古賀 友一郎（自民） 中西 健治（自民） 森屋 隆（ ※ ）
理 事 藤井 基之（自民） 二之湯 智（自民） 横沢 高徳（ ※ ）
理 事 渡辺 猛之（自民） 西田 昌司（自民） 吉田 忠智（ ※ ）
理 事 足立 信也（ ※ ） 藤末 健三（自民） 里見 隆治（公明）
理 事 那谷屋 正義（ ※ ） 舞立 昇治（自民） 西田 実仁（公明）
理 事 谷合 正明（公明） 三浦 靖（自民） 三浦 信祐（公明）
理 事 石井 章（維新） 森屋 宏（自民） 片山 大介（維新）

石井 正弘（自民） 山下 雄平（自民） 柴田 巧（維新）
岡田 広（自民） 石川 大我（ ※ ） 井上 哲士（共産）
高野 光二郎（自民） 浜野 喜史（ ※ ） 山下 芳生（共産）
柘植 芳文（自民） 舟山 康江（ ※ ） （2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本特別委員会に

付託された法律案は、衆議院提出１件で

あり、可決した。

また、本特別委員会付託の請願１種類

26件は、保留とした。

〔法律案の審査〕

公職選挙法の一部を改正する法律案は、

町村の選挙における立候補に係る環境の

改善のため、選挙公営の対象を拡大する

とともに、町村の議会の議員の選挙にお

いても供託金制度を導入する等の改正を

行おうとするものである。

委員会においては、町村選挙において

選挙公営を拡大する趣旨、町村議会議員

選挙に供託金制度を導入することの問題

性等について質疑が行われ、多数をもっ

て原案どおり可決された。

〔国政調査〕

６月５日、第25回参議院議員通常選挙

の執行状況及び選挙違反取締状況に関す

る件について高市総務大臣及び政府参考

人から報告を聴取した。

（２）委員会経過

○令和２年１月20日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○令和２年６月５日(金)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

第25回参議院議員通常選挙の執行状況及び選

挙違反取締状況に関する件について高市総務

大臣及び政府参考人から報告を聴いた。

公職選挙法の一部を改正する法律案（衆第16

号）（衆議院提出）について発議者衆議院議

員 沢一郎君から趣旨説明を聴き、同篠原孝

君、同森山浩行君、同小此木 郎君、同平井

卓也君、同 沢一郎君及び政府参考人に対し

質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

横沢高徳君（※）、井上哲士君（共産）

（衆第16号）



賛成会派 自民、※、公明、維新

反対会派 共産

○令和２年６月17日(水)（第３回）

請願第228号外25件を審査した。

政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査の

継続調査要求書を提出することを決定した。



委員一覧（20名）

委員長 丸川 珠代（自民） 北村 経夫（自民） 白 眞勲（ ※ ）
理 事 青山 繁晴（自民） 島村 大（自民） 柳田 稔（ ※ ）
理 事 松下 新平（自民） 武見 敬三（自民） 石川 博崇（公明）
理 事 有田 芳生（ ※ ） 三原じゅん子（自民） 高木 かおり（維新）
理 事 竹内 真二（公明） 山谷 えり子（自民） 武田 良介（共産）

赤池 誠章（自民） 打越 さく良（ ※ ） 舩後 靖彦（れ新）
江島 潔（自民） 芳賀 道也（ ※ ） （2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本特別委員会に

付託された法律案及び請願はなかった。

〔国政調査〕

安倍内閣総理大臣は、第201回国会の施

政方針演説において、日朝平壌宣言に基

づき、北朝鮮との諸問題を解決し、不幸

な過去を清算して、国交正常化を目指し、

何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、

条件を付けずに、安倍総理自身が金正恩

委員長と向き合うとの決意を表明した。

６月15日、北朝鮮をめぐる最近の状況

について茂木外務大臣から、拉致問題を

めぐる現状について菅国務大臣からそれ

ぞれ説明を聴いた。

（２）委員会経過

○令和２年１月20日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○令和２年６月15日(月)（第２回）

北朝鮮をめぐる最近の状況に関する件につい

て茂木外務大臣から説明を聴き、拉致問題を

めぐる現状に関する件について菅国務大臣か

ら説明を聴いた。

○令和２年６月17日(水)（第３回）

北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立

に関する調査の継続調査要求書を提出するこ

とを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（30名）

委員長 山本 順三（自民） 大野 正（自民） 熊谷 裕人（ ※ ）
理 事 こやり 隆史（自民） 高橋 克法（自民） 田島 麻衣子（ ※ ）
理 事 佐藤 正久（自民） 中西 哲（自民） 高橋 光男（公明）
理 事 松川 るい（自民） 藤井 基之（自民） 竹谷 とし子（公明）
理 事 古賀 之士（ ※ ） 本田 顕子（自民） 新妻 秀規（公明）
理 事 難波 奨二（ ※ ） 松山 政司（自民） 梅村 聡（維新）
理 事 高瀬 弘美（公明） 山田 太郎（自民） 清水 貴之（維新）

朝日 健太郎（自民） 礒 哲史（ ※ ） 井上 哲士（共産）
岩井 茂樹（自民） 大塚 耕平（ ※ ） 伊藤 岳（共産）
小川 克巳（自民） 岸 真紀子（ ※ ） ながえ 孝子（碧水）

（2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本特別委員会に

付託された法律案及び請願はなかった。

〔国政調査等〕

２月17日及び18日、多様な主体による

連携を含む我が国国際協力に係る取組等

に関する実情調査のため、大阪府及び兵

庫県に委員を派遣した。

３月11日、政府開発援助等開発協力の

基本方針に関する件について、茂木外務

大臣から所信を聴いた。

３月19日、予算委員会から委嘱された

令和２年度政府開発援助関係経費の審査

を行い、ユニバーサル・ヘルス・カバレッ

ジ（ＵＨＣ）達成に向けた保健分野にお

ける取組、新型コロナウイルスの感染拡

大の中でのＯＤＡ及びＪＩＣＡの活動等

についての外務大臣の所見、ＪＩＣＡ海

外協力隊の現職教員特別参加制度での人

件費補てん制度廃止による影響とその対

処策、ＯＤＡ予算の適切な執行に向けた

事業の在り方についての外務大臣の認識、

ＯＤＡによる石炭火力発電輸出支援政策

を見直す必要性、ＳＤＧｓの目標のうち

我が国の取組が遅れている分野について

の外務大臣の認識等について質疑を行っ

た。また、前記委員派遣について、派遣

委員から報告を聴いた。

５月29日、政府開発援助等開発協力の

基本方針に関する件を議題とし、日本が

増資を行うＧａｖｉワクチンアライアン

スにおける日本の発言力を高める必要性、

新型コロナウイルス感染症と共存する新

しい時代の開発協力大綱の在り方、自由

で開かれた海洋秩序の基礎となる「法の

支配」の意味と国際社会における現状に

対する外務大臣の認識、ＯＤＡの今日的

な役割及び必要なＯＤＡ予算の確保につ

いての外務大臣の所見、ＳＤＧｓの達成

のための新たな資金を考える有識者懇談

会の活動状況及び今後の方向性、アフリ

カでの新型コロナ感染症の急拡大を抑え

込むことの重要性、新型コロナ感染症拡

大による相手国の状況変化等を踏まえた

ＪＩＣＡボランティアとのミスマッチ防

止策等について質疑を行った。



６月１日、参議院政府開発援助調査に

関する件について、令和元年度政府開発

援助調査派遣団の参加議員からの意見表

明を踏まえ、ＯＤＡによる支援の国際的

ルールを早急に整備していく必要性、途

上国における女性の通学の問題に対する

ＯＤＡによる解決策、新型コロナウイル

ス感染症の拡大のため一時帰国中のＪＩ

ＣＡ海外協力隊員への支援策、限られた

予算を効果的に使うためのＯＤＡの世界

的な戦略、石炭火力発電の建設よりも再

生可能エネルギーを支援していくことの

重要性、部品の供給や修理の技術等を含

めた現地完結型の援助を推進する重要性

等について意見交換を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月20日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○令和２年１月30日(木)（第２回）

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月11日(水)（第３回）

政府開発援助等開発協力の基本方針に関する

件について茂木外務大臣から所信を聴いた。

○令和２年３月19日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（政府開発援助関係経費）について茂木外務

大臣から説明を聴いた後、同大臣、藤川財務

副大臣、政府参考人、参考人独立行政法人国

際協力機構理事本清耕造君、同機構理事鈴木

規子君及び同機構理事長北岡伸一君に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

朝日健太郎君（自民）、古賀之士君（※）、

高瀬弘美君（公明）、清水貴之君（維新）、

井上哲士君（共産）、ながえ孝子君（碧水）

本委員会における委嘱審査は終了した。

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年５月29日(金)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

政府開発援助等開発協力の基本方針に関する

件について茂木外務大臣、鈴木外務副大臣、

中谷外務大臣政務官、政府参考人、参考人独

立行政法人国際協力機構理事本清耕造君及び

同機構理事鈴木規子君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

松川るい君（自民）、熊谷裕人君（※）、古

賀之士君（※）、新妻秀規君（公明）、梅村

聡君（維新）、伊藤岳君（共産）、ながえ孝

子君（碧水）

○令和２年６月１日(月)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

参議院政府開発援助調査に関する件について

意見の交換を行った。

○令和２年６月17日(水)（第７回）

政府開発援助等に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月17日(月)、18日(火)

多様な主体による連携を含む我が国国際協力

に係る取組等に関する実情調査

〔派遣地〕

大阪府、兵庫県

〔派遣委員〕

山本順三君（自民）、こやり隆史君（自民）、

佐藤正久君（自民）、松川るい君（自民）、

古賀之士君（※）、難波奨二君（※）、岩井

茂樹君（自民）、高橋克法君（自民）、藤井



基之君（自民）、本田顕子君（自民）、礒

哲史君（※）、岸真紀子君（※）、熊谷裕人

君（※）、高橋光男君（公明）、新妻秀規君

（公明）、清水貴之君（維新）、伊藤岳君（共

産）、ながえ孝子君（碧水）



委員一覧（25名）

委員長 佐藤 信秋（自民） 堀井 巌（自民） 森本 真治（ ※ ）
理 事 徳茂 雅之（自民） 三原じゅん子（自民） 熊野 正士（公明）
理 事 三木 亨（自民） 宮崎 雅夫（自民） 安江 伸夫（公明）
理 事 山田 俊男（自民） 山田 修路（自民） 松沢 成文（維新）
理 事 伊藤 孝恵（ ※ ） 田村 まみ（ ※ ） 柳ヶ瀬 裕文（維新）
理 事 山本 香苗（公明） 野田 国義（ ※ ） 大門 実紀史（共産）

尾 秀久（自民） 羽田 雄一郎（ ※ ） 浜田 聡（みん）
太田 房江（自民） 福島 みずほ（ ※ ）
藤末 健三（自民） 宮沢 由佳（ ※ ） （2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において、本特別委員会に

付託された法律案は、内閣提出３件であ

り、いずれも可決した。

また、本特別委員会付託の請願１種類

13件は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

国家戦略特別区域法の一部を改正する

法律案は、最先端技術の活用と規制緩和

により、未来社会の先行実現を目指す

「スーパーシティ」構想の実現に向けた

制度を整備するとともに、自動車の自動

運転等の高度で革新的な実証実験のため

の道路運送車両法等の特例措置の追加等

を講じようとするものである。

委員会においては、「スーパーシティ」

構想を推進する意義、データ連携と個人

情報保護に関する懸念、計画への住民関

与の在り方及び住民合意の方法、国家戦

略特区の成果の全国展開や決定過程の透

明性に係る課題等について質疑が行われ、

討論の後、採決の結果、多数をもって原

案どおり可決された。なお、附帯決議が

付された。

地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律案は、地域の自主性及び

自立性を高めるための改革を総合的に推

進するため、地方公共団体等の提案等を

踏まえ、都道府県から指定都市への事務・

権限の移譲を行うとともに、地方公共団

体に対する義務付けを緩和する等の措置

を講じようとするものである。

委員会においては、新型コロナウイル

ス感染症の影響を踏まえた地方創生の進

め方、地方分権改革の成果と今後の提案

募集方式の在り方、地方への税源移譲を

進める必要性等について質疑が行われた

後、採決の結果、全会一致をもって原案

どおり可決された。

公益通報者保護法の一部を改正する法

律案は、公益通報者及び通報対象事実の

範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強

化を行うとともに、事業者に対して必要

な体制の整備等を義務付ける等の措置を

講じようとするものである。なお、衆議

院において、附則の検討規定に、検討対

象として、「裁判手続における請求の取扱



い」を明記する修正が行われた。

委員会においては、参考人から意見を

聴取するとともに、公益通報者及び通報

対象事実の範囲を更に拡大する必要性、

公益通報者への不利益取扱いに対する行

政措置や刑事罰を導入する必要性、内部

通報体制整備義務の実効性を確保する方

策等について質疑が行われた後、採決の

結果、全会一致をもって原案どおり可決

された。なお、附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

３月19日、地方創生の基本施策につい

て北村国務大臣から、消費者行政の基本

施策について衛藤内閣府特命担当大臣か

らそれぞれ所信を聴取した。また、予算

委員会から委嘱された令和２年度内閣（ま

ち・ひと・しごと創生関係経費）及び内

閣府（内閣本府（地方創生関係経費、消

費者委員会関係経費）、地方創生推進事務

局、消費者庁）予算の審査を行い、犬猫

肉の食用禁止に向けた対応の必要性、消

費者保護目的の政策であっても商業活動

への制限が及ぶ場合における、適切な科

学的根拠の必要性に係る衛藤内閣府特命

担当大臣の所見、科学的根拠に基づくネッ

ト・ゲーム依存症対策の必要性、新型コ

ロナウイルス感染症に対する消費者庁の

取組及び衛藤内閣府特命担当大臣の決意、

新型コロナウイルス感染症対策に伴う学

校給食関連事業者への影響に関する消費

者庁の取組、学校給食の有機化推進に向

けた取組、マスク不足に憤る消費者への

対応等、日々職場でカスタマーハラスメ

ントに耐え、消費者のために役割を果た

そうとする労働者に対する衛藤内閣府特

命担当大臣の所見、消費者市民社会の実

現を目指し、消費者教育にカスタマーハ

ラスメントの防止に向けた取組を具体的

に盛り込む必要性、令和２年度に予定す

るマイナンバーカードを活用したポイン

ト付与事業について、不当景品類及び不

当表示防止法（景品表示法）に照らし合

わせた場合の消費者庁の判断、新型コロ

ナウイルス感染症に関連した消費者相談、

被害の状況と政府の対応、消費者安全確

保地域協議会による見守りの質を向上さ

せるための地方公共団体の福祉部局等と

の連携強化、地方大学の活性化のための

運営費交付金の充実、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大が地方経済に与える

影響及び経済対策の必要性、平成５年の

衆参両院における「地方分権の推進に関

する決議」以降の地方分権改革の進捗に

対する認識、国家戦略特別区域制度の活

用が進んでいないことに対する認識、転

売規制の導入に伴う商品を偽っての出品、

製造事業者等からの横流し等によるマス

クの不正転売を取締りの対象とする必要

性、マスクの転売に対する消費者庁によ

る監視の強化の必要性、ＮＨＫ受信料の

委託会社社員による徴収の是非、地方議

会議員選挙に立候補する際の居住実態の

確認強化等に関する法改正を進めること

に対する見解等の諸問題について質疑を

行った。

５月８日、大臣の所信に対し、公益通

報者保護法改正案提出の意義、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金に関する地方の自由度の一層の向上及

び事業規模拡大を視野に入れる必要性、

東京一極集中是正に向けた活力ある地域

社会づくりについての北村大臣の所見、

食料品・日用品の買い占めや転売への対

策の必要性とＳＮＳにおける間違った情

報等の拡散防止に資する消費者庁の対応、

寡占化が進むデジタル分野の諸課題に対

するポストコロナにおける社会の変化も



見据えた公正取引委員会の対応、金融機

関におけるオープンＡＰＩ整備に関する

課題と改善策についての金融庁の所見、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の交付の時期と増額の必要性、

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

における目標指標の妥当性、都市部から

地方への移住を進めるための方策、地方

議会議員選挙の在り方に対する北村大臣

の所見、新型コロナウイルスの消毒をう

たった詐欺に係る消費者相談の状況と政

府の取組、新型コロナウイルス感染症に

便乗したマスクの送り付けや特別定額給

付金支給を装った詐欺に対する取組の必

要性、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う不確かな情報の拡散から消費者を守

る方策、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響を受けた地域経済に対し地方創生

の観点から総合的な支援を行う必要性、

食品ロスの削減等につながるエシカル消

費の普及に向けた取組方針、喫煙による

新型コロナウイルス感染症重症化の危険

性について政府が消費者である喫煙者に

周知する必要性、加熱式たばこに含まれ

る有害物質の成分表示及び広告の問題点、

新型コロナウイルス感染症が地方創生の

取組に及ぼす影響、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のための休業要請に係

る協力金の額に地域格差が生じている状

況に対する北村大臣の見解、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の交付申請手続の在り方、売掛債権等に

関する偽装ファクタリングに対する注意

喚起等を強化する必要性、新型コロナウ

イルス感染症の感染を防止する観点から

のＮＨＫ訪問員の戸別訪問等の在り方、

政府が配布を進める布製マスクに不良品

が含まれるとの報道の真偽、ＮＨＫ委託

業者と日本年金機構が委託する年金回収

業者に関する消費生活センターへの相談

の状況等の諸問題について質疑を行った。

（２）委員会経過

○令和２年１月20日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○令和２年３月19日(木)（第２回）

理事の補欠選任を行った。

地方創生の基本施策に関する件について北村

国務大臣から所信を聴いた。

消費者行政の基本施策に関する件について衛

藤内閣府特命担当大臣から所信を聴いた。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（内閣所管（まち・ひと・しごと創生関係経

費）及び内閣府所管（内閣本府（地方創生関

係経費、消費者委員会関係経費）、地方創生

推進事務局、消費者庁））について北村国務

大臣及び衛藤内閣府特命担当大臣から説明を

聴いた後、衛藤内閣府特命担当大臣、北村国

務大臣、亀岡内閣府副大臣、大 内閣府副大

臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

藤末健三君（自民）、福島みずほ君（※）、

田村まみ君（※）、熊野正士君（公明）、柳

ヶ瀬裕文君（維新）、大門実紀史君（共産）、

浜田聡君（みん）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年５月８日(金)（第３回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

地方創生の基本施策に関する件及び消費者行

政の基本施策に関する件について衛藤内閣府

特命担当大臣、北村国務大臣及び政府参考人



に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、藤末健三君（自民）、

宮沢由佳君（※）、伊藤孝恵君（※）、安江

伸夫君（公明）、松沢成文君（維新）、大門

実紀史君（共産）、浜田聡君（みん）

○令和２年５月13日(水)（第４回）

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

（閣法第５号）（衆議院送付）について北村

内閣府特命担当大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月15日(金)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

（閣法第５号）（衆議院送付）について北村

内閣府特命担当大臣及び政府参考人に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

藤末健三君（自民）、福島みずほ君（※）、

熊野正士君（公明）、松沢成文君（維新）、

大門実紀史君（共産）、浜田聡君（みん）

○令和２年５月22日(金)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

（閣法第５号）（衆議院送付）について北村

内閣府特命担当大臣、義家法務副大臣及び政

府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決

した。

〔質疑者〕

片山さつき君（自民）、柳ヶ瀬裕文君（維

新）、福島みずほ君（※）、森ゆうこ君（※）、

大門実紀史君（共産）、浜田聡君（みん）

（閣法第５号）

賛成会派 自民、公明、維新、みん

反対会派 ※、共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月27日(水)（第７回）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律案（閣法第32号）（衆議院送付）につい

て北村内閣府特命担当大臣から趣旨説明を聴

いた。

○令和２年５月29日(金)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律案（閣法第32号）（衆議院送付）につい

て北村内閣府特命担当大臣、青木国土交通副

大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、

可決した。

〔質疑者〕

宮崎雅夫君（自民）、野田国義君（※）、森

本真治君（※）、山本香苗君（公明）、柳ヶ

瀬裕文君（維新）、大門実紀史君（共産）、

浜田聡君（みん）

（閣法第32号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

みん

反対会派 なし

○令和２年６月３日(水)（第９回）

公益通報者保護法の一部を改正する法律案

（閣法第41号）（衆議院送付）について衛藤

内閣府特命担当大臣から趣旨説明を、衆議院

における修正部分について修正案提出者衆議

院議員穴見陽一君から説明を聴いた。

参考人の出席を求めることを決定した。

公益通報者保護法の一部を改正する法律案

（閣法第41号）（衆議院送付）について次の

参考人から意見を聴いた後、各参考人に対し

質疑を行った。

〔参考人〕

東京大学社会科学研究所教授 田中亘君

全国消費者行政ウォッチねっと事務局長

弁護士 拝師徳彦君

オリンパス株式会社人事部門スーパーバイ

ザー

最高裁勝訴内部通報訴訟経験者 濱田正晴

君

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、伊藤孝恵君（※）、熊

野正士君（公明）、松沢成文君（維新）、大

門実紀史君（共産）、浜田聡君（みん）

○令和２年６月５日(金)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

公益通報者保護法の一部を改正する法律案



（閣法第41号）（衆議院送付）について修正

案提出者衆議院議員穴見陽一君、同青山大人

君、同畑野君枝君、衛藤内閣府特命担当大臣

及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決

した。

〔質疑者〕

徳茂雅之君（自民）、福島みずほ君（※）、

田村まみ君（※）、伊藤孝恵君（※）、安江

伸夫君（公明）、松沢成文君（維新）、大門

実紀史君（共産）、浜田聡君（みん）

（閣法第41号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

みん

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第11回）

請願第1465号外12件を審査した。

地方創生及び消費者問題に関しての総合的な

対策樹立に関する調査の継続調査要求書を提

出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。



委員一覧（40名）

委員長 青木 愛（ ※ ） 清水 真人（自民） 増子 輝彦（ ※ ）
理 事 石井 浩郎（自民） 進藤 金日子（自民） 横沢 高徳（ ※ ）
理 事 階 恵美子（自民） 堂故 茂（自民） 塩田 博昭（公明）
理 事 滝沢 求（自民） 豊田 俊郎（自民） 横山 信一（公明）
理 事 滝波 宏文（自民） 羽生田 俊（自民） 若松 謙維（公明）
理 事 木戸口 英司（ ※ ） 福岡 資麿（自民） 梅村 みずほ（維新）
理 事 杉尾 秀哉（ ※ ） 古川 俊治（自民） 音喜多 駿（維新）
理 事 浜田 昌良（公明） 宮本 周司（自民） 岩渕 友（共産）
理 事 石井 苗子（維新） 和田 政宗（自民） 紙 智子（共産）

石田 昌宏（自民） 石垣 のりこ（ ※ ） 良 鉄美（沖縄）
宇都 隆史（自民） 小沢 雅仁（ ※ ） 嘉田 由紀子（碧水）
片山 さつき（自民） 川田 龍平（ ※ ） 渡辺 喜美（みん）
上月 良祐（自民） 須藤 元気（ ※ ）
酒井 庸行（自民） 山 勇一（ ※ ） （2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）審議概観

第201回国会において本特別委員会に付

託された法律案は、内閣提出１件であり、

これを可決した。

また、本特別委員会付託の請願１種類

３件は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

復興庁設置法等の一部を改正する法律

案は、東日本大震災からの復興の状況を

踏まえ、東日本大震災からの復興を重点

的かつ効果的に推進するため、復興庁の

廃止期限の延長、復興推進計画等に基づ

く特例措置の対象となる地域の重点化、

福島県による福島復興再生計画の作成及

び国の認定、復興に係る必要な財源に関

する所要の措置等を講じようとするもの

である。

委員会においては、復興・創生期間後

の復興庁の体制、復興事業及び財源確保

の在り方、水産業・農業・観光等の事業

復興支援、災害公営住宅家賃低廉化の継

続、心のケアと健康調査、東京電力福島

第一原子力発電所に係る廃炉及び処理

水・汚染土壌の処理、帰還困難区域の避

難指示解除の方針、東北の科学イノベー

ション創出等について質疑が行われ、討

論の後、多数をもって可決された。なお、

附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

２月20日～21日、東日本大震災の被災

地における復旧・復興状況等の実情調査

のため、岩手県、宮城県及び福島県に委

員派遣を行った。

３月11日、東日本大震災復興の基本施

策について田中復興大臣から所信を、ま

た、令和２年度復興庁関係予算について

復興副大臣から説明を聴取した。

同日、前記委員派遣について、派遣委

員から報告を聴取した。

３月19日、予算委員会から委嘱された

令和２年度予算中、東日本大震災復興に



ついての審査・質疑を行い、被災地にお

ける医療従事者の確保に向けた取組方針、

これまでの東日本大震災の復旧・復興予

算の使途に関する復興大臣の総括、「復興

五輪」が被災地の復興に役立たないとす

る意見に対する見解、地域公共交通確保

維持改善事業に係る被災地特例の継続の

必要性、見守り活動のための地方公共団

体による自治会への住民情報の円滑な提

供に向けた取組、復興道路及び復興支援

道路並びに国営追悼・祈念施設の整備見

通し、東京電力福島第一原子力発電所事

故に係るリスクコミュニケーションの取

組に対する評価、災害公営住宅における

コミュニティの確立の重要性及び家賃に

対する支援継続の必要性、被災者生活再

建支援制度の拡充の必要性、令和元年台

風第19号被災時の大型土のう袋の流出に

よる放射性物質汚染の状況及び再発防止

策、高校等の入試問題における放射線の

知識に関する出題の実現に向けた手順及

び課題などの諸問題が取り上げられた。

４月15日、東日本大震災復興の基本施

策について質疑を行い、地方創生の取組

と連携した復興施策の推進に対する復興

大臣の見解、福島県産農作物の販売促進

に向けた広報活動の推進、福島県への帰

還・移住等の促進に向けた取組、福島第

一原発事故に係る処理水の処分に対する

政府の考え方、処理水の処分における安

全性の確保及び風評被害対策、汚染土壌

の福島県外における最終処分場の選定の

方向性、少子高齢化・人口減少が進む被

災地の復興施策の在り方、東日本大震災

に係る災害援護資金の償還に対する復興

大臣の見解、借受人が死亡した場合にお

ける災害援護資金の償還免除の弾力化の

必要性、被災者生活再建支援金の支給基

準の拡充の必要性、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大を踏まえた災害時の避

難所における感染症対策、特定復興再生

拠点区域外の帰還困難区域における対応

方針を早期に示す必要性、福島第一原発

の処理水の処分による風評被害対策の具

体化、漁業者に寄り添ったリスクコミュ

ニケーションの取組の必要性、被災地を

訪れる支援関係者に係る新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大による影響、被災

地におけるＩＣＴ教育の環境整備状況及

び子育て世帯の定住促進方策、在宅被災

者に係る実態調査結果を踏まえた災害救

助制度の見直しの必要性、海洋放出によ

る処理水の処分への反対意見に対する復

興大臣の所見、災害時における福祉支援

体制の構築、国民の信頼醸成につながる

リスクコミュニケーションの取組の重要

性、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大が復興・創生期間後の復興の基本方針

に与える影響などの諸問題が取り上げら

れた。

（２）委員会経過

○令和２年１月20日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月11日(水)（第２回）

東日本大震災復興の基本施策に関する件につ

いて田中復興大臣から所信を聴いた。

令和２年度復興庁関係予算に関する件につい

て横山復興副大臣から説明を聴いた。

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月19日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）



（東日本大震災復興）について田中復興大臣、

石原環境副大臣、横山復興副大臣及び政府参

考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

羽生田俊君（自民）、杉尾秀哉君（※）、横

沢高徳君（※）、塩田博昭君（公明）、石井

苗子君（維新）、岩渕友君（共産）、 良鉄

美君（沖縄）、嘉田由紀子君（碧水）、浜田

聡君（みん）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年４月15日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

東日本大震災復興の基本施策に関する件につ

いて田中復興大臣、小泉環境大臣、亀岡副大

臣、松本経済産業副大臣、横山復興副大臣、

平内閣府副大臣、小島厚生労働大臣政務官、

中野経済産業大臣政務官及び政府参考人に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

階恵美子君（自民）、石井浩郎君（自民）、

増子輝彦君（※）、石垣のりこ君（※）、若

松謙維君（公明）、梅村みずほ君（維新）、

紙智子君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、嘉

田由紀子君（碧水）、浜田聡君（みん）

○令和２年５月27日(水)（第５回）

復興庁設置法等の一部を改正する法律案（閣

法第33号）（衆議院送付）について田中復興

大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月29日(金)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

復興庁設置法等の一部を改正する法律案（閣

法第33号）（衆議院送付）について田中復興

大臣、菅家復興副大臣、松本経済産業副大臣、

藤川財務副大臣、政府参考人及び参考人東京

電力ホールディングス株式会社代表執行役社

長小早川智明君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

片山さつき君（自民）、増子輝彦君（※）、

杉尾秀哉君（※）

○令和２年６月３日(水)（第７回）

参考人の出席を求めることを決定した。

復興庁設置法等の一部を改正する法律案（閣

法第33号）（衆議院送付）について田中復興

大臣、小泉環境大臣、江藤農林水産大臣、横

山復興副大臣、石原環境副大臣、松本経済産

業副大臣、青山内閣府大臣政務官、今井内閣

府大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行

い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

若松謙維君（公明）、音喜多駿君（維新）、

梅村みずほ君（維新）、岩渕友君（共産）、

紙智子君（共産）、 良鉄美君（沖縄）、嘉

田由紀子君（碧水）、渡辺喜美君（みん）

（閣法第33号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、沖縄、

碧水、みん

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第８回）

請願第402号外２件を審査した。

東日本大震災復興の総合的対策に関する調査

の継続調査要求書を提出することを決定し

た。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○令和２年２月20日(木)、21日(金)

東日本大震災の被災地における復旧・復興状

況等の実情調査

〔派遣地〕

岩手県、宮城県、福島県

〔派遣委員〕

青木愛君（※）、石井浩郎君（自民）、 階

恵美子君（自民）、滝波宏文君（自民）、木

戸口英司君（※）、浜田昌良君（公明）、羽

生田俊君（自民）、石垣のりこ君（※）、梅

村みずほ君（維新）、紙智子君（共産）、

良鉄美君（沖縄）、嘉田由紀子君（碧水）、

浜田聡君（みん）



２ 調査会審議経過

委員一覧（25名）

会 長 鶴保 庸介（自民） 猪口 邦子（自民） 木戸口 英司（ ※ ）
理 事 小野田 紀美（自民） 河井 あんり（自民） 田島 麻衣子（ ※ ）
理 事 柘植 芳文（自民） 中西 健治（自民） 浜口 誠（ ※ ）
理 事 二之湯 智（自民） 中西 哲（自民） 牧山 ひろえ（ ※ ）
理 事 小林 正夫（ ※ ） 中西 祐介（自民） 秋野 公造（公明）
理 事 新妻 秀規（公明） 松川 るい（自民） 塩田 博昭（公明）
理 事 柳ヶ瀬 裕文（維新） 吉川 ゆうみ（自民） 伊波 洋一（沖縄）
理 事 伊藤 岳（共産） 石川 大我（ ※ ）

朝日 健太郎（自民） 小沼 巧（ ※ ） （2.2.5 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）活動概観

〔調査の経過〕

本調査会は、国際経済・外交に関し、

長期的かつ総合的な調査を行うため、第

200回国会の令和元年10月４日に設置され

た。その後、３年間の調査テーマを「海

を通じて世界とともに生きる日本」と決

定し、具体的調査項目として、「海洋資源・

エネルギーの確保など海洋の利活用及び

開発の在り方」、「海洋環境をめぐる諸課

題及び取組の在り方」及び「我が国が海

洋立国として国際社会を牽引するための

取組と役割」について、調査を行うこと

とした。

今国会においては、我が国の取組や国

際海洋法の基本枠組みを俯瞰的かつ概括

的に把握するための調査として、「我が国

の海洋政策」について調査を行い、続い

て、３つの調査項目のうち、「海洋資源・

エネルギーの確保など海洋の利活用及び

開発の在り方」及び「我が国が海洋立国

として国際社会を牽引するための取組と

役割」について調査を行った。

２月５日には、「我が国の海洋政策」に

ついて、内閣府から説明を聴取した後、

質疑を行った。また同日、参考人東海大

学静岡キャンパス長（学長補佐）・海洋学

部教授山田吉彦君及び東京大学名誉教授

奥脇直也君から意見を聴取した後、質疑

を行った。

２月12日には、「海洋資源・エネルギー

の確保など海洋の利活用及び開発の在り

方（水産資源の管理と保護）」について、

参考人東京海洋大学名誉博士・客員准教

授さかなクン君、漁業ジャーナリスト片

野歩君及び東京財団政策研究所上席研究

員小松正之君から意見を聴取した後、質

疑を行った。

２月26日には、「海洋資源・エネルギー

の確保など海洋の利活用及び開発の在り

方（海底資源・海洋再生可能エネルギー

の管理・利活用と今後の展開）」について、

参考人東京大学名誉教授・国際資源開発

研修センター顧問浦辺徹郎君、熊本県立

大学理事長白石隆君及び佐賀大学海洋エ



ネルギー研究センター教授石田 資君か

ら意見を聴取した後、質疑を行った。

６月３日には、「我が国が海洋立国とし

て国際社会を牽引するための取組と役割

（海事産業の基盤強化）」について、参考

人東京大学大学院経済学研究科教授・同

大学ものづくり経営研究センター長藤本

隆宏君、一般社団法人日本造船工業会副

会長上田孝君及び舞鶴市長多々見良三君

から意見を聴取した後、質疑を行った。

また同日、「海を通じて世界とともに生き

る日本」について、委員間の意見交換を

行った。

６月10日には、１年目の調査を取りま

とめた調査報告書（中間報告）を議長に

提出した。

〔調査の概要〕

２月５日の調査会では、内閣府から我

が国の海洋政策について説明を聴取した。

続いて政府に対し、大和堆周辺海域等に

おける安全な操業確保のための違法操業

船の取締り体制強化の必要性、第１期及

び第２期海洋基本計画の成果及び残され

た課題、海洋研究開発における関係機関

間の連携推進の必要性、我が国の排他的

経済水域（ＥＥＺ）内での他国の探査活

動の現状及び対応策、マイクロプラスチッ

クを含めた海洋ごみの削減に向けた具体

的な回収処理及び発生抑制対策、我が国

における洋上風力発電の普及に向けた取

組と課題等について、質疑を行った。

また、２名の参考人から、我が国の海

洋政策に関する諸問題の概要、国際法か

ら見た海洋政策を通した我が国の先駆的

な国際貢献の在り方等についてそれぞれ

意見を聴取した。続いて参考人に対し、

自由で開かれたインド太平洋戦略に対す

る評価、我が国における総合的な海洋の

安全保障の在り方、求められる海洋人材

の具体像、尖閣諸島周辺海域の現状と課

題及び必要な対応策、我が国の港湾での

検疫体制の課題、海底資源の日中共同開

発についての可能性、国際法及びルール

メイキング並びに地政学上のパワーの定

義、我が国がエネルギー開発において重

点的に取り組むべき分野等について質疑

を行った。

２月12日の調査会では、３名の参考人

から、魚をめぐる諸問題、国際的な視点

による日本の水産資源管理、捕鯨の過去

と将来等についてそれぞれ意見を聴取し

た。続いて参考人に対し、我が国におい

て科学に基づく厳格なＴＡＣ設定ができ

ない要因、海洋及び海洋生物に対する国

民の理解促進のために政府として必要な

方策、地産地消及び旬産旬消の周知に向

けて政府として必要な取組、我が国にお

いて水産物の消費が減少している原因、

小規模漁業重視の国際的な潮流を踏まえ

た大規模漁業から沿岸漁業を守る重要性、

我が国のＩＣＲＷへの復帰の是非と今後

の商業捕鯨の実現可能性、我が国の水産

予算の中で科学的根拠に基づく水産資源

管理を行う資金が不足する理由、ＩＣＲ

Ｗ脱退にもかかわらず我が国の捕鯨が200

海里内のみの実施にとどまっている理由、

我が国が推進すべき商業捕鯨の在り方等

について質疑を行った。

２月26日の調査会では、３名の参考人

から、海洋鉱物資源の開発及び利用への

展望、世界の動向と日本の安全保障及び

新しい国際資源戦略、洋上風力発電を中

心とした海洋再生可能エネルギー等につ

いてそれぞれ意見を聴取した。続いて参

考人に対し、我が国の海洋資源調査技術

の優位性を継続する上で必要となる政策

的な後押しの内容、新たな国際資源戦略



のポイント及びカーボンリサイクルによ

る石炭火力発電利用の可能性、我が国の

風力発電産業が巻き返す可能性及び必要

性、海底資源開発に係る今後の目標スケ

ジュール及び我が国と中国のスピード感

の比較、海洋基本法が定める海洋環境保

全に配慮した開発の在り方、コスト面か

ら見た浮体式洋上風力発電の可能性、エ

ネルギー利用における先進国と新興国の

協力の在り方、アジア諸国でのエネルギー

基本計画策定を我が国が主導していくた

めの方策等について質疑を行った。

６月３日の調査会では、３名の参考人

から、海事・造船業の過去、現在、未来、

造船業の現状と課題、海洋国家「日本」

における造船業の在り方等についてそれ

ぞれ意見を聴取した。続いて参考人に対

し、日本の海運企業が国内造船企業に発

注する割合が減少していることに対する

見解、新型コロナ感染症拡大後の海運市

況と造船市況の分析及び造船分野におけ

る外国人材不足の懸念、省エネ船及び自

動運航船のアーキテクチャの位置付け、

町工場が失われていく現状を踏まえたも

のづくりの現場の評価、課題及びこれに

対する対策、舞鶴市の例を踏まえた地域

と共存してきた造船業が撤退することに

対する問題意識及び教訓、安全保障の観

点から造船を国内で行うことの重要性、

舞鶴市における地元の産業と雇用を守る

ための取組、海事産業の生産性革命にお

いて目指すべき変化、造船業における中

手企業と総合重工業の企業の連携体制に

ついての認識及び改善策等について質疑

を行った。

また、「海を通じて世界とともに生きる

日本」について委員間の意見交換を行い、

委員から、国内生産の重要性を踏まえた

経済政策及び海洋に関するルールづくり

に関する調査の必要性、海底資源の発掘、

海産物の人口養殖など海をいかした事業

拡大及び国内における造船産業や船員確

保の課題等の調査の必要性、日本の強み

であるソフトパワーを活用し、海洋管理

と国際協力における普遍的な基準を国際

社会に浸透させる活動に継続的に取り組

む重要性、中国の海洋進出への対応及び

尖閣諸島や北方領土などの国境離島の在

り方について議論する必要性、国際コン

テナ・バルク戦略港湾政策により貨物船

往来の増加の中での港湾ＢＣＰ及び検疫

体制を強化する重要性、海洋プラスチッ

クごみ削減や海洋希少種の保護などを含

めた海の環境保護の問題に率先して取り

組む必要性、東シナ海と日本海に面する

国々が協力して資源を守り育てる漁業の

推進や気候変動に取り組むことの重要性

等について意見が述べられた。

（２）調査会経過

○令和２年２月５日(水)（第１回）

国際経済・外交に関する調査のため必要に応

じ参考人の出席を求めることを決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

「海を通じて世界とともに生きる日本」のう

ち、我が国の海洋政策について政府参考人か

ら説明を聴き、政府参考人に対し質疑を行っ

た後、次の参考人から意見を聴き、両参考人

に対し質疑を行った。

・質疑

〔質疑者〕

小野田紀美君（自民）、牧山ひろえ君（※）、

新妻秀規君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、

伊藤岳君（共産）、伊波洋一君（沖縄）

・参考人に対する質疑

〔参考人〕



東海大学静岡キャンパス長（学長補佐）・

海洋学部教授 山田吉彦君

東京大学名誉教授 奥脇直也君

〔質疑者〕

朝日健太郎君（自民）、木戸口英司君（※）、

新妻秀規君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、

伊藤岳君（共産）、伊波洋一君（沖縄）、小

沼巧君（※）、塩田博昭君（公明）

○令和２年２月12日(水)（第２回）

「海を通じて世界とともに生きる日本」のう

ち、海洋資源・エネルギーの確保など海洋の

利活用及び開発の在り方（水産資源の管理と

保護）について次の参考人から意見を聴いた

後、各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

東京海洋大学名誉博士・客員准教授 さか

なクン君

漁業ジャーナリスト 片野歩君

東京財団政策研究所上席研究員 小松正之

君

〔質疑者〕

松川るい君（自民）、牧山ひろえ君（※）、

塩田博昭君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、

伊藤岳君（共産）、伊波洋一君（沖縄）、田

島麻衣子君（※）、浜口誠君（※）、秋野公

造君（公明）

○令和２年２月26日(水)（第３回）

「海を通じて世界とともに生きる日本」のう

ち、海洋資源・エネルギーの確保など海洋の

利活用及び開発の在り方（海底資源・海洋再

生可能エネルギーの管理・利活用と今後の展

開）について次の参考人から意見を聴いた後、

各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

東京大学名誉教授

国際資源開発研修センター顧問 浦辺徹郎

君

熊本県立大学理事長 白石隆君

佐賀大学海洋エネルギー研究センター教授

石田 資君

〔質疑者〕

吉川ゆうみ君（自民）、小林正夫君（※）、

秋野公造君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、

伊藤岳君（共産）、伊波洋一君（沖縄）、石

川大我君（※）、高橋光男君（公明）

○令和２年６月３日(水)（第４回）

「海を通じて世界とともに生きる日本」のう

ち、我が国が海洋立国として国際社会を牽引

するための取組と役割（海事産業の基盤強化）

について次の参考人から意見を聴いた後、各

参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

東京大学大学院経済学研究科教授

同大学ものづくり経営研究センター長 藤

本隆宏君

一般社団法人日本造船工業会副会長 上田

孝君

舞鶴市長 多々見良三君

〔質疑者〕

中西健治君（自民）、石川大我君（※）、秋

野公造君（公明）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、

伊藤岳君（共産）、伊波洋一君（沖縄）、浜

口誠君（※）、小林正夫君（※）、新妻秀規

君（公明）

海を通じて世界とともに生きる日本について

意見の交換を行った。

○令和２年６月10日(水)（第５回）

国際経済・外交に関する調査報告書（中間報

告）を提出することを決定した。

国際経済・外交に関する調査の中間報告を申

し出ることを決定した。

○令和２年６月17日(水)（第６回）

国際経済・外交に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については会長に一

任することに決定した。



（３）調査会報告要旨

国際経済・外交に関する調査報告書（中間報告）

【要 旨】

本調査会は、国際経済・外交に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、令和元年10月４日に

設置され、３年間の調査テーマを「海を通じて世界とともに生きる日本」と決定した。

１年目の調査では、まず、今後の調査を進めていくに当たり、我が国の取組や国際海洋法の基本

枠組みを俯瞰的かつ概括的に把握するための調査として、「我が国の海洋政策」について、政府参考

人から説明を聴取し、質疑を行ったほか、２名の参考人から意見を聴取し、質疑を行った。続いて、

「海洋資源・エネルギーの確保など海洋の利活用及び開発の在り方」及び「我が国が海洋立国とし

て国際社会を牽引するための取組と役割」について、計９名の参考人から意見を聴取し、質疑を行っ

たほか、「海を通じて世界とともに生きる日本」について、委員間の意見交換を行った後、これらを

調査報告（中間報告）として取りまとめ、令和２年６月10日、議長に提出した。

同報告書では、調査会における政府の説明、参考人の意見陳述、主要論議及び委員間の意見交換

について、それぞれの概要を整理し、取りまとめている。



委員一覧（25名）

会 長 白 眞勲（ ※ ） 小川 克巳（自民） 石垣 のりこ（ ※ ）
理 事 島村 大（自民） 加田 裕之（自民） 礒 哲史（ ※ ）
理 事 豊田 俊郎（自民） 清水 真人（自民） 須藤 元気（ ※ ）
理 事 羽生田 俊（自民） 自見 はなこ（自民） 下野 六太（公明）
理 事 水岡 俊一（ ※ ） 高橋 克法（自民） 竹内 真二（公明）
理 事 里見 隆治（公明） 堂故 茂（自民） 梅村 みずほ（維新）
理 事 高木 かおり（維新） 本田 顕子（自民） 浜田 聡（みん）
理 事 岩渕 友（共産） 山田 俊男（自民）

足立 敏之（自民） 伊藤 孝恵（ ※ ） （2.2.12 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）活動概観

〔調査の経過〕

本調査会は、国民生活・経済に関し、

長期的かつ総合的な調査を行うため、第

200回国会の令和元年10月４日に設置され

た。その後、３年間の調査テーマを「誰

もが安心できる社会の実現」と決定した。

今国会においては、「困難を抱える人々

の現状」について調査を行った。

令和２年２月12日、「子どもをめぐる諸

問題」について、参考人北海道大学大学

院教育学研究院教授・附属子ども発達臨

床研究センター長松本伊智朗君、独立行

政法人労働政策研究・研修機構主任研究

員周燕飛君及び特定非営利活動法人キッ

ズドア理事長渡辺由美子君から意見を聴

取し、質疑を行った。

２月19日、「外国人をめぐる諸問題」に

ついて、参考人明治大学国際日本学部教

授山脇啓造君、愛知淑徳大学交流文化学

部准教授小島祥美君及び東洋大学ライフ

デザイン学部教授南野奈津子君から意見

を聴取し、質疑を行った。

５月27日、１年目の中間報告を取りま

とめるに当たっての委員間の意見交換を

行った。

６月10日、１年目の調査を踏まえ、参

考人の意見を基にした主要論点の整理を

含む中間報告を取りまとめ、議長に提出

した。

〔調査の概要〕

２月12日の調査会では、参考人から、

実態調査から見た子ども・家族の貧困の

現状、シングルマザーへの就業支援制度

及び養育費確保をめぐる課題、貧困の連

鎖から脱出するための学習支援の現状と

課題等について意見が述べられた。その

後、子どもの貧困対策推進法改正の趣旨

を実現するために必要な施策、高等職業

訓練促進給付金制度の課題、学校教育に

おいて全ての子どもが達成感を味わい自

信を持つことの重要性、養育費確保の方

策、貧困の連鎖を断ち切るために国の経

済的支援や社会的支援を強化する必要性、

子どもの貧困率を低減させるための所得

再分配機能の強化等について質疑を行っ

た。

２月19日の調査会では、参考人から、



外国人住民に関する状況並びに多文化共

生に係る地方自治体及び国の取組、外国

人の子どもの就学義務化の必要性、外国

人に対する社会保障制度の現状と課題等

について意見が述べられた。その後、多

文化共生を進めるための体制整備、外国

をルーツとする子どもが健診を受けられ

ないことによる健康問題の実態、多言語

での情報発信に関する課題、外国人労働

者の失踪が多いことについての見解、外

国人女性の自立を阻む日本のジェンダー

格差解消の重要性、介護・看護分野への

外国人労働者受入れの現状に対する評価

と今後に向けた提言等について質疑を

行った。

５月27日の調査会では、委員間の意見

交換が行われ、官民連携して子どもが安

心できる居場所を確保することで心理的

貧困を解決する重要性、ひとり親世帯が

養育費を確保するための法整備の必要性、

高齢者の生活の安全確保の観点から認知

症対策を分野横断的に議論する必要性、

貧困の連鎖を打開するための女性のリカ

レント教育の推進、給食費の無償化や学

費の減免によって子どもへの経済的支援

を充実させる必要性、受信契約をめぐり

子どもや外国人が被害を受けている事例

等について意見が述べられた。

６月10日、１年目の調査を踏まえ、参

考人の意見を基にした主要論点の整理を

含む中間報告を取りまとめ、議長に提出

した。

（２）調査会経過

○令和２年２月12日(水)（第１回）

国民生活・経済に関する調査のため必要に応

じ参考人の出席を求めることを決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

「誰もが安心できる社会の実現」のうち、困

難を抱える人々の現状（子どもをめぐる諸問

題）について次の参考人から意見を聴いた後、

各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

北海道大学大学院教育学研究院教授・附属

子ども発達臨床研究センター長 松本伊智

朗君

独立行政法人労働政策研究・研修機構主任

研究員 周燕飛君

特定非営利活動法人キッズドア理事長 渡

辺由美子君

〔質疑者〕

本田顕子君（自民）、須藤元気君（※）、下

野六太君（公明）、梅村みずほ君（維新）、

岩渕友君（共産）、浜田聡君（みん）、小川

克巳君（自民）、伊藤孝恵君（※）、高木か

おり君（維新）

○令和２年２月19日(水)（第２回）

「誰もが安心できる社会の実現」のうち、困

難を抱える人々の現状（外国人をめぐる諸問

題）について次の参考人から意見を聴いた後、

各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

明治大学国際日本学部教授 山脇啓造君

愛知淑徳大学交流文化学部准教授 小島祥

美君

東洋大学ライフデザイン学部教授 南野奈

津子君

〔質疑者〕

清水真人君（自民）、伊藤孝恵君（※）、竹

内真二君（公明）、高木かおり君（維新）、

岩渕友君（共産）、浜田聡君（みん）、加田

裕之君（自民）、石垣のりこ君（※）、里見

隆治君（公明）、梅村みずほ君（維新）

○令和２年５月27日(水)（第３回）

「誰もが安心できる社会の実現」のうち、困

難を抱える人々の現状について意見の交換を

行った。

○令和２年６月10日(水)（第４回）



国民生活・経済に関する調査報告書（中間報

告）を提出することを決定した。

国民生活・経済に関する調査の中間報告を申

し出ることを決定した。

○令和２年６月17日(水)（第５回）

国民生活・経済に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については会長に一

任することに決定した。

（３）調査会報告要旨

国民生活・経済に関する調査報告書（中間報告）

【要 旨】

本調査会は、国民生活・経済に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、第200回国会の令和元

年10月４日に設置され、３年間の調査テーマを「誰もが安心できる社会の実現」と決定した。

１年目は、調査テーマのうち、「困難を抱える人々の現状」について調査を行うこととし、「子ど

もをめぐる諸問題」及び「外国人をめぐる諸問題」の各調査項目について参考人から意見を聴取し、

質疑を行った。続いて、委員間の意見交換を行った後、これまでの調査を調査報告書（中間報告）

として取りまとめ、６月10日、議長に提出した。

また、同報告書では、参考人の意見を基に主要論点の整理を行っている。



委員一覧（25名）

会 長 宮沢 洋一（自民） 階 恵美子（自民） 浜野 喜史（ ※ ）
理 事 阿達 雅志（自民） 高野 光二郎（自民） 矢田 わか子（ ※ ）
理 事 岩井 茂樹（自民） 高橋 はるみ（自民） 杉 久武（公明）
理 事 森屋 宏（自民） 長峯 誠（自民） 若松 謙維（公明）
理 事 藤 嘉隆（ ※ ） 三浦 靖（自民） 音喜多 駿（維新）
理 事 平木 大作（公明） 宮崎 雅夫（自民） 市田 忠義（共産）
理 事 梅村 聡（維新） 岸 真紀子（ ※ ） 嘉田 由紀子（碧水）
理 事 山添 拓（共産） 古賀 之士（ ※ ）

こやり 隆史（自民） 塩村 あやか（ ※ ） （2.2.12 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）活動概観

〔調査の経過〕

本調査会は、原子力等エネルギー・資

源に関し、長期的かつ総合的な調査を行

うため、第200回国会の令和元年10月４日

に設置された。３年間の調査テーマを「資

源エネルギーの安定供給」とし、１年目

は「エネルギーの安定供給」を調査項目

として取り上げて調査を行った。また、「原

子力問題に関する件」について調査を行っ

た。

今国会においては、令和２年２月12日、

「エネルギーの安定供給」のうち、中東

情勢など、エネルギーを巡る国際動向に

ついて、参考人一般財団法人国際開発セ

ンター研究顧問畑中美樹君、慶應義塾大

学大学院政策・メディア研究科教授・一

般財団法人日本エネルギー経済研究所理

事田中浩一郎君及び金曜懇話会代表世話

人岩瀬昇君から意見を聴取した後、質疑

を行った。

２月19日、「原子力問題に関する件」の

うち、原子力規制委員会の活動状況につ

いて更田原子力規制委員会委員長から説

明を聴取した。また、「原子力問題に関す

る件」について、牧原経済産業副大臣、

更田原子力規制委員会委員長及び政府参

考人に対し質疑を行った。

２月26日、「エネルギーの安定供給」の

うち、我が国のエネルギーの安定供給に

ついて、参考人秋田大学大学院国際資源

学研究科教授荒戸裕之君、関西大学社会

安全学部教授小澤守君及び認定ＮＰＯ法

人環境エネルギー政策研究所所長飯田哲

也君から意見を聴取した後、質疑を行っ

た。

５月20日、「エネルギーの安定供給」に

ついての参考人からの意見聴取等を踏ま

え、松本経済産業副大臣及び佐藤環境副

大臣から説明を聴取し、両副大臣及び政

府参考人に対し質疑を行った後、中間報

告の取りまとめに向けた委員間の意見交

換を行った。

５月27日、「原子力問題に関する件」に

ついて、宮本経済産業大臣政務官、加藤

内閣府大臣政務官、更田原子力規制委員

会委員長及び政府参考人に対し質疑を

行った。

６月10日、「エネルギーの安定供給」に



ついて、調査報告書（中間報告）を取り

まとめ、議長に提出した。

〔調査の概要〕

２月12日の調査会では、「エネルギーの

安定供給」のうち、中東情勢など、エネ

ルギーを巡る国際動向について、参考人

から①イランとの対立等、問題を抱える

湾岸地域のアラブ産油国における緊張緩

和に向けた動向、②米国のイラン核合意

離脱と制裁強化によるイラン核危機の再

燃の可能性、③原油価格の決定要因に係

る歴史的経緯及び市場参加者による需給

バランス予測の重要性等について意見を

聴取し、石油の調達先がサウジアラビア

とＵＡＥに集中する中、中東地域での調

達先多様化の余地、複雑かつ流動的な中

東情勢に鑑み、石油の備蓄政策等日本が

優先的に講ずべき防衛策、日本のエネル

ギーの安定供給において中東が重要性を

持つ中での現在の日本外交への評価、米

国における再生可能エネルギー（再エネ）

の現状と今後の見通し、環境重視はむし

ろ経済成長につながるという政策誘導に

おいて求められる政治的要素、サウジア

ラビアの皇太子が描く石油依存脱却等に

対して日本ができる貢献の内容、原油市

場がニューノーマル状態に至る要素と

なった代表的非ＯＰＥＣ産油国の戦略及

びその後の推移、イランの社会情勢の動

向が中東情勢に及ぼす影響、北方領土問

題を絡めた、ロシアに対するエネルギー

政策に関する所見、原油をガソリンや軽

油等に精製する比率を需要に応じて変更

することの可否等について質疑を行った。

２月19日の調査会では、「原子力問題に

関する件」のうち、原子力規制委員会の

活動状況について原子力規制委員会委員

長から説明を聴取し、「原子力問題に関す

る件」について、原子力規制委員会（規

制委）の判断の合理性や国が承認する避

難計画の実効性を規制委や政府は訴訟に

参加して主張する必要性、四国電力伊方

発電所三号機について規制委の新規制基

準適合性審査における活断層の有無及び

阿蘇山の噴火規模の確認方法、原発をめ

ぐり頻発する運転差止め訴訟及び事業者

による地質データ書換え、度重なるミス

等の内容及び対策、原発の再稼働審査に

係るデータ書換え等がなされた場合の検

査実施側の対応、不適切な公文書管理が

されてきた規制委における改善策及び公

文書の総電子化と永久保存の必要性、広

島高裁が四国電力伊方発電所三号機運転

差止め仮処分決定で指摘した原発の安全

性に対する認識、耐震性が脆弱との指摘

もある原発の再稼働の是非及び原発の耐

震基準強化に向けた取組等について質疑

を行った。

２月26日の調査会では、「エネルギーの

安定供給」のうち、我が国のエネルギー

の安定供給について、参考人から①将来

的に需要の割合は減るが量は増加すると

予測される石油・天然ガスの重要性、②

日本経済とエネルギー消費の密接な関係

を考慮した上で原子力規制や脱炭素化を

考える必要性、③石油から再エネの技術

と市場をめぐるものへと大転換しつつあ

るエネルギー地政学等について意見を聴

取し、農村振興の観点からも農村部の地

域資源を活用して進めるべき再エネの種

類、石油はいずれ枯渇するというピーク

オイル論に対する現状認識、将来にわた

り化石燃料が必要とする立場からのエネ

ルギーミックスに対する評価、既に開発

済みの従来型油田近辺にタイトプレイが

存在する可能性、気候変動が深刻化する

中、日本のエネルギー政策を国際的目標



に沿うよう見直す必要性、地方自治体に

おける再エネ供給体制と国の土地利用計

画制度との適合性の課題、メタンハイド

レートについて商業化の可能性に言及す

る第３期海洋基本計画に対する所感、日

本において再エネが将来的に主力電源と

なる可能性の有無、再エネを増やす上で

克服すべき電力需給バランスの調整にお

ける課題、将来のエネルギー供給におい

て再エネ割合を大幅に高めることの実現

可能性の有無等について質疑を行った。

５月20日の調査会では、「エネルギーの

安定供給」について、政府から、エネル

ギーをめぐる国際情勢、日本のエネルギー

安全保障、再生可能エネルギー及び新エ

ネルギー、気候変動に関する内外の取組

等について説明を聴取し、化石燃料を海

外に依存する日本は安全性を大前提に原

発再稼働審査を迅速化する必要性、エネ

ルギー基本計画の「取り組むべき技術課

題」が示す小型モジュール炉等の開発状

況及び2025年運転開始に向け建設の進む

国際熱核融合実験炉の捉え方、新型コロ

ナウイルスの影響による「新しい生活様

式」を次期基本計画に反映する必要性、

関電への業務改善命令発出で必須手続を

失念した事実発覚の際に取るべき対応、

人間の生態系への無秩序な侵入である開

発行為と感染症の拡大との関係に係る環

境省認識、六ヶ所村の使用済核燃料再処

理施設の新規制基準適合性審査に係る今

後のスケジュール、コロナ後の経済対策

として今しかできない環境重視の経済対

策の経済産業省での検討状況等について

質疑を行った。

また、中間報告の取りまとめに向けて、

エネルギーの安定供給確保及び供給源多

様化、再エネの主力電源化及び地域分散

型電源の推進、エネルギー安全保障にお

ける外交の重要性、国民負担等の情報に

基づいて電源構成に関する国民的議論を

行う必要性、今後の原子力発電の在り方、

温室効果ガスの排出抑制、感染症の存在

を前提とし不況に対応するために再エネ

等を利用した経済政策を講ずる必要性等

について委員から意見が述べられた。

５月27日の調査会では、「原子力問題に

関する件」について、大飯原発運転差止

め訴訟控訴審での正しい判断のため科学

的技術的知見を有する規制委が科学的根

拠に基づく情報を積極的に提供する必要

性、震源を特定せず策定する地震動に係

るバックフィット規制に係る方針の検討

経緯及び同規制は被規制側とコミュニ

ケーションを図って対応する必要性、新

型コロナウイルス感染症による廃炉作業

の防護服不足に関し国が作業員の安全を

確保する必要性、ＡＬＰＳ処理水の処分

に向けた今後の意見聴取会の方針及び地

元・国内外の理解を得る方策の規制委委

員長所見、ＡＬＰＳ処理水への対応は政

治家が責任を持って決断しその安全性の

周知は対外広報に重点を置いた効果的な

情報発信を行う必要性、関電高浜・大飯・

美浜原発の火山灰影響評価の再評価命令

に係る規制委の意思決定過程の問題性及

び火山影響評価ガイドとの不整合性、原

子力災害時の避難体制における「情報共

有」、「交通上の実効性」、「ヨウ素剤の配

布」、「重大事故のときの指揮系統」への

政府の対応方針等について質疑を行った。

６月10日の調査会では、「エネルギーの

安定供給」について、１年目の調査活動

の概要をまとめ、エネルギーをめぐる国

際動向、日本のエネルギーの安定供給、

再生可能エネルギー等、原子力発電等、

気候変動対策という主要論点別に議論を

整理した調査報告書（中間報告）を取り



まとめ、議長に提出した。

（２）調査会経過

○令和２年２月12日(水)（第１回）

原子力等エネルギー・資源に関する調査のた

め必要に応じ参考人の出席を求めることを決

定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

「資源エネルギーの安定供給」のうち、エネ

ルギーの安定供給（中東情勢など、エネルギー

を巡る国際動向）について次の参考人から意

見を聴いた後、各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

一般財団法人国際開発センター研究顧問

畑中美樹君

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

教授

一般財団法人日本エネルギー経済研究所理

事 田中浩一郎君

金曜懇話会代表世話人 岩瀬昇君

〔質疑者〕

こやり隆史君（自民）、矢田わか子君（※）、

杉久武君（公明）、音喜多駿君（維新）、山

添拓君（共産）、嘉田由紀子君（碧水）、長

峯誠君（自民）、 藤嘉隆君（※）、若松謙

維君（公明）、古賀之士君（※）

○令和２年２月19日(水)（第２回）

「原子力問題に関する件」のうち、原子力規

制委員会の活動状況について更田原子力規制

委員会委員長から説明を聴いた。

原子力問題に関する件について牧原経済産業

副大臣、更田原子力規制委員会委員長及び政

府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、浜野喜史君（※）、岸

真紀子君（※）、平木大作君（公明）、音喜

多駿君（維新）、山添拓君（共産）、嘉田由

紀子君（碧水）

○令和２年２月26日(水)（第３回）

「資源エネルギーの安定供給」のうち、エネ

ルギーの安定供給（我が国のエネルギーの安

定供給）について次の参考人から意見を聴い

た後、各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

秋田大学大学院国際資源学研究科教授 荒

戸裕之君

関西大学社会安全学部教授 小澤守君

認定ＮＰＯ法人環境エネルギー政策研究所

所長 飯田哲也君

〔質疑者〕

宮崎雅夫君（自民）、古賀之士君（※）、若

松謙維君（公明）、梅村聡君（維新）、山添

拓君（共産）、嘉田由紀子君（碧水）、高野

光二郎君（自民）、塩村あやか君（※）、杉

久武君（公明）、矢田わか子君（※）

○令和２年５月20日(水)（第４回）

「資源エネルギーの安定供給」のうち、エネ

ルギーの安定供給について松本経済産業副大

臣及び佐藤環境副大臣から説明を聴き、松本

経済産業副大臣、佐藤環境副大臣及び政府参

考人に対し質疑を行った後、意見の交換を

行った。

〔質疑者〕

三浦靖君（自民）、古賀之士君（※）、若松

謙維君（公明）、梅村聡君（維新）、山添拓

君（共産）、嘉田由紀子君（碧水）、 藤嘉

隆君（※）

○令和２年５月27日(水)（第５回）

原子力問題に関する件について宮本経済産業

大臣政務官、加藤内閣府大臣政務官、更田原

子力規制委員会委員長及び政府参考人に対し

質疑を行った。

〔質疑者〕

岩井茂樹君（自民）、浜野喜史君（※）、岸

真紀子君（※）、平木大作君（公明）、音喜

多駿君（維新）、山添拓君（共産）、嘉田由

紀子君（碧水）

○令和２年６月10日(水)（第６回）

原子力等エネルギー・資源に関する調査報告



書（中間報告）を提出することを決定した。

原子力等エネルギー・資源に関する調査の中

間報告を申し出ることを決定した。

○令和２年６月17日(水)（第７回）

原子力等エネルギー・資源に関する調査の継

続調査要求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については会長に一

任することに決定した。

（３）調査会報告要旨

原子力等エネルギー・資源に関する調査報告書（中間報告）

【要 旨】

本調査会は、原子力等エネルギー・資源に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、令和元年10

月４日に設置された。

本調査会は、３年間の調査テーマを「資源エネルギーの安定供給」とし、調査の１年目において

は「エネルギーの安定供給」を調査項目として取り上げ、「中東情勢など、エネルギーを巡る国際動

向」、「我が国のエネルギーの安定供給」について、参考人から意見を聴取し質疑を行った。続いて、

政府から説明を聴取し質疑を行うとともに、委員間の意見交換を行った後、これらを調査報告書（中

間報告）として取りまとめ、令和２年６月10日、議長に提出した。

本報告書においては、これまでの調査の概要をまとめるとともに、主な議論を「エネルギーをめ

ぐる国際動向」、「日本のエネルギーの安定供給」、「再生可能エネルギー等」、「原子力発電等」及び

「気候変動対策」という５つの主要論点に着目して整理している。



３ 憲法審査会

委員一覧（45名）

会 長 林 芳正（自民） 古賀 友一郎（自民） 徳永 エリ（ ※ ）
幹 事 石井 準一（自民） 上月 良祐（自民） 長浜 博行（ ※ ）
幹 事 石井 正弘（自民） 佐藤 正久（自民） 白 眞勲（ ※ ）
幹 事 磯 仁彦（自民） 中曽根 弘文（自民） 福島 みずほ（ ※ ）
幹 事 西田 昌司（自民） 野上 浩太郎（自民） 福山 哲郎（ ※ ）
幹 事 鉢呂 吉雄（ ※ ） 古川 俊治（自民） 矢田 わか子（ ※ ）
幹 事 増子 輝彦（ ※ ） 堀井 巌（自民） 伊藤 孝江（公明）
幹 事 西田 実仁（公明） 舞立 昇治（自民） 矢倉 克夫（公明）
幹 事 松沢 成文（維新） 元榮 太一郎（自民） 安江 伸夫（公明）
幹 事 山添 拓（共産） 山下 雄平（自民） 山本 香苗（公明）

赤池 誠章（自民） 山谷 えり子（自民） 浅田 均（維新）
有村 治子（自民） 打越 さく良（ ※ ） 東 徹（維新）
宇都 隆史（自民） 木戸口 英司（ ※ ） 吉良 よし子（共産）
岡田 広（自民） 小西 洋之（ ※ ） 山下 芳生（共産）
片山 さつき（自民） 田村 まみ（ ※ ） 良 鉄美（沖縄）

（2.6.17 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）活動概観

第201回国会において本審査会に付託さ

れた議案はなく、付託された請願８種類

126件は、いずれも保留とした。

（２）審査会経過

○令和２年６月17日(水)（第１回）

請願第15号外125件を審査した。



４ 情報監視審査会

委員一覧（８名）

会 長 中曽根 弘文（自民） 堀井 巌（自民） 谷合 正明（公明）
磯 仁彦（自民） 杉尾 秀哉（ ※ ） 清水 貴之（維新）
猪口 邦子（自民） 浜口 誠（ ※ ） （2.2.13 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民

（１）活動概観

〔調査の経過〕

今国会においては、個別の行政機関の

特定秘密の指定の状況等について、説明

を聴き、質疑を行った。さらに、警察庁

の特定秘密の提示要求をし、提示された

特定秘密について、政府参考人から説明

を聴き、質疑を行った。その後、衛藤国

務大臣及び政府参考人に対して締めくく

り的な質疑を行った。

〔調査の概要〕

２月13日、特定秘密の指定及びその解

除並びに適性評価の実施の状況に関する

報告に関して、内閣官房、警察庁、公安

調査庁、防衛省及び外務省の特定秘密の

指定及びその解除の状況について、政府

参考人から説明を聴いた後、政府参考人

に対し質疑を行った。

２月19日、特定秘密の指定及びその解

除並びに適性評価の実施の状況に関する

報告に関して、外務省、防衛省、文部科

学省及び警察庁の特定秘密の指定及び適

性評価の実施の状況並びに各行政機関の

適性評価の実施の状況について、政府参

考人から説明を聴いた後、政府参考人に

対し質疑を行った。

５月29日、行政における特定秘密の指

定及びその解除並びに適性評価の実施の

状況に関する調査のため、警察庁長官に

対する特定秘密の提示要求を議決した。

６月５日、特定秘密の指定及びその解

除並びに適性評価の実施の状況に関する

報告に関して、警察庁から提示された特

定秘密について、政府参考人から説明を

聴いた後、政府参考人に対し質疑を行っ

た。また、特定秘密の指定及びその解除

並びに適性評価の実施の状況に関する報

告に関して、内閣官房、防衛省及び外務

省の特定秘密の指定の状況について、政

府参考人から説明を聴いた後、政府参考

人に対し質疑を行った。

６月16日、特定秘密の指定及びその解

除並びに適性評価の実施の状況に関する

報告について、衛藤国務大臣に対し質疑

を行った。また、特定秘密の指定及びそ

の解除並びに特定行政文書ファイル等の

管理について独立公文書管理監等がとっ

た措置の概要に関する報告について、政

府参考人に対し質疑を行った。

（２）審査会経過

○令和２年２月13日(木)（第１回） 政府参考人の出席を求めることを決定した。



特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価

の実施の状況に関する報告に関する件のう

ち、内閣官房、警察庁、公安調査庁、防衛省

及び外務省の特定秘密の指定及びその解除の

状況について政府参考人から説明を聴いた

後、政府参考人に対し質疑を行った。

会議録の中で特に秘密を要するものについて

決定した。

○令和２年２月19日(水)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価

の実施の状況に関する報告に関する件のう

ち、外務省、防衛省、文部科学省及び警察庁

の特定秘密の指定及び適性評価の実施の状況

並びに各行政機関の適性評価の実施の状況に

ついて政府参考人から説明を聴いた後、政府

参考人に対し質疑を行った。

会議録の中で特に秘密を要するものについて

決定した。

○令和２年５月29日(金)（第３回）

特定秘密の提示を求めることを決定した。

参議院情報監視審査会における特定秘密の保

護に関する件等の一部を改正する件を決定し

た。

○令和２年６月５日(金)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価

の実施の状況に関する報告に関する件のう

ち、警察庁から提示された特定秘密について

政府参考人から説明を聴き、政府参考人に対

し質疑を行った後、内閣官房、防衛省及び外

務省の特定秘密の指定の状況について政府参

考人から説明を聴き、政府参考人に対し質疑

を行った。

会議録の中で特に秘密を要するものについて

決定した。

○令和２年６月16日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価

の実施の状況に関する報告に関する件につい

て衛藤国務大臣に対し質疑を行った。

特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政

文書ファイル等の管理について独立公文書管

理監等がとった措置の概要に関する報告に関

する件について政府参考人に対し質疑を行っ

た。

会議録の中で特に秘密を要するものについて

決定した。



５ 政治倫理審査会

委員一覧（15名）

会 長 有村 治子（自民） 世耕 弘成（自民） 舟山 康江（ ※ ）
幹 事 西田 昌司（自民） 関口 昌一（自民） 石川 博崇（公明）
幹 事 野上 浩太郎（自民） 藤井 基之（自民） 浜田 昌良（公明）
幹 事 那谷屋 正義（ ※ ） 有田 芳生（ ※ ） 石井 苗子（維新）

末松 信介（自民） 榛葉 賀津也（ ※ ） 市田 忠義（共産）
（2.1.20 現在）

※ 立憲・国民．新緑風会・社民



１ 請願審議概況

今国会に紹介提出された請願は、2,084

件（157種類）であり、このうち件数の多

かったものは、「障害福祉についての法制

度拡充に関する請願」88件、「教育費負担

の公私間格差をなくし、子供たちに行き届

いた教育を求める私学助成に関する請願」

69件、「憲法九条を変えず、憲法の平和、

人権、民主主義をいかす政治の実現を求め

ることに関する請願」65件、「自動車運転

適性運用基準の見直しに関する請願」「て

んかんのある人とその家族の生活を支える

教育に関する請願」「てんかんのある人と

その家族の生活を支えることに関する請

願」及び「精神障害者保健福祉手帳所持者

を交通運賃減額制度の対象とすること等に

関する請願」各61件、「難病・長期慢性疾

病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進

に関する請願」56件などであった。

各委員会及び憲法審査会の付託件数は、

内閣171件、総務25件、法務87件、外交防

衛138件、財政金融189件、文教科学256件、

厚生労働699件、農林水産46件、経済産業

116件、国土交通131件、環境18件、災害対

策40件、倫理選挙26件、地方消費者13件、

震災復興３件、憲法126件であった。

請願者の総数は687万6,602人に上ってい

る。

請願書の紹介提出期限は、６月３日の議

院運営委員会理事会において、会期終了日

の７日前の同10日までと決定された。

６月17日、各委員会及び憲法審査会にお

いて請願の審査が行われ、２委員会におい

て178件（６種類）の請願が採択すべきも

のと決定された。次いで、同日の本会議に

おいて「裁判所の人的・物的充実に関する

請願」外177件が採択され、即日これを内

閣に送付した。

今国会における請願採択率（採択件数／

付託件数）は8.5％であり、種類別による

採択率（採択数／付託数）は3.8％であっ

た。



２ 請願件数表

委 員 会 ・ 憲 法 審 査 会 本会議

備 考

委員会等名 付 託 採 択 不採択 未 了 採 択

内 閣 171 0 0 171 0

総 務 25 0 0 25 0

法 務 87 28 0 59 28

外 交 防 衛 138 0 0 138 0

財 政 金 融 189 0 0 189 0

文 教 科 学 256 0 0 256 0

厚 生 労 働 699 150 0 549 150

農 林 水 産 46 0 0 46 0

経 済 産 業 116 0 0 116 0

国 土 交 通 131 0 0 131 0

環 境 18 0 0 18 0

災 害 対 策 40 0 0 40 0

倫 理 選 挙 26 0 0 26 0

地方消費者 13 0 0 13 0

震 災 復 興 3 0 0 3 0

憲 法 126 0 0 126 0

計 2,084 178 0 1,906 178 提出総数 2,084件



３ 本会議において採択された請願件名一覧

【内閣に送付するを要するもの】

○法務委員会……………………………………………………………………………………28件

裁判所の人的・物的充実に関する請願（第1149号外27件）

○厚生労働委員会……………………………………………………………………………150件

パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願（第343号外15件）

男女間の賃金格差の解消に関する請願（第998号）

難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願（第999号

外55件）

ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者への支援と肝炎ウイルス検査及び治療薬の

研究開発の促進に関する請願（第1156号外15件）

てんかんのある人とその家族の生活を支えることに関する請願（第1361号外60件）

【内閣に送付するを要しないもの】

なし



質問主意書一覧

番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２. ２.

１ 政府認定拉致被害者の田中実さんなどに関する質問 有田 芳生君 1.20 1.27 1.31 2.14

主意書 第５号

２ 拉致被害者に対する基本方針に関する質問主意書 有田 芳生君 1.20 1.27 1.31 2.14

第５号

３ 「私人」にして「公務の遂行を補助する」内閣総理 有田 芳生君 1.20 1.27 1.31 2.14

大臣夫人に関する質問主意書 第５号

４ 不正行為防止のためにＮＨＫ訪問員に対して住民側 浜田 聡君 1.20 1.27 1.31 2.14

が録音録画するとＮＨＫ訪問員が拒絶することに関 第５号

する質問主意書

５ 不退去罪を犯した者を私人が現行犯逮捕することに 浜田 聡君 1.20 1.27 1.31 2.14

関する質問主意書 第５号

６ いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放 浜田 聡君 1.20 1.27 1.31 2.14

送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に 第５号

関する質問主意書

７ リース、レンタカー、カーシェアリング契約などの 浜田 聡君 1.20 1.27 1.31 2.14

車両におけるＮＨＫの放送を受信することのできる 第５号

カーナビに関する質問主意書

８ 宮家の法的地位に関する質問主意書 熊谷 裕人君 1.20 1.27 1.31 2.14

第５号

９ 旧皇族の現状に関する質問主意書 熊谷 裕人君 1.20 1.27 1.31 2.14

第５号

10 国土交通副大臣兼内閣府副大臣の職務権限に関する 熊谷 裕人君 1.20 1.27 1.31 2.14

質問主意書 第５号

11 憲法改正に関する安倍総理の発言に関する質問主意 熊谷 裕人君 1.20 1.27 1.31 2.14

書 第５号

12 法務大臣経験者への家宅捜索に関する質問主意書 熊谷 裕人君 1.20 1.27 1.31 2.14

第５号



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２. ２．

13 ＮＨＫのテレビ番組とインターネット配信による「常 浜田 聡君 1.20 1.27 1.31 2.14

時同時配信」の実施において、パソコンやワンセグ 第５号

機能のないスマートフォン所持の場合の受信契約の

義務に関する質問主意書

14 米軍によるソレイマニ司令官の殺害に関する質問主 熊谷 裕人君 1.23 1.29 2. 4 2.14

意書 第５号

15 連邦海外腐敗行為防止法の適用例に関する質問主意 熊谷 裕人君 1.23 1.29 2. 4 2.14

書 第５号

16 香川県ゲーム規制条例案とｅスポーツに生きがいを 浜田 聡君 1.23 1.29 2. 4 2.14

感じている重度障害者に関する質問主意書 第５号

17 ソ連国内法によって有期刑・死刑に処せられた戦後 那谷屋 正義君 1.24 1.29 2. 4 2.14

強制抑留者に関する質問主意書 第５号

18 ＮＨＫが行っている外国人差別に関する質問主意書 浜田 聡君 1.29 2. 3 2. 7 2.14

第５号

19 カジノ事業に係る廉潔性の確保に関する質問主意書 牧山 ひろえ君 1.29 2. 3 2. 7 2.14

第５号

20 ＩＲ事業の区域整備計画の認定ないし更新及び中止 牧山 ひろえ君 1.29 2. 3 2. 7 2.14

に関する質問主意書 第５号

21 ＩＲ事業不継続の場合の補償に関する質問主意書 牧山 ひろえ君 1.29 2. 3 2. 7 2.14

第５号

22 総務省がワンセグ携帯のみを利用している者に対す 浜田 聡君 1.30 2. 5 2.10 2.14

る放送受信料値下げをＮＨＫに要請したとする報道 第５号

に関する質問主意書

23 ねんきん定期便に関する質問主意書 塩村 あやか君 1.30 2. 5 2.10 2.14

第５号

24 ゴルフ場利用税に関する質問主意書 松沢 成文君 1.30 2. 5 2.10 2.14

第５号

25 国家公務員倫理規程に関する質問主意書 松沢 成文君 1.30 2. 5 2.10 2.14

第５号



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２. ２．

26 イラン国内で我が国の総理大臣が「アメリカ人は常 浜田 聡君 1.31 2.10 2.14 3. 6

に自分たちの信念と見解を他国に押しつけたいと考 第６号

えてきた」と発言したとされていることに関する質

問主意書

27 台湾のＷＨＯ加盟に関する質問主意書 蓮 舫君 2. 3 2.10 2.14 3. 6

第６号

28 神奈川県警による刑事告訴拒否に関する質問主意書 浜田 聡君 2. 3 2.10 2.14 3. 6

第６号

29 いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内 浜田 聡君 2. 4 2.10 2.14 3. 6

見時に受信機を使用できる状態に置いた場合の放送 第６号

法六十四条「受信設備を設置した者」の解釈に関す

る質問主意書

30 子どもの貧困に関し「声を上げられない子供や家庭 牧山 ひろえ君 2. 4 2.10 2.14 3. 6

の早期発見」のための具体的な方策に関する質問主 第６号

意書

31 子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するため 牧山 ひろえ君 2. 4 2.10 2.14 3. 6

の支援」に関する質問主意書 第６号

32 実施を予定している子どもの貧困についての全国調 牧山 ひろえ君 2. 4 2.10 2.14 3. 6

査に関する質問主意書 第６号

33 子どもの貧困施策の地方自治体に関連する事項に関 牧山 ひろえ君 2. 4 2.10 2.14 3. 6

する質問主意書 第６号

34 子どもの貧困対策において、支援を求めやすくする 牧山 ひろえ君 2. 4 2.10 2.14 3. 6

ための環境整備に関する質問主意書 第６号

35 子どもの貧困対策に関する質問主意書 牧山 ひろえ君 2. 4 2.10 2.14 3. 6

第６号

36 内閣総理大臣主催「桜を見る会」の前夜に開催され 石橋 通宏君 2. 6 2.12 2.18 3. 6

ていた安倍晋三後援会主催「前夜祭」に関する安倍 第６号

総理の答弁に関する質問主意書

37 「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関す 有田 芳生君 2. 7 2.17 2.21 3. 6

る質問主意書 第６号



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２. ２．

38 マスクの買い占め・転売行為に対し、物価統制令、 浜田 聡君 2.10 2.17 2.21 3. 6

国民生活安定緊急措置法、買い占め防止法等を活用 第６号

することに関する質問主意書

39 ケアラー支援についての国の方針に関する質問主意 牧山 ひろえ君 2.10 2.17 2.21 3. 6

書 第６号

40 ケアラー支援に関する具体的施策に関する質問主意 牧山 ひろえ君 2.12 2.17 2.21 3. 6

書 第６号

41 仕事と介護の両立に関しての企業側の条件整備に関 牧山 ひろえ君 2.13 2.19 2.25 3. 6

する質問主意書 第６号

42 ねんきん定期便に関する再質問主意書 塩村 あやか君 2.13 2.19 2.25 3. 6

第６号

43 支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の 牧山 ひろえ君 2.14 2.25 2.28 3. 6

方法に関する質問主意書 第６号

44 国家公務員法八十一条の三による検事長の定年延長 浜田 聡君 2.14 2.25 2.28 3. 6

等、公務員法に関する質問主意書 第６号

45 ネガティブ・オプション商法の現状と対応に関する 牧山 ひろえ君 2.17 2.25 2.28 3. 6

質問主意書 第６号

46 ＮＨＫの委託会社の職員の戸別訪問に対して、訪問 浜田 聡君 2.17 2.25 2.28 3. 6

先の住人の代理人が対応することを拒否しているこ 第６号

とに関する質問主意書

47 政府の行政文書の保存及び開示に関する質問主意書 有田 芳生君 2.18 2.25 2.28 3. 6

第６号

48 ＮＨＫが不十分な疎明資料をもって各自治体から住 浜田 聡君 2.18 2.25 2.28 3. 6

民の個人情報（住民票）を大量に取得していること 第６号

に関する質問主意書

49 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問 石川 大我君 2.18 2.25 2.28 3. 6

主意書 第６号

50 ネット・ゲーム依存症対策に関する質問主意書 音喜多 駿君 2.19 2.26 3. 3 3. 6

第６号



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２. ２．

51 ソ連国内法によって有期刑・死刑に処せられた戦後 那谷屋 正義君 2.19 2.26 3. 3 3. 6

強制抑留者に関する再質問主意書 第６号

52 政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮による拉 有田 芳生君 2.21 3. 2 3. 6 3.11

致の可能性を排除できない行方不明者の金田龍光さ 第７号

んに関する質問主意書

53 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」と新型コ 牧山 ひろえ君 2.21 3. 2 3. 6 3.11

ロナウイルスに関する質問主意書 第７号

54 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調 浜田 聡君 2.25 3. 2 3. 6 3.11

整助成金の特例に関する質問主意書 第７号

55 新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨 浜田 聡君 2.25 3. 2 3. 6 3.11

時的な任用に関する質問主意書 第７号

56 選挙の自由妨害罪による私人逮捕の正当性に関する 浜田 聡君 2.25 3. 2 3. 6 3.11

質問主意書 第７号

57 公職の候補者となろうとする者等に対する名誉棄損 浜田 聡君 2.25 3. 2 3. 6 3.11

に関する質問主意書 第７号

58 コンセッション事業の導入に伴う労働者の労働条件 吉田 忠智君 2.26 3. 2 3. 6 3.11

の変化に関する質問主意書 第７号

59 コンセッション事業と自治行政のあり方に関する質 吉田 忠智君 2.26 3. 2 3. 6 3.11

問主意書 第７号

60 中東地域における日本関係船舶の防護と国際法上の 白 眞勲君 2.27 3. 4 3.10 3.11

旗国主義に関する質問主意書 第７号

61 クルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係 白 眞勲君 2.27 3. 4 3.10 3.11

船舶」の該当性に関する質問主意書 第７号

62 辺野古新基地建設事業に係る大浦湾の軟弱地盤に関 伊波 洋一君 2.28 3. 4 3.10 3.11

する質問主意書 第７号

63 新型コロナウイルス等感染症対策として接客業等に 浜田 聡君 2.28 3. 4 3.10 3.11

おいて労働者がマスクを着用することを使用者が禁 第７号

止することに関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２. ２．

64 新型コロナウイルス感染症による労働者の休業補償 浜田 聡君 2.28 3. 4 3.10 3.11

を新規国債発行で賄うことに関する質問主意書 第７号

65 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明 有田 芳生君 3. 2 3. 9 3.13

者に関する質問主意書

66 放送法二十七条に基づくＮＨＫへの苦情に対する具 浜田 聡君 3. 2 3. 9 3.13

体的な処理方法に関する質問主意書

67 ネット・ゲーム依存症に関する質問主意書 平山 佐知子君 3. 3 3. 9 3.13

68 新型コロナウイルス感染症の流行に伴いＮＨＫ訪問 浜田 聡君 3. 3 3. 9 3.13

員に不要不急の戸別訪問の自粛を要請することに関

する質問主意書

69 全国一斉休校要請の決定と新型コロナウイルス感染 浜田 聡君 3. 3 3. 9 3.13

症対策専門家会議との関連に関する質問主意書

70 被団協が開催する「原爆展」に関する質問主意書 塩村 あやか君 3. 4 3. 9 3.13

71 コンセッション研修やセミナー等に関する質問主意 吉田 忠智君 3. 5 3.11 3.17

書

72 系統利用者である発電側にキロワット単位で基本料 小沼 巧君 3. 9 3.16 3.19

金の負担を求める発電側基本料金に関する質問主意

書

73 新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大 浜田 聡君 3. 9 3.16 3.19

臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等におけ

る、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問主意書

74 テレビを設置していない知的障害者等がＮＨＫ訪問 浜田 聡君 3.11 3.18 3.24

員に騙されて締結した放送受信契約を取消すことに

関する質問主意書

75 コンセッション事業と指定管理者制度、独立行政法 吉田 忠智君 3.12 3.18 3.24

人制度等との関係に関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２.

76 放送法第四条の「放送事業者は政治的に公平である 浜田 聡君 3.16 3.23 3.27

こと」の遵守に関する質問主意書

77 新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール 浜田 聡君 3.17 3.23 3.27

消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する

火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書

78 新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する質問 舩後 靖彦君 3.17 3.23 3.27

主意書

79 諸外国における水道分野へのコンセッション事業の 吉田 忠智君 3.19 3.25 3.31

導入等に関する質問主意書

80 コンセッション事業の特徴と課題に関する質問主意 吉田 忠智君 3.19 3.25 3.31

書

81 プレミアム付商品券の活用状況に関する質問主意書 牧山 ひろえ君 3.19 3.25 3.31

82 消防団の訓練に起因する破損に対する補償に関する 塩村 あやか君 3.19 3.25 3.31

質問主意書

83 抱き合わせ販売と言われかねない「配合剤」の開発 川田 龍平君 3.23 3.30 4. 3

と後発医薬品へのアクセス機会の阻害可能性に関す

る質問主意書

84 インフルエンザ脳症の患者数の確認と治療法の確立 浜田 聡君 3.23 3.30 4. 3

に関する質問主意書

85 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに 舩後 靖彦君 3.27 4. 1 4. 7

係る現行五年間の経過措置の延長に関する質問主意

書

86 事務所・事業所課税に関する質問主意書 浜田 聡君 3.31 4. 6 4.10

87 我が国に在留している外国人や知的障害者の方等に 浜田 聡君 4. 1 4. 6 4.10

対する情報伝達について、やさしい日本語による発

信が必要と思われること等に関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２.

88 拉致被害者等の捜査・調査に関する質問主意書 有田 芳生君 4. 2 4. 8 4.14

89 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明 有田 芳生君 4. 2 4. 8 4.14

者に関する再質問主意書

90 在日朝鮮人の帰還問題に関する質問主意書 有田 芳生君 4. 2 4. 8 4.14

91 岡田晴恵氏が行った研究成果の信ぴょう性に関する 浜田 聡君 4. 2 4. 8 4.14

質問主意書

92 新型コロナウイルス感染症対策にかかる国によるマ 蓮 舫君 4. 3 4. 8 4.14

スク一括購入と配布に関する質問主意書

93 「新型コロナウィルス対策状況下におけるＤＶ・児 ながえ 孝子君 4. 6 4.13 4.17

童虐待防止に関する要望書」提出に関する質問主意

書

94 新型インフルエンザ等対策特別措置法の定める「緊 川田 龍平君 4. 6 4.13 4.17

急事態宣言」下における医療提供体制に関する質問

主意書

95 新型コロナウイルス対策の基本的方向性に関する質 牧山 ひろえ君 4. 7 4.13 4.17

問主意書

96 新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失 牧山 ひろえ君 4. 7 4.13 4.17

に関する質問主意書

97 マスクに関する質問主意書 川田 龍平君 4. 8 4.13 4.17

98 新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請に協 浜田 聡君 4. 8 4.13 4.17

力するための、いわゆる夏季休暇の前倒し取得に関

する質問主意書

99 ネットカフェ難民への対応に関する質問主意書 塩村 あやか君 4.13 4.20 4.24

100 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、就労移行 浜田 聡君 4.14 4.20 4.24

支援施設の利用期間の延長に関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２.

101 喫煙室に関する質問主意書 松沢 成文君 4.14 4.20 4.24

102 新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛 蓮 舫君 4.15 4.20 4.24

要請と憲法に定める財産権との関係に関する質問主

意書

103 新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業主の 田島 麻衣子君 4.17 4.22 4.28

休業補償に関する質問主意書

104 新型コロナウイルス感染症で入院されている患者さ 浜田 聡君 4.20 4.27 5. 1

んの退院基準に関する質問主意書

105 精神・発達障害者の雇用打ち切り対策や心のケアに 浜田 聡君 4.20 4.27 5. 1

関する質問主意書

106 令和二年四月二十七日の参議院本会議における安倍 鈴木 宗男君 5. 1 5.11 5.15

晋三内閣総理大臣の答弁に関する質問主意書

107 医療崩壊を阻止するための人的医療提供体制に関す 牧山 ひろえ君 5. 1 5.11 5.15

る質問主意書

108 医療崩壊を阻止するための設備面での医療提供体制 牧山 ひろえ君 5. 1 5.11 5.15

に関する質問主意書

109 個人向け防護具の適切な供給の実現に関する質問主 牧山 ひろえ君 5. 1 5.11 5.15

意書

110 新型コロナウイルスの軽症者及び無症状感染者向け 牧山 ひろえ君 5. 1 5.11 5.15

の対応に関する質問主意書

111 新型コロナウイルス感染症に起因する偏見と差別に 牧山 ひろえ君 5. 1 5.11 5.15

関する質問主意書

112 新型コロナウイルス関連の経済対策（雇用調整助成 牧山 ひろえ君 5. 1 5.11 5.15

金等）に関する質問主意書

113 一九六五年十二月五日に発生した沖縄近海における 浜田 聡君 5. 8 5.13 5.19

米国の水爆水没事故に関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２.

114 愛媛県南予地区を低空飛行する物体に関する質問主 ながえ 孝子君 5. 8 5.13 5.19

意書

115 令和二年四月二十七日の参議院本会議における安倍 鈴木 宗男君 5.15 5.20 5.26

晋三内閣総理大臣の答弁に関する再質問主意書

116 学校・教育機関の再開に伴う新型コロナウイルス感 牧山 ひろえ君 5.15 5.20 5.26

染症の感染拡大の阻止に関する質問主意書

117 新型コロナウイルスが出入国管理行政及び「収容・ 打越 さく良君 5.19 5.25 5.29

送還に関する専門部会」に与える影響に関する質問

主意書

118 文部科学省の「学びの保障」の通知に関する質問主 ながえ 孝子君 5.19 5.25 5.29

意書

119 地方議会の委員会のオンライン出席に関する質問主 音喜多 駿君 5.20 5.25 5.29

意書

120 東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる 小西 洋之君 5.20 5.25 5.29

賭博罪既遂及び国家公務員倫理法令違反等に関する

質問主意書

121 令和二年度ＮＨＫ予算記載の「受信契約件数」およ 浜田 聡君 5.20 5.25 5.29

び「受信料支払い率」に関する質問主意書

122 東京高等検察庁黒川検事長の勤務延長の安倍総理及 小西 洋之君 5.20 5.25 5.29

び首相官邸の関与に関する質問主意書

123 検察庁法の解釈変更についての菅官房長官の発言に 蓮 舫君 5.22 5.27 6. 2

関する質問主意書

124 学校・教育機関の再開に伴う新型コロナウイルス感 牧山 ひろえ君 5.22 5.27 6. 2

染症への対応に関する質問主意書

125 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済支援策 牧山 ひろえ君 5.22 5.27 6. 2

に関する質問主意書

126 住居確保給付金に関する質問主意書 牧山 ひろえ君 5.22 5.27 6. 2



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２.

127 「九月入学」についての政府の認識に関する質問主 打越 さく良君 5.25 6. 1 6. 5

意書

128 教育のオンライン化についての政府の認識に関する 打越 さく良君 5.25 6. 1 6. 5

質問主意書

129 黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関す 鈴木 宗男君 5.25 6. 1 6. 5

る質問主意書

130 持続化給付金等の支給対象から「性風俗関連特殊営 徳永 エリ君 5.25 6. 1 6. 5

業」を行う事業者が除外されていることに関する質

問主意書

131 地方公共団体に対する計画等の策定の義務付けに関 吉川 沙織君 5.26 6. 1 6. 5

する質問主意書

132 時限立法に関する質問主意書 吉川 沙織君 5.26 6. 1 6. 5

133 黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問 鈴木 宗男君 5.29 6. 3 6. 9

主意書

134 我が国における難民認定の状況に関する質問主意書 石橋 通宏君 6. 2 6. 8 6.12

135 破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問 鈴木 宗男君 6. 3 6. 8 6.12

主意書

136 第二次世界大戦後の連合国軍事裁判におけるＢＣ級 有田 芳生君 6. 3 6. 8 6.12

戦犯に関する質問主意書

137 米軍基地従業員等の子供の教育に関する質問主意書 福島 みずほ君 6. 4 6.10 6.16

138 刑法上の犯罪と行政処分上の事実認定に関する質問 浜田 聡君 6. 4 6.10 6.16

主意書

139 放課後児童クラブに関する質問主意書 矢田 わか子君 6. 5 6.10 6.16



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２.

140 子育て援助活動支援事業に関する質問主意書 矢田 わか子君 6. 5 6.10 6.16

141 小中学校の学校給食中止に伴う食材納入業者、生産 紙 智子君 6. 5 6.10 6.16

者の支援に関する質問主意書

142 在日米軍基地における新型コロナウイルス感染拡大 良 鉄美君 6. 8 6.15 6.19

に関する質問主意書

143 法務大臣養育費勉強会に関する質問主意書 嘉田 由紀子君 6.10 6.15 6.19

144 我が国の行政運営における「私的懇談会」等の運営 石橋 通宏君 6.11 6.17 6.23

等に関する質問主意書

145 地方公共団体に対する計画等の策定の義務付けに関 吉川 沙織君 6.11 6.17 6.23

する再質問主意書

146 満員電車をなくすためのダイナミック・プライシン 浜田 聡君 6.11 6.17 6.23

グの実施に関する質問主意書

147 新型コロナウイルス感染症対策にかかる学校臨時休 蓮 舫君 6.15 6.17 6.26

業に関する質問主意書

148 獣医療関係者と飼い主との間のトラブルに関する質 浜田 聡君 6.15 6.17 6.26

問主意書

149 「質問主意書関係事務の手引き～はじめて主意書を 浜田 聡君 6.15 6.17 6.26

担当する方へ～」に関する質問主意書

150 国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資 浜田 聡君 6.15 6.17 6.26

に対する政府の調査姿勢に関する質問主意書

151 羽田空港新飛行経路が視覚障がい者等に与える影響 木村 英子君 6.16 6.17 6.26

に関する質問主意書

152 持続化給付金の不正受給の防止に関する質問主意書 平山 佐知子君 6.16 6.17 6.26

153 賭けマージャンを行い辞職した黒川弘務前東京高検 鈴木 宗男君 6.16 6.17 6.26

検事長の訓告処分に関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２.

154 日本銀行の金融政策決定会合の討議内容が事前に報 浜田 聡君 6.16 6.17 6.26

道機関に漏洩している可能性に関する質問主意書

155 消費税が福祉財源に充てられているというのは増税 浜田 聡君 6.16 6.17 6.26

するための理由付けに過ぎないという与党の見解に

関する質問主意書

156 教科書検定基準の近隣諸国条項に関する質問主意書 松沢 成文君 6.16 6.17 6.26

157 アイヌ施策推進法に関する質問主意書 紙 智子君 6.16 6.17 6.26

158 新漁業法に関する質問主意書 紙 智子君 6.16 6.17 6.26

159 「プロサバンナ事業」に関する質問主意書 井上 哲士君 6.16 6.17 6.26

160 北海道新幹線のトンネル工事残土処理に関する質問 紙 智子君 6.17 6.17 6.30

主意書

161 食料の安定供給に関する質問主意書 宮沢 由佳君 6.17 6.17 6.30

162 大規模災害時の自治体職員の派遣の円滑化に関する 牧山 ひろえ君 6.17 6.17 6.30

質問主意書

163 大規模災害時の自治体の対応力強化に関する質問主 牧山 ひろえ君 6.17 6.17 6.30

意書

164 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」におけ 牧山 ひろえ君 6.17 6.17 6.30

る新型コロナウイルス感染拡大の経緯の確認に関す

る質問主意書

165 緊急事態宣言下の施策の実施状況等に関する質問主 牧山 ひろえ君 6.17 6.17 6.30

意書

166 新型コロナウイルス感染症に関する質問主意書 牧山 ひろえ君 6.17 6.17 6.30



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２．

167 安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

者としての取りまとめの実態に関する質問主意書

168 安倍事務所からのジャパンライフ元会長の桜を見る 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

会への推薦の有無等に関する質問主意書

169 桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

等が公職選挙法の買収罪に該当することに関する質

問主意書

170 桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

等が公職選挙法の買収罪に該当することを糊塗する

ための政府の詭弁に関する質問主意書

171 安倍総理後援会主催夕食会の契約に係る安倍総理の 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

認識等に関する質問主意書

172 桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

主意書

173 桜を見る会の見直し状況に関する質問主意書 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

174 東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

分の検討経緯等に関する質問主意書

175 黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

の違法な切り捨てに関する質問主意書

176 検察官への勤務延長制度の適用が国家公務員法第八 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」

の規定に違反する違法無効の暴挙であることに関す

る質問主意書

177 国会想定問答集に記載されていても国会で明示的に 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

答弁されていないから記載内容に反する検察官への

勤務延長制度の適用は合法であるとする政府の主張

が違法な三百代言であることに関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２．

178 検察官には勤務延長制度が不適用である旨を直接的 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

に述べた国会答弁が存在しないという政府の主張が

違法な三百代言であることに関する質問主意書

179 検察庁法上に勤務延長の規定がないから検察官に勤 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

務延長が適用可能との政府の主張が違法な三百代言

であることに関する質問主意書

180 検察官への勤務延長制度の適用が意図的かつ便宜的 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

181 検察官への勤務延長制度の適用が便宜的かつ意図的 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

182 検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

府の法令解釈の考え方（ルール）を逸脱した違法無

効の暴挙であることに関する質問主意書

183 検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

の解釈変更と因果関係的にも法的に一体である「黒

川法案」というべき法の支配を破壊する暴挙である

ことに関する質問主意書

184 東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

検察庁法改正案の政府説明の虚偽に関する質問主意

書

185 検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であ 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

ることに関する質問主意書

186 本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

官に係る人事異動通知書が当該解釈変更の違法無効

の物証となっていることに関する質問主意書

187 検察官は準司法官であるとした「検察官について公 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

務員法の特例を認める必要ある理由」（昭和二十二年

十月十日人補）に関する質問主意書

188 安倍総理らのいわゆるご飯論法による国会答弁につ 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

いての認識に関する質問主意書



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

２. ２. ２．

189 いわゆるアベノマスクの性能の科学的検証の必要性 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

等に関する質問主意書

190 新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関す

る質問主意書

191 緊急事態宣言下の安倍総理の答弁拒否の暴挙に関す 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

る質問主意書

192 新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

特措法への適用が法改正に拠らなくとも可能である

と解されることに関する質問主意書

193 質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

質問主意書

194 陸上配備型イージス・システムの配備に関する質問 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

主意書

195 令和二年五月二十九日の航空自衛隊ブルーインパル 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

スの飛行に関する質問主意書

196 安倍総理の防衛大学校の卒業式での訓示に関する質 小西 洋之君 6.17 6.17 6.30

問主意書

（令和２年６月30日現在）



１ 国会会期一覧

（直近15国会を掲載）

会 期
国会回次 召集日 開会式 会期終了日

当初日数 延長日数 総日数

平成
第187回 26. 9.29(月) 26. 9.29(月) 26.11.21(金) 63 ― 54
(臨時会) 衆議院解散

第188回 26.12.24(水) 26.12.26(金) 26.12.26(金) 3 ― 3
(特別会)

第189回 27. 1.26(月) 27. 1.26(月) 27. 9.27(日) 150 95 245
(常 会)

第190回 28. 1. 4(月) 28. 1. 4(月) 28. 6. 1(水) 150 ― 150
(常 会)

第191回 28. 8. 1(月) 28. 8. 1(月) 28. 8. 3(水) 3 ― 3
(臨時会)

第192回 28. 9.26(月) 28. 9.26(月) 28.12.17(土) 66 17 83
(臨時会)

第193回 29. 1.20(金) 29. 1.20(金) 29. 6.18(日) 150 ― 150
(常 会)

第194回 29. 9.28(木) ― 29. 9.28(木) ― ― 1
(臨時会) 衆議院解散

第195回 29.11. 1(水) 29.11. 8(水) 29.12. 9(土) 39 ― 39
(特別会)

第196回 30. 1.22(月) 30. 1.22(月) 30. 7.22(日) 150 32 182
(常 会)

第197回 30.10.24(水) 30.10.24(水) 30.12.10(月) 48 ― 48
(臨時会)

令和
第198回 31. 1.28(月) 31. 1.28(月) 元. 6.26(水) 150 ― 150
(常 会)

第199回 元. 8. 1(木) 元. 8. 1(木) 元. 8. 5(月) 5 ― 5
(臨時会)

第200回 元.10. 4(金) 元.10. 4(金) 元.12. 9(月) 67 ― 67
(臨時会)

第201回 2. 1.20(月) 2. 1.20(月) 2. 6.17(水) 150 ― 150
(常 会)



２ 参議院議員通常選挙関係一覧

通常選挙 選挙後最初の通常選挙期日 任期開始日 任期終了日 召集日
回 次 国会回次

昭和
25. 5. 2＊第１回 22. 4.20(日) 22. 5. 3 第１回（特別会） 22. 5.20(火)
28. 5. 2

第２回 25. 6. 4(日) 25. 6. 4 31. 6. 3 第８回（臨時会） 25. 7.12(水)

第３回 28. 4.24(金) 28. 5. 3 34. 5. 2 第16回（特別会） 28. 5.18(月)

第４回 31. 7. 8(日) 31. 7. 8 37. 7. 7 第25回（臨時会） 31.11.12(月)

第５回 34. 6. 2(火) 34. 6. 2 40. 6. 1 第32回（臨時会） 34. 6.22(月)

第６回 37. 7. 1(日) 37. 7. 8 43. 7. 7 第41回（臨時会） 37. 8. 4(土)

第７回 40. 7. 4(日) 40. 7. 4 46. 7. 3 第49回（臨時会） 40. 7.22(木)

第８回 43. 7. 7(日) 43. 7. 8 49. 7. 7 第59回（臨時会） 43. 8. 1(木)

第９回 46. 6.27(日) 46. 7. 4 52. 7. 3 第66回（臨時会） 46. 7.14(水)

第10回 49. 7. 7(日) 49. 7. 8 55. 7. 7 第73回（臨時会） 49. 7.24(水)

第11回 52. 7.10(日) 52. 7.10 58. 7. 9 第81回（臨時会） 52. 7.27(水)

第12回 55. 6.22(日) 55. 7. 8 61. 7. 7 第92回（特別会） 55. 7.17(木)

平成
第13回 58. 6.26(日) 58. 7.10 元. 7. 9 第99回（臨時会） 58. 7.18(月)

第14回 61. 7. 6(日) 61. 7. 8 4. 7. 7 第106回（特別会） 61. 7.22(火)

第15回 元. 7.23(日) 元. 7.23 7. 7.22 第115回（臨時会） 元. 8. 7(月)

第16回 4. 7.26(日) 4. 7.26 10. 7.25 第124回（臨時会） 4. 8. 7(金)

第17回 7. 7.23(日) 7. 7.23 13. 7.22 第133回（臨時会） 7. 8. 4(金)

第18回 10. 7.12(日) 10. 7.26 16. 7.25 第143回（臨時会） 10. 7.30(木)

第19回 13. 7.29(日) 13. 7.29 19. 7.28 第152回（臨時会） 13. 8. 7(火)

第20回 16. 7.11(日) 16. 7.26 22. 7.25 第160回（臨時会） 16. 7.30(金)



通常選挙 選挙後最初の通常選挙期日 任期開始日 任期終了日 召集日
回 次 国会回次

第21回 19. 7.29(日) 19. 7.29 25. 7.28 第167回（臨時会） 19. 8. 7(火)

第22回 22. 7.11(日) 22. 7.26 28. 7.25 第175回（臨時会） 22. 7.30(金)

令和
第23回 25. 7.21(日) 25. 7.29 元. 7.28 第184回（臨時会） 25. 8. 2(金)

第24回 28. 7.10(日) 28. 7.26 4. 7.25 第191回（臨時会） 28. 8. 1(月)

第25回 元. 7.21(日) 元. 7.29 7. 7.28 第199回（臨時会） 元. 8. 1(木)

＊任期３年議員の任期終了日を示す。



３ 国務大臣等名簿

（令和２年１月20日現在）

第４次安倍第２次改造内閣国務大臣

内閣総理大臣
安倍 晋三（衆・自民）

財務大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（金融））

麻生 太郎（衆・自民）
総務大臣
国務大臣
（内閣府特命担当大臣（マイナンバー制度））

高市 早苗（衆・自民）

法務大臣
森 まさこ（参・自民）

外務大臣
茂木 敏充（衆・自民）

文部科学大臣
萩生田 光一（衆・自民）

厚生労働大臣
加藤 勝信（衆・自民）

農林水産大臣

江藤 拓（衆・自民）

経済産業大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（原子力損害賠償・廃

炉等支援機構））

梶山 弘志（衆・自民）

国土交通大臣
赤羽 一嘉（衆・公明）

環境大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（原子力防災））

小泉 進次郎（衆・自民）

防衛大臣

河野 太郎（衆・自民）

国務大臣（内閣官房長官）

菅 義偉（衆・自民）

国務大臣（復興大臣）

田中 和 （衆・自民）

国務大臣（国家公安委員会委員長）
（内閣府特命担当大臣（防災））

武田 良太（衆・自民）

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策、

消費者及び食品安全、少子化対策、海洋政

策））

衛藤 一（参・自民）
国務大臣
（内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略、

知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策））

竹本 一（衆・自民）
国務大臣
（内閣府特命担当大臣（経済財政政策））

西村 康稔（衆・自民）
国務大臣
（内閣府特命担当大臣（規制改革、地方創生））

北村 誠吾（衆・自民）
国務大臣
（内閣府特命担当大臣（男女共同参画））

橋本 聖子（参・自民）

内閣官房副長官

西村 明宏（衆・自民） 岡田 直樹（参・自民） 杉田 和博



副大臣

復興副大臣

菅家 一郎（衆・自民）

横山 信一（参・公明）

内閣府副大臣

大 拓（衆・自民）

平 将明（衆・自民）

宮下 一郎（衆・自民）

総務副大臣

長谷川 岳（参・自民）

総務副大臣

内閣府副大臣

寺田 稔（衆・自民）

法務副大臣

義家 弘介（衆・自民）

外務副大臣

鈴木 馨祐（衆・自民）

若宮 健嗣（衆・自民）

財務副大臣

遠山 清彦（衆・公明）

藤川 政人（参・自民）

文部科学副大臣

上野 通子（参・自民）

文部科学副大臣

内閣府副大臣

亀岡 偉民（衆・自民）

厚生労働副大臣

稲津 久（衆・公明）

橋本 岳（衆・自民）

農林水産副大臣

伊東 良孝（衆・自民）

加藤 寛治（衆・自民）

経済産業副大臣

牧原 秀樹（衆・自民）

経済産業副大臣

内閣府副大臣

松本 洋平（衆・自民）

国土交通副大臣

青木 一彦（参・自民）

国土交通副大臣

内閣府副大臣

復興副大臣

御法川 信英（衆・自民）

環境副大臣

佐藤 ゆかり（衆・自民）

環境副大臣

内閣府副大臣

石原 宏高（衆・自民）

防衛副大臣

内閣府副大臣

山本ともひろ（衆・自民）

大臣政務官

内閣府大臣政務官

神田 憲次（衆・自民）

今井 絵理子（参・自民）

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

藤原 崇（衆・自民）

総務大臣政務官

木村 弥生（衆・自民）

藤 洋明（衆・自民）

総務大臣政務官

内閣府大臣政務官

進藤 金日子（参・自民）

法務大臣政務官

宮﨑 政久（衆・自民）

外務大臣政務官

尾身 朝子（衆・自民）

中谷 真一（衆・自民）

中山 展宏（衆・自民）

財務大臣政務官

宮島 喜文（参・自民）

井上 貴博（衆・自民）

文部科学大臣政務官

佐々木さやか（参・公明）

文部科学大臣政務官

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

青山 周平(衆・自民)

厚生労働大臣政務官

小島 敏文（衆・自民）

自見 はなこ（参・自民）

農林水産大臣政務官

河野 義博（参・公明）

藤木 眞也（参・自民）

経済産業大臣政務官

宮本 周司（参・自民）

経済産業大臣政務官

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

中野 洋昌（衆・公明）

国土交通大臣政務官

門 博文（衆・自民）

佐々木 紀（衆・自民）

国土交通大臣政務官

内閣府大臣政務官

和田 政宗（参・自民）

環境大臣政務官

木 哲也（衆・自民）

環境大臣政務官

内閣府大臣政務官

加藤 鮎子（衆・自民）

防衛大臣政務官

岩田 和親（衆・自民）

防衛大臣政務官

内閣府大臣政務官

渡辺 孝一（衆・自民）



政府特別補佐人

人事院総裁 一宮 なほみ 内閣法制局長官 近藤 正春

公正取引委員会委員長 杉本 和行 原子力規制委員会委員長 更田 豊志

公害等調整委員会委員長 井 勉



４ 本会議･委員会等傍聴者数

内 訳

回 次 総 計

(人) 本会議 委員会等

平成22年 174 (常 会) 6,345 2,690 3,655

175 (臨時会) 540 121 419

176 (臨時会) 2,324 629 1,695

23年 177 (常 会) 4,326 1,484 2,842

178 (臨時会) 710 388 322

179 (臨時会) 2,059 743 1,316

24年 180 (常 会) 5,466 1,518 3,948

181 (臨時会) 227 174 53

182 (特別会) 46 44 2

25年 183 (常 会) 5,580 1,780 3,800

184 (臨時会) 138 138 0

185 (臨時会) 3,089 1,143 1,946

26年 186 (常 会) 7,236 1,878 5,358

187 (臨時会) 1,649 484 1,165

188 (特別会) 26 22 4

27年 189 (常 会) 8,409 1,447 6,962

28年 190 (常 会) 4,697 1,003 3,694

191 (臨時会) 60 53 7

192 (臨時会) 3,709 1,112 2,597

29年 193 (常 会) 5,814 1,005 4,809

194 (臨時会) 13 13 0

195 (特別会) 719 241 478

30年 196 (常 会) 5,696 1,000 4,696

197 (臨時会) 1,507 329 1,178

令和元年 198 (常 会) 3,409 774 2,635

199 (臨時会) 124 119 5

200 (臨時会) 1,519 363 1,156

２年 201 (常 会) 807 253 554

（注）直近の国会は開会中の数、それ以前の国会は閉会中を含んだ数である｡



５ 参議院参観者数

参 観 内 訳
件 数 総 計 特別参観

（人） 一 般 小学生 中学生 高校生 外国人 （人）

平成

16年 11,987 234,882 54,866 111,832 58,012 5,759 4,413 74

17年 13,114 258,096 56,777 127,531 63,978 5,808 4,002 124

18年 17,424 282,398 79,864 133,216 58,224 6,855 4,239 398

19年 20,506 297,876 85,503 138,063 61,821 7,587 4,902 113

20年 25,657 316,381 99,820 142,118 60,016 11,147 3,280 209

21年 26,600 340,006 101,179 154,592 68,253 13,382 2,600 267

22年 24,442 357,554 104,002 167,500 68,216 13,975 3,861 369

23年 16,339 270,069 65,353 160,843 33,085 9,090 1,698 570

24年 18,585 344,230 77,166 179,746 73,721 11,262 2,335 708

25年 21,997 346,637 88,099 178,694 64,468 12,135 3,241 425

26年 19,771 325,153 78,904 167,603 61,300 13,192 4,154 482

27年 20,407 319,852 73,379 167,364 60,354 14,038 4,717 298

28年 18,755 307,607 66,229 166,163 58,041 13,812 3,362 175

29年 17,623 287,001 60,604 161,900 47,123 15,036 2,338 173

30年 14,829 283,234 55,172 160,834 50,495 14,644 2,089 190

令和

元年 14,101 273,261 46,971 169,599 41,713 11,751 3,227 69

２年 1,666 54,254 4,671 46,400 875 2,091 217 0

（注）特別参観は、国会閉会中の第１・第３日曜日に限り実施している。
令和２年の数は、第201回国会終了日(６月17日)現在。
令和２年３月から新型コロナウイルス感染症対策のため参観を中止した。



６ 参議院特別体験プログラム参加者数・参加団体数

団 体 内 訳
参加者数 団体数

（人） （件） 小学校 中学校 その他

平成18年度 65,548 975 738 183 54

平成19年度 65,926 1,019 808 154 57

平成20年度 71,336 1,047 840 149 58

平成21年度 90,306 1,278 1,089 138 51

平成22年度 95,487 1,355 1,120 171 64

平成23年度 88,871 1,238 1,125 73 40

平成24年度 95,336 1,311 1,120 151 40

平成25年度 92,685 1,307 1,132 134 41

平成26年度 64,120 1,024 860 130 34

平成27年度 94,074 1,322 1,138 146 38

平成28年度 91,771 1,350 1,144 145 61

平成29年度 91,586 1,337 1,184 120 33

平成30年度 94,435 1,351 1,183 135 33

令和元年度 87,574 1,226 1,101 100 25

令和２年度 ４月 0 0 0 0 0

５月 0 0 0 0 0

６月 0 0 0 0 0

（年度途中計） 0 0 0 0 0

（注）その他とは、地域の子ども会、高校生等の団体である｡
（注）令和２年３月から新型コロナウイルス感染症対策のため参議院特別体験プログラムを
（注）中止した。



７ 外国議会議長等招待一覧

○議長が招待したもの

招待状宛先 団 長 及 び 一 行 滞在期間

ポーランド共和国上院議 団長 上院議長 トーマシュ・グロツキ君 2. 2.18
長一行 ～ 2.23
( 2.１.20 招待状発送) 団員 上院議員

農業・農村開発委員会副委員長
リシャルド・ボベル君

同 上院議員
上院ポーランド・日本友好議員連盟会員
科学・教育・スポーツ委員会副委員長

ロベルト・ドーハン君

同 上院議員
科学・教育・スポーツ委員会副委員長

アグニェシュカ・コワチ＝レシチンスカ君

随員 上院議長室長 マウゴジャータ・ダシチク君

同 上院広報局次長 アンナ・ゴズボン君

同 上院国際局員
上院ポーランド・日本友好議員連盟事務局員

ミハウ・クシャク君

同 警護官 グジェゴシュ・ボンチコフスキ君

同 警護官 グジェゴシュ・ヴィエログルカ君



８ 参議院議員海外派遣一覧

○ＯＤＡ調査

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

ブータン王国及びタイ王国 ブータン 2. 1. 5 有村 治子君（自民） 2. 4.27

に対する我が国の政府開発 タイ ～ 1.11 中西 哲君（自民） 議院運営委員会

援助に関する調査 木戸口 英司君（ ※ ） に報告書を提出

(元.11.27 議長決定) 宮沢 由佳君（ ※ ）

山本 博司君（公明）

フィリピン共和国及びイン フィリピン 2. 1. 9 岩井 茂樹君（自民） 2. 4.27

ドネシア共和国に対する我 インドネシア ～ 1.15 こやり 隆史君（自民） 議院運営委員会

が国の政府開発援助に関す 古賀 之士君（ ※ ） に報告書を提出

る調査 若松 謙維君（公明）

(元.11.28 議長決定)

アルゼンチン共和国及びペ アルゼンチン 2. 1. 7 堀井 巌君（自民） 2. 4.27

ルー共和国に対する我が国 ペルー ～ 1.16 松山 政司君（自民） 議院運営委員会

の政府開発援助に関する調 岩渕 友君（共産） に報告書を提出

査

(元.11.29 議長決定)

エチオピア連邦民主共和 エチオピア 2. 1.10 宇都 隆史君（自民） 2. 4.27

国、タンザニア連合共和国 タンザニア ～ 1.18 太田 房江君（自民） 議院運営委員会

及びウガンダ共和国に対す ウガンダ 鈴木 宗男君（維新） に報告書を提出

る我が国の政府開発援助に

関する調査

(元.11.29 議長決定)



○国際会議出席

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

第28回アジア・太平洋議員 オーストラリ 2. 1.11 中曽根 弘文君（自民） 2. 4.27

フォーラム（ＡＰＰＦ）総 ア ～ 1.17 片山 大介君（維新） 議院運営委員会

会出席 に報告書を提出

(元.11.21 議長決定)

○議会間交流

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

ブラジル連邦共和国上院の アラブ首長国 2. 1. 7 （議長） 2. 4.27

招待による同国公式訪問及 連邦 ～ 1.16 山東 昭子君（ 無 ） 議院運営委員会

び各国の政治経済事情等視 ブラジル 世耕 弘成君（自民） に報告書を提出

察 長浜 博行君（ ※ ）

(元.12. 6 議長決定) 西田 実仁君（公明）

石井 苗子君（維新）

大門 実紀史君（共産）

ラオス人民民主共和国国民 ラオス 元.12.14 （副議長） 2. 4.27

議会及びベトナム社会主義 ベトナム ～12.21 小川 敏夫君（ 無 ） 議院運営委員会

共和国国会の招待による両 岡田 広君（自民） に報告書を提出

国公式訪問 青木 愛君（ ※ ）

(元.12. 4 議長決定) 谷合 正明君（公明）

松沢 成文君（維新）

井上 哲士君（共産）



○重要事項調査

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

ドイツ連邦共和国及びオラ ドイツ 2. 1.12 山田 俊男君（自民） 2. 4.27

ンダ王国における農林水産 オランダ ～ 1.18 徳茂 雅之君（自民） 議院運営委員会

業に関する実情調査並びに 難波 奨二君（ ※ ） に報告書を提出

両国の政治経済事情等視察 浜田 昌良君（公明）

(元.12.13 議長決定) 武田 良介君（共産）

※立憲・国民.新緑風会・社民



９ 国会に対する報告等　(元.12.10～2.6.17)

　第200回国会閉会後から第201回国会中、法律等に基づいて提出された報告等は、以下のとおりである。

報　　告　　等　　の　　名　　称

令和元年

12. 10(火) 破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書外13件

17(火) 通貨及び金融の調節に関する報告書

令和２年

1. 10(金) 国と地方の協議の場（令和元年度第３回）における協議の概要に関する報告書

15(水) 会計検査院法第30条の２の規定に基づく「国による地方公共団体の情報セキュリティ対策の
強化について」の報告

20(月) 平成29年度決算に関する参議院の議決について講じた措置の報告

21(火) 令和元年10月４日から令和２年１月19日までの間における行政組織の新設改廃状況報告書

令和元年７月１日から同年12月31日までの間における国民生活安定緊急措置法の施行状況
報告書

28(火) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報
告

31(金) 平成30年度特別会計財務書類

租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書

2. 4(火) 令和２年度地方団体の歳入歳出総額の見込額書

地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書

7(金) 平成30年度国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況に関する報告

平成30年度日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の
状況に関する報告

14(金) 平成31年及び令和元年における通信傍受等に関する報告

3. 3(火) 令和元年度第３・四半期における予算使用の状況の報告

令和元年度第３・四半期における国庫の状況の報告

17(火) 地方財政の状況の報告

令和２年行政執行法人の常勤職員数に関する報告

26(木) 新型コロナウイルス感染症対策本部の設置の報告

27(金) 令和元年官民人事交流に関する年次報告

30(月) 国と地方の協議の場（令和元年度臨時会合）における協議の概要に関する報告書

31(火) 食料・農業・農村基本計画の変更の報告

平成31年及び令和元年防衛省と民間企業との間の人事交流に関する報告

4. 7(火) 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言についての報告

10(金) 調達価格等に関する報告

年月日



16(木) 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更についての報告

24(金) 「令和元年度中小企業の動向」に関する報告及び「令和２年度中小企業施策」についての文
書

「令和元年度小規模企業の動向」に関する報告及び「令和２年度小規模企業施策」について
の文書

5. 4(月) 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長についての報告

14(木) 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更についての報告

21(木) 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更についての報告

22(金) 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更の報告

南スーダン国際平和協力業務の実施の状況の報告

25(月) 新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言についての報告

29(金) 「令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策」に関する報告

6. 2(火) 令和元年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告

令和元年度公害等調整委員会年次報告書

5(金) 令和元年度エネルギーに関する年次報告

令和元年度の人事院の業務状況報告書

8(月) 国と地方の協議の場（令和２年度第１回会合）における協議の概要に関する報告書

9(火) 「令和元年度犯罪被害者等施策」に関する報告

『「令和元年度消費者政策の実施の状況」に関する報告』及び『令和元年度消費者事故等に
関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告』

「令和元年度人権教育及び人権啓発施策」に関する報告

令和元年度原子力規制委員会年次報告書

12(金) 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営の推進に関する政府
の取組の状況に関する報告

「防災に関してとった措置の概況」及び「令和２年度の防災に関する計画」についての報告

令和元年度個人情報保護委員会年次報告書

令和元年度東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関
する報告

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況の報告

平成31年・令和元年団体規制状況の年次報告

令和元年度拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府
の取組についての報告

2019年の国際労働機関第108回総会において採択された条約に関する報告書

2019年の国際労働機関第108回総会において採択された勧告に関する報告書

『「令和元年度環境の状況」に関する報告及び「令和２年度環境の保全に関する施策」につい
ての文書』、『「令和元年度循環型社会の形成の状況」に関する報告及び「令和２年度循環型
社会の形成に関する施策」についての文書』、『「令和元年度生物の多様性の状況」に関する
報告及び「令和２年度生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策」についての
文書』

16(火) 「令和元年度水循環施策」に関する報告

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告



令和元年度科学技術の振興に関する年次報告

「令和元年度食料・農業・農村の動向」に関する報告及び「令和２年度食料・農業・農村施策」
についての文書

「令和元年度森林及び林業の動向」に関する報告及び「令和２年度森林及び林業施策」につ
いての文書

「令和元年度水産の動向」に関する報告及び「令和２年度水産施策」についての文書

「令和元年度食育推進施策」に関する報告

令和元年度首都圏整備に関する年次報告

「令和元年度土地に関する動向」に関する報告及び「令和２年度土地に関する基本的施策」
についての文書

「令和元年度観光の状況」に関する報告及び「令和２年度観光施策」についての文書

「令和元年度交通の動向」に関する報告及び「令和２年度交通施策」についての文書



10 国会関係日誌（元.12.10～2.6.17）

【第200回国会（臨時会）閉会後】

令和元年
12. 11(水) 中沢健次元衆議院議員逝去

19(木) 望月義夫衆議院議員（元環境相兼原子力担当相）逝去

19(木) 佐々木陸海元衆議院議員逝去

21(土) 永井孝信元衆議院議員（元労働相）逝去

23(月) 井出庸生衆議院議員、自由民主党・無所属の会へ入会

23(月) 安倍総理、中国訪問（日中韓サミット出席、～25日）

25(水) あきもと司衆議院議員、自由民主党・無所属の会を退会

25(水) あきもと司衆議院議員を収賄容疑で逮捕(東京地検)

25(水) 村岡兼造元衆議院議員（元官房長官）逝去

27(金) 遠藤武彦元衆議院議員（元農水相）逝去

令和２年
1. 2(木) 三宅雪子元衆議院議員逝去

5(日) 参議院ODA調査派遣第２班（ブータン、タイ、～11日）

7(火) 参議院ODA調査派遣第４班（アルゼンチン、ペルー、～16日）

8(水) 下地幹郎衆議院議員、日本維新の会を退会

9(木) 参議院ODA調査派遣第１班（フィリピン、インドネシア、～15日）

10(金) 常会召集を閣議決定

10(金) 参議院ODA調査派遣第３班（タンザニア、ウガンダ、エチオピア、～18日）

11(土) 安倍総理、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン訪問（～15日）

16(木) 初鹿明博衆議院議員、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムを退会

16(木) 笠浩史衆議院議員、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムへ入会

17(金) 阪神・淡路大震災25年追悼式典、小川副議長出席

17(金) 参・外交防衛委（中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について
報告聴取、質疑）

17(金) 衆・安全保障委（国の安全保障（中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府
の取組等）について報告聴取、質疑）

【第201回国会（常会）】
20(月) 参・本会議（７特別委員会設置、政府４演説）

20(月) 衆・本会議（９特別委員会設置、政府４演説）

20(月) 開会式

22(水) 衆・本会議（代表質問１日目）

23(木) 参・本会議（代表質問１日目）

23(木) 衆・本会議（代表質問２日目）

24(金) 参・本会議（代表質問２日目）

24(金) 衆・予算委（令和２年度総予算、令和元年度補正予算提案理由説明）

27(月) 衆・予算委（令和元年度補正予算基本的質疑）

28(火) 衆・予算委（令和元年度補正予算基本的質疑、締めくくり質疑、令和元年度補正予算可決）

28(火) 衆・本会議（令和元年度補正予算可決）

年月日 事　　　　　　　　項



29(水) 参・予算委（令和２年度総予算、令和元年度補正予算趣旨説明、令和元年度補正予算総括
質疑）

30(木) 参・予算委（令和元年度補正予算総括質疑、締めくくり質疑、令和元年度補正予算可決）

30(木) 参・本会議（令和元年度補正予算可決）

31(金) 参・予算委（集中審議「内政・外交の諸問題」）

31(金) 衆・予算委（集中審議「内外の諸課題（桜を見る会・IR等）」）

2. 3(月) 衆・予算委（令和２年度総予算基本的質疑）

4(火) 衆・予算委（令和２年度総予算基本的質疑）

4(火) 岡部英男元衆議院議員逝去

5(水) 衆・予算委（令和２年度総予算基本的質疑）

6(木) 衆・本会議（所得税法案趣旨説明・質疑）

6(木) 衆・予算委

7(金) 衆・予算委

10(月) 衆・予算委

12(水) 衆・予算委（令和２年度総予算集中審議「新型コロナウイルス対応・内外の諸情勢」）

13(木) 衆・本会議（地方財政計画（報告）、地方税法案、地方交付税法案趣旨説明・質疑）

13(木) 参・情報監視審査会

14(金) 参・本会議

17(月) 参・予算委委員派遣（神奈川県、千葉県、～18日）

17(月) 参・沖縄・北方特別委委員派遣（北海道、～18日）

17(月) 参・ODA特別委委員派遣（大阪府、兵庫県、～18日）

17(月) 衆・予算委（令和２年度総予算集中審議「「COVID-19（新型コロナウイルス）への今後の対
応」等内外の諸情勢」）

18(火) 衆・予算委

18(火) 小林恒人元衆議院議員逝去

19(水) 参・情報監視審査会

19(水) 参・国土交通委委員派遣（沖縄県、～20日）

19(水) 衆・予算委

19(水) 衆・「日本維新の会」、「日本維新の会・無所属の会」に会派名変更

19(水) 青山雅幸衆議院議員、日本維新の会・無所属の会へ入会

19(水) ポーランド共和国・グロツキ上院議長一行（参議院招待）、山東議長訪問

20(木) 参・内閣委委員派遣（長野県、～21日）

20(木) 参・外交防衛委委員派遣（兵庫県、山口県、広島県、～21日）

20(木) 参・厚生労働委委員派遣（大分県、～21日）

20(木) 参・環境委委員派遣（富山県、石川県、～21日）

20(木) 参・震災復興特別委委員派遣（岩手県、宮城県、福島県、～21日）

20(木) 衆・予算委

21(金) 衆・予算委公聴会

22(土) 高橋紀世子元参議院議員逝去

25(火) 衆・予算委分科会

26(水) 衆・予算委（令和２年度総予算集中審議「国民生活の安全・内外の諸課題等」）

27(木) 衆・本会議（予算委員長棚橋泰文君解任決議案否決、法務大臣森まさこ君不信任決議案否
決）

27(木) 衆・予算委

28(金) 衆・予算委（令和２年度総予算締めくくり質疑、令和２年度総予算可決）



28(金) 衆・本会議（令和２年度総予算可決、地方税法案可決、地方交付税法案可決、所得税法案
可決）

3. 2(月) 参・予算委（令和２年度総予算基本的質疑）

3(火) 参・予算委（令和２年度総予算基本的質疑）

4(水) 参・予算委

4(水) 衆・情報監視審査会

5(木) 参・予算委

6(金) 参・本会議（所得税法案趣旨説明・質疑）

6(金) 参・予算委

9(月) 参・予算委（令和２年度総予算集中審議「内政・外交の諸課題」）

10(火) 参・予算委公聴会

11(水) 参・本会議（地方財政計画（報告）、地方税法案、地方交付税法案趣旨説明・質疑）

11(水) 参・予算委

12(木) 衆・本会議

13(金) 参・本会議

16(月) 参・予算委（令和２年度総予算集中審議「現下の諸課題（新型コロナウイルス対応等）」）

17(火) 衆・本会議（文化観光推進法案趣旨説明・質疑）

17(火) 参・予算委

17(火) 衆・情報監視審査会（令和元年年次報告書提出）

19(木) 衆・本会議（情報監視審査会報告（情報監視審査会令和元年年次報告書について））

22(日) 熊本県知事選、蒲島郁夫氏４選

23(月) 参・予算委（令和２年度総予算集中審議「安倍内閣の基本姿勢」）

24(火) 衆・本会議（地域公共交通活性化法案趣旨説明・質疑）

25(水) 参・予算委

26(木) 衆・本会議（文化観光推進法案可決）

26(木) 参・予算委

27(金) 参・予算委（令和２年度総予算締めくくり質疑、令和２年度総予算可決）

27(金) 参・総務委（地方税法案可決、地方交付税法案可決）

27(金) 参・財政金融委（所得税法案可決）

27(金) 参・本会議（令和２年度総予算可決、地方税法案可決、地方交付税法案可決、所得税法案
可決）

31(火) 参・本会議

4. 1(水) 参・決算委（平成30年度決算全般質疑）

2(木) 衆・本会議（谷畑孝君辞職許可、新型コロナウイルス感染症対策本部設置及びオリパラ延期
に関する報告、国家戦略特区法案趣旨説明・質疑）

2(木) 森田次夫元参議院議員逝去

3(金) 参・本会議（新型コロナウイルス感染症対策本部設置及びオリパラ延期に関する報告・質疑）

3(金) 衆・本会議（特定高度システム供給導入法案、デジタルプラットフォーマー法案趣旨説明・質
疑）

6(月) 参・決算委

7(火) 衆・本会議

7(火) 倉田寛之元参議院議員（元参議院議長）逝去

10(金) 参・本会議

10(金) 衆・本会議

13(月) 参・決算委



14(火) 衆・本会議（国民年金法案、GPIF法案趣旨説明・質疑）

16(木) 衆・本会議（国家戦略特区法案可決、地域公共交通活性化法案可決、国家公務員法案趣旨
説明・質疑）

16(木) 高井崇志衆議院議員、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムを退会

16(木) 衆議院近畿選挙区、美延映夫氏繰上補充当選（谷畑孝衆議院議員退職による）、日本維新
の会・無所属の会へ入会

17(金) 参・本会議

21(火) 横内正明元衆議院議員逝去

23(木) 衆・本会議（特定高度システム供給導入法案可決、デジタルプラットフォーマー法案可決）

26(日) 衆議院議員補欠選挙、静岡４区で深澤陽一氏当選

27(月) 衆・本会議（財政演説（令和２年度補正予算）・質疑）

27(月) 参・本会議（財政演説（令和２年度補正予算）・質疑）

27(月) 衆・予算委（令和２年度補正予算提案理由説明）

27(月) 深澤陽一衆議院議員、自由民主党・無所属の会へ入会

28(火) 衆・予算委（令和２年度補正予算基本的質疑）

29(水) 衆・予算委（令和２年度補正予算基本的質疑、令和２年度補正予算可決）

29(水) 衆・本会議（令和２年度補正予算可決）

29(水) 参・予算委（令和２年度補正予算趣旨説明、総括質疑）

30(木) 参・予算委（令和２年度補正予算総括質疑、令和２年度補正予算可決）

30(木) 参・本会議（令和２年度補正予算可決）

5. 11(月) 参・予算委（集中審議「現下の諸課題（新型コロナウイルス感染症への対処等）」）

11(月) 衆・予算委（集中審議「緊急事態宣言の延長について」）

12(火) 衆・本会議（国民年金法案修正議決、社会福祉法案、社会福祉法案対案（衆法11～13）趣旨
説明・質疑）

13(水) 参・本会議（国家戦略特区法案趣旨説明・質疑）

13(水) 参・決算委

14(木) 衆・本会議（復興庁設置法案趣旨説明・質疑）

15(金) 参・本会議（国民年金法案趣旨説明・質疑）

15(金) 衆・本会議（公益通報者保護法案趣旨説明・質疑）

18(月) 参・決算委

18(月) 加藤紀文元参議院議員逝去

19(火) 衆・本会議

19(火) 衆・予算委

20(水) 参・本会議（地域公共交通活性化法案趣旨説明・質疑）

20(水) 参・予算委（「新型コロナウイルス感染症対策への対処等に関する件」について参考人質疑）

20(水) 衆・予算委（「新型コロナウイルス感染症対策」について参考人質疑）

20(水) 櫻井充参議院議員、立憲・国民．新緑風会・社民を退会

20(水) 塚本三郎元衆議院議員逝去

21(木) 櫻井充参議院議員、自由民主党・国民の声へ入会

22(金) 衆・本会議（公益通報者保護法案修正議決、復興庁設置法案可決）

22(金) 参・地方消費者特別委（国家戦略特区法案可決）

25(月) 参・決算委（平成30年度決算准総括質疑）

26(火) 衆・本会議（社会福祉法案可決）

26(火) 参･国土交通委（地域公共交通活性化法案可決）



27(水) 参・本会議（復興庁設置法案趣旨説明・質疑、国家戦略特区法案可決、地域公共交通活性
化法案可決）

28(木) 衆・本会議

28(木) 参・厚生労働委（国民年金法案可決）

28(木) 衆・憲法審査会（憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議）

29(金) 参・本会議（社会福祉法案趣旨説明・質疑、国民年金法案可決）

29(金) 参・情報監視審査会

29(金) 三野優美元衆議院議員逝去

31(日) 大西孝典元衆議院議員逝去

6. 2(火) 衆・本会議

3(水) 参・本会議（公益通報者保護法案趣旨説明・質疑、行政監視委員会中間報告）

3(水) 参・震災復興特別委（復興庁設置法案可決）

4(木) 参・厚生労働委（社会福祉法案可決）

5(金) 参・本会議（令和元年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関
する報告・質疑、復興庁設置法案可決、社会福祉法案可決）

5(金) 参・情報監視審査会

5(金) 参・地方消費者特別委（公益通報者保護法案可決）

6(土) 寺前巖元衆議院議員逝去

8(月) 衆・本会議（財政演説（令和２年度第２次補正予算）・質疑）

8(月) 参・本会議（財政演説（令和２年度第２次補正予算）・質疑、公益通報者保護法案可決）

8(月) 衆・予算委（令和２年度第２次補正予算提案理由説明）

9(火) 衆・予算委（令和２年度第２次補正予算基本的質疑）

10(水) 衆・予算委（令和２年度第２次補正予算基本的質疑、令和２年度第２次補正予算可決）

10(水) 衆・本会議（令和２年度第２次補正予算可決）

11(木) 参・予算委（令和２年度第２次補正予算趣旨説明、総括質疑）

12(金) 参・予算委（令和２年度第２次補正予算総括質疑、令和２年度第２次補正予算可決）

12(金) 参・本会議（令和２年度第２次補正予算可決、３調査会中間報告）

15(月) 参・決算委（平成30年度決算締めくくり総括質疑、平成30年度決算議決、措置要求決議）

16(火) 衆・本会議

16(火) 参・情報監視審査会

17(水) 参・本会議（平成30年度決算議決）

17(水) 衆・本会議

17(水) 衆・情報監視審査会

17(水) 河井あんり参議院議員、自由民主党・国民の声を退会

17(水) 河井克行衆議院議員、自由民主党・無所属の会を退会

17(水) 第201回国会閉会


